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１．概要

 本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 17 条 材料及び構造」

及び「第 37 条 材料及び構造」に関して、基本設計方針に記載する事項、

添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項について整理した結果

を示すものである。

 整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。

２．本資料の構成

 「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外）

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。
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別紙 
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:商業機密の観点から公開できない箇所
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条及び第三十七条 （材料及び構造）（1 / 17） 

 

技術基準規則 技術基準規則解釈 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（材料及び構造） 

 

 

 

 

 

 

第十七条 

 安全機能を有する

施設に属する容器及

び管並びにこれらを

支持する構造物のう

ち、再処理施設の安

全性を確保する上で

重要なもの (以下こ

の項において「容器

等」という。) の材

料及び構造は、次に

掲げるところによら

なければならない。

この場合において、

第一号及び第三号の

規定については、法

第四十六条第二項に

規定する使用前事業

者検査の確認を行う

までの間適用する。

DB① 

 

第三十七条 

 重大事故等対処設

備に属する容器及び

管並びにこれらを支

持する構造物のう

ち、再処理施設の安

全性を確保する上で

重要なもの (以下こ

の項において「容器

等」という。) の材

料及び構造は、次に

掲げるところによら

なければならない。

この場合において、

第一号 (容器等の材

料に係る部分に限

る。) 及び第二号の

規定については、法

第四十六条第二項に

規定する使用前事業

者検査の確認を行う

までの間適用する。

SA① 

第 17 条 

（材料及び構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 共通項目 

9. 設備に対する要求 

9.3 材料及び構造 

9.3.1 材料及び構造 

 

 

 

 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処

設備における材料及び構造にあっては，安全

機能を有する施設又は重大事故等対処設備に

属するもののうち以下のいずれかに該当する

ものを再処理施設の安全性を確保する上で重

要なもの(以下，安全機能を有する施設にあ

っては「安全機能を有する施設の容器等」，

重大事故等対処設備にあっては「重大事故等

対処設備の容器等」という。)として材料及

び構造の対象とする。DB①,②,③,④,SA①-

1,①-2,②-1,②-2,③-1,③-2,④ 

a.その機能喪失によって放射性物質等による

災害又は内部エネルギーの解放による災害

を及ぼすおそれがある機器区分(再処理第

１種機器から再処理第５種機器)に属する

容器及び管 DB①,SA①-1,①-2 

b.公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼす

おそれがあるもの及び放射線障害を防止す

る機能を有する安全上重要な施設又は重大

事故等対処設備に属する容器及び管 

DB①,SA①-1,①-2 

c.上記 a又は bに接続するポンプ及び弁(安

全上重要な施設又は重大事故等対処設備を

防護するために必要な緊急遮断弁を含

む。)DB②,④,SA②-1,②-2,④ 

d.上記 a，b又は cに直接溶接される支持構

造物であり，その破損により当該機器の損

壊を生じさせるおそれのあるもの DB①, 

SA①-1 

e.安全上重要な施設又は重大事故等対処設備

に属する内燃機関 DB③,SA③-1,③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、再処理施設の位置，構造

及び設備並びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造

及び設備 

ロ．再処理施設の一般構造 

(3) 使用済燃料等の閉じ込め

に関する構造 

（中略） 
(i) 放射性物質を内包する系

統及び機器は，放射性物質が

漏えいし難い構造とする。ま

た，使用する化学薬品等を考

慮し，腐食し難い材料を使用

するとともに，腐食しろを確

保する設計とする。DB①,②,

⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) その他の主要な構造 

(i) 安全機能を有する施設 

(g) 安全機能を有する施設  

(ｲ) 安全機能を有する施設の

設計方針 

２） 安全機能を有する施設

は，設計基準事故時及び設計

基準事故に至るまでの間に想

定される圧力，温度，湿度，

線量等各種の環境条件におい

て，その安全機能を発揮する

ことができる設計とする。DB

③ 

1.安全設計 

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する

設計 

 

 

 

 

（中略） 
(1)放射性物質を内包する系統及び機器

は，使用する化学薬品，取り扱う放射

性物質，圧力及び温度並びに保守及び

修理の条件を考慮し，ステンレス鋼，

ジルコニウムその他の腐食し難い材料

を使用するとともに，腐食しろを確保

する設計とする。DB◇1 

さらに，溶接構造，爆着接合法による

異材継手，フランジ継手及び水封によ

り接続することにより，放射性物質が

漏えいし難い設計とする。DB◇1 

また，以下の基本方針により材料選定

及び異種材料の接続を行う。DB◇1,DB◇2  

 

ａ．材料選定の基本方針 

放射性物質を含む硝酸溶液を取り扱

う系統及び機器は，ステンレス鋼を使

用し，常圧沸騰状態で比較的硝酸濃度

の高い溶液を取り扱う場合にはジルコ

ニウムを使用する。DB◇1 ,DB◇2  

（中略） 
ｂ．異種材料の接続の基本方針 

ジルコニウムとステンレス鋼との接

続は，爆着接合法による異材継手，フ

ランジ継手及び水封を使用する。

DB◇1,DB◇2  

フランジ継手は，セル外において異

種材料の接続を行う場合に用いる。DB◇1 

また，水封は，保守が必要なセル内

の機器の気相部の接続に用いる。DB◇1  

 

1.7 その他の設計方針 

1.7.7 安全機能を有する施設の設計 

1.7.7.1 安全機能を有する施設の設計

方針 

(５) 安全機能を有する施設は，設計

基準事故時及び設計基準事故に至るま

での間に想定される圧力，温度，湿

度，線量等各種の環境条件において，

その安全機能を発揮できる設計とす

る。DB◇3  

 

 

 

 

第１章 共通項目 

5. 設備に対する要求 

5.2 材料及び構造等 

 

 

 

 

 

設計基準対象施設（圧縮機，所内ボイ

ラ，蒸気タービン（発電用のものに限

る。），発電機，変圧器及び遮断器を

除く。）並びに重大事故等対処設備に

属する容器，管，ポンプ若しくは弁若

しくはこれらの支持構造物又は炉心支

持構造物の材料及び構造は，施設時に

おいて，各機器等のクラス区分に応じ

て以下のとおりとし，その際，日本機

械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格」（ＪＳＭＥ 設計・建

設規格）等に従い設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB④(P2から) 

DB⑤(P4へ) 

DB⑥(P6へ) 

DB⑦(P6へ) 

DB⑧(P6へ) 

DB⑨(P11へ) 

DB⑩(P11へ) 

DB⑪(P11へ) 

DB⑫(P11へ) 

DB⑬(P11へ) 

SA①-1(P3か

ら)  

SA①-2(P3か

ら) 

SA②-1(P3か

ら) 

SA②-2(P3か

ら) 

SA③-1(P3か

ら) 

SA③-2(P3か

ら) 

SA④(P3から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致

する箇所 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

紫字：ＳＡ設備に関する記載 

  ：発電炉との差異の理由    ：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

放射性物質が漏えいし

難い構造とする設計及

び腐食し難い材料を使

用するとともに，腐食

しろを確保する設計の

うち，材料及び構造に

係る事項を具体化。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の要求を踏ま

え，再処理施設におけ

る材料及び構造の対象

範囲について具体化し

たため。 

【許可からの変更点】 

設計基準事故時及び設

計基準事故に至るまで

の間に想定される環境

条件を考慮した設計の

うち，材料及び構造に

係る事項を具体化。 

【許可からの変更点】 

安全上重要な施設を防

護するために必要な緊

急遮断弁の設計のう

ち，材料及び構造に係

る事項を具体化。 

【許可からの変更点】 

想定される重大事故等

が発生した場合におけ

る環境条件を考慮した

設計のうち，材料及び構

造に係る事項を具体

化。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語

が異なるため。 

①（P2）へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の炉心支持構造物に

ついて，再処理施設では同

様の設計上の考慮を要する

対象機器がないため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条及び第三十七条 （材料及び構造）（2 / 17） 

 

技術基準規則 技術基準規則解釈 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事

故等対処設備の容器等の材料及び構造(主要

な溶接部を含む。)は，施設時において，以

下の通りとし，その際，日本機械学会「発電

用原子力設備規格 設計・建設規格」等に準

拠し設計する。DB①,②,③,④,SA①-1,①-2,

②-1,②-2,③-1,③-2,④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．その他再処理設備の附属

施設の構造及び設備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅴ) 溢水防護設備 

 

安全機能を有する施設は，再

処理施設内における溢水が発

生した場合においても，安全

機能を損なわない設計とす

る。 

そのために，再処理施設内に

設置された機器及び配管の破

損（地震起因を含む。）によ

る溢水，再処理施設内で生じ

る異常状態（火災を含む。）

の拡大防止のために設置され

る系統からの放水による溢水

又は燃料貯蔵プール・ピット

等のスロッシングによる溢水

が発生した場合においても，

再処理施設内における扉，

堰，遮断弁等により溢水防護

対象設備が安全機能を損なわ

ない設計とする。DB④ 

 

(ⅱ) 重大事故等対処施設 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(ハ) 環境条件等 

１） 環境条件 

 

重大事故等対処設備は，内的

事象を要因とする重大事故等

に対処するものと外的事象を

要因とする重大事故等に対処

するものそれぞれに対して想

定される重大事故等が発生し

た場合における温度，圧力，

湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能が有効に発揮で

きるよう，その設置場所（使

用場所）及び保管場所に応じ

た耐環境性を有する設計とす

るとともに，操作が可能な設

計とする。SA①-1,①-2,②-1,

②-2,③-1,③-2,⑤-1,⑤-2,

⑥,⑦,⑧,⑨,⑩ 

 

重大事故等時の環境条件につ

いては，重大事故等における

温度，圧力，湿度，放射線，

荷重に加えて，重大事故によ

る環境の変化を考慮した環境

9.12 溢水防護設備 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設

内における溢水が発生した場合におい

ても，安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

そのために，再処理施設内に設置され

た機器及び配管の破損（地震起因を含

む。）による溢水，再処理施設内で生

じる異常状態（火災を含む。）の拡大

防止のために設置される系統からの放

水による溢水又は燃料貯蔵プール・ピ

ット等のスロッシングによる溢水が発

生した場合においても，再処理施設内

における扉，堰，遮断弁等により溢水

防護対象設備が安全機能を損なわない

設計とする。また，燃料貯蔵プール・

ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プー

ル・ピット等への給水機能を維持でき

る設計とする。DB◇4  

 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設

計 

(３) 環境条件等 

ａ．環境条件 

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要

因とする重大事故等に対処するものと

外的事象を要因とする重大事故等に対

処するものそれぞれに対して想定され

る重大事故等が発生した場合における

温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を

考慮し，その機能が有効に発揮できる

よう，その設置場所（使用場所）及び

保管場所に応じた耐環境性を有する設

計とするとともに，操作が可能な設計

とする。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

重大事故等時の環境条件については，

重大事故等における温度，圧力，湿

度，放射線，荷重に加えて，重大事故

による環境の変化を考慮した環境圧

力，環境湿度による影響，重大事故等

設計基準対象施設（圧縮機，所内ボイ

ラ，蒸気タービン（発電用のものに限

る。），発電機，変圧器及び遮断器を

除く。）並びに重大事故等対処設備に

属する容器，管，ポンプ若しくは弁若

しくはこれらの支持構造物又は炉心支

持構造物の材料及び構造は，施設時に

おいて，各機器等のクラス区分に応じ

て以下のとおりとし，その際，日本機

械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格」（ＪＳＭＥ 設計・建

設規格）等に従い設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，重大事故等クラス２機器及び

重大事故等クラス２支持構造物の材料

及び構造であって，以下によらない場

合は，当該機器及び支持構造物が，そ

の設計上要求される強度を確保できる

ようＪＳＭＥ 設計・建設規格を参考

に同等以上の性能を有することを確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故等クラス３機器であっ

て，完成品は，以下によらず，消防法

に基づく技術上の規格等一般産業品の

規格及び基準に適合していることを確

認し，使用環境及び使用条件に対し

て，要求される強度を確保できる設計

とする。 

重大事故等クラス２容器及び重大事故

等クラス２管のうち主要な耐圧部の溶

接部の耐圧試験は，母材と同等の方

法，同じ試験圧力にて実施する。 

 

 

なお，各機器等のクラス区分の適用に

ついては，別紙「主要設備リスト」に

よる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB④(P1 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA⑤-1(P4，P6

へ) 

SA⑤-2(P4，P7

へ) 

SA⑥(P11 へ) 

SA⑦(P11 へ) 

SA⑧(P11 へ) 

SA⑨(P11 へ) 

SA⑩(P11 へ) 

 

【 「等」 の解説】 
「「発電用原子力設備規

格 設計・建設規格」等」

の指す内容は，告示第

501 号，日本産業規格，

ASME，再処理施設用

ジルコニウム規格等で

あり，各機器が準拠する

具体的な規格及び基準

については設工認申請

書「準拠規格及び基準」

及び添付書類「強度及

び耐食性に関する説明

書」で示すため当該箇

所では「等」の記載を用

いた。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，発電炉向けの規格である設

計・建設規格等を用いることから準拠と記

載。なお，再処理施設で用いる規格について

は，設工認申請書 添付書類「強度及び耐食性

に関する説明書」に取りまとめて示す。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語

が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では各機器毎にクラス区分の適

用を別紙の主要設備リストにて示して

いるが，再処理施設ではクラス区分の

適用がないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のただし書きについて，再

処理施設では同様の設計上の考慮

を要する対象機器がないため。 

②（P7）へ 

③（P11）へ

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は各機器毎のクラス区分に応じ

た設計を記載しているが，再処理施設

ではクラス区分の適用がないため。 

①（P1）から 
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温度，環境圧力，環境湿度に

よる影響，重大事故等時に汽 

水を供給する系統への影響，

自然現象による影響，人為事

象の影響及び周辺機器等から

の影響を考慮する。SA①-1,①

-2,②-1,②-2,③-1,③-2,④, 

⑤-1, ⑤-2,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩ 
 

ⅰ）常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，

想定される重大事故等が発生

した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を

考慮し，その機能が有効に発

揮できるよう，その設置場所

（使用場所）に応じた耐環境

性を有する設計とする。SA①-

1,②-1,③-1,④,⑤-1,⑥,⑦,

⑧,⑨,⑩ 
ⅱ）可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備

は，想定される重大事故等が

発生した場合における温度，

圧力，湿度，放射線及び荷重

を考慮し，その機能が有効に

発揮できるよう，その設置場

所（使用場所）及び保管場所

に応じた耐環境性を有する設

計とする。SA①-2,②-2,③-2, 

⑤-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時に汽水を供給する系統への影響，自

然現象による影響，人為事象の影響及 

び周辺機器等からの影響を考慮する。

SA◇1  

 

 

 

 

 

(ａ)常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合における

温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を

考慮し，その機能が有効に発揮できる

よう，その設置場所（使用場所）に応

じた耐環境性を有する設計とする。

SA◇1  
 

 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合におけ

る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重

を考慮し，その機能が有効に発揮でき

るよう，その設置場所（使用場所）及

び保管場所に応じた耐環境性を有する

設計とする。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA①-1(P1へ)  

SA①-2(P1へ) 

SA②-1(P1へ) 

SA②-2(P1へ) 

SA③-1(P1へ) 

SA③-2(P1へ) 

SA④(P1へ) 
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第十七条 

一 容器等に使用す

る材料は、その使用

される圧力、温度、

荷重その他の使用条

件に対して適切な機

械的強度及び化学的

成分を有すること。

DB⑤ 

 

第三十七条 

一 容器等がその設

計上要求される強度

及び耐食性を確保で

きるものであるこ

と。SA⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.1 材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事

故等対処設備の容器等のうち常設のもの(以

下「常設重大事故等対処設備の容器等」とい

う。)は，第１章 共通項目の「9.1 安全機

能を有する施設」及び「9.2 重大事故等対

処設備」の要求事項を踏まえ，その使用され

る圧力，温度，荷重，腐食環境その他の使用

条件に対して，適切な機械的強度及び化学的

成分を有する材料を使用する設計とする。DB

⑤,SA⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型の

もの(以下「可搬型重大事故等対処設備の容

器等」という。)は，第１章 共通項目の

「9.2 重大事故等対処設備」の要求事項を

踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重そ

の他の使用条件に対して，日本産業規格等に

適合した適切な機械的強度及び化学的成分を

有する材料を使用する設計とする。SA⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 材料について 

(1) 機械的強度及び化学的成分 

a. クラス１機器，クラス１支持構造

物及び炉心支持構造物は，その使用さ

れる圧力，温度，水質，放射線，荷重

その他の使用条件に対して適切な機械

的強度及び化学的成分（使用中の応力

その他の使用条件に対する適切な耐食

性を含む。）を有する材料を使用す

る。 

 

b. クラス２機器，クラス２支持構造

物，クラス３機器，クラス４管，重大

事故等クラス２機器及び重大事故等ク

ラス２支持構造物は，その使用される

圧力，温度，荷重その他の使用条件に

対して適切な機械的強度及び化学的成

分を有する材料を使用する。 

 

c. 原子炉格納容器又は原子炉格納容

器支持構造物は，その使用される圧

力，温度，湿度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的強度及び化学

的成分を有する材料を使用する。 

 

d. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，

低圧炉心スプレイ系ストレーナ及び残

留熱除去系ストレーナは，その使用さ

れる圧力，温度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的強度及び化学

的成分を有する材料を使用する。 

 

e. 重大事故等クラス３機器は，その

使用される圧力，温度，荷重その他の

使用条件に対して日本工業規格等に適

合した適切な機械的強度及び化学的成

分を有する材料を使用する。 

 

(2) 破壊じん性 

a. クラス１容器は，当該容器が使用

される圧力，温度，放射線，荷重その

他の使用条件に対して適切な破壊じん

性を有する材料を使用する。また，破

壊じん性は，寸法，材質又は破壊じん

性試験により確認する。 

原子炉圧力容器については，原子炉圧

力容器の脆性破壊を防止するため，中

性子照射脆化の影響を考慮した 低試

験温度を確認し，適切な破壊じん性を

維持できるよう，原子炉冷却材温度及

び圧力の制限範囲を設定することを保

安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑤(P1から) 

SA⑤-1(P2か

ら) 

 

 

 

 

 

SA⑤-2(P2か

ら) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では内包す

る腐食性流体の種類に

応じて適切な腐食対策

を講じることから，材

料選定における腐食性

流体に対する耐食性の

考慮として，圧力，温

度，荷重と同等の設計

上の考慮として記載し

たため。 

【 「等」 の解説】 
「日本産業規格等」の指

す内容は，法令（消防

法，高圧ガス保安法），

公的な規格（日本産業

規格）又はメーカ規格及

び基準であり，各機器が

準拠する具体的な規格

及び基準については添

付書類「強度及び耐食

性に関する説明書」で示

すため当該箇所では

「等」の記載を用いた。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス 1機器等に係る機械的強度及び化学的成分（応力腐食割れの発生

抑制を含む。）について【5.2.1(1)a.】，発電炉のクラス１機器等では「解析に

よる設計」を踏まえた設計上の考慮事項が規定されているが，再処理施設では発

電炉におけるクラス３機器相当の設計を実施しており，同様の設計上の考慮を要

する対象機器がないため。 

なお，再処理施設における設計上の考慮事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について」にて詳細説明する。 

【許可からの変更点】 

放射性物質が漏えいし

難い構造とする設計及

び腐食し難い材料を使

用するとともに，腐食

しろを確保する設計の

うち，材料及び構造に

係る事項を具体化。 

（以下「9.3.1.3 主

要な溶接部」までの波

線部においても同じ） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用

語が異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用

語が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス１機器等に係る破壊じん

性について【5.2.1(2)a.】，発電炉のク

ラス１機器等では「解析による設計」を

踏まえた設計上の考慮事項が規定されて

いるが，再処理施設では発電炉における

クラス３機器相当の設計を実施してお

り，同様の設計上の考慮を要する対象機

器がないため。 

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の原子炉格納容器等に係

る機械的強度及び化学的成分に

ついて【5.2.1(1)c.,d.】，再処

理施設では同様の設計上の考慮

を要する対象機器がないため。 
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b. クラス１機器（クラス１容器を除

く。），クラス１支持構造物（クラス

１管及びクラス１弁を支持するものを

除く。），クラス２機器，クラス３機

器（工学的安全施設に属するものに限

る。），原子炉格納容器，原子炉格納

容器支持構造物，炉心支持構造物及び

重大事故等クラス２機器は，その 低

使用温度に対して適切な破壊じん性を

有する材料を使用する。また，破壊じ

ん性は，寸法，材質又は破壊じん性試

験により確認する。 

重大事故等クラス２機器のうち，原子

炉圧力容器については，重大事故等時

における温度，放射線，荷重その他の

使用条件に対して損傷するおそれがな

い設計とする。 

 

c. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，

低圧炉心スプレイ系ストレーナ及び残

留熱除去系ストレーナは，その 低使

用温度に対して適切な破壊じん性を有

する材料を使用する。また，破壊じん

性は，寸法，材質又は破壊じん性試験

により確認する。 

 

(3) 非破壊試験 

クラス１機器，クラス１支持構造物

（棒及びボルトに限る。），クラス２

機器（鋳造品に限る。），炉心支持構

造物及び重大事故等クラス２機器（鋳

造品に限る。）に使用する材料は，非

破壊試験により有害な欠陥がないこと

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の非破壊試験について 

【5.2.1(3)】，発電炉のクラス１機器等

では「解析による設計」を踏まえた設計

上の考慮事項が規定されているが，再処

理施設では発電炉におけるクラス３機器

相当の設計を実施しており，同様の設計

上の考慮を要する対象機器がないため。 

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の高圧炉心スプレイ系ストレーナ

等 に 係 る 破 壊 じ ん 性 に つ い て

【5.2.1(2)c.】，再処理施設では同様の

設計上の考慮を要する対象機器がないた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス１機器等に係る破壊じん

性について【5.2.1(2)b.】，発電炉のク

ラス１機器等では「解析による設計」を

踏まえた設計上の考慮事項が規定されて

いるが，再処理施設では発電炉における

クラス３機器相当の設計を実施してお

り，同様の設計上の考慮を要する対象機

器がないため。 

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。 
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第十七条 

二 容器等の構造及

び強度は、次に掲げ

るところによるもの

であること。 

イ 設計上定める条

件において、全体的

な変形を弾性域に抑

えること。DB⑥ 

 

ロ 容器等に属する

伸縮継手にあって

は、設計上定める条

件で応力が繰り返し

加わる場合におい

て、疲労破壊が生じ

ないこと。DB⑦ 

 

ハ 設計上定める条

件において、座屈が

生じないこと。DB⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１項第２号イの

「全体的な変形を弾

性域に抑えること」

とは、構造上の全体

的な変形を弾性域に

抑えることに加え、

材料の引張り強さに

対しても十分な構造

強度を有することを

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器等

及び常設重大事故等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重

大事故等対処設備の容器等の容器及び管(ダ

クトは除く。)は，第１章 共通項目の「9.1 

安全機能を有する施設」及び「9.2 重大事

故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上

定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械

的荷重が負荷されている状態(以下「設計条

件」という。)において，全体的な変形を弾

性域に抑える及び座屈が生じない設計とす

る。DB⑥,⑧,SA⑤-1 

ただし，常設重大事故等対処設備の容器等

のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管

(形状管理による臨界防止が必要な容器は除

く。)は，「9.2 重大事故等対処設備」の要

求事項を踏まえ，設計上定めた水素爆発等の

瞬間的な荷重が負荷される状態(以下「設計

過渡条件」という。)において，経路の破断

や開口に至る塑性変形が生じない設計とす

る。SA⑤-3,⑤-4 

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水

素爆発等の影響を受ける容器及び管であって

形状管理による臨界防止が必要な容器は，設

計過渡条件において，全体的な塑性変形が生

じない又は塑性変形が生じたとしても臨界が

発生しない設計とする。SA⑤-3,⑤-4 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重

大事故等対処設備の容器等のダクトは，設計

条件において，延性破断に至る塑性変形を生

じない設計とする。DB⑥,SA⑤-1 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重

大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設

計条件で応力が繰り返し加わる場合におい

て，疲労破壊が生じない設計とする。DB

⑦,SA⑤-1 

 

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重

大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁並

びに内燃機関は，設計条件において，全体的

な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない

設計とする。DB⑥,⑧,SA⑤-1 

 

 

 

 

 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設

の構造及び設備 

(１) 気体廃棄物の廃棄施設 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(ロ) 廃ガス貯留設備 

 

廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応によ

り瞬間的に上昇する温度及び

圧力の影響を考慮しても機能

を損なわない設計とする。SA

⑤-3 

 

リ．その他再処理設備の附属

施設の構造及び設備 

(１) 動力装置及び非常用動力

装置の構造及び設備 

(ⅱ) 圧縮空気設備 

(ａ) 構  造 

(ロ) 重大事故等対処設備 

１） 代替安全圧縮空気系 

 

代替安全圧縮空気系の常設重

大事故等対処設備は，放射線

分解により発生する水素によ

る爆発の発生を仮定する機器

の気相部における水素濃度ド

ライ換算 12ｖｏｌ％で爆燃が

発生した場合による瞬間的に

上昇する温度及び圧力の影響

を考慮しても，機能を損なわ

ない設計とする。SA⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.2.3 設計方針 

(４) 環境条件等 

 

廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応により瞬間的に上昇す

る温度及び圧力の影響を考慮しても機

能を損なわない設計とする。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2.1.3 設計方針 

（４） 環境条件等 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等

対処設備は，水素爆発の発生を仮定す

る機器の気相部における水素濃度ドラ

イ換算 12ｖｏｌ％で爆燃が発生した場

合による瞬間的に上昇する温度及び圧

力の影響を考慮しても，機能を損なわ

ない設計とする。SA◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 構造及び強度について 

(1) 延性破断の防止 

a. クラス１機器，クラス２機器，ク

ラス３機器，原子炉格納容器，炉心支

持構造物，重大事故等クラス２機器及

び重大事故等クラス３機器は， 高使

用圧力， 高使用温度及び機械的荷重

が負荷されている状態（以下「設計上

定める条件」という。）において，全

体的な変形を弾性域に抑える設計とす

る。 

 

c. クラス１管，クラス２容器，クラ

ス２管，クラス３機器，重大事故等ク

ラス２容器，重大事故等クラス２管及

び重大事故等クラス２支持構造物（重

大事故等クラス２機器に溶接により取

り付けられ，その損壊により重大事故

等クラス２機器に損壊を生じさせるお

それがあるものに限る。）は，設計上

定める条件において，座屈が生じない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

f. クラス４管は，設計上定める条件

において，延性破断に至る塑性変形を

生じない設計とする。 

 

b. クラス２機器，クラス３機器，原

子炉格納容器，重大事故等クラス２機

器の伸縮継手及び重大事故等クラス２

管（伸縮継手を除く。）は，設計上定

める条件で応力が繰り返し加わる場合

において，疲労破壊が生じない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑥(P1 から) 

DB⑧(P1 から) 

SA⑤-1(P2か

ら) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑥(P1 から) 

SA⑤-1(P2か

ら) 

 

 

 

DB⑦(P1 から) 

SA⑤-1(P2か

ら) 

 

 

 

 

DB⑥(P1 から) 

DB⑧(P1 から) 

SA⑤-1(P2か

ら) 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の重大事故

等対象設備の容器等の

うちダクトについて

は，安全機能を有する

施設の容器等のうちダ

クトと同等の性能水準

とすることを明確化し

たため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の安全機能

を有する施設の容器等

及び常設重大事故等対

処設備の容器等のうち

ポンプ及び弁並びに内

燃機関の構造の設計に

ついて明確化したた

め。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス４管はダクトが

該当するクラス区分であり，再

処理施設のダクトと同設計であ

るものの，技術基準規則に基づ

く用語が異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異

なるため。 
⑦（P9）から 

⑥（P7）から 

⑤（P9）から 

④（P7）へ 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異

なるため。 

【許可からの変更点】 

TBP爆発及び水素爆発

等により瞬間的に上昇

する温度及び圧力の影

響を考慮しても機能を

損なわないことについ

て，材料及び構造に係

る事項について具体

化。 
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(3) 支持構造物 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重

大事故等対処設備の容器等の支持構造物は，

設計条件において，延性破断及び座屈が生じ

ない設計とする。DB⑥,⑧,SA⑤-1 

  

 

 

 

i. クラス２支持構造物であって，ク

ラス２機器に溶接により取り付けら

れ，その損壊によりクラス２機器に損

壊を生じさせるおそれがあるものに

は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおい

て，延性破断が生じない設計とする。 

 

j. 重大事故等クラス２支持構造物で

あって，重大事故等クラス２機器に溶

接により取り付けられ，その損壊によ

り重大事故等クラス２機器に損壊を生

じさせるおそれがあるものは，設計上

定める条件において，延性破断が生じ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

DB⑥(P1 から) 

SA⑤-1(P2か

ら) 

 

 

⑧（P8 から） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉におけるクラス 2支持構造物及び重大事故等クラス２

支持構造物と再処理施設における支持構造物は同様の設計で

あるものの，技術基準規則に基づく用語が異なるため。 

また，再処理施設では発電炉における運転状態の規定がない

ため設計条件と記載。 
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9.3.1.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容

器等 

可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成

品は除く。）は，設計条件において，全体的

な変形を弾性域に抑える設計とする。SA⑤-2 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成

品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産

業用工業品の規格及び基準に適合しているこ

とを確認し，使用環境及び使用条件に対し

て，要求される強度を確保できる設計とす

る。SA⑤-2 

 

ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器

等のうち内燃機関は，完成品として一般産業

用工業品の規格及び基準で規定される温度試

験等を実施し，定格負荷状態において，要求

される強度を確保できる設計とする。SA⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. クラス１機器，クラス２機器，ク

ラス３機器，原子炉格納容器，炉心支

持構造物，重大事故等クラス２機器及

び重大事故等クラス３機器は， 高使

用圧力， 高使用温度及び機械的荷重

が負荷されている状態（以下「設計上

定める条件」という。）において，全

体的な変形を弾性域に抑える設計とす

る。 

 

また，重大事故等クラス３機器であっ

て，完成品は，以下によらず，消防法

に基づく技術上の規格等一般産業品の

規格及び基準に適合していることを確

認し，使用環境及び使用条件に対し

て，要求される強度を確保できる設計

とする。 

 

b. クラス１支持構造物及び原子炉格

納容器支持構造物は，運転状態Ⅰ及び

運転状態Ⅱにおいて，全体的な変形を

弾性域に抑える設計とする。 

c. クラス１支持構造物であって，ク

ラス１容器に溶接により取り付けら

れ，その損壊により，クラス１容器の

損壊を生じさせるおそれがあるもの

は，b. にかかわらず，設計上定める

条件において，全体的な変形を弾性域

に抑える設計とする。 

d. クラス１容器（オメガシールその

他のシールを除く。），クラス１管，

クラス１弁，クラス１支持構造物，原

子炉格納容器（著しい応力が生ずる部

分及び特殊な形状の部分に限る。），

原子炉格納容器支持構造物及び炉心支

持構造物にあっては，運転状態Ⅲにお

いて，全体的な塑性変形が生じない設

計とする。また，応力が集中する構造

上の不連続部については，補強等によ

り局部的な塑性変形に止まるよう設計

する。 

e. クラス１容器（オメガシールその

他のシールを除く。），クラス１管，

クラス１支持構造物，原子炉格納容器

（著しい応力が生ずる部分及び特殊な

形状の部分に限る。），原子炉格納容

器支持構造物及び炉心支持構造物は，

運転状態Ⅳにおいて，延性破断に至る

塑性変形が生じない設計とする。 

f. クラス４管は，設計上定める条件

において，延性破断に至る塑性変形を

生じない設計とする。 

 

 

 

 

SA⑤-2(P2か

ら) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA⑤-2(P2か

ら) 

 

 

 

 

SA⑤-2(P2か

ら) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 「等」 の解説】 

「温度試験等」の指す内容は，温

度試験，負荷試験等があるが，

具体的な検査内容については使

用前事業者検査実施要領書にて

明確にしていく事項であることか

ら当該箇所では「等」の記載を用

いた。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では可搬型

重大事故等対処設備の

容器等のうち内燃機関

に係る設計方針を明確

化したため。 

 

【 「等」 の解説】 

「消防法に基づく技術上の規格

等」の指す内容は，法令（消防

法，高圧ガス保安法），公的な規

格（日本産業規格）又はメーカ規

格及び基準であり，各機器が準

拠する具体的な規格及び基準に

ついては添付書類「強度及び耐

食性に関する説明書」で示すため

当該箇所では「等」の記載を用い

た

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス 1機器等に係る延性破断

の防止について【5.2.2(1)b.～e.】，発

電炉のクラス１機器等では「解析による

設計」を踏まえた設計上の考慮事項が規

定されているが，再処理施設では発電炉

におけるクラス３機器相当の設計を実施

しており，同様の設計上の考慮を要する

対象機器がないため。 

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用

語が異なるため。 

⑥（P6）へ 

②（P2 から） 

④（P6）から 
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g. クラス１容器（ボルトその他の固

定用金具，オメガシールその他のシー

ルを除く。），クラス１支持構造物

（クラス１容器に溶接により取り付け

られ，その損壊により，クラス１容器

の損壊を生じさせるおそれがあるもの

に限る。）及び原子炉格納容器（著し

い応力が生ずる部分及び特殊な形状の

部分に限る。）は，試験状態におい

て，全体的な塑性変形が生じない設計

とする。また，応力が集中する構造上

の不連続部については，補強等により

局部的な塑性変形に止まるよう設計す

る。 

 

h. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，

低圧炉心スプレイ系ストレーナ及び残

留熱除去系ストレーナは，運転状態

Ⅰ，運転状態Ⅱ及び運転状態Ⅳ（異物

付着による差圧を考慮）において，全

体的な変形を弾性域に抑える設計とす

る。 

 

i. クラス２支持構造物であって，ク

ラス２機器に溶接により取り付けら

れ，その損壊によりクラス２機器に損

壊を生じさせるおそれがあるものに

は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおい

て，延性破断が生じない設計とする。 

 

j. 重大事故等クラス２支持構造物で

あって，重大事故等クラス２機器に溶

接により取り付けられ，その損壊によ

り重大事故等クラス２機器に損壊を生

じさせるおそれがあるものは，設計上

定める条件において，延性破断が生じ

ない設計とする。 

 

 

(2) 進行性変形による破壊の防止 

クラス１容器（ボルトその他の固定用

金具を除く。），クラス１管，クラス

１弁（弁箱に限る。），クラス１支持

構造物，原子炉格納容器（著しい応力

が生ずる部分及び特殊な形状の部分に

限る。），原子炉格納容器支持構造物

及び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ及

び運転状態Ⅱにおいて，進行性変形が

生じない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス 1機器等に係る延性破断

の防止について【5.2.2(1)g.】，発電炉

のクラス１機器等では「解析による設

計」を踏まえた設計上の考慮事項が規定

されているが，再処理施設では発電炉に

おけるクラス３機器相当の設計を実施し

ており，同様の設計上の考慮を要する対

象機器がないため。 

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の高圧炉心スプレイ系ストレーナ

等に係る延性破断の防止について

【5.2.2(1)h.】，再処理施設では同様の

設計上の考慮を要する対象機器がないた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の進行性変形による破壊の防止に

ついて【5.2.2(2)】，発電炉のクラス１

機器等では「解析による設計」を踏まえ

た設計上の考慮事項が規定されている

が，再処理施設では発電炉におけるクラ

ス３機器相当の設計を実施しており，同

様の設計上の考慮を要する対象機器がな

いため。 

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。 

⑧（P6 へ） 
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(3) 疲労破壊の防止 

a. クラス１容器，クラス１管，クラ

ス１弁（弁箱に限る。），クラス１支

持構造物，クラス２管（伸縮継手を除

く。），原子炉格納容器（著しい応力

が生ずる部分及び特殊な形状の部分に

限る。），原子炉格納容器支持構造物

及び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ及

び運転状態Ⅱにおいて，疲労破壊が生

じない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

b. クラス２機器，クラス３機器，原

子炉格納容器，重大事故等クラス２機

器の伸縮継手及び重大事故等クラス２

管（伸縮継手を除く。）は，設計上定

める条件で応力が繰り返し加わる場合

において，疲労破壊が生じない設計と

する。 

 

(4) 座屈による破壊の防止 

a. クラス１容器（胴，鏡板及び外側

から圧力を受ける円筒形又は管状のも

のに限る。），クラス１支持構造物，

原子炉格納容器支持構造物及び炉心支

持構造物は，運転状態Ⅰ，運転状態

Ⅱ，運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおい

て，座屈が生じない設計とする。 

 

b. クラス１容器（胴，鏡板及び外側

から圧力を受ける円筒形又は管状のも

のに限る。）及びクラス１支持構造物

（クラス１容器に溶接により取り付け

られ，その損壊により，クラス１容器

の損壊を生じさせるおそれがあるもの

に限る。）は，試験状態において，座

屈が生じない設計とする。 

 

c. クラス１管，クラス２容器，クラ

ス２管，クラス３機器，重大事故等ク

ラス２容器，重大事故等クラス２管及

び重大事故等クラス２支持構造物（重

大事故等クラス２機器に溶接により取

り付けられ，その損壊により重大事故

等クラス２機器に損壊を生じさせるお

それがあるものに限る。）は，設計上

定める条件において，座屈が生じない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス 1 機器等に係る座屈によ

る破壊の防止について 

【5.2.2(4)a.,b.】，発電炉のクラス１機

器等では「解析による設計」を踏まえた

設計上の考慮事項が規定されているが，

再処理施設では発電炉におけるクラス３

機器相当の設計を実施しており，同様の

設計上の考慮を要する対象機器がないた

め。 

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス 1 機器等に係る疲労破壊

の防止について【5.2.2(3)a.】，発電炉

のクラス１機器等では「解析による設

計」を踏まえた設計上の考慮事項が規定

されているが，再処理施設では発電炉に

おけるクラス３機器相当の設計を実施し

ており，同様の設計上の考慮を要する対

象機器がないため。 

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。 

⑤（P6）へ 

⑦（P6）へ 
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d. 原子炉格納容器は，設計上定める

条件並びに運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳ

において，座屈が生じない設計とす

る。 

e. クラス２支持構造物であって，ク

ラス２機器に溶接により取り付けら

れ，その損壊によりクラス２機器に損

壊を生じさせるおそれがあるものに

は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおい

て，座屈が生じないよう設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の原子炉格納容器等に

係る座屈による破壊の防止に

ついて【5.2.2(4)d.,e.】，再

処理施設では同様の設計上の

考慮を要する対象機器がない

ため。 
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十七条 

三 容器等の主要な

溶接部 (溶接金属部

及び熱影響部をい

う。以下同じ。) 

は、次に掲げるとこ

ろによるものである

こと。DB⑨ 

イ 不連続で特異な

形状でないものであ

ること。DB⑩ 

ロ 溶接による割れ

が生ずるおそれがな

く、かつ、健全な溶

接部の確保に有害な

溶込み不良その他の

欠陥がないことを非

破壊試験により確認

したものであるこ

と。DB⑪ 

ハ 適切な強度を有

するものであるこ

と。DB⑫ 

ニ 機械試験その他

の評価方法により適

切な溶接施工法及び

溶接設備並びに適切

な技能を有する溶接

士であることをあら

かじめ確認したもの

により溶接したもの

であること。DB⑬ 

三十七条 

二 容器等の主要な

溶接部は、次に掲げ

るところによるもの

であること。SA⑤ 

イ 不連続で特異な

形状でないものであ

ること。SA⑥ 

ロ 溶接による割れ

が生ずるおそれがな

く、かつ、健全な溶

接部の確保に有害な

溶込み不良その他の

欠陥がないことを非

破壊試験により確認

したものであるこ

と。SA⑧ 

ハ 適切な強度を有

するものであるこ 

 

 

２ 第１項第３号に規

定する「容器等の主

要な溶接部」とは、 

次に掲げる容器又は

管の溶接部をいう。 

 

⑴ プルトニウム又は

プルトニウム化合物を

含む液体状又は気体状

の物質を内包する容器

又は管であって、次の

いずれかに該当するも

の 

イ その内包するプル

トニウムの放射能濃度

が37mBq/cm3（液体状

の物質を内包する場合

は、37kBq/cm3）以上

のもの 

ロ その内包するプル

トニウムの放射能濃度

が37μBq/cm3（液体状

の物質を内包する場合

は、37Bq/cm3）以上の

容器（イに規定するも

のを除く。）であっ

て、 高使用圧力が

98kPa 以上のもの又は

内容積が0.04m3を超え

るもの 

ハ その内包するプル

トニウムの放射能濃度

が37μBq/cm3（液体状

の物質を内包する場合

は、37Bq/cm3）以上の

管（イに規定するもの

を除く。）であって、

外径61mm（ 高使用圧

力が98kPa 未満の管に

あっては、100mm）を

超えるもの（放射性物

質の閉じ込め区域内に

あって内部の圧力が外

部の圧力より低く維持

されているダクトを除

く。） 

 

⑵ ウラン又はウラン

の化合物を含む液体状

の物質を内包する容器

（(1)に規定するもの

を除く。）であって、 

9.3.1.3 主要な溶接部 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重

大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部

(溶接金属部及び熱影響部をいう。)は，次の

とおりとする。DB⑨,SA⑥ 

 

 

 

 

 

・不連続で特異な形状でない設計とする。DB

⑩,SA⑦ 

 

・溶接による割れが生ずるおそれがなく，か

つ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不

良その他の欠陥がないことを非破壊試験に

より確認する。DB⑪,SA⑧ 

 

・適切な強度を有する設計とする。DB⑫,SA

⑨ 

 

・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切

な技能を有する溶接士であることを機械試

験その他の評価方法によりあらかじめ確認

する。DB⑬,SA⑩ 

 

なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業

者検査により再処理施設の技術基準に関する

規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等に

ついて(別記)」に適合していることを確認す

る。DB⑨,SA⑥ 

常設重大事故等対処設備の容器等の主要な

溶接部の耐圧試験は，母材と同等の方法及び

同じ試験圧力にて実施する。SA⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金

属部及び熱影響部をいう。）について 

クラス１容器，クラス１管，クラス２

容器，クラス２管，クラス３容器，ク

ラス３管，クラス４管，原子炉格納容

器，重大事故等クラス２容器及び重大

事故等クラス２管のうち主要な耐圧部

の溶接部は，次のとおりとし，溶接事

業者検査により適用基準及び適用規格

に適合していることを確認する。 

 

・不連続で特異な形状でない設計とす

る。 

 

・溶接による割れが生ずるおそれがな

く，かつ，健全な溶接部の確保に有害

な溶込み不良その他の欠陥がないこと

を非破壊試験により確認する。 

 

・適切な強度を有する設計とする。 

 

 

・適切な溶接施工法，溶接設備及び技

能を有する溶接士であることを機械試

験その他の評価方法によりあらかじめ

確認する。 

 

 

 

 

 

 

重大事故等クラス２容器及び重大事故

等クラス２管のうち主要な耐圧部の溶

接部の耐圧試験は，母材と同等の方

法，同じ試験圧力にて実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑨(P1 から) 

SA⑥(P2 から) 

 

 

 

DB⑩(P1 から) 

SA⑦(P2 から) 

 

 

 

DB⑪(P1 から) 

SA⑧(P2 から) 

 

DB⑫(P1 から) 

SA⑨(P2 から) 

 

 

 

 

DB⑬(P1 から) 

SA⑩(P2 から) 

 

 

 

 

DB⑨(P1 から) 

SA⑥(P2 から) 

 

SA⑥(P2 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

主要な溶接部の基本方針

は同様だが，本項以外の

「9.3.1 材料及び構

造」及び「9.3.2 耐圧

試験等」では準拠規格を

明確にしていることから

主要な溶接部においても

対象となる規格及び基準

を基本設計方針にて明確

化したため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用

語が異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用

語が異なるため。 

③（P2 から） 
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技術基準規則 技術基準規則解釈 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
と。SA⑨ 

ニ 機械試験その他

の評価方法により適

切な溶接施工法及び

溶接設備並びに適切

な技能を有する溶接

士であることをあら

かじめ確認したもの

により溶接したもの

であること。SA⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その内包するウランの

量が500kg以上のもの 
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技術基準規則 技術基準規則解釈 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
十七条 

２ 安全機能を有する

施設に属する容器及

び管のうち、再処理

施設の安全性を確保

する上で重要なもの

は、適切な耐圧試験

又は漏えい試験を行

ったとき、これに耐

え、かつ、著しい漏

えいがないように設

置されたものでなけ

ればならない。DB⑭ 

 

三十七条 

２ 重大事故等対処設

備に属する容器及び

管のうち、再処理施

設の安全性を確保す

る上で重要なもの

は、適切な耐圧試験

又は漏えい試験を行

ったとき、これに耐

え、かつ、著しい漏

えいがないように設

置されたものでなけ

ればならない。SA⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 放射性物質を含む

液体状又は気体状の物

質を内包する容器又は

管（⑴及び⑵に規定す

るものを除く。）であ

って、次のいずれかに

該当するもの 

イ その内包する放射

性物質の濃度が 

37Bq/cm3（液体状の物

質を内包する場合は、

37MBq/cm3）以上のも

の 

ロ その内包する放射

性物質の濃度が

37mBq/cm3（液体状の

物質を内包する場合

は、37kBq/cm3）以上

の容器（イに規定する

ものを除く。）であっ

て、 高使用圧力が

98kPa 以上のもの又は

内容積が0.04m3 を超

えるもの 

ハ その内包する放射

性物質の濃度が

37mBq/cm3（液体状の

物質を内包する場合

は、37kBq/cm3）以上

の管（イに規定するも

のを除く。）であっ

て、外径61mm（ 高使

用圧力が98kPa 未満の

管にあっては、

100mm）を超えるもの

（放射性物質の閉じ込

め区域内にあって内部

の圧力が外部の圧力よ

り低く維持されている

ダクトを除く。） 

 

⑷ 使用済燃料の溶解

槽の非常用冷却水系統

設備その他安全装置と

して使用される設備に

属する容器又は管のう

ち、セル内に設置され

るもの 

 

⑸ プルトニウムの放

射能濃度が37kBq/cm3 

以上の液体状の物質又

は放射性物質の濃度が

37MBq/cm3 以上の液体 

9.3.2 耐圧試験等 

(1) 安全機能を有する施設の容器等及び重

大事故等対処設備の容器等(支持構造物は除

く。)は，施設時において，次に定めるとこ

ろによる圧力で耐圧試験を行ったとき，これ

に耐え，かつ，著しい漏えいがないことを確

認する。DB⑭,SA⑪ 

 

 

また，安全機能を有する施設の容器等及び

常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶

接部のうち再処理第１種容器及びライニング

型貯槽の溶接部は，漏えい試験の種類に応じ

た圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏

えいがないことを確認する。DB⑭,SA⑪ 

 

なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，

再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の

「再処理施設の溶接の方法等について(別

記)」等に準拠し実施する。DB⑭,SA⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力

は，機器の 高使用圧力を超え，かつ，機器

に生ずる全体的な変形が弾性域の範囲内とな

る圧力とする。DB⑭,SA⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

b. 内部が大気圧未満になることにより，大

気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧

力は，大気圧と内圧との 大の差を上回る圧

力とする。この場合において，耐圧試験の圧

力は機器の内面から加えることができる。DB

⑭,SA⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 耐圧試験等 

(1) クラス１機器，クラス２機器，ク

ラス３機器，クラス４管及び原子炉格

納容器は，施設時に，次に定めるとこ

ろによる圧力で耐圧試験を行ったと

き，これに耐え，かつ，著しい漏えい

がないことを確認する。 

ただし，気圧により試験を行う場合で

あって，当該圧力に耐えることが確認

された場合は，当該圧力を 高使用圧

力（原子炉格納容器にあっては， 高

使用圧力の〇・九倍）までに減じて著

しい漏えいがないことを確認する。 

 

 

 

なお，耐圧試験は，日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規

格」等に従って実施する。 

 

(2) 重大事故等クラス２機器及び重大

事故等クラス３機器に属する機器は，

施設時に，当該機器の使用時における

圧力で耐圧試験を行ったとき，これに

耐え，かつ，著しい漏えいがないこと

を確認する。 

なお，耐圧試験は，日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規

格」等に従って実施する。 

 

 

 

 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験

の圧力は，機器の 高使用圧力を超

え，かつ，機器に生ずる全体的な変形

が弾性域の範囲内となる圧力とする。 

ただし，クラス１機器，クラス２管又

はクラス３管であって原子炉圧力容器

と一体で耐圧試験を行う場合の圧力

は，燃料体の装荷までの間に試験を行

った後においては，通常運転時の圧力

を超える圧力とする。 

 

b. 内部が大気圧未満になることによ

り，大気圧による外圧を受ける機器の

耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧との

大の差を上回る圧力とする。この場

合において，耐圧試験の圧力は機器の

内面から加えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑭(P14 へ) 

SA⑪(P14、

P15 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 
「「再処理施設の溶接

の方法等について（別

記）」等」の指す内容

は，溶接の技術基準，

告示第 501 号等であ

り，耐圧試験又は漏え

い試験において準拠す

る規格及び基準として

示した記載であることか

ら当該箇所では「等」の

記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載はな

いものの，技術基準規則の要求

事項を踏まえ耐圧試験及び漏え

い試験に係る基本設計方針を追

記する。 

（以下本項において同じ） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の重大事故等対処設

備の耐圧試験においては，技術

基準規則の要求事項の相違を踏

まえ安全機能を有する施設と同

じ耐圧試験の方針としたため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の技術基準規則要求

の展開として，「再処理施設の

溶接の方法等について（別

記）」の要求事項である再処理

施設特有の機器の漏えい試験に

関する記載を基本設計方針とし

たため。（以下本項において同

じ） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異なるた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の内圧を受ける機器に係る耐圧試

験圧力のただし書きについて，再処理施

設では同様の設計上の考慮を要する対象

機器がないため。 

【技術基準規則の解釈 「再処理施設の溶接

の方法等について（別記）」の記載】 
１４．溶接部の耐圧試験等 
溶接部の耐圧試験等については，次によるこ

と。 
（中略） 
２）再処理第１種容器及びライニング型貯槽

の溶接部は，「表１－１３ 機器と漏えい試験

の種類」の左欄に掲げる機器の種類に応じ，

それぞれ同表の右欄に掲げる漏えい試験を

行い，これに合格するものでなければならな

い。 
（省略） 

⑨（P14）へ 

⑩（P14 から） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，再処理施設の溶接の方法

等について（別記）や設計・建設規格等を

拠りどころとして耐圧試験等を実施するこ

とから，ここでは準拠と記載。（以下本項

において同じ） 

【 「等」 の解説】 
「耐圧試験等」の指す内容は，施

設時及び維持段階の耐圧試験と

漏えい試験を示している。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の技術基準規則要求

の展開として，耐圧試験又は漏

えい試験において準拠する規格

及び基準について記載してい

る。 
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状の物質を内包する容

器又は管からの漏えい

の拡大を防止するため

に設置されるドリップ

トレイその他の容器 

 

⑹ 胴の外径が150mm 

以上の容器又は外径

150mm 以上の管

（（1）から(5) 

までに規定する容器又

は管を除く。）であっ

て、放射性物質を含む

液体状若しくは気体状

の物質を内包し、又は

非常用電源設備その他

の安全上重要な施設に

属するもののうち、次

に定める圧力以上の圧

力を加えられる部分に

ついて溶接をするもの 

イ 液体用の容器又は

管であって、 高使用

温度がその液体の沸点

未満のものについて

は、 高使用圧力

1,960kPa 

ロ イに規定する容器

以外の容器について

は、 高使用圧力

98kPa 

ハ イに規定する管以

外の管については、

高使用圧力980kPa（長

手継手の部分にあって

は、490kPa） 

 

３ 第１項第３号イに

規定する「不連続で

特異な形状でないも

の」とは、溶接部の

設計において、溶接

部の開先等の形状に

配慮し、鋭い切欠き

等の不連続で特異な

形状でないものをい

う。 

 

４ 第１項第３号ロに

規定する「溶接によ

る割れが生ずるおそ

れがなく」とは、溶

接後の非破壊試験に

おいて割れがないこ 

 

ただし，気圧により耐圧試験を行う場合

( 高使用圧力が98kPa未満の場合を除く。)

であって，当該圧力に耐えることが確認され

た場合は，当該圧力を 高使用圧力までに減

じて著しい漏えいがないことを確認する。DB

⑭,SA⑪ 

高使用圧力が98kPa未満の場合であっ

て，気圧により耐圧試験を行う場合の試験圧

力は，水圧による耐圧試験の場合と同じ圧力

とする。DB⑭,SA⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備の容器等であって，規

定の圧力で耐圧試験又は漏えい試験を行うこ

とが困難な場合は，試運転による機能及び性

能試験(以下「運転性能試験」という。)結果

を用いた評価等により確認する。SA⑪ 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成

品は，上記によらず，運転性能試験，目視等

による有害な欠陥がないことの確認とするこ

ともできるものとする。SA⑪ 

 

 

 

(2) 安全機能を有する施設の容器等及び重

大事故等対処設備の容器等(支持構造物は除

く。)は，維持段階において，通常運転時に

おける圧力で漏えい試験を行ったとき，著し

い漏えいがないことを確認する。DB⑭,SA⑪ 

 

 

 

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電

用原子力設備規格 維持規格」等に準拠し実

施する。DB⑭,SA⑪ 

 

ただし，重大事故等対処設備の容器等(支

持構造物は除く。)は，使用時における圧力

で漏えい試験を行うことが困難な場合は，運

転性能試験結果を用いた評価等により確認す

る。SA⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，気圧により試験を行う場合で

あって，当該圧力に耐えることが確認

された場合は，当該圧力を 高使用圧

力（原子炉格納容器にあっては， 高

使用圧力の〇・九倍）までに減じて著

しい漏えいがないことを確認する。 

 

 

 

 

(2) 重大事故等クラス２機器及び重大

事故等クラス３機器に属する機器は，

施設時に，当該機器の使用時における

圧力で耐圧試験を行ったとき，これに

耐え，かつ，著しい漏えいがないこと

を確認する。 

なお，耐圧試験は，日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規

格」等に従って実施する。 

 

ただし，使用時における圧力で耐圧試

験を行うことが困難な場合は，運転性

能試験結果を用いた評価等により確認

する。 

 

重大事故等クラス３機器であって，消

防法に基づく技術上の規格等を満たす

一般産業品の完成品は，上記によら

ず，運転性能試験や目視等による有害

な欠陥がないことの確認とすることも

できるものとする。 

 

 (3) 使用中のクラス１機器，クラス

２機器，クラス３機器及びクラス４管

は，通常運転時における圧力で，使用

中の重大事故等クラス２機器及び重大

事故等クラス３機器に属する機器は，

当該機器の使用時における圧力で漏え

い試験を行ったとき，著しい漏えいが

ないことを確認する。 

なお，漏えい試験は，日本機械学会

「発電用原子力設備規格 維持規格

（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＡ１）」等に従って

実施する。 

ただし，重大事故等クラス２機器及び

重大事故等クラス３機器に属する機器

は使用時における圧力で試験を行うこ

とが困難な場合は，運転性能試験結果

を用いた評価等により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑭(P13 か

ら) 

SA⑪(P13 か

ら) 

 

DB⑭(P13 か

ら) 

SA⑪(P13 か

ら) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA⑪(P13 か

ら) 

 

 

SA⑪(P13 か

ら) 

 

 

 

 

 

 

DB⑭(P13 か

ら) 

SA⑪(P13 か

ら) 

 

 

DB⑭(P13 か

ら) 

SA⑪(P13 か

ら) 

 

 

SA⑪(P13 か

ら) 

 

【 「等」 の解説】 
「評価等」の指す内容

は，代替検査として強度

評価結果を用いた評価

があるが，具体的な検

査内容については使用

前事業者検査実施要領

書にて明確にしていく事

項であることから当該箇

所では「等」の記載を用

いた。 

【 「等」 の解説】 
「目視等」の指す内容

は，代替検査として型式

毎に確認，寸法確認，

記録確認等があるが，

具体的な検査内容につ

いては，使用前事業者

検査実施要領書にて明

確にしていく事項である

ことから当該箇所では

「等」の記載を用いた。 

【 「等」 の解説】 
「評価等」の指す内容

は，代替検査として強度

評価結果を用いた評価

があるが，具体的な検

査内容については使用

前事業者検査実施要領

書にて明確にしていく事

項であることから当該箇

所では「等」の記載を用

いた。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の技術基準規則要求

の展開として，再処理特有の低

圧の場合における耐圧試験圧力

に関する記載を基本設計方針と

したため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異

なるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の技術基準規則要求

の展開として，再処理施設特有

の機器の漏えい試験に関する記

載を基本設計方針としたため。 

【 「等」 の解説】 
「維持規格等」の指す内容は，発

電用原子力設備規格 維持規

格，技術基準の解釈（別記），日

本産業規格等であり，漏えい試

験において準拠する規格及び基

準として示した記載であることか

ら当該箇所では「等」の記載を用

いた。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異

なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の原子炉格納容器の漏えい試験圧

力について，再処理施設では同様の設計

上の考慮を要する対象機器がないため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異

なるため。 

⑨（P13 から） 

⑩（P13）へ 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，維持規格等を

拠りどころとして漏えい試験を

実施することから，ここでは準

拠と記載。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条及び第三十七条 （材料及び構造）（16 / 17） 

 

技術基準規則 技術基準規則解釈 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 とに加え、溶接時の

有害な欠陥により割

れが生ずるおそれが

ないことをいい、

「健全な溶接部の確

保に有害な溶込み不

良その他の欠陥がな

いこと」とは、溶接

部の設計及び形状が

溶込み不足を生じが

たいものであり、溶

接部の表面及び内部

に有害な欠陥がない

ことをいう。 

 

５ 第１項第３号ロに

規定する「非破壊試

験」とは、放射線透

過試験、超音波探傷

試験、磁粉探傷試

験、浸透探傷試験、

目視試験等をいう。 

 

６ 第１項第３号ハに

規定する「適切な強

度を有する」とは、

母材と同等以上の機

械的強度を有するも

のであることをい

う。 

 

７ 第１項第３号の規

定に適合する溶接部

は、「再処理施設の

溶接方法等について

（別記）」に適合し

たものをいう。 

 

８ 第２項に規定する

「適切な耐圧試験及

び漏えい試験」は、

「再処理施設の溶接

方法等について（別

記）」によるほか、

維持段階における各

機器の状態に対応す

る漏えい等の確認を

含む。 

 

第37条 

（材料及び構造） 

１ 第１項第２号に規 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成

品は，上記によらず，運転性能試験，目視等

による有害な欠陥がないことの確認とするこ

ともできるものとする。SA⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等クラス３機器であって，消

防法に基づく技術上の規格等を満たす

一般産業品の完成品は，上記によら

ず，運転性能試験や目視等による有害

な欠陥がないことの確認とすることも

できるものとする。 

 

(4) 原子炉格納容器は， 高使用圧力

の〇・九倍に等しい気圧で気密試験を

行ったとき，著しい漏えいがないこと

を確認する。 

なお，漏えい率試験は，日本電気協会

「原子炉格納容器の漏えい率試験規程

（ＪＥＡＣ４２０３）」等に従って行

う。 

ただし，原子炉格納容器隔離弁の単一

故障の考慮については，判定基準に適

切な余裕係数を見込むか，内側隔離弁

を開とし外側隔離弁を閉として試験を

実施する。 

 

 

 

 

SA⑪(P13 か

ら) 

【 「等」 の解説】 
「目視等」の指す内容は，代替検査として型式毎

に確認，寸法確認，記録確認等があるが，具体

的な検査内容については，使用前事業者検査

実施要領書にて明確にしていく事項であることか

ら当該箇所では「等」の記載を用いた。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異

なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の原子炉格納容器に係る漏えい試

験について【5.4(4)】，再処理施設では

同様の設計上の考慮を要する対象機器が

ないため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条及び第三十七条 （材料及び構造）（17 / 17） 

 

技術基準規則 技術基準規則解釈 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
定する「容器等の主

要な溶接部」とは、

本規程第１７条２を

準用するものをい

う。 

２ 第１項第２号イに

規定する「不連続で

特異な形状でないも

の」とは、本規程第

１７条３を準用する

ものをいう。 

３ 第１項第２号ロに

規定する「溶接によ

る割れが生ずるおそ

れがなく」とは、本

規程第１７条４を準

用するものをいう。 

４ 第１項第２号ロに

規定する「非破壊試

験」とは、本規程第

１７条５を準用する

ものをいう。 

５ 第１項第２号ハに

規定する「適切な強

度を有する」とは、

本規程第１７条６を

準用するものをい

う。 

６ 第１項第２号に適

合する溶接部とは、

本規程第１７条７を

準用するものをい

う。 

７ 第２項に規定する

適切な耐圧試験及び

漏えい試験とは、本

規定第１７条８を準

用するものをいう。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第十七条及び第三十七条（材料及び構造） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 
解

釈 
添付書類 

DB① 
容器等の材料及び構造の設計

の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項 

（10 条１項） 
― a 

DB② 
ポンプ及び弁の材料及び構造

の設計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて

いる内容 
― ― a 

DB③ 
内燃機関(燃料系含む。)の材料

及び構造の設計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて

いる内容 
― ― a 

DB④ 
緊急遮断弁の材料及び構造の

設計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて

いる内容 
― ― a 

DB⑤ 
容器等に使用する材料の設計

の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項１号 

（10 条１項） 
― a 

DB⑥ 変形弾性域に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項２号イ 

（10 条１項） 
１ a 

DB⑦ 疲労破壊に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項２号ロ 

（10 条１項） 
― a 

DB⑧ 座屈に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項２号ハ 

（10 条１項） 
― a 

DB⑨ 
容器等の主要な溶接部の設計

の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項３号 

（10 条１項） 

２,

７ 
― 

DB⑩ 特異な形状に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項３号イ 

（10 条１項） 
３ ― 

DB⑪ 
溶接部の非破壊試験に関する

記載 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項３号ロ 

（10 条１項） 

４,

５ 
― 

DB⑫ 強度に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項３号ハ 

（10 条１項） 
６ ― 

DB⑬ 
溶接方法及び溶接士に関する

記載 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項３号ニ 

（10 条１項） 
― ― 

DB⑭ 
耐圧試験又は漏えい試験の設

計の方針 
技術基準の要求を受けている内容 17条２項 ８ ― 

SA① 
容器等の材料及び構造の設計

の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項 

（36 条１項２号） 
― a 

SA② 
ポンプ及び弁の材料及び構造

の設計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて

いる内容 
― ― a 

SA③ 
内燃機関(燃料系含む。)の材料

及び構造の設計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて

いる内容 
― ― a 

SA④ 
緊急遮断弁の材料及び構造の

設計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて

いる内容 
― ― a 

  

23



設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

SA⑤ 
容器等の強度及び耐食性の設

計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項１号 

（36 条１項２号） 
― a 

SA⑥ 
容器等の主要な溶接部の設計

の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項２号 

（36 条１項２号） 

１,

６ 
― 

SA⑦ 特異な形状に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項２号イ 

（36 条１項２号） 
２ ― 

SA⑧ 
溶接部の非破壊試験に関する

記載 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項２号ロ 

（36 条１項２号） 

３,

４ 
― 

SA⑨ 強度に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項２号ハ 

（36 条１項２号） 
５ ― 

SA⑩ 
溶接方法及び溶接士に関する

記載 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項２号ニ 

（36 条１項２号） 
― ― 

SA⑪ 
耐圧試験又は漏えい試験の設

計の方針 
技術基準の要求を受けている内容 37条２項 ７ ― 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

― ― ― ― 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

DB◇1  閉じ込めに関する記載 
第十条（閉じ込め）に記載する設計であり，本条文に記載

しない。 
b 

DB◇2  
閉じ込めに関する記載 

（材料選定，異種材料の接続） 

基本設計方針には材料及び構造に対する基本的な方針ま

でを記載し，材料選定及び異種材料の接続の詳細内容につ

いては添付書類に記載する。 

a 

DB◇3  
安全機能を有する施設に関す

る記載（内燃機関の設計） 

事業変更許可申請書本文と重複しているため，記載しな

い。 
― 

DB◇4  
溢水防護設備に関する記載（緊

急遮断弁の設計） 

事業変更許可申請書本文と重複しているため，記載しな

い。 
― 

SA◇1  
重大事故等対処設備に関する

記載 

第三十六条（重大事故等対処設備），第三十八条（臨界事故

の拡大を防止するための設備）又は第四十条（放射線分解

により発生する水素による爆発に対処するための設備）に

記載する設計であり，本条文に記載しない。 

c 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅴ 強度及び耐食性に関する説明書 

b Ⅵ－１－１－２ 閉じ込めの機能に関する説明書 

c 
Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性

に関する説明書 
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令和５年 1月５日 Ｒ14 

 

 

 

 

 

別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対して，適切な機械的
強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計と
することを説明する。
【2.1(1)材料選定】
重大事故等対処設備の容器等は，取り扱う放射性物
質の濃度，腐食環境等の条件を考慮して定めた「材
料選定フロー」による指定材料等を使用する設計と
することを説明する。
「材料選定フロー」によらない場合として個別機器
に係る材料選定理由等を説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管に使用す
る材料の板厚は，腐食環境を考慮して腐食代を設定
することを説明する。
また，腐食代設定方針によらない場合として個別機
器に係る腐食代の設定の考え方を説明する。
なお，重大事故等対処設備の容器等の容器及び管で
あって，常時腐食性流体に接液しないものに使用す
る材料の板厚は，重大事故等時における腐食環境を
考慮してもその影響は十分小さいため腐食代は設定
しないことを説明する。
【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関す
る設計方針】
今回新たに評価を実施する安全機能を有する施設の
容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器
及び管が準拠する細目の設計方針については，「Ⅱ
構造等に関する設計方針」として今回新たに定め
る。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関す
る設計の基本方針
【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対し
て，適切な機械的強度及び化学的成
分を有する材料を使用する設計とす
ることを説明する。
【2.1(1)材料選定】
安全機能を有する施設の容器等は，
取り扱う放射性物質の濃度，腐食環
境等の条件を考慮して定めた「材料
選定フロー」による指定材料等を使
用する設計とすることを説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
安全機能を有する施設の容器等の容
器及び管に使用する材料の板厚は，
腐食環境を考慮して腐食代を設定す
ることを説明する。

〇

・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・放水設備

・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・放水設備
・抑制設備

－ －

＜容器等＞
・主要材料

＜主配管＞
・主要材料

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関する
設計方針

基本方針

＜容器等＞
・主要材料

＜主配管＞
・主要材料

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関す
る設計の基本方針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

第１回 第２回

－ － －
Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
2.材料及び構造に関する設計の基本方針

【2.材料及び構造設計の基本方針】
材料及び構造の対象範囲について説明する。

1

第１章　共通項目
9.　設備に対する要求
9.3　材料及び構造
9.3.1　材料及び構造
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における材料及び構造にあっ
ては，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備に属するもののうち以
下のいずれかに該当するものを再処理施設の安全性を確保する上で重要なも
の（以下，安全機能を有する施設にあっては「安全機能を有する施設の容器
等」，重大事故等対処設備にあっては「重大事故等対処設備の容器等」とい
う。）として材料及び構造の対象とする。
a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部エネルギーの解放
による災害を及ぼすおそれがある機器区分（再処理第１種機器から再処理第
５種機器）に属する容器及び管
b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び放射線障
害を防止する機能を有する安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属す
る容器及び管
c. 上記a又はbに接続するポンプ及び弁（安全上重要な施設又は重大事故等対
処設備を防護するために必要な緊急遮断弁を含む。）
d. 上記a，b又はcに直接溶接される支持構造物であり，その破損により当該
機器の損壊を生じさせるおそれのあるもの
e. 安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の材料及び
構造（主要な溶接部を含む。）は，施設時において，以下の通りとし，その
際，日本機械学会「発電用原子力設備規格　設計・建設規格」等に準拠し設
計する。

冒頭宣言
基本方針

基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
1.概要
2.材料及び構造設計の基本方針

【1.概要】
技術基準規則第十七条及び第三十七条に対する適合
性説明であることを説明する。
安全機能を有する施設のうち要求事項に変更がな
く，改造を実施しない機器については，今回の申請
において変更は行わないことを説明する。
【2.材料及び構造設計の基本方針】
材料及び構造の対象範囲について説明する。

〇 基本方針〇 基本方針 －

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関す
る設計の基本方針
1.概要
2.材料及び構造設計の基本方針

【1.概要】
技術基準規則第十七条及び第三十七
条に対する適合性説明であることを
説明する。
安全機能を有する施設のうち要求事
項に変更がなく，改造を実施しない
機器については，今回の申請におい
て変更は行わないことを説明する。
【2.材料及び構造設計の基本方針】
材料及び構造の対象範囲について説
明する。

基本方針

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

2

9.3.1.1　材料
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等のうち常設
のもの（以下「常設重大事故等対処設備の容器等」という。）は，第１章
共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設
備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重，腐食環境その
他の使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使
用する設計とする。
重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等
対処設備の容器等」という。）は，第１章　共通項目の「9.2　重大事故等対
処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重その他の使
用条件に対して，日本産業規格等に適合した適切な機械的強度及び化学的成
分を有する材料を使用する設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等，常設重大事故等対
処設備の容器等及び可搬型重大事故等対処設備の容
器等
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（前処理建
屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（精製建
屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・放水設備
・抑制設備

基本方針
設計方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関する
設計方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対して，適切な機械的
強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計と
することを説明する。
【2.1(1)材料選定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処
設備の容器等は，取り扱う放射性物質の濃度，腐食
環境等の条件を考慮して定めた「材料選定フロー」
による指定材料等を使用する設計とすることを説明
する。
「材料選定フロー」によらない場合として個別機器
に係る材料選定理由等を説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処
設備の容器等の容器及び管に使用する材料の板厚
は，腐食環境を考慮して腐食代を設定することを説
明する。
また，腐食代設定方針によらない場合として個別機
器に係る腐食代の設定の考え方を説明する。
なお，重大事故等対処設備の容器等の容器及び管で
あって，常時腐食性流体に接液しないものに使用す
る材料の板厚は，重大事故等時における腐食環境を
考慮してもその影響は十分小さいため腐食代は設定
しないことを説明する。

【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関す
る設計方針】
改造を実施する安全機能を有する施設の容器等及び
新たに設置する常設重大事故等対処設備の容器等の
容器及び管が準拠する細目の設計方針については，
「構造等に関する設計方針」として今回新たに定め
る。

〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

〇 －

・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

－

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
容器及び管の構造として，各使用条件における各制
限事項に関する性能水準について説明する。
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等
対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあって
は，JSME設計・建設規格のクラス３機器の規定等を
基本とした公式による評価によることを説明する。
公式による評価によらない場合にあっては，解析に
よる評価によることを説明する。
また，常設重大事故等対処設備の容器等のうち緊急
時対策建屋加圧ユニットは，設計時に準拠した高圧
ガス保安法の規定が技術基準規則第三十七条に照ら
して十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠
があることを説明する。
a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２号
の要求事項
技術基準規則第三十七条の要求事項として，材料及
び構造，主要な溶接部について説明する。
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定
の比較
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の材料及
び構造の規定の水準は同等であることから，緊急時
対策建屋加圧ユニットは高圧ガス保安法に適合した
ものを使用する設計とすることを説明する。
Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関する
設計方針
改造を実施する安全機能を有する施設の容器等及び
新たに設置する常設重大事故等対処設備の容器等の
容器及び管が準拠する細目の設計方針については，
「構造等に関する設計方針」として今回新たに定め
る。
Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本
方針」に基づく評価方針であることを説明する。
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処
設備の容器等の容器及び管の構造設計にあっては，
公式による評価を適用し，準拠規格に基づき，設計
条件に対して許容引張応力S値を基準とした厚さ計
算等による評価を実施すること説明する。
また，設計過渡条件に対して設計降伏点Sy又は設計
引張強さSu値を基準とした厚さ計算等による評価を
実施することを説明する。
公式による評価の実施にあっては，条件変更の有無
を整理した上で既設工認引用又は新たに強度評価を
実施することを説明する。
弱圧の容器に関する取扱いについて説明する。（個
別機器に係る方針）
また，ジルコニウム／ステンレス鋼の接続にあって
は，異材継手を使用する設計とすることを説明す
る。（個別機器に係る方針）
(解析による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等
対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあっ
て，公式による評価によらない場合は解析による評
価を適用し，ASMEに基づき，設計条件に対して許容
引張応力S値を基準とした応力評価を実施すること
を説明する。
また，設計過渡条件に対して設計降伏点Sy又は設計
引張強さSu値を基準とした応力評価を実施すること
を説明する。
解析による評価を実施にあっては，条件変更の有無
を整理した上で既設工認引用又は新たに強度評価を
実施することを説明する。
【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，その評
価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，それらを
用いて算出された必要厚さに対して 小厚さが上
回っていることを確認する評価方針であることを説
明する。
(2)解析による評価
解析による評価は，解析モデルを設定した上で，そ
の評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，応力
を算出し，算出された応力力が設定した許容限界以
下であることを確認する評価方針であることを説明
する。
Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整理
表作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度評価書
作成の基本方針であることを説明する。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整理し，
強度評価書の作成区分について整理する。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説明す
る。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説明す
る。
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本
方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式による
強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の規格計
算式等について説明する。
【2.1一般事項】
構造等に関する設計方針との関係，計算精度と数値
のまるめ方等の一般事項について説明する。
【2.2容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説明す
る。
【2.3管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大
事故等対処設備としての圧力による荷重として，仕
様表における 高使用圧力を考慮することを説明す
る。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引
張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対して
は設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を許容限界と
して設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示す。
Ⅴ－１－３－２　別紙１　TBP等の錯体の急激な分
解反応発生時の圧力について
TBP等の錯体の急激な分解反応発生時の圧力の設定
について説明する。
Ⅴ－１－３－２　別紙２　水素爆発の圧力波による
機器の応答について
水素爆発の爆発圧力に機器が応答するか否かを確認
し，応答したとしても0.5MPaを下回ることを説明す
る。
Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基本
方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく解析による
強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.解析方法の選定及び解析モデルの作成】
【2.(1)解析方法の選定】
解析による強度に当たっては，応力評価にて考慮す
る負荷荷重の状態に応じて適切な解析方法を選定す
ることとし，設計条件における評価にあっては有限
要素法による静的弾性解析，設計過渡条件による評
価にあっては有限要素法による動的弾性解析を選定
することを説明する。
【2.(2)解析モデルの作成】
解析モデルの作成として，以下のとおり説明する。
・解析モデルにあっては，解析るう構造物の形状，
構造，支持状態を考慮し，評価部位の発生応力が適
切に表現できるよう適切にモデル化
・解析モデルの設定条件：形状及び寸法(仕様表，
構造図等)等
・使用する解析プログラムの設定
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大
事故等対処設備としての圧力による荷重として，仕
様表における 高使用圧力を考慮することを説明す
る。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引
張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対して
は設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を許容限界と
して設定することを説明する。
【5.応力強さの計算】
機器に発生する応力はその応力の発生の原因及び場
所により，一次応力，二次応力等に分類し，各々に
対して許容限界と比較評価を実施することを説明す
る.
【5.(1)応力の分類】
容器に発生する応力の分類について説明する。
【5.(2)応力分類】
解析により算定された応力の分類について説明す
る。
【5.(3)応力強さの計算】
解析により算定された応力の取扱いについて説明す
る。
【6.解析による強度評価書フォーマット】
解析による強度評価書のフォーマットを示す。
Ⅴ－１－３－３　別紙　水素爆発時の圧力波の設定
について
水素爆発発生時の圧力波の設定について説明する。
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
【1.概要】
「Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基本方針」に基づ
く評価条件整理表及び強度評価整理表を示すことを
説明する。
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理結果に
ついて説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結果につ
いて説明する。
Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
Ⅴ－２－２－１ 容器の公式による強度評価書
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用
条件に対して十分な強度を有することを確認した容
器の公式による強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－２－２ 管の公式による強度評価書
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用
条件に対して十分な強度を有することを確認した管
の公式による強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
Ⅴ－２－３－１ 容器の解析による強度評価書
解析による強度評価書のフォーマットに従い，使用
条件に対して十分な強度を有することを確認した容
器の解析による強度評価結果を示す。
Ⅴ－３　計算機プログラム(解析コード)の概要
強度評価で用いる計算機プログラム(解析コード)の
概要について記載。
Ⅴ－３　別紙　水素爆発時の機器の経路維持機能を
確認する弾塑性解析へのLS-DYNAの適用性について
水素爆発の発生を仮定する機器の気相部における水
素爆発時の動的弾塑性解析に用いるLS-DYNA につい
て，適用対象事象及び適用実績並びに水素爆発試験
との比較による適用性の確認について説明する。

・高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 － － －

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大
事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構
造設計にあっては，JSME設計・建設規格のクラス３
機器の規定等を基本とした公式による評価によるこ
とを説明する。
また，常設重大事故等対処設備の容器等のうち緊急
時対策建屋加圧ユニットは，設計時に準拠した高圧
ガス保安法の規定が技術基準規則第三十七条に照ら
して十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠
があることを説明する。

a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２号
の要求事項
技術基準規則第三十七条の要求事項として，材料及
び構造，主要な溶接部について説明する。
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定
の比較
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の材料及
び構造の規定の水準は同等であることから，緊急時
対策建屋加圧ユニットは高圧ガス保安法に適合した
ものを使用する設計とすることを説明する。

【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関す
る設計方針】
改造を実施する安全機能を有する施設の容器等及び
新たに設置する常設重大事故等対処設備の容器等の
容器及び管が準拠する細目の設計方針については，
「構造等に関する設計方針」として今回新たに定め
る。

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設
計にあっては，公式による評価を適用し，準拠規格
に基づき，設計条件に対して許容引張応力S値を基準
とした厚さ計算等による評価を実施すること説明す
る。
また，設計過渡条件に対して設計降伏点Sy又は設計
引張強さSu値を基準とした厚さ計算等による評価を
実施することを説明する。
弱圧の容器に関する取扱いについて説明する。（個
別機器に係る方針）
また，ジルコニウム／ステンレス鋼の接続にあって
は，異材継手を使用する設計とすることを説明す
る。（個別機器に係る方針）

(解析による評価)
常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構
造設計にあって，公式による評価によらない場合は
解析による評価を適用し，ASMEに基づき，設計条件
に対して許容引張応力S値を基準とした応力評価を実
施することを説明する。
また，設計過渡条件に対して設計降伏点Sy又は設計
引張強さSu値を基準とした応力評価を実施すること
を説明する。

【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，その評
価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，それらを
用いて算出された必要厚さに対して 小厚さが上
回っていることを確認する評価方針であることを説
明する。
(2)解析による評価
解析による評価は，解析モデルを設定した上で，そ
の評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，応力
を算出し，算出された応力力が設定した許容限界以
下であることを確認する評価方針であることを説明
する。

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本
方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式による
強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の規格計
算式等について説明する。
【2.1一般事項】
構造等に関する設計方針との関係，計算精度と数値
のまるめ方等の一般事項について説明する。
【2.2容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説明す
る。
【2.3管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大
事故等対処設備としての圧力による荷重として，仕
様表における 高使用圧力を考慮することを説明す
る。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引
張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対しては
設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を許容限界とし
て設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示す。
Ⅴ－１－３－２　別紙１　TBP等の錯体の急激な分解
反応発生時の圧力について
TBP等の錯体の急激な分解反応発生時の圧力の設定に
ついて説明する。
Ⅴ－１－３－２　別紙２　水素爆発の圧力波による
機器の応答について
水素爆発の爆発圧力に機器が応答するか否かを確認
し，応答したとしても0.5MPaを下回ることを説明す
る。
Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基本
方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく解析による
強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.解析方法の選定及び解析モデルの作成】
【2.(1)解析方法の選定】
解析による強度に当たっては，応力評価にて考慮す
る負荷荷重の状態に応じて適切な解析方法を選定す
ることとし，設計条件における評価にあっては有限
要素法による静的弾性解析，設計過渡条件による評
価にあっては有限要素法による動的弾性解析を選定
することを説明する。
【2.(2)解析モデルの作成】
解析モデルの作成として，以下のとおり説明する。
・解析モデルにあっては，解析るう構造物の形状，
構造，支持状態を考慮し，評価部位の発生応力が適
切に表現できるよう適切にモデル化
・解析モデルの設定条件：形状及び寸法(仕様表，構
造図等)等
・使用する解析プログラムの設定
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大
事故等対処設備としての圧力による荷重として，仕
様表における 高使用圧力を考慮することを説明す
る。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引
張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対しては
設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を許容限界とし
て設定することを説明する。
【5.応力強さの計算】
機器に発生する応力はその応力の発生の原因及び場
所により，一次応力，二次応力等に分類し，各々に
対して許容限界と比較評価を実施することを説明す
る.
【5.(1)応力の分類】
容器に発生する応力の分類について説明する。。
【5.(2)応力分類】
解析により算定された応力の分類について説明す
る。
【5.(3)応力強さの計算】
解析により算定された応力の取扱いについて説明す
る。
【6.解析による強度評価書フォーマット】
解析による強度評価書のフォーマットを示す。
Ⅴ－１－３－３　別紙　水素爆発時の圧力波の設定
について
水素爆発発生時の圧力波の設定について説明する。

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理結果に
ついて説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結果につ
いて説明する。

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
Ⅴ－２－２－１ 容器の公式による強度評価書
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用
条件に対して十分な強度を有することを確認した容
器の公式による強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－２－２ 管の公式による強度評価書
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用
条件に対して十分な強度を有することを確認した管
の公式による強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
Ⅴ－２－３－１ 容器の解析による強度評価書
解析による強度評価書のフォーマットに従い，使用
条件に対して十分な強度を有することを確認した容
器の解析による強度評価結果を示す。
Ⅴ－３　計算機プログラム(解析コード)の概要
強度評価で用いる計算機プログラム(解析コード)の
概要について記載。
Ⅴ－３　別紙　水素爆発時の機器の経路維持機能を
確認する弾塑性解析へのLS-DYNAの適用性について
水素爆発の発生を仮定する機器の気相部における水
素爆発時の動的弾塑性解析に用いるLS-DYNA につい
て，適用対象事象及び適用実績並びに水素爆発試験
との比較による適用性の確認について説明する。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事
故等対処設備の容器等
(1)容器及び管
a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２号
の要求事項
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定
の比較

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関する
設計方針

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
2.強度評価方針
2.1強度評価手法の選定
(公式による評価)
(解析による評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本
方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1一般事項
2.2容器に関する規格計算式等
2.3管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ－１－３－２　別紙１　TBP等の錯体の急激な分解
反応発生時の圧力について

Ⅴ－１－３－２　別紙２　水素爆発の圧力波による
機器の応答について

Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基本
方針
1.概要
2.解析方法の選定及び解析モデルの作成
(1)解析方法の選定
(2)解析モデルの作成
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.応力強さの計算
(1)応力の分類
(2)応力分類
(3)応力強さの計算
6.解析による強度評価書フォーマット

Ⅴ－１－３－３　別紙　水素爆発時の圧力波の設定
について

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
Ⅴ－２－２－１ 容器の公式による強度評価書
Ⅴ－２－２－２ 管の公式による強度評価書

Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
Ⅴ－２－３－１ 容器の解析による強度評価書

Ⅴ－３　計算機プログラム(解析コード)の概要

Ⅴ－３　別紙　水素爆発時の機器の経路維持機能を
確認する弾塑性解析へのLS-DYNAの適用性について

－

－

＜容器等＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のダク
トは，設計条件において，延性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。

機能要求②

＜容器等＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等
対処設備の容器等のうちダクト
・制御室換気設備
・換気設備
・代替換気設備

基本方針
設計方針

〇

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等
対処設備の容器等（ダクトは除く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（前処理建
屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（精製建
屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針
評価方法
評価

〇機能要求② 基本方針

＜容器等＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容
器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器
及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する
施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた
高使用圧力， 高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下

「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈
が生じない設計とする。

常設重大事故等対処設備の容器等のうち
水素爆発等の影響を受ける容器及び管で
あって形状管理による臨界防止が必要な
容器
・精製建屋一時貯留処理設備

－ －

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

7
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮
継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じな
い設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等
対処設備の容器等の伸縮継手
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

基本方針
設計方針
評価方法
評価

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大
事故等対処設備の容器等
(1)容器及び管
a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２号
の要求事項
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定
の比較

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関する
設計方針

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
1.概要
2.強度評価方針
2.1強度評価手法の選定
(公式による評価)
(解析による評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整理
表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表

Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本
方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1一般事項
2.2容器に関する規格計算式等
2.3管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ－１－３－２　別紙１　TBP等の錯体の急激な分
解反応発生時の圧力について

Ⅴ－１－３－２　別紙２　水素爆発の圧力波による
機器の応答について

Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基本
方針
1.概要
2.解析方法の選定及び解析モデルの作成
(1)解析方法の選定
(2)解析モデルの作成
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.応力強さの計算
(1)応力の分類
(2)応力分類
(3)応力強さの計算
6.解析による強度評価書フォーマット

Ⅴ－１－３－３　別紙　水素爆発時の圧力波の設定
について

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
1.概要
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
Ⅴ－２－２－１ 容器の公式による強度評価書
Ⅴ－２－２－２ 管の公式による強度評価書

Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
Ⅴ－２－３－１ 容器の解析による強度評価書

Ⅴ－３　計算機プログラム(解析コード)の概要

Ⅴ－３　別紙　水素爆発時の機器の経路維持機能を
確認する弾塑性解析へのLS-DYNAの適用性について

〇 基本方針

基本方針

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

〇 ・制御室換気設備
・換気設備
・代替換気設備

－

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関す
る設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設備の容
器等
(1)容器及び管

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
1.概要
2.強度評価方針
2.1強度評価手法の選定
(公式による評価)
(解析による評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本
方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及
び評価項目整理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評
価項目整理表
1.概要
2.評価条件整理表

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関す
る設計の基本方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容
器等及び常設重大事故等対処設備の
容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
容器及び管の構造として，各使用条
件における各制限事項に関する性能
水準について説明する。
安全機能を有する施設の容器等の容
器及び管の構造設計にあっては，
JSME設計・建設規格のクラス３機器
の規定等を基本とした公式による評
価によることを説明する。
公式による評価によらない場合に
あっては，解析による評価によるこ
とを説明する。

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関
する設計の基本方針」に基づく評価
方針であることを説明する。
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
安全機能を有する施設の容器等の容
器及び管の構造設計にあっては，公
式による評価を適用し，準拠規格に
基づき，設計条件に対して許容引張
応力S値を基準とした厚さ計算等に
よる評価を実施すること説明する。
公式による評価の実施にあっては，
条件変更の有無を整理した上で既設
工認引用又は新たに強度評価を実施
することを説明する。
(解析による評価)
安全機能を有する施設の容器等の容
器及び管の構造設計にあって，公式
による評価によらない場合は解析に
よる評価を適用し，ASMEに基づき，
設計条件に対して許容引張応力S値
を基準とした応力評価を実施するこ
とを説明する。
また，設計過渡条件に対して設計降
伏点Sy又は設計引張強さSu値を基準
とした応力評価を実施することを説
明する。
解析による評価の実施にあっては，
条件変更の有無を整理した上で既設
工認引用又は新たに強度評価を実施
することを説明する。

【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定し
た上で，その評価に用いる圧力荷
重，許容限界を設定し，それらを用
いて算出された必要厚さに対して
小厚さが上回っていることを確認す
る評価方針であることを説明する。
(2)解析による評価
解析による評価は，解析モデルを設
定した上で，その評価に用いる圧力
荷重，許容限界を設定し，応力を算
出し，算出された応力力が設定した
許容限界以下であることを確認する
評価方針であることを説明する。

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本
方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及
び評価項目整理表作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基
づく強度評価書作成の基本方針であ
ることを説明する。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条
件等を整理し，強度評価書の作成区
分について整理する。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目に
ついて説明する。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目に
ついて説明する。

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評
価項目整理表
【1.概要】
「Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基
本方針」に基づく評価条件整理表及
び強度評価整理表を示すことを説明
する。
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件
等の整理結果について説明する。

－ 〇 －
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＜容器等＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

4

ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける
容器及び管(形状管理による臨界防止が必要な容器は除く。)は，「9.2　重大
事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計過渡条件として定めた水素爆発
等の瞬間的な荷重が負荷される状態において，経路の破断や開口に至る塑性
変形が生じない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等
の影響を受ける容器及び管(形状管理による臨界防
止が必要な容器は除く。)
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系

基本方針
設計方針
評価方法
評価

基本方針
設計方針
評価方法
評価

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等
の影響を受ける容器及び管であって形状管理による
臨界防止が必要な容器
・精製建屋一時貯留処理設備

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び
管であって形状管理による臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件におい
て，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じたとしても臨界が発生
しない設計とする。

5

－－

常設重大事故等対処設備の容器等のうち
水素爆発等の影響を受ける容器及び管
(形状管理による臨界防止が必要な容器
は除く。)
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系

－〇

〇 －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

8 ―

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事
故等対処設備の容器等
(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関
(3)支持構造物

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大
事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関】
常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁並
びに内燃機関の構造として，各使用条件における各
制限事項に関する性能水準について説明する。
また，既認可構造等に関する設計方針及び構造等に
関する設計方針に掲げるものの他，以下のとおり説
明する。
・常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁
の構造は，日本産業規格，メーカ規格等の適切な規
格に基づき設計・製作・検査が行われ，耐圧試験等
により十分な強度を有することを確認したものを使
用する設計とすることを説明する。
・常設重大事故等対処設備の容器等の内燃機関（燃
料系を含む。）の構造は，発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令の規定を満足するものを使用
する設計とすることを説明する。

【2.2.1(3)支持構造物】
常設重大事故等対処設備の容器等の支持構造物の構
造として，各使用条件における各制限事項に関する
性能水準について説明する。
また，常設重大事故対処設備の容器等の支持構造物
は，計算方法が耐震評価と同じであり，地震荷重が
支配的であることから「Ⅳ 耐震性に関する説明書」
によることを説明する。

―

・使用済燃料貯蔵設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設
備
・換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・冷却水設備
・蒸気供給設備
・分析設備
・放水設備
・水供給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・緊急時対策建屋電源設備

－

・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

－ － －

― ―

〇

(2)　ポンプ及び弁並びに内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポン
プ及び弁並びに内燃機関は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑
える及び座屈が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等
対処設備の容器等のポンプ及び弁並びに内燃機関
・使用済燃料貯蔵設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・冷却水設備
・蒸気供給設備
・分析設備
・放水設備
・水供給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・緊急時対策建屋電源設備

基本方針
設計方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大
事故等対処設備の容器等
(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関
(3)支持構造物

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関】
安全機能を有する施設の容器等のポンプ及び弁並び
に内燃機関の構造として，各使用条件における各制
限事項に関する性能水準について説明する。
また，既認可構造等に関する設計方針及び構造等に
関する設計方針に掲げるものの他，以下のとおり説
明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等のポンプ及び弁の構造は，日本
産業規格，メーカ規格等の適切な規格に基づき設
計・製作・検査が行われ，耐圧試験等により十分な
強度を有することを確認したものを使用する設計と
することを説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等の内燃機関（燃料系を含む。）
の構造は，発電用火力設備に関する技術基準を定め
る省令の規定を満足するものを使用する設計とする
ことを説明する。

【2.2.1(3)支持構造物】
安全機能を有する施設の容器等の支持構造物の構造
として，各使用条件における各制限事項に関する性
能水準について説明する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大
事故対処設備の容器等の支持構造物は，計算方法が
耐震評価と同じであり，地震荷重が支配的であるこ
とから「Ⅳ 耐震性に関する説明書」によることを
説明する。

○ 基本方針

9
(3)　支持構造物
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の支持
構造物は，設計条件において，延性破断及び座屈が生じない設計とする。

評価要求

－

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等
対処設備の容器等のうち支持構造物
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（前処理建
屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・低レベル固体廃棄物処理設備貯蔵設備
・ディーゼル発電機
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・安全蒸気系
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系（精製建
屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針

〇 基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関す
る設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設備の容
器等
(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関
(3)支持構造物

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容
器等及び常設重大事故等対処設備の
容器等】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並びに内燃
機関】
ポンプ及び弁並びに内燃機関の構造
として，各使用条件における各制限
事項に関する性能水準について説明
する。
また，既認可構造等に関する設計方
針及び構造等に関する設計方針に掲
げるものの他，以下のとおり説明す
る。
・安全機能を有する施設の容器等の
ポンプ及び弁の構造は，日本産業規
格，メーカ規格等の適切な規格に基
づき設計・製作・検査が行われ，耐
圧試験等により十分な強度を有する
ことを確認したものを使用する設計
とすることを説明する。
・安全機能を有する施設の容器等の
内燃機関（燃料系を含む。）の構造
は，発電用火力設備に関する技術基
準を定める省令の規定を満足するも
のを使用する設計とすることを説明
する。

【2.2.1(3)支持構造物】
支持構造物の構造として，各使用条
件における各制限事項に関する性能
水準について説明する。
また，安全機能を有する施設の容器
等の支持構造物は，計算方法が耐震
評価と同じであり，地震荷重が支配
的であることから「Ⅳ 耐震性に関
する説明書」によることを説明す
る。

○

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

11

－ － － － － ○

・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・放水設備

・制御室（重大事故等対処設備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件におい
て，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

10

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等】
可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造として，
各使用条件における各制限事項に関する性能水準に
ついて説明する。
完成品を除く可搬型重大事故等対処設備の容器等に
あっては，JSME設計・建設規格のクラス３機器の規
定を基本とした公式による評価によることを説明す
る。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，一
般産業用工業品の規格及び基準への適合性を確認す
ることを説明する。
Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【2.強度評価方針】
【2.1　強度評価手法の選定】
(公式による評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設
計にあっては，公式による評価を適用し，準拠規格
に基づき，設計条件に対して許容引張応力S値を基
準とした厚さ計算等による評価を実施すること説明
する。
また，設計過渡条件に対して設計降伏点Sy又は設計
引張強さSu値を基準とした厚さ計算等による評価を
実施することを説明する。
(完成品に対する評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管のうち完
成品の構造は，完成品に対する評価を適用し，完成
品として一般産業用工業品の規格及び基準に適合し
ていることを確認することを説明する。
【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，その評
価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，それらを
用いて算出された必要厚さに対して 小厚さが上
回っていることを確認する評価方針であることを説
明する。
(3)完成品に対する評価
完成品に対する評価は，使用目的／使用環境，機器
の使用材料，機器の使用条件，法令又は公的な規格
で定める試験結果等を整理したうえで，重大事故等
時の使用目的／使用環境，使用条件等が一般産業用
工業品の規格及び基準に適合していることを確認す
る評価方針であることを説明する。
Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整理
表作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度評価書
作成の基本方針であることを説明する。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整理し，
強度評価書の作成区分について整理する。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説明す
る。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説明す
る。
強度計算書及び強度評価書の作成の基本方針とし
て，評価条件整理表にて評価区分を整理した上で，
評価区分に応じた強度計算書及び強度評価書を作成
することを説明する。
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本
方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式による
強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の規格計
算式等について説明する。
【2.1一般事項】
構造等に関する設計方針との関係，計算精度と数値
のまるめ方等の一般事項について説明する。
【2.2容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説明す
る。
【2.3管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大
事故等対処設備としての圧力による荷重として，仕
様表における 高使用圧力を考慮することを説明す
る。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引
張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対して
は設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を許容限界と
して設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示す。
Ⅴ－１－３－２　別紙１　TBP等の錯体の急激な分
解反応発生時の圧力について
TBP等の錯体の急激な分解反応発生時の圧力の設定
について説明する。
Ⅴ－１－３－２　別紙２　水素爆発の圧力波による
機器の応答について
水素爆発の爆発圧力に機器が応答するか否かを確認
し，応答したとしても0.5MPaを下回ることを説明す
る。
Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成の
基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく完成品に対
する強度評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.完成品の強度評価】
【2.1法令又は公的な規格への適合性確認】
法令又は公的な規格への適合性確認として，以下の
内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と法令又
は公的な規格の使用目的，想定している使用環境を
比較し，準拠する規格及び基準が妥当であること
(b)法令又は公的な規格に基づく機器に適切な材料
が使用され，十分な強度を有する設計であること
【2.2メーカ規格及び基準への適合性確認】
メーカ規格及び基準への適合性確認として，以下の
内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境とメーカ
規格及び基準の使用目的，想定している使用環境を
比較し，準拠する規格及び基準が妥当であること
(b)メーカ規格及び基準に基づく機器に適切な材料
が使用され，十分な強度を有する設計であること
【3.完成品に対する強度評価書のフォーマット】
完成品に対する強度評価書のフォーマットを示す。
Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理結果に
ついて説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結果につ
いて説明する。
Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
Ⅴ－２－２－１ 容器の公式による強度評価書
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用
条件に対して十分な強度を有することを確認した容
器の公式による強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－２－２ 管の公式による強度評価書
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用
条件に対して十分な強度を有することを確認した管
の公式による強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
Ⅴ－２－４－１ 容器の完成品に対する強度評価書
完成品に対する強度評価書のフォーマットに従い，
使用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た容器の完成品に対する強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－４－２ 管の完成品に対する強度評価書
完成品に対する強度評価書のフォーマットに従い，
使用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た管の完成品に対する強度評価結果を示す。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
2.強度評価方針
2.1　強度評価手法の選定
(公式による評価)
(完成品に対する評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(3)完成品に対する評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針Ⅴ－１－３
－１　評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基
本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整理
表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本
方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1一般事項
2.2容器に関する規格計算式等
2.3管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ－１－３－２　別紙１　TBP等の錯体の急激な分
解反応発生時の圧力について

Ⅴ－１－３－２　別紙２　水素爆発の圧力波による
機器の応答について

Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成の
基本方針
1.概要
2.完成品の強度評価
2.1法令又は公的な規格への適合性確認
2.2メーカ規格及び基準への適合性確認
3.完成品に対する強度評価書のフォーマット

Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
Ⅴ－２－２－１ 容器の公式による強度評価書
Ⅴ－２－２－２ 管の公式による強度評価書

Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
Ⅴ－２－４－１ 容器の完成品に対する強度評価書
Ⅴ－２－４－２ 管の完成品に対する強度評価書

基本方針
設計方針
評価方法
評価

可搬型重大事故等対処設備の容器等
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

可搬型重大事故等対処設備に属する内燃機関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電源設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測設備

機能要求②

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規
格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認し，使用環
境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品とし
て一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格
負荷状態において，要求される強度を確保できる設計とする。

－ －

＜容器等＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
2.強度評価方針
2.1　強度評価手法の選定
(公式による評価)
(完成品に対する評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(3)完成品に対する評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針Ⅴ－１－３－
１　評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基本
方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整理
表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本
方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1一般事項
2.2容器に関する規格計算式等
2.3管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ－１－３－２　別紙１　TBP等の錯体の急激な分解
反応発生時の圧力について

Ⅴ－１－３－２　別紙２　水素爆発の圧力波による
機器の応答について

Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成の
基本方針
1.概要
2.完成品の強度評価
2.1法令又は公的な規格への適合性確認
2.2メーカ規格及び基準への適合性確認
3.完成品に対する強度評価書のフォーマット

Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
Ⅴ－２－２－１ 容器の公式による強度評価書
Ⅴ－２－２－２ 管の公式による強度評価書

Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
Ⅴ－２－４－１ 容器の完成品に対する強度評価書
Ⅴ－２－４－２ 管の完成品に対する強度評価書

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等】
可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造として，
各使用条件における各制限事項に関する性能水準に
ついて説明する。
完成品を除く可搬型重大事故等対処設備の容器等に
あっては，JSME設計・建設規格のクラス３機器の規
定を基本とした公式による評価によることを説明す
る。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，一
般産業用工業品の規格及び基準への適合性を確認す
ることを説明する。
Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【2.強度評価方針】
【2.1　強度評価手法の選定】
(公式による評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設
計にあっては，公式による評価を適用し，準拠規格
に基づき，設計条件に対して許容引張応力S値を基準
とした厚さ計算等による評価を実施すること説明す
る。
また，設計過渡条件に対して設計降伏点Sy又は設計
引張強さSu値を基準とした厚さ計算等による評価を
実施することを説明する。
(完成品に対する評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管のうち完
成品の構造は，完成品に対する評価を適用し，完成
品として一般産業用工業品の規格及び基準に適合し
ていることを確認することを説明する。
【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，その評
価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，それらを
用いて算出された必要厚さに対して 小厚さが上
回っていることを確認する評価方針であることを説
明する。
(3)完成品に対する評価
完成品に対する評価は，使用目的／使用環境，機器
の使用材料，機器の使用条件，法令又は公的な規格
で定める試験結果等を整理したうえで，重大事故等
時の使用目的／使用環境，使用条件等が一般産業用
工業品の規格及び基準に適合していることを確認す
る評価方針であることを説明する。
Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整理
表作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度評価書
作成の基本方針であることを説明する。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整理し，
強度評価書の作成区分について整理する。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説明す
る。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説明す
る。
強度計算書及び強度評価書の作成の基本方針とし
て，評価条件整理表にて評価区分を整理した上で，
評価区分に応じた強度計算書及び強度評価書を作成
することを説明する。
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本
方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式による
強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の規格計
算式等について説明する。
【2.1一般事項】
構造等に関する設計方針との関係，計算精度と数値
のまるめ方等の一般事項について説明する。
【2.2容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説明す
る。
【2.3管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大
事故等対処設備としての圧力による荷重として，仕
様表における 高使用圧力を考慮することを説明す
る。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引
張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対しては
設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を許容限界とし
て設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示す。
Ⅴ－１－３－２　別紙１　TBP等の錯体の急激な分解
反応発生時の圧力について
TBP等の錯体の急激な分解反応発生時の圧力の設定に
ついて説明する。
Ⅴ－１－３－２　別紙２　水素爆発の圧力波による
機器の応答について
水素爆発の爆発圧力に機器が応答するか否かを確認
し，応答したとしても0.5MPaを下回ることを説明す
る。
Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成の
基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく完成品に対
する強度評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.完成品の強度評価】
【2.1法令又は公的な規格への適合性確認】
法令又は公的な規格への適合性確認として，以下の
内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と法令又は
公的な規格の使用目的，想定している使用環境を比
較し，準拠する規格及び基準が妥当であること
(b)法令又は公的な規格に基づく機器に適切な材料が
使用され，十分な強度を有する設計であること
【2.2メーカ規格及び基準への適合性確認】
メーカ規格及び基準への適合性確認として，以下の
内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境とメーカ規
格及び基準の使用目的，想定している使用環境を比
較し，準拠する規格及び基準が妥当であること
(b)メーカ規格及び基準に基づく機器に適切な材料が
使用され，十分な強度を有する設計であること
【3.完成品に対する強度評価書のフォーマット】
完成品に対する強度評価書のフォーマットを示す。
Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理結果に
ついて説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結果につ
いて説明する。
Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
Ⅴ－２－２－１ 容器の公式による強度評価書
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用
条件に対して十分な強度を有することを確認した容
器の公式による強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－２－２ 管の公式による強度評価書
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用
条件に対して十分な強度を有することを確認した管
の公式による強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
Ⅴ－２－４－１ 容器の完成品に対する強度評価書
完成品に対する強度評価書のフォーマットに従い，
使用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た容器の完成品に対する強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－４－２ 管の完成品に対する強度評価書
完成品に対する強度評価書のフォーマットに従い，
使用条件に対して十分な強度を有することを確認し
た管の完成品に対する強度評価結果を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回 第２回

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

12

9.3.1.3　主要な溶接部
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主要
な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は，次のとおりとする。
・不連続で特異な形状でない設計とする。
・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害
な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。
・適切な強度を有する設計とする。
・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であるこ
とを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認する。
なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により再処理施設の技術基
準に関する規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等について（別記）」に
適合していることを確認する。

定義
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等
対処設備の容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び
熱影響部をいう。）

－
(工事の方法)

〇 基本方針 －

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関す
る設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.3主要な溶接部の設計

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関す
る設計の基本方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.3主要な溶接部の設計】
主要な溶接部の設計方針について説
明するとともに，使用前事業者検査
により技術基準へ適合していること
を確認することを説明する。
また，使用前事業者検査を実施する
にあたっては，工事の方法に従って
実施することを説明する。

〇 基本方針 基本方針 － － －

13
常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の耐圧試験は，母材と同等
の方法及び同じ試験圧力にて実施する。

定義 基本方針
－

(工事の方法)
〇 基本方針 基本方針 － － －
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(2)　安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等（支持
構造物は除く。）は，維持段階において，通常運転時における圧力で漏えい
試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。
なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」等に
準拠し実施する。
ただし，重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，使用時に
おける圧力で漏えい試験を行うことが困難な場合は，運転性能試験結果を用
いた評価等により確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試
験，目視等による有害な欠陥がないことの確認とすることもできるものとす
る。

定義
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処
設備の容器等（支持構造物は除く。）

－
(工事の方法)

〇 基本方針 － 〇 基本方針 基本方針 － － －

・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－
(工事の方法)

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
3.耐圧試験等に係る設計の基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
【3.耐圧試験等に係る設計の基本方針】
耐圧試験等に係る設計方針について説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，
工事の方法に従って実施することを説明する。

〇 基本方針 － 〇 基本方針 基本方針 － － －14

9.3.2　耐圧試験等
(1)　安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等（支持
構造物は除く。）は，施設時において，次に定めるところによる圧力で耐圧
試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがないことを確認す
る。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
の主要な溶接部のうち再処理第１種容器及びライニング型貯槽の溶接部は，
漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいが
ないことを確認する。
なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技術基準に関する規
則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等について（別記）」等に準拠し実施
する。
a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の 高使用圧力を超え，
かつ，機器に生ずる全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧力とする。
b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受ける機器の耐
圧試験の圧力は，大気圧と内圧との 大の差を上回る圧力とする。この場合
において，耐圧試験の圧力は機器の内面から加えることができる。
ただし，気圧により耐圧試験を行う場合（ 高使用圧力が98kPa未満の場合を
除く。）であって，当該圧力に耐えることが確認された場合は，当該圧力を
高使用圧力までに減じて著しい漏えいがないことを確認する。
高使用圧力が98kPa未満の場合であって，気圧により耐圧試験を行う場合の

試験圧力は，水圧による耐圧試験の場合と同じ圧力とする。
重大事故等対処設備の容器等であって，規定の圧力で耐圧試験又は漏えい試
験を行うことが困難な場合は，試運転による機能及び性能試験（以下「運転
性能試験」という。）結果を用いた評価等により確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試
験，目視等による有害な欠陥がないことの確認とすることもできるものとす
る。

定義
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処
設備の容器等（支持構造物は除く。）

－

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.3主要な溶接部の設計

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.3主要な溶接部の設計】
主要な溶接部の設計方針について説明するととも
に，使用前事業者検査により技術基準へ適合してい
ることを確認することを説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，
工事の方法に従って実施することを説明する。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.3主要な溶接部の設計

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.3主要な溶接部の設計】
主要な溶接部の設計方針について説明するととも
に，使用前事業者検査により技術基準へ適合してい
ることを確認することを説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，
工事の方法に従って実施することを説明する。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関す
る設計の基本方針
3.耐圧試験等に係る設計の基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関す
る設計の基本方針
【3.耐圧試験等に係る設計の基本方
針】
耐圧試験等に係る設計方針について
説明する。
また，使用前事業者検査を実施する
にあたっては，工事の方法に従って
実施することを説明する。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
3.耐圧試験等に係る設計の基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方
針
【3.耐圧試験等に係る設計の基本方針】
耐圧試験等に係る設計方針について説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，
工事の方法に従って実施することを説明する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

第１章　共通項目
9.　設備に対する要求
9.3　材料及び構造
9.3.1　材料及び構造
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における材料及び構造にあっては，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備に属するもの
のうち以下のいずれかに該当するものを再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの（以下，安全機能を有する施設にあっては「安全機能を
有する施設の容器等」，重大事故等対処設備にあっては「重大事故等対処設備の容器等」という。）として材料及び構造の対象とする。
a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部エネルギーの解放による災害を及ぼすおそれがある機器区分（再処理第１種機器から
再処理第５種機器）に属する容器及び管
b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び放射線障害を防止する機能を有する安全上重要な施設又は重大事故等対処設
備に属する容器及び管
c. 上記a又はbに接続するポンプ及び弁（安全上重要な施設又は重大事故等対処設備を防護するために必要な緊急遮断弁を含む。）
d. 上記a，b又はcに直接溶接される支持構造物であり，その破損により当該機器の損壊を生じさせるおそれのあるもの
e. 安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の材料及び構造（主要な溶接部を含む。）は，施設時において，以下の通りと
し，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格　設計・建設規格」等に準拠し設計する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
1.概要
2.材料及び構造設計の基本方針

【1.概要】
技術基準規則第十七条及び第三十七条に対する適合性説明であることを説明する。
安全機能を有する施設のうち要求事項に変更がなく，改造を実施しない機器については，今回の申請において変更は行わな
いことを説明する。
【2.材料及び構造設計の基本方針】
材料及び構造の対象範囲について説明する。

＜材料及び構造の対象範囲＞
⇒安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における「再処
理施設の安全性を確保する上で重要なもの」の対象範囲について
補足説明する。
・[補足材構01]材料及び構造の対象範囲について

展開先（小項目）
Ⅴ－１－１　強
度及び耐食性に
関する設計の基
本方針

2

9.3.1.1　材料
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等のうち常設のもの（以下「常設重大事故等対処設備の容器等」という。）は，
第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷
重，腐食環境その他の使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。
重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備の容器等」という。）は，第１章　共通項目の「9.2　重大
事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して，日本産業規格等に適合した適切な機械的
強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器
等，常設重大事故等対処設備の
容器等及び可搬型重大事故等対
処設備の容器等
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理
設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設
備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・放水設備
・抑制設備

基本方針
設計方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び
構造に関する設計方針

【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とすることを説明す
る。
【2.1(1)材料選定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等は，取り扱う放射性物質の濃度，腐食環境等の条件を考慮
して定めた「材料選定フロー」による指定材料等を使用する設計とすることを説明する。
「材料選定フロー」によらない場合として個別機器に係る材料選定理由等を説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管に使用する材料の板厚は，腐食環境を考慮し
て腐食代を設定することを説明する。
また，腐食代設定方針によらない場合として個別機器に係る腐食代の設定の考え方を説明する。
なお，重大事故等対処設備の容器等の容器及び管であって，常時腐食性流体に接液しないものに使用する材料の板厚は，重
大事故等時における腐食環境を考慮してもその影響は十分小さいため腐食代は設定しないことを説明する。

【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関する設計方針】
改造を実施する安全機能を有する施設の容器等及び新たに設置する常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管が準拠す
る細目の設計方針については，「構造等に関する設計方針」として今回新たに定める。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確
認として，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項
並びに再処理施設における経年劣化事象及び発電炉における高経
年技術対策上着目すべき劣化事象を確認し，再処理施設における
材料及び構造に係る設計上の考慮事項に抜けがないか補足説明す
る。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出につ
いて

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補
足説明する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性
確認について

＜材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性＞
⇒材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性に
ついて補足説明する。
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書か
らの同等性について

＜常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性＞
⇒常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性の考慮として，
常設重大事故等対処設備の容器等における腐食代の設定について
補足説明する。
・[補足材構06]常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性の
考慮について
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4
ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理による臨界防止が必要な容器は除く。)は，
「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計過渡条件として定めた水素爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態において，経路の破
断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器
等のうち水素爆発等の影響を受
ける容器及び管(形状管理によ
る臨界防止が必要な容器は除
く。)
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

5
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管であって形状管理による臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件
において，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じたとしても臨界が発生しない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器
等のうち水素爆発等の影響を受
ける容器及び管であって形状管
理による臨界防止が必要な容器
・精製建屋一時貯留処理設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

6
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のダクトは，設計条件において，延性破断に至る塑性変形を生じない設計
とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等のうちダクト
・制御室換気設備
・換気設備
・代替換気設備

基本方針
設計方針

7
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破壊
が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等の伸縮継手
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能
を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械的荷重が負荷されて
いる状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等
及び重大事故等対処設備の容器
等の容器及び管（ダクトは除
く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理
設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

Ⅴ－１－１　強
度及び耐食性に
関する設計の基
本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及
び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)容器及び管
a.技術基準規則第三十七条第１項第１
号及び第２号の要求事項
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス
保安法の規定の比較

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び
構造に関する設計方針

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
容器及び管の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明する。
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあっては，JSME設計・建設
規格のクラス３機器の規定等を基本とした公式による評価によることを説明する。
公式による評価によらない場合にあっては，解析による評価によることを説明する。
また，常設重大事故等対処設備の容器等のうち緊急時対策建屋加圧ユニットは，設計時に準拠した高圧ガス保安法の規定が
技術基準規則第三十七条に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があることを説明する。

a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２号の要求事項
技術基準規則第三十七条の要求事項として，材料及び構造，主要な溶接部について説明する。
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定の比較
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の材料及び構造の規定の水準は同等であることから，緊急時対策建屋加圧ユニッ
トは高圧ガス保安法に適合したものを使用する設計とすることを説明する。

【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関する設計方針】
改造を実施する安全機能を有する施設の容器等及び新たに設置する常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管が準拠す
る細目の設計方針については，「構造等に関する設計方針」として今回新たに定める。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確
認として，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項
並びに再処理施設における経年劣化事象及び発電炉における高経
年技術対策上着目すべき劣化事象を確認し，再処理施設における
材料及び構造に係る設計上の考慮事項に抜けがないか補足説明す
る。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出につ
いて

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補
足説明する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性
確認について

＜材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性＞
⇒材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性に
ついて補足説明する。
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書か
らの同等性について

＜高圧ガス保安法を適用した評価＞
⇒技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定比較について
補足説明する。
・[補足材構07]技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定
の比較について

8
(2)　ポンプ及び弁並びに内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁並びに内燃機関は，設計条件において，全体的な変形を弾
性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等のポンプ及び弁並びに内
燃機関
・使用済燃料貯蔵設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・酸回収設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・冷却水設備
・蒸気供給設備
・分析設備
・放水設備
・水供給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・緊急時対策建屋電源設備

基本方針
設計方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及
び常設重大事故等対処設備の容器等
(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関】ポンプ及び弁並びに内燃機関の構造として，各使用条件における各制限事項に関
する性能水準について説明する。
また，既認可構造等に関する設計方針及び構造等に関する設計方針に掲げるものの他，以下のとおり説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁の構造は，日本産業規格，メーカ規
格等の適切な規格に基づき設計・製作・検査が行われ，耐圧試験等により十分な強度を有することを確認したものを使用す
る設計とすることを説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の内燃機関（燃料系を含む。）の構造は，発電用火
力設備に関する技術基準を定める省令の規定を満足するものを使用する設計とすることを説明する。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確
認として，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項
並びに再処理施設における経年劣化事象及び発電炉における高経
年技術対策上着目すべき劣化事象を確認し，再処理施設における
材料及び構造に係る設計上の考慮事項に抜けがないか補足説明す
る。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出につ
いて

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補
足説明する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性
確認について

＜材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性＞
⇒材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性に
ついて補足説明する。
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書か
らの同等性について
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10
9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

11

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認
し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等を実施
し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計とする。

12

9.3.1.3　主要な溶接部
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は，次のとおりとす
る。
・不連続で特異な形状でない設計とする。
・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認す
る。
・適切な強度を有する設計とする。
・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認する。
なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等について（別
記）」に適合していることを確認する。

定義

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等の主要な溶接部（溶接金
属部及び熱影響部をいう。）

－
(工事の方法)

13 常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の耐圧試験は，母材と同等の方法及び同じ試験圧力にて実施する。 定義 基本方針
－

(工事の方法)

14

9.3.2　耐圧試験等
(1)　安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，施設時において，次に定めるところによる圧
力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがないことを確認する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部のうち再処理第１種容器及びライニング型貯槽の溶
接部は，漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。
なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等について（別記）」等に準
拠し実施する。
a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の 高使用圧力を超え，かつ，機器に生ずる全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧力とす
る。
b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧との 大の差を上回る圧力とする。
この場合において，耐圧試験の圧力は機器の内面から加えることができる。
ただし，気圧により耐圧試験を行う場合（ 高使用圧力が98kPa未満の場合を除く。）であって，当該圧力に耐えることが確認された場合は，当
該圧力を 高使用圧力までに減じて著しい漏えいがないことを確認する。

高使用圧力が98kPa未満の場合であって，気圧により耐圧試験を行う場合の試験圧力は，水圧による耐圧試験の場合と同じ圧力とする。
重大事故等対処設備の容器等であって，規定の圧力で耐圧試験又は漏えい試験を行うことが困難な場合は，試運転による機能及び性能試験（以
下「運転性能試験」という。）結果を用いた評価等により確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試験，目視等による有害な欠陥がないことの確認とすることもできる
ものとする。

定義
安全機能を有する施設の容器等
及び重大事故等対処設備の容器
等（支持構造物は除く。）

－
(工事の方法)

15

(2)　安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，維持段階において，通常運転時における圧力
で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。
なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」等に準拠し実施する。
ただし，重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，使用時における圧力で漏えい試験を行うことが困難な場合は，運転性能試験
結果を用いた評価等により確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試験，目視等による有害な欠陥がないことの確認とすることもできる
ものとする。

定義
安全機能を有する施設の容器等
及び重大事故等対処設備の容器
等（支持構造物は除く。）

－
(工事の方法)

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及
び常設重大事故等対処設備の容器等
(3)支持構造物

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(3)支持構造物】
支持構造物の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故対処設備の容器等の支持構造物は，計算方法が耐震評価と同じであ
り，地震荷重が支配的であることから「Ⅳ 耐震性に関する説明書」によることを説明する。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確
認として，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項
並びに再処理施設における経年劣化事象及び発電炉における高経
年技術対策上着目すべき劣化事象を確認し，再処理施設における
材料及び構造に係る設計上の考慮事項に抜けがないか補足説明す
る。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出につ
いて

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補
足説明する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性
確認について

＜材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性＞
⇒材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性に
ついて補足説明する。
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書か
らの同等性について

機能要求②

可搬型重大事故等対処設備の容
器等
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設
備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

可搬型重大事故等対処設備に属
する内燃機関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電源
設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測設
備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器
等

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等】
可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明する。
完成品を除く可搬型重大事故等対処設備の容器等にあっては，JSME設計・建設規格のクラス３機器の規定を基本とした公式
による評価によることを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，一般産業用工業品の規格及び基準への適合性を確認することを説明する。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確
認として，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項
並びに再処理施設における経年劣化事象及び発電炉における高経
年技術対策上着目すべき劣化事象を確認し，再処理施設における
材料及び構造に係る設計上の考慮事項に抜けがないか補足説明す
る。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出につ
いて

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補
足説明する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性
確認について

＜材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性＞
⇒材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性に
ついて補足説明する。
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書か
らの同等性について

9
(3)　支持構造物
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の支持構造物は，設計条件において，延性破断及び座屈が生じない設計と
する。

評価要求

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等のうち支持構造物
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理
設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
貯蔵設備
・ディーゼル発電機
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・安全蒸気系
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針

Ⅴ－１－１　強
度及び耐食性に
関する設計の基
本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.3主要な溶接部の設計

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.3主要な溶接部の設計】
主要な溶接部の設計方針について説明するとともに，使用前事業者検査により技術基準へ適合していることを確認すること
を説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，工事の方法に従って実施することを説明する。

補足すべき事項の対象なし

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
3.耐圧試験等に係る設計の基本方針

【3.耐圧試験等に係る設計の基本方針】
耐圧試験等に係る設計方針について説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，工事の方法に従って実施することを説明する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

4
ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理による臨界防止が必要な容器は除く。)は，
「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計過渡条件として定めた水素爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態において，経路の破
断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器
等のうち水素爆発等の影響を受
ける容器及び管(形状管理によ
る臨界防止が必要な容器は除
く。)
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

5
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管であって形状管理による臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件
において，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じたとしても臨界が発生しない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器
等のうち水素爆発等の影響を受
ける容器及び管であって形状管
理による臨界防止が必要な容器
・精製建屋一時貯留処理設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

7
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破壊
が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等の伸縮継手
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

10
9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

11

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認
し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等を実施
し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計とする。

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能
を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械的荷重が負荷されて
いる状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等（ダクトは除く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理
設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

Ⅴ－１－２ 強度
評価方針

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
1.概要
2.強度評価方針
2.1　強度評価手法の選定
(公式による評価)
(解析による評価)
(完成品に対する評価)

【1.概要】
「Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方針」に基づく評価方針であることを説明する。
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあっては，公式による評価を適
用し，準拠規格に基づき，設計条件に対して許容引張応力S値を基準とした厚さ計算等による評価を実施すること説明す
る。
また，設計過渡条件に対して設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を基準とした厚さ計算等による評価を実施することを説明
する。
公式による評価の実施にあっては，条件変更の有無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度評価を実施することを説明
する。
弱圧の容器に関する取扱いについて説明する。（個別機器に係る方針）
また，ジルコニウム／ステンレス鋼の接続にあっては，異材継手を使用する設計とすることを説明する。（個別機器に係る
方針）
(解析による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあって，公式による評価に
よらない場合は解析による評価を適用し，ASMEに基づき，設計条件に対して許容引張応力S値を基準とした応力評価を実施
することを説明する。
また，設計過渡条件に対して設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を基準とした応力評価を実施することを説明する。
解析による評価の実施にあっては，条件変更の有無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度評価を実施することを説明
する。
(完成品に対する評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管のうち完成品の構造は，完成品に対する評価を適用し，完成品として一般産業用
工業品の規格及び基準に適合していることを確認することを説明する。

＜常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧の塔槽
類等の耐圧強度上の取り扱い＞
⇒常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧の塔槽
類等の耐圧強度上の取り扱いについて補足説明する。
・[補足材構08]常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・
弱正圧の塔槽類等の耐圧強度上の取り扱いについて

＜水素爆発等における強度評価内容について＞
⇒水素爆発等における強度評価内容について示す。
[補足材構09]水素爆発等における強度評価内容について

機能要求②

可搬型重大事故等対処設備の容
器等
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設
備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

可搬型重大事故等対処設備に属
する内燃機関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電源
設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測設
備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

＜可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価＞
⇒可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価における耐圧試
験を用いた裕度の考え方について補足説明する。
・[補足材構10]可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価に
おける耐圧試験を用いた裕度の考え方について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

4
ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理による臨界防止が必要な容器は除く。)は，
「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計過渡条件として定めた水素爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態において，経路の破
断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器
等のうち水素爆発等の影響を受
ける容器及び管(形状管理によ
る臨界防止が必要な容器は除
く。)
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

5
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管であって形状管理による臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件
において，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じたとしても臨界が発生しない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器
等のうち水素爆発等の影響を受
ける容器及び管であって形状管
理による臨界防止が必要な容器
・精製建屋一時貯留処理設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

7
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破壊
が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等の伸縮継手
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

10
9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

11

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認
し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等を実施
し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計とする。

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価
(3)完成品に対する評価

【2.2強度評価フロー】
【2.2(1)公式による評価】
公式による評価は，評価式を選定した上で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，それらを用いて算出された必
要厚さに対して 小厚さが上回っていることを確認する評価方針であることを説明する。
【2.2(2)解析による評価】
解析による評価は，解析モデルを設定した上で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，応力を算出し，算出され
た応力力が設定した許容限界以下であることを確認する評価方針であることを説明する。
【2.2(3)完成品に対する評価】
完成品に対する評価は，使用目的／使用環境，機器の使用材料，機器の使用条件，法令又は公的な規格で定める試験結果等
を整理したうえで，重大事故等時の使用目的／使用環境，使用条件等が一般産業用工業品の規格及び基準に適合しているこ
とを確認する評価方針であることを説明する。

補足すべき事項の対象なし

機能要求②

可搬型重大事故等対処設備の容
器等
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設
備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

可搬型重大事故等対処設備に属
する内燃機関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電源
設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測設
備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能
を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械的荷重が負荷されて
いる状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等（ダクトは除く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理
設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

Ⅴ－１－２ 強度
評価方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

4
ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理による臨界防止が必要な容器は除く。)は，
「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計過渡条件として定めた水素爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態において，経路の破
断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器
等のうち水素爆発等の影響を受
ける容器及び管(形状管理によ
る臨界防止が必要な容器は除
く。)
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

5
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管であって形状管理による臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件
において，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じたとしても臨界が発生しない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器
等のうち水素爆発等の影響を受
ける容器及び管であって形状管
理による臨界防止が必要な容器
・精製建屋一時貯留処理設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

7
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破壊
が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等の伸縮継手
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

＜伸縮継手の強度評価＞
⇒常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手の全伸縮量算出に
ついて補足説明する。
・[補足材構11]常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手の全
伸縮量算出について

10
9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

11

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認
し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等を実施
し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計とする。

Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基本方
針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び
評価項目整理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価
書作成の基本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1一般事項
2.2容器に関する規格計算式等
2.3管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマッ
ト
Ⅴ－１－３－２　別紙１　TBP等の錯体
の急激な分解反応発生時の圧力につい
て

Ⅴ－１－３－２　別紙２　水素爆発の
圧力波による機器の応答について

Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価
書作成の基本方針
1.概要
2.解析方法の選定及び解析モデルの作
成
(1)解析方法の選定
(2)解析モデルの作成
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.応力強さの計算
(1)応力の分類
(2)応力分類
(3)応力強さの計算
6.解析による強度評価書フォーマット
Ⅴ－１－３－３　別紙　水素爆発時の
圧力波の設定について

Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度
評価書作成の基本方針
1.概要
2.完成品の強度評価
2.1法令又は公的な規格への適合性確認
2.2メーカ規格及び基準への適合性確認
3.完成品に対する強度評価書のフォー
マット

【Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整理し，強度評価書の作成区分について整理する。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説明する。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説明する。
【Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式による強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.評価式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の計算式等について説明する。
【2.1一般事項】
構造等に関する設計方針との関係，計算精度と数値のまるめ方等の一般事項について説明する。
【2.2容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説明する。
【2.3管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備としての圧力による荷重として，仕様表における 高使
用圧力を考慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対しては設計降伏点Sy又は
設計引張強さSu値を許容限界として設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示す。
【Ⅴ－１－３－２　別紙１　TBP等の錯体の急激な分解反応発生時の圧力について】
TBP等の錯体の急激な分解反応発生時の圧力の設定について説明する。
【Ⅴ－１－３－２　別紙２　水素爆発の圧力波による機器の応答について】
水素爆発の爆発圧力に機器が応答するか否かを確認し，応答したとしても0.5MPaを下回ることを説明する。
【Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく解析による強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.解析方法の選定及び解析モデルの作成】
【2.(1)解析方法の選定】
解析による強度に当たっては，応力評価にて考慮する負荷荷重の状態に応じて適切な解析方法を選定することとし，設計条
件における評価にあっては有限要素法による静的弾性解析，設計過渡条件による評価にあっては有限要素法による動的弾性
解析を選定することを説明する。
【2.(2)解析モデルの作成】
解析モデルの作成として，以下のとおり説明する。
・解析モデルにあっては，解析るう構造物の形状，構造，支持状態を考慮し，評価部位の発生応力が適切に表現できるよう
適切にモデル化
・解析モデルの設定条件：形状及び寸法(仕様表，構造図等)等
・使用する解析プログラムの設定
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備としての圧力による荷重として，仕様表における 高使
用圧力を考慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対しては設計降伏点Sy又は
設計引張強さSu値を許容限界として設定することを説明する。
【5.応力強さの計算】
機器に発生する応力はその応力の発生の原因及び場所により，一次応力，二次応力等
に分類し，各々に対して許容限界と比較評価を実施することを説明する.
【5.(1)応力の分類】
容器に発生する応力の分類について説明する。
【5.(2)応力分類】
解析により算定された応力の分類について説明する。
【5.(3)応力強さの計算】
解析により算定された応力の取扱いについて説明する。
【6.解析による強度評価書フォーマット】
解析による強度評価書のフォーマットを示す。
【Ⅴ－１－３－３　別紙　水素爆発時の圧力波の設定について】
水素爆発発生時の圧力波の設定について説明する。
【Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく完成品に対する強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.完成品の強度評価】
【2.1法令又は公的な規格への適合性確認】
法令又は公的な規格への適合性確認として，以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と法令又は公的な規格の使用目的，想定している使用環境を比較し，準拠する規
格及び基準が妥当であること
(b)法令又は公的な規格に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する設計であること
【2.2メーカ規格及び基準への適合性確認】
メーカ規格及び基準への適合性確認として，以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境とメーカ規格及び基準の使用目的，想定している使用環境を比較し，準拠する規
格及び基準が妥当であること
(b)メーカ規格及び基準に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する設計であること
【3.完成品に対する強度評価書のフォーマット】
完成品に対する強度評価書のフォーマットを示す。

補足すべき事項の対象なし

機能要求②

重大事故等対処設備の容器等の
完成品
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設
備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備
・緊急時対策建屋換気設備

可搬型重大事故等対処設備に属
する内燃機関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電源
設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測設
備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

補足すべき事項の対象なし

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能
を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械的荷重が負荷されて
いる状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等（ダクトは除く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理
設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

Ⅴ－１－３　強
度評価書作成の
基本方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

4
ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理による臨界防止が必要な容器は除く。)は，
「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計過渡条件として定めた水素爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態において，経路の破
断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器
等のうち水素爆発等の影響を受
ける容器及び管(形状管理によ
る臨界防止が必要な容器は除
く。)
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

5
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管であって形状管理による臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件
において，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じたとしても臨界が発生しない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器
等のうち水素爆発等の影響を受
ける容器及び管であって形状管
理による臨界防止が必要な容器
・精製建屋一時貯留処理設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

7
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破壊
が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等の伸縮継手
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

10
9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

11

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認
し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等を実施
し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計とする。

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価
項目整理表
1.概要
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
Ⅴ－２－２－１ 容器の公式による強度
評価書
Ⅴ－２－２－２ 管の公式による強度評
価書

Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
Ⅴ－２－３－１ 容器の解析による強度
評価書

Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価
書
Ⅴ－２－４－１ 容器の完成品に対する
強度評価書
Ⅴ－２－４－２ 管の完成品に対する強
度評価書

【Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表】
【1.概要】
「Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基本方針」に基づく評価条件整理表及び強度評価整理表を示すことを説明する。
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理結果について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結果について説明する。

【Ⅴ－２－２　　公式による強度評価書】
【Ⅴ－２－２－１ 容器の公式による強度評価書】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した容器の公式による強度
評価結果を示す。
【Ⅴ－２－２－２ 管の公式による強度評価書】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した管の公式による強度評
価結果を示す。

【Ⅴ－２－３　解析による強度評価書】
【Ⅴ－２－３－１ 容器の解析による強度評価書】
解析による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した容器の解析による強度
評価結果を示す。

【Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書】
【Ⅴ－２－４－１ 容器の完成品に対する強度評価書】
完成品に対する強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した容器の完成品に対
する強度評価結果を示す。
【Ⅴ－２－４－２ 管の完成品に対する強度評価書】
完成品に対する強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した管の完成品に対す
る強度評価結果を示す。

補足すべき事項の対象なし

機能要求②

重大事故等対処設備の容器等の
完成品
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設
備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備
・緊急時対策建屋換気設備

可搬型重大事故等対処設備に属
する内燃機関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電源
設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測設
備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能
を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械的荷重が負荷されて
いる状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等（ダクトは除く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理
設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

Ⅴ－２　強度評
価書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

4
ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理による臨界防止が必要な容器は除く。)は，
「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計過渡条件として定めた水素爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態において，経路の破
断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器
等のうち水素爆発等の影響を受
ける容器及び管(形状管理によ
る臨界防止が必要な容器は除
く。)
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

5
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管であって形状管理による臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件
において，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じたとしても臨界が発生しない設計とする。

機能要求②

常設重大事故等対処設備の容器
等のうち水素爆発等の影響を受
ける容器及び管であって形状管
理による臨界防止が必要な容器
・精製建屋一時貯留処理設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

Ⅴ－３　計算機プログラム(解析コー
ド)の概要

Ⅴ－３　別紙　水素爆発時の機器の経
路維持機能を確認する弾塑性解析への
LS-DYNAの適用性について

【Ⅴ－３　計算機プログラム(解析コード)の概要】
強度評価で用いる計算機プログラム(解析コード)の概要について記載。

【Ⅴ－３　別紙　水素爆発時の機器の経路維持機能を確認する弾塑性解析へのLS-DYNAの適用性について】
水素爆発の発生を仮定する機器の気相部における水素爆発時の動的弾塑性解析に用いるLS-DYNA について，適用対象事象及
び適用実績並びに水素爆発試験との比較による適用性の確認について説明する。

＜計算機プログラム（解析コード）の概要＞
⇒計算機プログラム（解析コード）の概要について補足説明す
る。
・[補足材構12]計算機プログラム（解析コード）の概要について

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能
を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械的荷重が負荷されて
いる状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の
容器等（ダクトは除く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急
供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収
材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱
硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理
設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

Ⅴ－３　計算機
プログラム(解析
コード)の概要
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅴ 強度及び耐食性に関する説明書 －

Ⅴ－１ 強度及び耐食性に関する基本方針 －

Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針 －

1.

概要 技術基準規則第十七条及び第三十七条に対する適合性説明であることを説明する。
安全機能を有する施設のうち要求事項に変更がなく，改造を実施しない機器については，今回の
申請において変更は行わないことを説明する。

〇 概要説明 △ 第１回で全て説明されるため追加事項なし

－

2.
材料及び構造設計の基本方針

材料及び構造の対象範囲について説明する。 〇 安全機能を有する施設の容器等の対象 〇 重大事故等対処設備の容器等の対象
・[補足材構01]材料及び構造の対象範囲につい
て

2.1

材料設計

材料については，使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する
設計とすることを説明する。

〇 安全機能を有する施設の容器等の材料 〇 重大事故等対処設備の容器等の材料

・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考
慮事項の抽出について
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分
類について
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確認について
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の
既設工認申請書からの同等性について

(1)

材料選定 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等は，取り扱う放射性物質の濃
度，腐食環境等の条件を考慮して定めた「材料選定フロー」による指定材料等を使用する設計と
することを説明する。
「材料選定フロー」によらない場合として個別機器に係る材料選定理由等を説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等の材料選定
（全体方針）

〇
安全機能を有する施設の容器等の材料選定
（個別機器に係る方針）
重大事故等対処設備の容器等の材料選定

－

(2)

腐食代の設定 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管に使用する材料の
板厚は，腐食環境を考慮して腐食代を設定することを説明する。
また，腐食代設定方針によらない場合として個別機器に係る腐食代の設定の考え方を説明する。
なお，重大事故等対処設備の容器等の容器及び管であって，常時腐食性流体に接液しないものに
使用する材料の板厚は，重大事故等時における腐食環境を考慮してもその影響は十分小さいため
腐食代は設定しないことを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等の容器及び管
の腐食代の設定（全体方針）

〇

安全機能を有する施設の容器等の容器及び管
の腐食代の設定（個別機器に係る方針）
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の
腐食代の設定

・[補足材構06]常設重大事故等対処設備の容器
等に係る耐食性の考慮について

2.2
構造設計

－

2.2.1
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等

－

(1)

容器及び管 容器及び管の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明する。
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計に
あっては，JSME設計・建設規格のクラス３機器の規定を基本とした公式による評価によることを
説明する。
公式による評価によらない場合にあっては，解析による評価によることを説明する。
また，常設重大事故等対処設備の容器等のうち緊急時対策建屋加圧ユニットは，設計時に準拠し
た高圧ガス保安法の規定が技術基準規則第三十七条に照らして十分な保安水準の確保が達成でき
る技術的根拠があることを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等の容器及び管
の構造

〇
常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び
管の構造
高圧ガス保安法を適用した設計

・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考
慮事項の抽出について
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分
類について
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確認について
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の
既設工認申請書からの同等性について

a.
技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２号の要求事項 技術基準規則第三十七条の要求事項として，材料及び構造，主要な溶接部について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 技術基準規則第三十七条の要求事項

b.
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定の比較 技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の材料及び構造の規定の水準は同等であることから，

緊急時対策建屋加圧ユニットは高圧ガス保安法に適合したものを使用する設計とすることを説明
する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の
規定の比較

(2)

ポンプ及び弁並びに内燃機関
ポンプ及び弁並びに内燃機関の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準に
ついて説明する。
また，既認可構造等に関する設計方針及び構造等に関する設計方針に掲げるものの他，以下のと
おり説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁の構造
は，日本産業規格，メーカ規格等の適切な規格に基づき設計・製作・検査が行われ，耐圧試験等
により十分な強度を有することを確認したものを使用する設計とすることを説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の内燃機関（燃料系を含
む。）の構造は，発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を満足するものを使用す
る設計とすることを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等のポンプ及び
弁並びに内燃機関の構造

〇
常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及
び弁並びに内燃機関の構造

・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考
慮事項の抽出について
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分
類について
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確認について
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の
既設工認申請書からの同等性について

(3)

支持構造物

支持構造物の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故対処設備の容器等の支持構造物は，計算
方法が耐震評価と同じであり，地震荷重が支配的であることから「Ⅳ 耐震性に関する説明書」に
よることを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等の支持構造物
の構造

〇
常設重大事故等対処設備の容器等の支持構造
物の構造

・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考
慮事項の抽出について
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分
類について
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確認について
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の
既設工認申請書からの同等性について

2.2.2

可搬型重大事故等対処設備の容器等

可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能
水準について説明する。
完成品を除く可搬型重大事故等対処設備の容器等にあっては，JSME設計・建設規格のクラス３機
器の規定を基本とした公式による評価によることを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，一般産業用工業品の規格及び基準への適合性を
確認することを説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造

・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考
慮事項の抽出について
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分
類について
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確認について
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の
既設工認申請書からの同等性について

2.3

主要な溶接部の設計
主要な溶接部の設計方針について説明するとともに，使用前事業者検査により技術基準へ適合し
ていることを確認することを説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，工事の方法に従って実施することを説明す
る。

〇
安全機能を有する施設の容器等の主要な溶接
部の設計

〇
常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶
接部の設計

－

3.

耐圧試験等に係る設計の基本方針

耐圧試験等に係る設計方針について説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，工事の方法に従って実施することを説明す
る。

〇
安全機能を有する施設の容器等の耐圧試験等
に係る設計の基本方針

〇
重大事故等対処設備の容器等の耐圧試験等に
係る設計の基本方針

－

Ⅴ－１－１　別紙

容器等の材料及び構造に関する設計方針 改造を実施する安全機能を有する施設の容器等及び新たに設置する常設重大事故等対処設備の容
器等の容器及び管が準拠する細目の設計方針については，「構造等に関する設計方針」として今
回新たに定める。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇

今回新たに評価を実施する安全機能を有する
施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の
容器等の容器及び管が準拠する細目の設計方
針

－

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

・[補足材構07]技術基準規則第三十七条と高圧
ガス保安法の規定の比較について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

Ⅴ－１－２ 強度評価方針 －

1.
概要 「Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方針」に基づく評価方針であることを説明す

る。 〇 強度及び耐食性に関する設計方針の概要 △ 第１回で全て説明されるため追加事項なし
－

2.
強度評価方針

－

2.1
強度評価手法の選定

－

(公式による評価) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあっ
ては，公式による評価を適用し，準拠規格に基づき，設計条件に対して許容引張応力S値を基準と
した厚さ計算等による評価を実施すること説明する。
また，設計過渡条件に対して設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を基準とした厚さ計算等による
評価を実施することを説明する。
公式による評価の実施にあっては，条件変更の有無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度
評価を実施することを説明する。
弱圧の容器に関する取扱いについて説明する。（個別機器に係る方針）
また，ジルコニウム／ステンレス鋼の接続にあっては，異材継手を使用する設計とすることを説
明する。（個別機器に係る方針）

〇
安全機能を有する施設の容器等の容器及び管
の構造（公式による評価のうち全体方針）

〇

安全機能を有する施設の容器等の容器及び管
の構造（公式による評価のうち個別機器に係
る方針）
常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び
管の構造（公式による評価）

・[補足材構08]常設重大事故等対処設備の容器
等のうち弱負圧・弱正圧の塔槽類等の耐圧強度
上の取り扱いについて

・[補足材構09]水素爆発等における強度評価内
容について

(解析による評価) 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計に
あって，公式による評価によらない場合は解析による評価を適用し，ASMEに基づき，設計条件に
対して許容引張応力S値を基準とした応力評価を実施することを説明する。
また，設計過渡条件に対して設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を基準とした応力評価を実施す
ることを説明する。
解析による評価の実施にあっては，条件変更の有無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度
評価を実施することを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等の容器及び管
の構造（解析による評価）

〇
常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び
管の構造（解析による評価）

・[補足材構09]水素爆発等における強度評価内
容について

(完成品に対する評価) 重大事故等対処設備の容器等の容器及び管のうち完成品の構造は，完成品に対する評価を適用
し，完成品として一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認することを説明す
る。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品
の容器及び管の構造（完成品に対する評価）

・[補足材構10]可搬型重大事故等対処設備の容
器等の強度評価における耐圧試験を用いた裕度
の考え方について

2.2
強度評価フロー

－

(1)
公式による評価 公式による評価は，評価式を選定した上で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，そ

れらを用いて算出された必要厚さに対して最小厚さが上回っていることを確認する評価方針であ
ることを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等における強度
評価フロー

〇
重大事故等対処設備の容器等における強度評
価フロー

－

(2)
解析による評価 解析による評価は，解析モデルを設定した上で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定

し，応力を算出し，算出された応力力が設定した許容限界以下であることを確認する評価方針で
あることを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等における強度
評価フロー

〇
重大事故等対処設備の容器等における強度評
価フロー

－

(3)

完成品に対する評価 完成品に対する評価は，使用目的／使用環境，機器の使用材料，機器の使用条件，法令又は公的
な規格で定める試験結果等を整理したうえで，重大事故等時の使用目的／使用環境，使用条件等
が一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認する評価方針であることを説明す
る。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇
重大事故等対処設備の容器等における強度評
価フロー

－
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

Ⅴ－１－３
強度評価書作成の基本方針

－

Ⅴ－１－３－１
評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基本方針

－

1.
概要 「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度評価書作成の基本方針であることを説明する。

〇
評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基
本方針の概要

△ 第１回で全て説明されるため追加事項なし

2.
強度評価書作成の基本方針 評価を実施するにあたって，評価条件等を整理し，強度評価書の作成区分について整理する。

〇 強度評価書作成の基本方針 △ 第１回で全て説明されるため追加事項なし

3.
評価条件整理表 評価条件整理表にて整理する項目について説明する。

〇 評価条件整理表 △ 第１回で全て説明されるため追加事項なし

4.
評価項目整理表 評価項目整理表にて整理する項目について説明する。

〇 評価項目整理表 △ 第１回で全て説明されるため追加事項なし

Ⅴ－１－３－２ 公式による強度評価書作成の基本方針 －

1.
概要 「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式による強度評価書作成の基本方針であることを説明

する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 公式による強度評価書作成の基本方針の概要
－

2.
規格計算式の選定 容器の公式による評価における評価部位毎の規格計算式等について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 規格計算式の選定
－

2.1
一般事項 構造等に関する設計方針との関係，計算精度と数値のまるめ方等の一般事項について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 一般事項
－

2.2
容器に関する規格計算式等 容器の評価部位毎の規格計算式等について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 容器に関する規格計算式等
－

2.3
管に関する規格計算式等 管の評価部位毎の規格計算式等について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 管に関する規格計算式等
・[補足材構11]常設重大事故等対処設備の容器
等の伸縮継手の全伸縮量算出について

3.
荷重の設定 荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備としての圧力による荷重とし

て，仕様表における最高使用圧力を考慮することを説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 荷重の組合せの設定
－

4.
許容限界の設定 許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対

しては設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を許容限界として設定することを説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 許容限界の設定
－

5.
公式による強度評価書のフォーマット 公式による強度評価書のフォーマットを示す。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 公式による強度評価書のフォーマット
－

Ⅴ－１－３－２　別紙１ TBP等の錯体の急激な分解反応発生時の圧力について －

1.
概要 TBP等の錯体の急激な分解反応発生時の圧力の設定について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 概要
－

2.
圧力の設定方針 TBP等の錯体の急激な分解反応発生時のプルトニウム濃縮缶の圧力は，塔槽類廃ガス処理設備を伝

播し減衰する。これを考慮して機器ごとに圧力を設定する方針について説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
圧力の設定方針 －

2.1
評価対象設備 TBP等の錯体の急激な分解反応発生時の圧力を設定する対象となる設備を説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
評価対象設備 －

2.2
圧力 TBP等の錯体の急激な分解反応発生時の評価対象設備における圧力を，解析結果に基づき設定して

いることを説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
圧力 －

2.2.1
圧力の設定 TBP等の錯体の急激な分解反応発生時の圧力は，静荷重として考慮することを説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
圧力の設定方針 －

2.2.2
圧力設定の考え方 評価対象設備における圧力を，解析結果に基づき設定していることを説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
圧力設定の考え方 －

Ⅴ－１－３－２　別紙２ 水素爆発の圧力波による機器の応答について －

1.
概要 水素爆発の爆発圧力に機器が応答するか否かを確認し，応答したとしても0.5MPaを下回ることを

説明する。
－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○

概要 －

2.
円筒型貯槽試験 再処理施設の機器を模擬した円筒型貯槽試験結果を説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
円筒型貯槽試験 －

2.1
試験装置概要 再処理施設の機器を模擬した円筒型貯槽試験装置の概要を説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
試験装置概要 －

2.2
試験結果 再処理施設の機器を模擬した円筒型貯槽における水素爆発試験結果（圧力時刻歴）を説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
試験結果 －

2.3
水素爆発による圧力波の入力に対しての応答圧力の設定値の妥当性評価 上記の2.2で得られた圧力時刻歴をパルスとみなし，パルスへの機器の応答の有無，応答した場合

の最大圧力を説明する。
－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○

水素爆発による圧力波の入力に対しての応答
圧力の設定値の妥当性評価

－

2.4
結論 水素爆発の爆発圧力は，パルスに対して応答したとしても0.5MPaを下回ることを説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
結論 －

3.
環状型槽試験 再処理施設の機器を模擬した環状型貯槽試験結果を説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
環状型槽試験 －

3.1
試験装置概要 再処理施設の機器を模擬した環状型貯槽試験装置の概要を説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
試験装置概要 －

3.2
試験結果 再処理施設の機器を模擬した環状型貯槽における水素爆発試験結果（圧力時刻歴）を説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
試験結果 －

3.3
水素爆発による圧力波の入力に対しての応答圧力の設定値の妥当性評価 最大の応答倍率を考慮しても，試験結果は0.5MPaを越えないことを説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
水素爆発による圧力波の入力に対しての応答
圧力の設定値の妥当性評価

－

3.4
結論 水素爆発の爆発圧力は，パルスに対して応答したとしても0.5MPaを下回ることを説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
結論 －

4.
まとめ 水素爆発の爆発圧力に機器が応答するか否かを確認し，応答したとしても0.5MPaを下回ることを

確認した。
－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○

まとめ －

5.
参考文献 評価に用いた参考文献を示す。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
参考文献 －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

Ⅴ－１－３－３ 解析による強度評価書作成の基本方針 －

1.
概要 「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく解析による強度評価書作成の基本方針であることを説明

する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 解析による強度評価書作成の基本方針の概要
－

2.

解析方法の選定及び解析モデルの作成

－

(1)

解析方法の選定 解析による強度に当たっては，応力評価にて考慮する負荷荷重の状態に応じて適切な解析方法を
選定することとし，設計条件における評価にあっては有限要素法による静的弾性解析，設計過渡
条件による評価にあっては有限要素法による動的弾性解析を選定することを説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 解析方法の選定

－

(2)

解析モデルの作成 解析モデルの作成として，以下のとおり説明する。
・解析モデルにあっては，解析るう構造物の形状，構造，支持状態を考慮し，評価部位の発生応
力が適切に表現できるよう適切にモデル化
・解析モデルの設定条件：形状及び寸法(仕様表，構造図等)等
・使用する解析プログラムの設定

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 解析モデルの作成

－

3.
荷重の設定 荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備としての圧力による荷重とし

て，仕様表における最高使用圧力を考慮することを説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 荷重の組合せの設定
－

4.
許容限界の設定 許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対

しては設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を許容限界として設定することを説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 許容限界の設定
－

5.

応力強さの計算 機器に発生する応力はその応力の発生の原因及び場所により，一次応力，二次応力等
に分類し，各々に対して許容限界と比較評価を実施することを説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 応力強さの計算

－

(1)

応力の分類 容器に発生する応力の分類について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 応力の分類

－

(2)

応力分類 解析により算定された応力の分類について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 応力分類

－

(3)

応力強さの計算 解析により算定された応力の取扱いについて説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 応力強さの計算

－

6.
解析による強度評価書フォーマット 解析による強度評価書のフォーマットを示す。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 解析による強度評価書フォーマット
－

Ⅴ－１－３－３　別紙１ 水素爆発時の圧力波の設定について －

1.
概要

水素爆発発生時の圧力波の設定について説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
概要 －

2.
圧力波設定の基本方針

水素爆発発生時の圧力波は，円筒型機器，環状型機器に対して設定することを説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
圧力波設定の基本方針 －

2.1
評価対象施設 水素爆発発生時の圧力を設定する対象となる設備を説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
評価対象施設 －

2.2
圧力波形の設定

水素爆発発生時の圧力波は，水素爆発試験を参考として包絡波として設定することを説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
圧力波形の設定 －

2.2.1
再処理工場の機器を模擬した容器を用いた水素爆発試験 円筒槽，環状槽を対象とした，水素濃度12vol%空気混合気の水素爆発試験結果について説明す

る。
－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○

再処理工場の機器を模擬した容器を用いた水
素爆発試験

－

2.2.2
RUT 施設における水素爆発試験

RUT施設において行われた試験結果について説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
RUT 施設における水素爆発試験 －

2.3
包絡波の設定

上述の試験結果から，包絡波を設定することを説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
包絡波の設定 －

2.3.1
環状型槽の包絡時刻歴 環状型槽の包絡時刻歴について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
環状型槽の包絡時刻歴 －

2.3.2
円筒型貯槽の包絡時刻歴 円筒型貯槽の包絡時刻歴について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
円筒型貯槽の包絡時刻歴 －

3.
参考文献 本検討に用いた参考文献を示す。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
参考文献 －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

Ⅴ－１－３－４
完成品に対する強度評価書作成の基本方針

－

1.
概要 「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく完成品に対する強度評価書作成の基本方針であることを

説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
完成品に対する強度評価書作成の基本方針の
概要

－

2.
完成品の強度評価

－

2.1

法令又は公的な規格への適合性確認 法令又は公的な規格への適合性確認として，以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と法令又は公的な規格の使用目的，想定している使用環
境を比較し，準拠する規格及び基準が妥当であること
(b)法令又は公的な規格に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する設計であるこ
と

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品
の強度評価方法のうち法令又は公的な規格へ
の適合性確認

－

2.2

メーカ規格及び基準への適合性確認 メーカ規格及び基準への適合性確認として，以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境とメーカ規格及び基準の使用目的，想定している使用環
境を比較し，準拠する規格及び基準が妥当であること
(b)メーカ規格及び基準に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する設計であるこ
と

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品
の強度評価方法のうちメーカ規格及び基準へ
の適合性確認

－

3.
完成品に対する強度評価書のフォーマット 完成品に対する強度評価書のフォーマットを示す。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 強度評価書のフォーマット
－

Ⅴ－２
強度評価書

－

Ⅴ－２－１
評価条件整理表及び評価項目整理表

－

1.
概要 「Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基本方針」に基づく評価条件整理表及び強度評価整理表を示す

ことを説明する。
〇 概要説明 △ 第１回で全て説明されるため追加事項なし

－

2.
評価条件整理表

強度評価対象設備における評価条件等の整理結果について説明する。 〇 評価条件整理表 〇 評価条件整理表
－

3.
評価項目整理表

強度評価対象設備における評価項目の整理結果について説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 評価項目整理表
－

Ⅴ－２－２
公式による強度評価書

－

Ⅴ－２－２－１
容器の公式による強度評価書 公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認

した容器の公式による強度評価結果を示す。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 容器の公式による強度評価結果
－

Ⅴ－２－２－２
管の公式による強度評価書 公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認

した管の公式による強度評価結果を示す。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇
管の公式による強度評価結果

－

Ⅴ－２－３
解析による強度評価書

－

Ⅴ－２－３－１
容器の解析による強度評価書 解析による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認

した容器の解析による強度評価結果を示す。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 解析による強度評価結果
－

Ⅴ－２－４
完成品に対する強度評価書

－

Ⅴ－２－４－１
容器の完成品に対する強度評価書 完成品に対する強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを

確認した容器の完成品に対する強度評価結果を示す。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 完成品に対する強度評価結果
－

Ⅴ－２－４－２
管の完成品に対する強度評価書 完成品に対する強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを

確認した管の完成品に対する強度評価結果を示す。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 完成品に対する強度評価結果
－

Ⅴ－３
計算機プログラム(解析コード)の概要 強度評価で用いる計算機プログラム(解析コード)の概要について記載。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 計算機プログラム(解析コード)の概要
・[補足材構12]計算機プログラム（解析コー
ド）の概要について

Ⅴ－３　別紙

水素爆発時の機器の経路維持機能を確認する弾塑性解析へのLS-DYNAの適用性に
ついて

水素爆発の発生を仮定する機器の気相部における水素爆発時の動的弾塑性解析に用いるLS-DYNA
について，適用対象事象及び適用実績並びに水素爆発試験との比較による適用性の確認について
説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇
水素爆発時の機器の経路維持機能を確認する
弾塑性解析へのLS-DYNAの適用性

－

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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別紙４リスト 令和５年１月５日　R11

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙４－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針 1/5 11

別紙４－２ 強度評価方針 1/5 11

別紙４－３ 評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基本方針 1/5 0

別紙４－４ 公式による強度評価書作成の基本方針 1/5 0

別紙４－５ 解析による強度評価書作成の基本方針 1/5 0

別紙４－６ 完成品に対する強度評価書作成の基本方針 1/5 0

別紙４－７ 強度評価書 1/5 0
※本添付書類は，別で定める方針に沿った評価・計算結果を示す書類であり，令和４
年12月26日に申請した計算書の内容と同じであることから，添付しない。

別紙４－８ 計算機プログラム(解析コード)の概要 1/5 0

別紙
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⿊字は第１回設⼯認申請で認可を受けた範囲，緑字は第２回設⼯認申請の追加説明範囲とする。
各添付書類の「1.概要」については，提出回次以降全て記載するため，下図には記載していない。
なお，基本設計⽅針及び添付書類内における項⽬のタイトルについては，⼀部簡略化して記載している。

基本設計⽅針
第１章 共通項⽬
9.設備に対する要求
9.3 材料及び構造

9.3.1 材料及び構造

9.3.1.1 材料

9.3.1.2 構造
9.3.1.2.1 安有の容器等/

常設SAの容器等
(1)容器及び管

(2)ポンプ/弁/内燃機関

(3)⽀持構造物

9.3.1.2.2 可搬SAの容器等

9.3.1.3 主要な溶接部
9.3.2 耐圧試験等

Ⅴ−１−２
強度評価⽅針
 材料及び構造の設計⽅針に対して，評価を実施

するものについて，その評価⽅針を説明
2. 強度評価⽅針
2.1 強度評価⼿法の選定

• 安有の容器等/SAの容器等の容器及び管の強度
評価は，基本的に公式による評価を実施

• 公式による評価は，設計条件に対してJSMEク
ラス３機器の規定を基本とした許容引張応⼒S
値を基準とした厚さ計算等を実施

• 設計過渡条件に対してJSMEクラス１機器の規
定を参考とした設計降伏点Sy値⼜は設計引張強
さSu値を基準とした厚さ計算等を実施

• 厚さ計算による評価においては，腐⾷代を適切
に考慮した評価を実施

• 安有の容器等/SAの容器等の容器及び管の強度
評価であって，構造が複雑で規格計算式等が規
定されていないもの⼜は評価条件の変更に伴い
より精緻な評価が必要なものにあっては解析に
よる評価を実施

• 解析による評価は，設計条件に対してASMEに
基づき許容引張応⼒S値を基準とした応⼒計算
を実施

• 設計過渡条件に対してJSMEクラス１機器の規
定を参考とした設計降伏点Sy値⼜は設計引張強
さSu値を基準とした応⼒計算を実施

• 公式による評価⼜は解析による評価は，評価条
件等を踏まえ，既認可引⽤⼜は新規評価を区分

• SAの容器等の容器及び管の強度評価であって，
⼀般産業⽤⼯業品については，完成品に対する
評価を実施

• 完成品に対する強度評価は，「法令⼜は公的な
規格」，「メーカ規格及び基準」の区分に応じ
た規格基準への適合性評価を実施

2.2 強度評価フロー
 各評価⼿法の評価フローを説明
(1)公式による評価
(2)解析による評価
(3)完成品に対する評価

別紙４−２
Ⅴ−１−３
強度評価書作成の基本⽅針

Ⅴ−１−３−１
評価条件整理表及び評価項⽬整理表作成の基本⽅針
2. 強度評価書作成の基本⽅針
 評価を実施するにあたって，評価条件等を整理

し，強度評価書の作成区分について整理
• 既認可から変更なし：既認可引⽤
• 既認可から変更あり：新規作成

3. 評価条件整理表
 評価条件整理表にて整理する項⽬について説明
4. 評価項⽬整理表
 評価項⽬整理表にて整理する項⽬について説明

Ⅴ−１−３−２
公式による強度評価書作成の基本⽅針
 作成の基本⽅針は次⾴参照

Ⅴ−１−３−２ 別紙１
TBP等の錯体の急激な分解反応発⽣時の圧⼒につ
いて
 評価圧⼒の設定⽅針について説明

Ⅴ−１−３−２ 別紙２
⽔素爆発の圧⼒波による機器の応答について
 評価圧⼒の設定⽅針について説明

Ⅴ−１−３−３
解析による強度評価書作成の基本⽅針
 作成の基本⽅針は次⾴参照

Ⅴ−１−３−３ 別紙
⽔素爆発時の圧⼒波の設定について
 評価圧⼒の設定⽅針について説明

Ⅴ−１−３−４
完成品に対する強度評価書作成の基本⽅針
 作成の基本⽅針は次⾴参照

Ⅴ−２
強度評価書

Ⅴ−２−１
評価条件整理表及び評価項⽬整理表
2. 評価条件整理表
3. 評価項⽬整理表

Ⅴ−２−２
公式による強度評価書
 強度評価書記載内容は次⾴参照
Ⅴ−２−２−１
容器の公式による強度評価書

Ⅴ−２−２−２
管の公式による強度評価書

Ⅴ−２−３
解析による強度評価書
 強度評価書記載内容は次⾴参照
Ⅴ−２−２−１
容器の解析による強度評価書

Ⅴ−２−４
完成品に対する強度評価書
 強度評価書記載内容は次⾴参照
Ⅴ−２−２−１
容器の完成品に対する強度評価書

Ⅴ−２−２−２
管の完成品に対する強度評価書

⼯事の⽅法
2.1.1 構造，強度及び漏えいに係る
検査
2.1.2 容器等の主要な溶接部に係る
検査

Ⅴ−１−１
強度及び耐⾷性に関する設計の基本⽅針

2.材料及び構造設計の基本⽅針

2.1 材料設計
(1)材料選定
(2)腐⾷代の設定
2.2 構造設計
2.2.1 安有の容器等/常設SAの容器等

(1)容器及び管
• 設計条件に対しては，JSMEクラス３機器の
規定を基本とした公式による評価⼜は解析に
よる評価を実施し，弾性域に抑える設計

• 設計過渡条件に対しては，JSMEクラス１機
器の規定を参考とした公式による評価⼜は解
析による評価を実施し，機器の健全性を確保
する設計

• ボンベは，⾼圧ガス保安法に適合するものを
使⽤する設計

• 内燃機関の燃料系は，(2)の内燃機関と同様の
設計

(2)ポンプ/弁/内燃機関
• ポンプ/弁は耐圧試験等により強度を確認し
たものを使⽤する設計

• 内燃機関は，⽕⼒基準の規定を満⾜するもの
を使⽤する設計

(3)⽀持構造物
• ⽀持構造物は，耐震評価によることを説明

2.2.2 可搬SAの容器等
• JSMEクラス3機器の規定を基本とした公式に
よる評価を実施

• 完成品については，⼀般産業⽤⼯業品の規格
/基準への適合確認による評価を実施

2.3 主要な溶接部の設計
3. 耐圧試験等に係る設計の基本⽅針

Ⅴ−１−１ 別紙
容器等の材料及び構造に関する設計⽅針

使⽤前事業者検査
Ⅴ−３
計算機プログラム(解析コード)の概要
Ⅴ−３ 別紙
⽔素爆発時の機器の経路維持機能を確認する弾塑性解析へのLS-DYNAの適⽤性について

⽅針

別紙４−１

Ⅴ−１ 強度及び耐⾷性に関する基本⽅針

評価書

別紙４−３

別紙４−４

別紙４−５

別紙４−６

別紙４−８

別紙４−７
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Ⅴ−１−３−４
完成品に対する強度評価書作成の基本⽅針
2. 完成品の強度評価
2.1 法令⼜は公的な規格への適合性確認

• 法令⼜は公的な規格の想定範囲内で使⽤することの確認：使⽤⽬的/使⽤環境の整理
• 法令⼜は公的な規格に規定された材料であることの確認：機器の使⽤材料(仕様表における主要材料)
• メーカ仕様範囲内の使⽤条件であることの確認：機器のSA時における使⽤条件(仕様表における最⾼使⽤圧⼒/最⾼使⽤温度)
• 法令⼜は公的な規格で定める試験に合格していることの確認：試験結果

2.2 メーカ規格及び基準への適合性確認
• メーカ規格の想定範囲内で使⽤することの確認：使⽤⽬的/使⽤環境の整理
• 使⽤材料が適切であることの確認：機器の使⽤材料(仕様表における主要材料)
• メーカ仕様範囲内の使⽤条件であることの確認：機器のSA時における使⽤条件(仕様表における最⾼使⽤圧⼒/最⾼使⽤温度)
• 試験に合格していることの確認：使⽤前事業者検査にて耐圧試験等を実施

3. 完成品に対する強度評価書のフォーマット

Ⅴ−２−４
完成品に対する強度評価書

Ⅴ−２−４−１
容器の完成品に対する強度評価書

• 使⽤条件の表：使⽤⽬的/使⽤環境，使⽤材料，最⾼使⽤圧⼒，最⾼使⽤温度
• 法令/公的な規格/メーカ規格の仕様範囲の表:型式，使⽤⽬的/使⽤環境，材料の規定，最⾼使⽤圧⼒，最⾼使⽤温度
• 上記内容の⽐較結果

Ⅴ−２−４−２
管の完成品に対する強度評価書

• （容器と同様の内容のため割愛）

Ⅴ−２−３
解析による強度評価書

Ⅴ−２−３−１
容器の解析による強度評価書

• 使⽤条件の表：最⾼使⽤圧⼒，最⾼使⽤温度，液体の⽐重，腐⾷代
• 構造図：他の添付書類引⽤⼜は記載
• 解析モデル：解析モデル図，解析モデル諸元等（要素数，接点数，拘束条件），使⽤する解析プログラム
• 応⼒計算の結果の表：評価部位，使⽤材料，発⽣値(応⼒)，許容引張応⼒/許容引張強さ

Ⅴ−２−２
公式による強度評価書

Ⅴ−２−２−１
容器の公式による強度評価書

• 使⽤条件の表：最⾼使⽤圧⼒，最⾼使⽤温度，液体の⽐重，腐⾷代
• 構造図
• 評価部位毎の厚さ計算等の結果の表：使⽤材料，⼨法，許容引張応⼒/許容引張強さ，必要厚さ，最⼩厚さ等

Ⅴ−２−２−２
管の公式による強度評価書

• 使⽤条件：最⾼使⽤圧⼒，最⾼使⽤温度，液体の⽐重，腐⾷代
• 評価部位毎の厚さ計算等の結果の表：使⽤材料，⼨法，許容引張応⼒/許容引張強さ，必要厚さ，最⼩厚さ等

Ⅴ−１−３−３
解析による強度評価書作成の基本⽅針
2. 解析モデルの設定

• 応⼒解析は有限要素法を⽤いて実施，強度評価上厳しくなる不連続部を選定
• 解析モデルの設定条件：形状及び⼨法(仕様表，構造図等)等
• 使⽤する解析プログラムの設定

3. 荷重の設定
• SA時の圧⼒荷重を考慮
• 設計条件：SA時における使⽤時の値(仕様表)
• 設計過渡条件：SA時における使⽤時の過渡的な値(仕様表)

4. 許容限界の設定
• 設計条件：許容引張応⼒S値基準の許容限界を設定
• 設計過渡条件：設計引張強さSu値基準の許容限界を設定

5. 応⼒強さの計算
• 応⼒強さの算出⽅法を設定
• 算出された応⼒値が設定した許容限界を満⾜していることを確認

6. 解析による強度評価書のフォーマット

「Ⅴ−１−３ 強度評価書作成の基本⽅針」等の詳細構成
Ⅴ−１−３ 強度評価書作成の基本⽅針
Ⅴ−１−３−２
公式による強度評価書作成の基本⽅針
2. 規格計算式等の選定
2.1 容器に関する規格計算式等

• 容器の評価部位毎の規格計算式等を記載
2.2 管に関する規格計算式等

• 管の評価部位毎の規格計算式等を記載
3. 荷重の設定

• DB/SA時の圧⼒荷重を考慮
• 設計条件：DB/SA時における使⽤時の値(仕様表)
• 設計過渡条件：SA時における使⽤時の過渡的な値(仕様表)

4. 許容限界の設定
• 設計条件：許容引張応⼒S値基準の許容限界を設定
• 設計過渡条件：設計引張強さSu値基準の許容限界を設定

5. 公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ−２ 強度評価書
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強度及び耐食性に関する設計の基本

方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異  

二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
ハッチング： 
・前回までの申請から記載に変更がない箇所 

【凡例】 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(1／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

(目 次) 

第１章 共通項目 

9. 設備に対する要求 

9.3 材料及び構造 

9.3.1 材料及び構造 

9.3.1.1 材料 

 

 

9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器及び常設重大事故 

等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管 

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関 

(3) 支持構造物 

9.3.1.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

9.3.1.3 主要な溶接部 

9.3.2 耐圧試験等 

(目 次) 

Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針 

 

1. 概要 

2. 材料及び構造設計の基本方針 

2.1 材料設計 

(1) 材料選定 

(2) 腐食代の設定 

2.2 構造設計 

2.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故 

等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管 

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関 

(3) 支持構造物 

2.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

2.3 主要な溶接部の設計 

3. 耐圧試験等に係る設計の基本方針 

 

Ⅴ－１－１ 別紙 容器等の材料及び構造に関する設計方針 

 

 

Ⅴ－１－２ 強度評価方針 

1. 概要 

2. 強度評価方針 

2.1 強度評価手法の選定 

2.2 強度評価フロー 

(1) 公式による評価 

(2) 解析による評価 

(3) 完成品に対する評価 

(目 次) 

Ⅴ-3-1 強度計算の基本方針 

Ⅴ-3-1-1 強度計算の基本方針の概要 

1. 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ-3-1-2 クラス１機器の強度計算の基本方針 

Ⅴ-3-1-3 クラス２機器の強度計算の基本方針 

Ⅴ-3-1-4 クラス３機器の強度計算の基本方針 

1. 概要 

2. クラス３機器の強度計算の基本方針 

2.1 原水タンク及びクラス３機器(消火設備用ボンベ，消火

器及び火災防護設備用水源タンクを除く)の構造及び

強度 

2.2 クラス３機器のうち消火設備用ボンベ，消火器及び火

災防護設備用水源タンク(原水タンクを除く)の構造及

び強度 

Ⅴ-3-1-5 クラス４機器の強度計算の基本方針 

Ⅴ-3-1-6 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２

支持構造物の強度計算の基本方針 

1. 概要 

2. 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持

構造物の強度計算の基本方針 

2.1 重大事故等クラス２機器(クラス１機器及び原子炉格

納容器を除く)並びに重大事故等クラス２支持構造物

(クラス１支持構造物を除く)の構造及び強度 

2.2 重大事故等クラス２機器であってクラス１機器及び重

大事故等クラス２支持構造物であってクラス１支持構

造物の構造及び強度 

2.3 重大事故等クラス２機器であって原子炉格納容器の構

造及び強度 

2.4 設計・建設規格又は告示第５０１号における材料の規

定によらない場合の評価 

Ⅴ-3-1-7 重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針 

1. 概要 

2. 重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針 

発電炉と再処理施設との添付

書類の構成の違いによる相違

(発電炉ではクラス区分毎に

添付書類を分けて構成してい

るが，再処理施設ではクラス

区分が設定されていないこと

から，添付書類Ⅴ－１－１に

てまとめて記載することとし

たもの)であり，新たな論点

が生じるものではない。 

なお，記載比較にあたって

は，再処理施設は発電炉のク

ラス３機器／クラス４管相当

として設計していることか

ら，安全機能を有する施設に

あっては「クラス３機器の強

度計算の基本方針」と，重大

事故等対処設備にあっては

「重大事故等クラス２機器及

び重大事故等クラス２支持構

造物の強度計算の基本方

針」，「重大事故等クラス３機

器の強度評価の基本方針」と

の比較を実施する。(「クラ

ス４機器の強度計算の基本方

針」の記載内容は，「クラス

３機器の強度計算の基本方

針」に包含されるため，「ク

ラス３機器の強度計算の基本

方針」にて実施) 

また，記載の比較を実施しな

い発電炉のクラス１機器等で

は構造設計の基本的な考え方

の相違から「解析による設

計」を踏まえた設計上の考慮

事項に対する基本方針が記載

されているものであり，設計

上の考慮事項に対する相違に

対する確認は，補足説明資料

「材構02 材料及び構造に係

る設計上の考慮事項の抽出に

ついて」にて詳細説明してい

ることから，本資料では割愛

する。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(2／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

2.1 完成品を除く重大事故等クラス３機器の構造及び強度 

2.2 重大事故等クラス３機器のうち完成品の構造及び強度 

Ⅴ-3-1-8 原子炉格納容器の強度計算の基本方針 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(3／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

第１章 共通項目 

9. 設備に対する要求 

9.3 材料及び構造 

 

1. 概要 

本資料は，「再処理施設の技術基準に関する規則」(令和２

年３月 17 日 原子力規制委員会規則第九号)(以下「技術基

準規則」という。)第十七条に規定されている安全機能を有

する施設又は第三十七条に規定されている重大事故等対処

設備に属する容器，管，ポンプ，弁若しくはこれらの支持構

造物又は内燃機関のうち，再処理施設の安全性を確保する

上で重要なものの材料及び構造について，適切な材料を使

用し，適切な構造とすることを説明するものである。 

 

なお，安全機能を有する施設のうち材料及び構造の要求

事項に変更がなく，改造を実施しない機器については，平成

５年 12 月 27 日付け５安(核規)第 534 号にて認可を受けた

設工認申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐

食性に関する説明書」における「Ⅴ－１ 主要な容器及び管

の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」(以下「既

認可強度及び耐食性に関する基本方針」という。)に基づき，

同添付書類における「別添－１ 容器・管等の材料及び構造

に関する設計の基本方針」(以下「既認可構造等に関する設

計方針」という。)に従い設計し，既に認可を受けた強度評

価結果があることから，今回の申請において変更は行わな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(強度計算の基本方針の概要) 

1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」(平成 25 年 6 月 28 日 原子力規制委員会

規則第六号)(以下「技術基準規則」という。)第 17 条に規

定されている設計基準対象施設又は第55条に規定されてい

る重大事故等対処設備に属する容器，管，ポンプ，弁若しく

はこれらの支持構造物又は設計基準対象施設に属する炉心

支持構造物の材料及び構造について，適切な材料を使用し，

十分な構造及び強度を有することを説明するものである。 

 

なお，設計基準対象施設のうち材料及び構造の要求事項

に変更がなく，改造を実施しない機器については，今回の

申請において変更は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回，新たに材料及び構造の要求が追加又は変更となる

機器であって，クラス１機器のうち原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ拡大範囲，「残留熱除去設備」及び「非常用炉心冷却

設備その他原子炉注水設備」の改造に伴い強度評価が必要

な範囲，クラス２機器のうち「原子炉格納容器調気設備」の

改造に伴い強度評価が必要な範囲，クラス３機器のうち「使

用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備」及び「その他発電用原子炉

の附属施設(火災防護設備)」，クラス４機器のうち「放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納

容器再循環設備」の改造及び設計上考慮する環境条件の変

更に伴い強度評価が必要な範囲，重大事故等クラス２機器

(支持構造物含む)，重大事故等クラス３機器，原子炉格納

容器のうち改造に伴い強度評価が必要な範囲について，強

度計算及び強度評価の基本方針，計算方法について以下の

資料により構成する。 

 

上述の機器と評価条件が異なる自然現象等特殊な荷重を

考慮した評価が必要な設備のうち竜巻の荷重を考慮した評

価を別添 1 に，火山の影響による荷重を考慮した評価を別

添 2 に，津波又は溢水の荷重を考慮した評価を別添 3 に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考１ 主要な容器及び管の

耐圧強度及び耐食性に関する

設計の基本方針 

参考２ 容器・管等の材料及

び構造に関する設計の基本方

針 

 

 

 

発電炉と再処理施設との添付

書類の構成の違いによる相違

(再処理施設では，添付書類構

成は添付書類「Ⅴ－１ 強度

及び耐食性に関する説明書」

の目次にて示すこととしたも

の)であり，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設との添付

書類の構成の違いによる相違

(自然現象等の荷重を考慮し

た評価については，「自然現象

等による損傷の防止に関する

説明書」に添付するもの)であ

り，新たな論点が生じるもの

ではない。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(4／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

また，再処理施設における材料及び構造に係る経年劣化

事象に関する事項については，「核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」(昭和 32 年６月 10 日法律第

166 号)第四十八条第１項の規定に基づく再処理施設の経年

劣化に関する技術的な評価にて確認を実施することから，

設工認申請書の対象外とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足説明資料「材構 02 材料

及び構造に係る設計上の考慮

事項の抽出について」にて整

理した材料及び構造に関連す

る設計上の考慮事項のうち，

発電炉の高経年化技術対策上

着目すべき経年劣化事象であ

る中性子照射脆化，照射誘起

型応力腐食割れ，２相ステン

レス鋼の熱時効における再処

理施設の取扱いについて明確

にしたものであり，発電炉と

同様に「再処理施設の経年劣

化に関する技術的な評価」に

て必要な事象について確認を

実施する方針であることから

新たな論点が生じるものでは

ない。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(5／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

9.3.1 材料及び構造 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における

材料及び構造にあっては，安全機能を有する施設又は重大

事故等対処設備に属するもののうち以下のいずれかに該当

するものを再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの

(以下，安全機能を有する施設にあっては「安全機能を有す

る施設の容器等」，重大事故等対処設備にあっては「重大

事故等対処設備の容器等」という。)として材料及び構造の

対象とする。 

 

a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は

内部エネルギーの解放による災害を及ぼすおそれが

ある機器区分(再処理第１種機器から再処理第５種機

器)に属する容器及び管 

 

 

 

 

 

 

b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれが

あるもの及び放射線障害を防止する機能を有する安

全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する容

器及び管 

c. 上記 a又は bに接続するポンプ及び弁(安全上重要な

施設又は重大事故等対処設備を防護するために必要

な緊急遮断弁を含む。) 

d. 上記 a，b又は cに直接溶接される支持構造物であ

り，その破損により当該機器の損壊を生じさせるお

それのあるもの 

e. 安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する

内燃機関 

 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備

の容器等の材料及び構造(主要な溶接部を含む。)は，施設

時において，以下の通りとし，その際，日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規格」等に準拠し設計す

る。 

 

2. 材料及び構造設計の基本方針 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における材料

及び構造にあっては，安全機能を有する施設又は重大事故等対

処設備に属するもののうち以下のいずれかに該当するものを再

処理施設の安全性を確保する上で重要なもの(以下，安全機能

を有する施設にあっては「安全機能を有する施設の容器等」，

重大事故等対処設備にあっては「重大事故等対処設備の容器

等」という。)として材料及び構造の対象とする。 

 

 

a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部

エネルギーの解放による災害を及ぼすおそれがある機器

区分(再処理第１種機器から再処理第５種機器)に属する

容器及び管 

具体的には，「再処理施設の技術基準に関する規則の解

釈」(令和２年２月５日 原規規発第 2002054 号-4)(以

下「技術基準規則の解釈」という。)第 17 条２に規定さ

れる「容器等の主要な溶接部」に該当する機器区分(再

処理第１種機器から再処理第５種機器)に属する容器及

び管 

b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがある

もの及び放射線障害を防止する機能を有する安全上重要

な施設又は重大事故等対処設備に属する容器及び管 

 

c. 上記 a又は bに接続するポンプ及び弁(安全上重要な施

設又は重大事故等対処設備を防護するために必要な緊急

遮断弁を含む。) 

d. 上記 a，b又は cに直接溶接される支持構造物であり，

その破損により当該機器の損壊を生じさせるおそれのあ

るもの 

e. 安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する内燃

機関 

 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容

器等の材料及び構造(主要な溶接部を含む。)は，「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格(2005年版(2007年追補版含む。))

＜第Ⅰ編軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」(日

本機械学会)(以下「設計・建設規格」という。)等に準拠し設

計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発電炉における材料及び構造

は，機器クラス区分に応じた設

計を実施しており，各クラス区

分の定義は発電炉の技術基準規

則に規定されていることから対

象は明確にされているものの，

再処理施設においては材料及び

構造に関する基本方針として，

再処理施設における材料及び構

造の対象範囲を明確化したも

の。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「設計・建設規格等」の指す内

容は，圧力容器構造規格，再処

理施設用ステンレス鋼規格等で

あり，具体的な内容については

添付書類「Ⅴ－１－１ 別紙 

容器等の材料及び構造に関する

設計方針」にて示すため当該箇

所では「等」の記載を用いた。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(6／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

9.3.1.1 材料 

 

 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設

備の容器等のうち常設のもの(以下「常設重大事故等対処

設備の容器等」という。)は，第１章 共通項目の「9.1 安

全機能を有する施設」及び「9.2 重大事故等対処設備」

の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重，

腐食環境その他の使用条件に対して，適切な機械的強度及

び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの(以下

「可搬型重大事故等対処設備の容器等」という。)は，第

１章 共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の要求事

項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重その他の使

用条件に対して，日本産業規格等に適合した適切な機械的

強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。 

2.1 材料設計 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の

容器等の材料設計は，次のとおりとする。 

 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設

備の容器等のうち常設のもの(以下「常設重大事故等対

処設備の容器等」という。)は，「Ⅵ－１－１－４ 安

全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用さ

れる条件の下における健全性に関する説明書」(以下

「健全性に関する説明書」という。)の要求事項を踏ま

え，その使用される圧力，温度，荷重，腐食環境その他

の使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成

分を有する材料を使用する設計とする。 

 

なお，使用される圧力，温度については，仕様表における

最高使用圧力，最高使用温度を考慮し，荷重については，機

械的荷重としてボルトの締付荷重を考慮する。 

腐食環境については，硝酸濃度，仕様表における最高使用

温度を考慮する。硝酸濃度については平成７年９月26日付け

７安(核規)第710号にて認可を受けた設工認申請書の「Ⅴ 主

要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」にお

ける「別添－５ 腐食代に関する設計の基本方針」(以下「腐

食代設計方針」という。)に各腐食性流体における硝酸濃度を

示している。 

その他の使用条件については，保守性として設置場所であ

るセル・グローブボックス内・外を考慮する。各機器の設置

場所については「Ⅵ－２－４ 配置図」に示している。 

 

 重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの(以

下「可搬型重大事故等対処設備の容器等」という。)は，

健全性に関する説明書の要求事項を踏まえ，その使用

される圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して，

日本産業規格等に適合した適切な機械的強度及び化学

的成分を有する材料を使用する設計とする。 

 

上記の安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処

設備の容器等の材料設計にあっては，材料選定及び腐食代の

設定を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

再処理施設では，添付書類にお

いて材料に関する基本方針を明

確にしたものであり，新たな論

点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考３ 腐食代に関する設計の

基本方針 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(7／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

  

(1) 材料選定 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備

の容器等は，最高使用圧力，最高使用温度，機械的荷重，

腐食環境その他の使用条件を考慮しても強度及び耐食性を

確保するため，基本的には硝酸溶液に対して優れた耐食性

を有し豊富な使用実績のあるオーステナイト系ステンレス

鋼を採用するなど，使用条件に対して適切な金属材料(鉄鋼

材料，非鉄材料)を使用する設計とし，既認可強度及び耐食

性に関する基本方針に基づき，取り扱う放射性物質の濃

度，腐食環境(硝酸濃度，使用温度)等の条件を考慮して定

めた既認可構造等に関する設計方針の「別表第１ 六ヶ所

再処理施設の材料選定フロー」(以下「材料選定フロー」と

いう。)により選定した材料を使用する設計とする。 

また，使用する材料の規格は，安全機能を有する施設の

容器等及び重大事故等対処設備の容器等にあっては「Ⅴ－

１－１ 別紙 容器等の材料及び構造に関する設計方針」

(以下「構造等に関する設計方針」という。)に掲げる規格

に適合するもの又はこれと同等以上の材料特性を有するも

のを使用する設計とするが，新規制基準以前に既に認可を

受けた設工認申請書における「Ⅴ 主要な容器及び管の耐

圧強度及び耐食性に関する説明書」(以下「既設工認」とい

う。)にて使用条件に対して十分な強度を有することを確認

した安全機能を有する施設の容器等(以下「既設の安全機能

を有する施設の容器等」という。)にあっては既認可構造等

に関する設計方針に掲げる規格に適合するもの又はこれと

同等以上の材料特性を有するものを使用する設計とする。 

なお，材料選定フローでステンレス鋼が指定される場合

で，304系，316系ステンレス以外のステンレス鋼種あるい

は耐食・耐熱合金鋼等を使用する場合に当たっては，以下

の「材料選定理由に関する説明書」にて材料選定理由及び

材料物性値を説明している。 

・平成９年５月27日付け９安（核規）第245号にて認可を受

けた設工認申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及

び耐食性に関する説明書」における「別添－７ 材料選

定理由に関する説明書」 

・平成10年６月９日付け９安（核規）第596号にて認可を受

けた設工認申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及

び耐食性に関する説明書」における「別添－７ 材料選

定理由に関する説明書」 

・平成11年６月22日付け11安（核規）第334号にて認可を受

けた設工認申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及

び耐食性に関する説明書」における「別添－７ 材料選

定理由に関する説明書」 

・平成11年７月５日付け11安（核規）第135号にて認可を受

けた設工認申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及

び耐食性に関する説明書」における「別添－７ 材料選

定理由に関する説明書」 

 

 

 

(クラス３機器の強度計算の基本方針) 

原水タンク及びクラス３機器(消火設備用ボンベ，消火器及び火

災防護設備用水源タンクを除く)の材料については，設計・建設

規格に規定されている材料を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設固有の材料選定に係

る設計上の考慮であり，新たな

論点が生じるものではない。 

 

 

 

 

「腐食環境(硝酸濃度，使用温

度)等」の指す内容は，機器区

分，設置場所等であり，具体的

な内容については材料選定フロ

ーにて示しているため当該箇所

では「等」の記載を用いた。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(8／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

 

ただし，重大事故等対処設備の容器等のうち高圧ガス保

安法の規制を受けるボンベにあっては，高圧ガス保安法に

適合するものを使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備の容器等にあっては，設計・

建設規格におけるクラス３機器の規定を参考にした適切な

材料又は完成品として一般産業用工業品の規格及び基準に

適合するもの使用する設計とする。 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処

設備の容器等の内燃機関(燃料系を含む。)にあっては，発

電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を満足

するものを使用する設計とする。 

(クラス３機器の強度計算の基本方針) 

また，消火設備用ボンベ及び消火器の材料については，技術

基準規則第17条におけるクラス３容器の材料，構造及び強度の

規定と高圧ガス保安法又は消防法の規定の比較評価において適

切であることを確認する。 

 

火災防護設備用水源タンク(原水タンクを除く)の材料につい

ては，ＪＩＳ Ｂ ８５０１に基づき適用された材料が技術基準

規則第17条の要求を満たすものとして規定されている材料であ

ることを確認し，クラス３容器の構造及び強度の規定とＪＩＳ 

Ｂ ８５０１の規定の比較評価において適切であることを確認す

る。 

 

（重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針） 

完成品を除く重大事故等クラス３機器の材料については設

計・建設規格を参考にして適切な材料を使用する設計とする。 

また，重大事故等クラス３機器のうち完成品の材料について

は，完成品として一般産業品の規格及び基準に適合するものを

使用する設計とする。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(9／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

 (2) 腐食代の設定 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処

設備の容器等の容器及び管に使用する材料の板厚(公称厚

さ)については，最高使用圧力，最高使用温度，腐食環境等

の使用条件を考慮しても強度及び耐食性を確保するため，

耐圧強度計算から求まる板厚に素材の負の公差，曲げ加工

公差及び腐食代を加えた値以上になるように選定する。 

 

また，材料の腐食代については，腐食代設計方針に基づ

き，腐食性流体(0.2mol／l以上の硝酸溶液)を内包する安全

機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の

容器等の容器及び管を対象に，新規制基準以前の事業指定

(変更許可)申請書で参照した文献等を参考に使用環境を考

慮して腐食速度を定め，運転年数に基づく腐食量に設計余

裕を加味して設定する。 

 

なお，腐食代設計方針によらない場合に当たっては，以

下の「腐食代設定に関する説明書」にて設定の考え方を説

明している。 

・平成９年５月27日付け９安（核規）第245号にて認可を受

けた設工認申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及

び耐食性に関する説明書」における「別添－８ 腐食代

設定に関する説明書」 

・平成10年６月９日付け９安（核規）第596号にて認可を受

けた設工認申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及

び耐食性に関する説明書」における「別添－８ 腐食代

設定に関する説明書」 

・平成11年１月29日付け10安（核規）第538号にて認可を受

けた設工認申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及

び耐食性に関する説明書」における「別添－８ 腐食代

設定に関する説明書」 

 

ただし，常時腐食性流体に接液しない常設重大事故等対

処設備の容器等にあっては，重大事故等時における腐食環

境を考慮してもその影響は十分小さいため腐食代は設定し

ない。 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処

設備の容器等のポンプ及び弁にあっては，接続する管の板

厚(公称厚さ)を踏まえた厚さを有するものを使用する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

再処理施設固有の材料に係る設

計上の考慮であり，新たな論点

が生じるものではない。 

「腐食環境等」の指す内容は，

接液時間，設計寿命等であり，

具体的な内容については「腐食

代設計方針」にて示しているた

め当該箇所では「等」の記載を

用いた。 

 

「文献等」の指す内容は，試験

結果であり，具体的な内容につ

いては「腐食代設計方針」にて

示すため当該箇所では「等」の

記載を用いた。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(10／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

なお，既設工認にて適用した既認可構造等に関する設計方針

に掲げる材料の規格は，「発電用原子力設備に関する構造等の技

術基準」(昭和55年10月30日通商産業省告示第501号)(以下「告

示第501号」という。)に掲げられた第４種機器及び第５種管で

使用可能な材料の規格又は「加工施設及び再処理施設の溶接の

方法の認可について」(科学技術庁原子力安全局長通達)に掲げ

られた再処理特有の材料の規格であり，また，材料の板厚(公称

厚さ)においては内包する腐食性流体に応じた材料の腐食代を適

切に考慮していることから，使用条件に対して適切な機械的強

度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする基本設計

方針に対して，適切な設計方針であることを確認している。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(11／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管 

 

 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の容器及び管(ダクトは除く。)

は，第１章 共通項目の「9.1 安全機能を有する施

設」及び「9.2 重大事故等対処設備」の要求事項を踏

まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び

機械的荷重が負荷されている状態(以下「設計条件」と

いう。)において，全体的な変形を弾性域に抑える及び

座屈が生じない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水

素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理による

臨界防止が必要な容器は除く。)は，「9.2 重大事故

等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた水素

爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態(以下「設計

過渡条件」という。)において，経路の破断や開口に至

る塑性変形が生じない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発

等の影響を受ける容器及び管であって形状管理によ

る臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件において，

全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じた

としても臨界が発生しない設計とする。 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等のダクトは，設計条件において，

延性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。 

 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が

繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設

計とする。 

2.2 構造設計 

2.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対

処設備の容器等 

(1) 容器及び管 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対

処設備の容器等の容器及び管の構造設計は，次のとおりと

する。 

 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の容器及び管(ダクトは除く。)

は，健全性に関する説明書の要求事項を踏まえ，設

計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的

荷重が負荷されている状態(以下「設計条件」とい

う。)において，全体的な変形を弾性域に抑える及び

座屈が生じない設計とする。 

 

 

なお，最高使用圧力，最高使用温度については，仕様

表における最高使用圧力(水素又はTBPによる爆発発生時

の瞬間圧力は除く。)，最高使用温度を考慮し，機械的荷

重については，ボルトの締付荷重を考慮する(以下，設計

条件において同様)。 

 

 ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水

素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理によ

る臨界防止が必要な容器は除く。)は，健全性に関す

る説明書の要求事項を踏まえ，設計上定めた水素爆

発等の瞬間的な荷重が負荷される状態(以下「設計

過渡条件」という。)において，経路の破断や開口に

至る塑性変形が生じない設計とする。 

 

なお，水素爆発等の瞬間的な荷重については，仕様表

における最高使用圧力のうち水素又はTBPによる爆発発生

時の瞬間圧力，最高使用温度を考慮し，機械的荷重につ

いては，ボルトの締付荷重を考慮する(以下，設計過渡条

件において同様)。 

 

 常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発

等の影響を受ける容器及び管であって形状管理に

よる臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件におい

て，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生

じたとしても臨界が発生しない設計とする。 

 

 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等のダクトは，設計条件におい

て，延性破断に至る塑性変形を生じない設計とす

る。 

 

 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力

が繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じな

い設計とする。 

(クラス３機器の強度計算の基本方針) 

 

 

2. クラス３機器の強度計算の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設では，添付書類にお

いて構造に関する基本方針を明

確にしたものであり，新たな論

点が生じるものではない。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(12／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

 

上記の安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事

故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあって

は，材料及び構造に係る細目の設計方針として準拠する

設計・建設規格におけるクラス３機器及びクラス４管の

規定，圧力容器構造規格(平成15年4月30日厚生労働省告

示第196号)，再処理施設用ステンレス鋼規格等を取りま

とめた構造等に関する設計方針に従い，設計条件に対し

て設計・建設規格におけるクラス３機器の規定を基本と

した公式による評価又は解析による評価を適用し，評価

にて十分な強度を有することを確認することにより，全

体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じないよう設

計する。 

 

既設の安全機能を有する施設の容器等の容器及び管に

ついては，既設工認にて適用した既認可構造等に関する

設計方針によるものとする。 

 

ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素

爆発等の影響を受ける容器及び管の構造設計にあって

は，設計過渡条件に対して設計・建設規格におけるクラ

ス１機器の規定を参考とした公式による評価又は解析に

よる評価を適用し，経路の破断や開口に至る塑性変形が

生じない又は全体的な塑性変形が生じない若しくは塑性

変形が生じたとしても臨界が発生しない設計とする。 

 

なお，既設工認にて適用した既認可構造等に関する設

計方針は，安全機能を有する施設の容器等の容器及び管

が告示第501号における第４種機器相当の考え方を採用

し，設計していることを踏まえ，発電炉にて実績のある

告示第501号における第４種機器及び第５種管の規定等に

基づく設計方針を取りまとめたものであることから，使

用条件に対して弾性設計を基本とした構造設計とする基

本設計方針に対して，適切な設計方針であることを確認

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラス３機器の材料及び構造については，技術基準規則第17

条(材料及び構造)に規定されており，「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則の解釈」(平成25年6月19日 

原規技発第1306194号)(以下「技術基準規則の解釈」という。)

第17条10において「発電用原子力設備規格 設計・建設規格

(2005年版(2007年追補版含む。))＜第1編軽水炉規格＞ ＪＳＭ

Ｅ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」(日本機械学会)又は「発電用原子力

設備規格 設計・建設規格(2012年版)＜第1編軽水炉規格＞ ＪＳ

ＭＥ Ｓ ＮＣ１－2012」(日本機械学会)によることとされてい

るが，技術基準規則の施行の際現に施設し，又は着手した設計

基準対象施設については，施設時に適用された規格によること

と規定されている。同解釈において規定されるＪＳＭＥ Ｓ Ｎ

Ｃ１－2005/2007(以下「設計・建設規格」という。)及びＪＳＭ

ＥＳ ＮＣ１－2012は，いずれも技術基準規則を満たす仕様規定

として相違がない。 

よって，原水タンク及びクラス３機器(消火設備用ボンベ，消

火器及び火災防護設備用水源タンクを除く)の評価は，基本的に

施設時の適用規格による評価とし，施設時の適用規格が設計・

建設規格のものである為，設計・建設規格による評価を実施す

る。 

 

発電炉と再処理施設の技術基準

規則及びその解釈の相違による

ものであるが，基本的な考え方

については同様であり，新たな

論点が生じるものではない。 

「再処理施設用ステンレス鋼規

格等」の指す内容は，日本産業

規格，再処理施設用ジルコニウ

ム規格などであり，各機器が準

拠する具体的な内容については

「Ⅴ－１－１ 別紙 容器等の

材料及び構造に関する設計の基

本方針」にて示すため当該箇所

では「等」の記載を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「規定等」の指す内容は，同上 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(13／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備の容器等のうち高圧ガス保安

法の規制を受ける緊急時対策建屋加圧ユニット(空気ボン

ベ)については，技術基準規則第三十七条第１項第１号及

び第２号における重大事故等対処設備の容器等の材料及

び構造の要求に照らして十分な保安水準の確保ができる

ことを確認した上で，高圧ガス保安法に適合したものを

使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２号の要

求事項 

(a) 材料及び構造 

・容器等がその設計上要求される強度及び耐食性が

確保できるものであること 

常設重大事故等対処設備の容器等については上記要

求に対して，技術基準規則第十七条に規定される安全

機能を有する施設の容器等と同様の性能水準を確保す

る設計方針としている。 

以下に，技術基準規則第十七条第１項第１号及び第

２号の要求事項を示す。 

 

 

また，技術基準規則の解釈の冒頭において「技術基準規則に

定める技術的要件を満足する技術的内容は，本解釈に限定され

るものではなく，技術基準規則に照らして十分な保安水準の確

保が達成できる技術的根拠があれば，技術基準規則に適合する

ものと判断する。」ことが規定されている。 

 

クラス３容器のうち火災防護設備用水源タンク(原水タンクを

除く)については，鋼製石油貯槽と同じ全溶接製縦円筒型貯槽で

あることから鋼製石油貯槽の構造の規定であるＪＩＳ Ｂ８５０

１(1995)「鋼製石油貯槽の構造(全溶接製)」(以下「ＪＩＳ Ｂ 

８５０１」という。)の規定に従って設計しているため，クラス

３容器の材料，構造及び強度の要求に照らして十分な保安水準

の確保ができることを確認した上で，施設時の規格であるＪＩ

Ｓ Ｂ ８５０１に基づき評価を実施する。 

 

クラス３容器のうち完成品としてそれぞれの高圧ガス保安法

及び消防法の規制を受ける消火設備用ボンベ及び「実用発電用

原子炉及びその附属施設の火災防護に関する審査基準(原規技発

第1306195号(平成25年6月19日原子力規制委員会決定))」に基づ

き設定する火災区域又は火災区画に配備する消火器(以下「消火

器」という。)については，技術基準規則第17条第1項第3号及び

第10号におけるクラス３容器の材料，構造及び強度の要求に照

らして十分な保安水準の確保ができることを確認した上で，高

圧ガス保安法及び消防法に適合したものを使用する設計とす

る。 

 

2.2 クラス３機器のうち消火設備用ボンベ，消火器及び火災防護

設備用水源タンク(原水タンクを除く)の構造及び強度 

クラス３機器のうち消火設備用ボンベ，消火器については設

計に適用した高圧ガス保安法及び消防法の規定が技術基準規則

第17条に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根

拠があることを確認する。 

また，火災防護設備用水源タンク(原水タンクを除く)につい

ては設計に適用したＪＩＳＢ ８５０１が，火災防護設備用水

源タンクの使用条件下において技術基準規則第17条に照らして

十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があることを確

認する。 

 

(1) 技術基準規則第17条第1項第3号，第10号及び第15号の要求

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の技術基準

規則及びその解釈の相違による

ものであるが，基本的な考え方

については同様であり，新たな

論点が生じるものではない。 

 

再処理施設における消火設備に

ついては，再処理施設の安全性

を確保する上で重要なものに該

当しないことから材料及び構造

の対象とはしていない。 

消火設備の設計方針については

「Ⅲ 火災及び爆発の防止に関

する説明書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の技術基準

規則及びその解釈の相違による

ものであるが，基本的な考え方

については同様であり，新たな

論点が生じるものではない。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(14／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

イ 材料 

・容器等に使用する材料は，その使用される圧力，

温度，荷重その他の使用条件に対して適切な機

械的強度及び化学成分を有すること。 

 

 

 

 

 

 

ロ 構造及び強度 

・設計上定める条件において，全体的な変形を弾

性域に抑えること。 

・容器等に属する伸縮継手にあっては，設計上定

める条件で応力が繰り返し加わる場合におい

て，疲労破壊を生じないこと。(緊急時対策建屋

加圧ユニット(空気ボンベ)に対して伸縮継手を

使用していないため対象外) 

・設計上定める条件において，座屈が生じないこ

と。(緊急時対策建屋加圧ユニット(空気ボンベ)

の外面には圧力が加わらないことから対象外) 

 

(b) 主要な溶接部 

容器等の主要な溶接部について，不連続で特異な形

状でないものであること等が規定されている。(容器等

の主要な耐圧部の溶接部は，機器のうち容器及び管を

対象とし，放射性物質の濃度，施設の安全上の重要度，

圧力，口径等から技術基準規則の解釈に定められてお

り，緊急時対策建屋加圧ユニット(空気ボンベ)につい

ては，放射性物質を内包しておらず対象外) 

 

b. 技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定の比

較 

 

(a) 材料及び構造 

技術基準規則第三十七条では，設計上要求される強

度及び耐食性が確保できるものであることが要求され

ているのに対して，常設重大事故等対処設備の容器等

は技術基準規則第十七条に規定される安全機能を有す

る施設の容器等と同等の性能水準を確保する設計方針

としている。 

技術基準規則第十七条の規定を踏まえた高圧ガス保

安法の規定との比較を以下に示す。 

 

イ 材料 

常設重大事故等対処設備の容器等は，圧力，温度，

荷重その他使用条件に応じて適切な機械的強度及び

化学的成分を有する材料を使用する設計としてい

る。 

一方，高圧ガス保安法では，容器について，充てん

する高圧ガスの種類，充てん圧力，使用温度及び使

a. 材料 

・クラス３容器に使用する材料が，その使用される圧力，

温度，荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度

及び化学成分を有すること。 

・工学的安全施設に属するクラス３容器に使用する材料に

あっては，当該機器の最低使用温度に対して適切な破壊

じん性を有することを機械試験又はその他の評価方法に

より確認したものであること。(火災防護設備は工学的

安全施設に該当しないため対象外) 

 

b. 構造及び強度 

・設計上定める条件において全体的な変形を弾性域に抑え

ること。 

・クラス３容器に属する伸縮継手にあっては，設計上定め

る条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破壊

を生じないこと。(消火設備用ボンベ，消火器及び火災防

護設備用水源タンクに対して伸縮継手を使用していない

ため対象外) 

・設計上定める条件において，座屈が生じないこと。(消火

設備用ボンベ，消火器及び火災防護設備用水源タンクの

外面には圧力が加わらないことから対象外) 

 

c. 主要な耐圧部の溶接部 

主要な耐圧部の溶接部について，不連続で特異な形状で

ないものであること等が規定されている。(主要な耐圧部の

溶接部は，機器のうち容器及び管を対象とし，施設の安全

上の重要度，圧力，口径等から技術基準規則の解釈に定め

られており，火災防護設備については，外形150 mm以上の

管が「主要な耐圧部の溶接部」に該当し，容器については

対象外) 

 

(2) 技術基準規則第17条と高圧ガス保安法の規定の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 材料 

技術基準規則第17条では，圧力，温度，荷重その他の使

用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有して

いることが要求されている。 

 

一方，高圧ガス保安法では，容器について，充てんする

高圧ガスの種類，充てん圧力，使用温度及び使用される環

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の技術基準

規則及びその解釈の相違による

ものであるが，基本的な考え方

については同様であり，新たな

論点が生じるものではない。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(15／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

用される環境に応じた適切な材料を使用して製造す

ることが要求されており，考慮する使用条件は以下

のとおり同等であることから，材料に対して要求す

る保安水準は確保されている。 

 

(圧力) 

常設重大事故等対処設備の容器等の材料設計にあ

っては，圧力として「最高使用圧力」を考慮すること

としており，高圧ガス保安法における，ボンベ内部

に受ける最高の圧力である「充てん圧力」と同等で

ある。 

 

(温度) 

常設重大事故等対処設備の容器等の材料設計にあ

っては，温度として「最高使用温度」を考慮すること

としており，高圧ガス保安法における「使用温度」と

して規定している温度の上限値と同等である。 

 

(荷重) 

常設重大事故等対処設備の容器等の材料設計にあ

っては，荷重としてボルトの締付荷重を考慮するこ

ととしているが，緊急時対策建屋加圧ユニット(空気

ボンベ)の耐圧部にボルトは使用していないことか

ら考慮不要である。 

また，常設重大事故等対処設備の容器等の材料及

び構造設計において準拠する設計・建設規格のクラ

ス３容器の規定において，ボルトの締付荷重以外の

具体的な荷重は規定されていない。緊急時対策建屋

加圧ユニット(空気ボンベ)に対する荷重は最高使用

圧力に包絡されており，高圧ガス保安法も充てん圧

力を規定していることから，想定する荷重は同等で

ある。 

 

(その他の使用条件) 

技術基準規則第三十七条では，設計上要求される

耐食性を確保することが要求されており，常設重大

事故等対処設備の容器等の材料設計にあっては腐食

環境等を考慮した材料選定フローに基づき具体的な

使用可能材料を選定しており，緊急時対策建屋加圧

ユニット(空気ボンベ)のように放射性物質を内包し

ない容器については一般用材を用いることとしてい

る。また，緊急時対策建屋加圧ユニット(空気ボンベ)

のように腐食性流体を内包しない容器等にあって

は，腐食代の設定は考慮不要としている。 

一方，高圧ガス保安法では，ボンベの材料選定と

して，充てんする高圧ガスの種類等，使用される環

境に応じた適切な材料を選定するよう規定している

ことから，技術基準規則第三十七条において考慮す

べき設計上要求される耐食性の確保と同等である。 

 

 

境に応じた適切な材料を使用して製造することが要求され

ており，考慮する使用条件は以下のとおり同等であること

から，材料に対して要求する保安水準は確保されている。 

 

 

(圧力) 

技術基準規則第17条では，設計上定める条件において，機

器が受ける最高の圧力以上の圧力である「最高使用圧力」

を条件としており，高圧ガス保安法における，ボンベ内部

に受ける最高の圧力である「充てん圧力」と同等である。 

 

 

(温度) 

技術基準規則第17条では，設計上定める条件において，最

高の温度以上の温度である「最高使用温度」を条件として

おり，高圧ガス保安法における「使用温度」として規定し

ている温度の上限値と同等である。 

 

(荷重) 

 

 

 

 

 

技術基準規則第17条の要求を満たす仕様規定である設計・

建設規格のクラス３容器の規定において，具体的な荷重は

規定されていない。消火設備用ボンベに対する荷重は最高

使用圧力に包絡されており，高圧ガス保安法も充てん圧力

を規定していることから，想定する荷重は同等である。 

 

 

 

 

(その他の使用条件) 

技術基準規則第17条では，機器の内部流体等の使用条件を

考慮した材料を選定することが要求されており，具体的な

使用可能材料が設計・建設規格に規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

一方，高圧ガス保安法では，ボンベの材料選定として，充

てんする高圧ガスの種類等，使用される環境に応じた適切

な材料を選定するよう規定していることから，技術基準規

則第17条において考慮すべき「その他の使用条件」と同等

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設では機械的荷重とし

て考慮するボルトの締付荷重を

明確にしたものであり，基本的

な考え方については同様であ

り，新たな論点が生じるもので

はない。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(16／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

ロ 構造及び強度 

常設重大事故等対処設備の容器等の構造設計にあ

っては，設計条件において全体的な変形を弾性域に

抑える設計としている。 

一方，高圧ガス保安法では，「一般継目なし容器(緊

急時対策建屋加圧ユニット)の必要肉厚を材料の許

容応力より算出すること」が要求されており，材料

の降伏点を超えることのないよう許容応力を規定し

ていることから，要求する保安水準は確保されてい

る。 

 

上述の(a)項より，技術基準規則第三十七条の要求を

受けた常設重大事故等対処設備の容器等の材料及び構

造設計と高圧ガス保安法の材料及び構造の規定の水準

は同等であることから，緊急時対策建屋加圧ユニット

については，高圧ガス保安法の材料及び構造に関する

要求に適合することにより，技術基準規則第三十七条

の要求に照らして十分な保安水準の確保ができる技術

的根拠があることから，高圧ガス保安法に適合したも

のを使用する設計とする。 

 

 

また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の容器及び管のうち，内燃機関の燃料

系にあっては，内燃機関を含め発電用火力設備に関する技

術基準を定める省令に基づく設計を実施していることか

ら，後述する「(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関」によ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 構造及び強度 

技術基準規則第17条では，設計上定める条件において全

体的な変形を弾性域に抑えることが要求されている。 

 

一方，高圧ガス保安法では，「一般継目なし容器(ハロ

ンボンベ及び二酸化炭素ボンベ)の必要肉厚を材料の許容

応力より算出すること」が要求されており，材料の降伏点

を超えることのないよう許容応力を規定していることか

ら，要求する保安水準は確保されている。 

 

 

上述のa.項及びb.項より，技術基準規則第17条と高圧ガ

ス保安法の材料，構造及び強度の規定の水準は同等である

ことから，火災防護設備として使用する消火設備用ボンベ

については，高圧ガス保安法の材料，構造及び強度に関す

る要求に適合することにより，技術基準規則第17条の要求

に照らして十分な保安水準の確保ができる技術的根拠があ

ることから，高圧ガス保安法に適合したものを使用する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設では内燃機関の燃料

系の取扱いを明確にしたもので

あり，基本的な考え方について

は同様であり，新たな論点が生

じるものではない。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(17／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

  (3) 技術基準規則第17条と消防法の規定の比較 

a. 材料 

技術基準規則第17条では，圧力，温度，荷重その他の

使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有

する材料を使用することが要求されている。 

一方，消防法では，容器について耐食性及び耐久性を

有する材料を用いた堅牢な材料を使用すること並びに腐

食試験等においてさび等の異常を生じないことが要求さ

れており，考慮する使用条件は以下のとおり同等である

ことから，材料に対して要求する保安水準は確保されて

いる。 

(圧力) 

技術基準規則第17条では，設計上定める条件におい

て，機器が受ける最高の圧力以上の圧力である「最高使

用圧力」を条件としており，消防法における消火器内部

に受ける最高の圧力である「調整圧力，閉そく圧力及び

使用圧力の上限値」と同等である。 

(温度) 

技術基準規則第17条では，設計上定める条件におい

て，最高の温度以上の温度である「最高使用温度」を条

件としており，消防法における「使用温度範囲」として

規定 している最高温度と同等である。 

(荷重) 

技術基準規則第17条の要求を満たす仕様規定である設

計・建設規格のクラス３容器の規定において，具体的な

荷重は規定されていない。消火器に対する荷重は最高使

用圧力に包絡されており，消防法も使用圧力等を規定し

ていることから，想定する荷重は同等である。 

(その他の使用条件) 

技術基準規則第17条では，機器の内部流体等の使用条

件を考慮した材料を選定することが要求されており，具

体的な使用可能材料が設計・建設規格に規定されてい

る。 

一方，消防法では，消火器の材料選定として，充てん

した消火剤に接触する部分をその消火剤に侵されない材

料で造ることが規定されており，技術基準規則第17条に

おいて考慮すべき「その他の使用条件」と同等である。 

 

b. 構造及び強度 

技術基準規則第17条では，設計上定める条件において

全体的な変形を弾性域に抑えることが要求されている。 

一方，消防法では，使用材料に応じた消火器の本体容

器の板厚を規定しており，消火器内部に受ける最高の圧

力(調整圧力，閉そく圧力及び使用圧力の上限値)を超え

る圧力(設計上定める最高の圧力の1.3～2.0 倍)で耐圧試

験を実施し，強度上支障のある永久ひずみ(円筒部分にあ

っては，円周長の0.5 ％以上の永久ひずみ)を生じないこ

とが要求されている。これは，設計上定める条件に対し

て十分な裕度をもって，全体的な変形を弾性域に抑える

ことができる水準であることから，要求する保安水準は

確保されている。 

 

再処理施設における消火設備に

ついては，再処理施設の安全性

を確保する上で重要なものに該

当しないことから材料及び構造

の対象とはしていない。 

消火設備の設計方針については

「Ⅲ 火災及び爆発の防止に関

する説明書」に示す。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(18／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

上述のa.項及びb.項より，技術基準規則第17条と消防

法の材料，構造及び強度の規定の水準は同等であること

から，火災防護設備として使用する消火器については，

消防法の材料，構造及び強度に関する要求に適合するこ

とにより，技術基準規則第17条の要求に照らして十分な

保安水準の確保ができる技術的根拠があることから，消

防法に適合したものを使用する設計とする。 

 

(4) 火災防護設備用水源タンク(原水タンクを除く)の設計に適

用したＪＩＳ Ｂ ８５０１の技術基準規則第17条クラス３

容器の規定への適合性 

a. 材料 

技術基準規則第17条では，圧力，温度，荷重その他の使用

条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料

を使用することが要求されており，適合する材料として，解

釈10に記載のある設計・建設規格において使用可能と規定さ

れている材料が該当する。なお，技術基準規則第17条では工

学的安全施設に属する機器以外のクラス３機器は，破壊じん

性及び非破壊試験については要求がない。 

ＪＩＳ Ｂ ８５０１に基づき設計された火災防護設備用水

源タンクは，設計・建設規格クラス３容器の規定において使

用可能とされている材料で製造されており，また，工学的安

全施設に属する機器以外のクラス３機器である。 

よって，火災防護設備用水源タンクで使用されている材料

は技術基準規則第17条クラス３機器における材料の要求を満

足している。 

 

b. 構造及び強度 

技術基準規則第17条において，構造強度の要求は，設計上

定める条件において，全体的な変形を弾性域に抑えることが

要求されており，解釈6において『「全体的な変形を弾性域に

抑える」とは，構造上の全体的な変形を弾性域に抑えること

に加え，材料の引張強さに対しても十分な構造強度を有する

ことをいう。』とされている。 

以下のとおり，火災防護設備用水源タンクの設計に適用し

たＪＩＳ Ｂ ８５０１の規定は，技術基準規則第17条クラス

３容器の構造及び強度の規定を満足している。 

(構造上の全体的な変形を弾性域に抑えること) 

開放タンクの規格であるＪＩＳ Ｂ ８５０１では，設計降

伏点(Ｓｙ)に対して60 ％に抑えることが規定されており，設

計条件に対して構造上の全体的な変形を弾性域に抑えること

ができる。 

(引張強さに対して十分な構造強度を有すること) 

ＪＩＳ Ｂ ８５０１には設計引張強さ(Ｓｕ)を基準とした

許容値の設定がないため，許容値として設定されている設計

降伏点(Ｓｙ)を基準に引張強さの確認を検討する。 

火災防護設備用水源タンクの胴の材料は軟鋼材のSS400であ

り，(Ｓｙ)は設計引張強さ(Ｓｕ)に対して60 ％程度＊である

ことから 

Ｓｙ＝0.6・Ｓｕ ・・・(2.1) 

ＪＩＳ Ｂ ８５０１で水源タンクに要求されている許容値
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(19／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

(以下「Ｓｊ」とする。)は設計降伏点(Ｓｙ)に対して60 ％に

抑える規定により 

Ｓｊ＝0.6・Ｓｙ ・・・(2.2) 

式(2.1)及び(2.2)より 

Ｓｊ＝0.6・(0.6・Ｓｕ)＝0.36・Ｓｕ 

となり，設計引張強さに対するＪＩＳ Ｂ ８５０１の許容

値(Ｓｊ)は(Ｓｕ)に対しても40 ％程度に抑えられる。よって

(Ｓｊ)を許容値としているＪＩＳ Ｂ ８５０１の規定について

は引張強さに対しても十分な構造強度を有していると言える。 

また，開放タンクは圧力容器に比べ，その構造から急激な圧

力上昇が発生する可能性はなく，水頭以上の圧力が加わること

がないことから，高い圧力による破裂危険性はない。 

注記 ＊：ＪＩＳで規定される(Ｓｕ)(Ｓｙ)に対して，設計・建

設規格で規定される(Ｓｕ)(Ｓｙ)の値は，40 ℃以下

の SS400 で同じ値 

上述の a.項及び b.項より，火災防護設備用水源タンク(原水

タンクを除く)の設計に適用したＪＩＳ Ｂ ８５０１は，設計条

件において構造上の全体的な変形を弾性域に抑えることがで

き，技術基準規則のクラス３容器の要求に照らして十分な保安

水準の確保ができる技術的根拠があることから，火災防護設備

用水源タンク(原水タンクを除く)については，技術基準規則第

17 条クラス３容器の要求を満足している。 

 

☆また，火災防護設備用水源タンク（原水タンクを除く）に

ついては設計に適用したＪＩＳＢ ８５０１が，火災防護設備用

水源タンクの使用条件下において技術基準規則第17条に照らし

て十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があることを

確認する。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(20／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関 

 

 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等のポンプ及び弁並びに内燃機関

は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑え

る及び座屈が生じない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対

処設備の容器等のポンプ及び弁並びに内燃機関の構造設

計は，次のとおりとする。 

・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対

処設備の容器等のポンプ及び弁並びに内燃機関は，設

計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える及び

座屈が生じない設計とする。 

 

上記の安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事

故等対処設備の容器等のポンプ及び弁の構造設計にあっ

ては，構造等に関する設計方針及び既認可構造等に関する

設計方針に掲げるものの他，以下に示すとおり，接続する

管が十分な強度を有することを確認することで，ポンプ及

び弁も十分な強度を有することが確認できる。 

・材料については，材料選定フローに基づき選定する

こととしており，接続する管と同種の使用環境に対

して適切な材料を選定している。 

・構造については，ポンプ及び弁は使用条件(最高使用

圧力，最高使用温度)に対して適切な型式のものを選

定しており，耐圧試験，試運転による機能及び性能

試験(以下「運転性能試験」という。)等により使用

条件に対して十分な強度を有することを確認してい

る。また，ポンプ及び弁は一般的に鋳造品であり，

その板厚は接続する管より厚肉である。 

・溶接部については，ポンプ及び弁の溶接部は接続す

る管との溶接部が該当し，それら溶接部は接続する

管の溶接部として適切な溶接設計を実施している。 

 

 

 

また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の内燃機関(燃料系を含む。)の構造設

計にあっては，発電用火力設備に関する技術基準を定める

省令の規定を満足するものを使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(強度計算の基本方針の概要) 

技術基準規則の機器区分に該当しない機器のうち，施設した内燃

機関(燃料系含む)の評価を別添 4 に，非常用発電装置(可搬型)の

内燃機関の評価を別添 5 に，重大事故等対処設備としての炉心支

持構造物の評価を別添 6 に，及び重大事故等対処設備としての原

子炉圧力容器内部構造物の評価を別添 7に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設では，添付書類にお

いて構造に関する基本方針を明

確にしたものであり，新たな論

点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「運転性能試験等」の示す内容

は，単体での耐圧試験，系統一

体での耐圧試験，運転性能試験

の他十分な使用実績等に基づく

確認を含むものであり，ここで

は十分な強度を有することを確

認したものを使用することを示

すことが主旨であることから当

該箇所では「等」の記載を用い

た。 

 

 

 

炉心支持構造物,原子炉圧力容

器内部構造物については，発電

炉固有の設備であり，新たな論

点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69



別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(21／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

(3) 支持構造物 

 

 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の支持構造物は，設計条件におい

て，延性破断及び座屈が生じない設計とする。 

 

 (3) 支持構造物 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対

処設備の容器等の支持構造物の構造設計は，次のとおり

とする。 

 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の支持構造物は，設計条件に

おいて，延性破断及び座屈が生じない設計とする。 

 

 

上記の安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事

故等対処設備の容器等の支持構造物の構造設計にあって

は，計算方法が耐震評価と同じであり，地震荷重が支配

的であることから「Ⅳ 耐震性に関する説明書」にて説

明する。 

なお，耐震評価では通常運転時の荷重に加えて地震荷

重を組み合わせた構造強度評価を実施するものであり，

支持構造物の構造設計においては地震荷重が支配的であ

るため，耐震評価を確認することで支持構造物が十分な

強度を有することが確認できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(強度計算の基本方針の概要) 

また，クラス１管を支持する支持構造物及び重大事故等クラス２

機器を支持する支持構造物であって，その損壊により重大事故等

クラス２機器に損壊を生じさせるおそれがある重大事故等クラス

２支持構造物の強度計算については，計算方法が耐震評価と同じ

であり，地震荷重が支配的であることから添付書類「Ⅴ-2 耐震性

に関する説明書」にて説明する。 

 

 

再処理施設では，添付書類にお

いて構造に関する基本方針を明

確にしたものであり，新たな論

点が生じるものではない。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(22／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

 

9.3.1.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

 

 

可搬型重大事故等対処設備の容器等(完成品は除く。)

は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える

設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防

法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及

び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用

条件に対して，要求される強度を確保できる設計とす

る。 

ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内

燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基

準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態にお

いて，要求される強度を確保できる設計とする。 

 

 

2.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造設計は，次の

とおりとする。 

 可搬型重大事故等対処設備の容器等(完成品は除

く。)は，設計条件において，全体的な変形を弾性域

に抑える設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消

防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の

規格及び基準に適合していることを確認し，使用環

境及び使用条件に対して，要求される強度を確保で

きる設計とする。 

 ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち

内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格

及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負

荷状態において，要求される強度を確保できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の可搬型重大事故等対処設備の容器等の容器及び

管の構造設計にあっては，構造等に関する設計方針に従

い，設計条件に対して設計・建設規格におけるクラス３機

器の規定を基本とした公式による評価を適用し，評価にて

十分な強度を有することを確認することにより，全体的な

変形を弾性域に抑える設計する。 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品の容器及

び管の構造設計にあっては，完成品に対する評価を適用

し，一般産業用工業品の規格及び基準に適合することを確

認することで，要求される強度を確保できる設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品のポ

ンプ及び内燃機関(燃料系を含む。)の構造設計にあって

は，一般産業用工業品の規格及び基準に適合するものを使

用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針） 

2. 重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等クラス３機器の材料及び構造については，技術基準

規則第 55 条（材料及び構造）に規定されており，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（平成 25

年 6 月 19 日原規技発第 1306194 号）（以下「技術基準規則の解

釈」という。）により完成品として一般産業品の規格及び基準へ

適合している場合は，技術基準規則の規定を満足するものとされ

ている。 

よって，重大事故等クラス３機器の技術基準規則第 55 条への

適合性については，技術基準規則の解釈第 55 条 6 において同解

釈第 17 条 6 を準用していることから，第 17 条において技術基準

規則を満たす仕様規定としている「発電用原子力設備規格 設計・

建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む。））＜第 I編 軽水炉規

格＞ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」（日本機械学会）（以下「設

計・建設規格」という。）のクラス３機器を参考にして評価を実施

する，又は完成品として一般産業品の規格及び基準に適合してい

ることを確認することで評価を実施する。 

 

 

 

 

再処理施設では，添付書類にお

いて構造に関する基本方針を明

確にしたものであり，新たな論

点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の技術基準

規則及びその解釈の相違による

ものであるが，基本的な考え方

については同様であり，新たな

論点が生じるものではない。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(23／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

9.3.1.3 主要な溶接部 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対

処設備の容器等の主要な溶接部(溶接金属部及び熱影響部

をいう。)は，次のとおりとする。 

 

・不連続で特異な形状でない設計とする。 

 

 

・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な

溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がな

いことを非破壊試験により確認する。 

・適切な強度を有する設計とする。 

 

 

 

・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有

する溶接士であることを機械試験その他の評価方法

によりあらかじめ確認する。 

 

なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により

再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の「再処理施設

の溶接の方法等について(別記)」に適合していることを確

認する。 

 

常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の耐

圧試験は，母材と同等の方法及び同じ試験圧力にて実施す

る。 

2.3 主要な溶接部の設計 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設

備の容器等の主要な溶接部(溶接金属部及び熱影響部をい

う。)は，次のとおりとする。 

 

 

・溶接部の形状は，継手面の食い違いや厚さの異なる母材

の突合せを行う場合の勾配が，安全な形状の範囲内で，

不連続で特異な形状でない設計とする。 

・溶接部は，溶接によって割れが生ずるおそれがなく，か

つ，健全な溶接部の確保に有害な溶け込み不良その他の

欠陥がないことを非破壊試験により確認する。 

・溶接部は，健全な溶接部の確保のために適切な強度を有

する設計とする。また，その溶接部の強度は機械試験等

により母材と同等以上であることをあらかじめ確認した

ものとする。 

・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有す

る溶接士であることを機械試験その他の評価方法により

あらかじめ確認する。 

 

なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により技

術基準規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等について(別

記)」に適合していることを確認する。 

 

常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の耐圧試

験は，母材と同等の方法及び同じ試験圧力にて実施する。 

 

また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，「工事

の方法」に示す工事の手順，使用前事業者検査の方法及び工

事上の留意事項に従って実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

再処理施設では，添付書類にお

いて主要な溶接部に関する基本

方針を明確にしたものであり，

新たな論点が生じるものではな

い。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(24／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

9.3.2 耐圧試験等 

 

 

(1) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備

の容器等(支持構造物は除く。)は，施設時において，次に定

めるところによる圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐

え，かつ，著しい漏えいがないことを確認する。 

 

また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等

対処設備の容器等の主要な溶接部のうち再処理第１種容器

及びライニング型貯槽の溶接部は，漏えい試験の種類に応じ

た圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないこと

を確認する。 

 

 

 

なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技

術基準に関する規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等に

ついて(別記)」等に準拠し実施する。 

 

 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高

使用圧力を超え，かつ，機器に生ずる全体的な変形が弾性

域の範囲内となる圧力とする。 

b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧

を受ける機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧との最

大の差を上回る圧力とする。この場合において，耐圧試験

の圧力は機器の内面から加えることができる。 

 

ただし，気圧により耐圧試験を行う場合(最高使用圧力が

98kPa 未満の場合を除く。)であって，当該圧力に耐えること

が確認された場合は，当該圧力を最高使用圧力までに減じて

著しい漏えいがないことを確認する。 

最高使用圧力が 98kPa 未満の場合であって，気圧により耐

圧試験を行う場合の試験圧力は，水圧による耐圧試験の場合

と同じ圧力とする。 

重大事故等対処設備の容器等であって，規定の圧力で耐圧

試験又は漏えい試験を行うことが困難な場合は，試運転によ

る機能及び性能試験(以下「運転性能試験」という。)結果を用

いた評価等により確認する。 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によ

らず，運転性能試験，目視等による有害な欠陥がないことの確

認とすることもできるものとする。 

 

 

 

 

(2) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設

備の容器等(支持構造物は除く。)は，維持段階において，

通常運転時における圧力で漏えい試験を行ったとき，著

しい漏えいがないことを確認する。 

3. 耐圧試験等に係る設計の基本方針 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容

器等(支持構造物は除く。)の耐圧試験等は，次のとおりとする。 

(1) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設

備の容器等(支持構造物は除く。)は，施設時において，

次に定めるところによる圧力で耐圧試験を行ったとき，

これに耐え，かつ，著しい漏えいがないことを確認す

る。 

また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事

故等対処設備の容器等の主要な溶接部のうち再処理第１

種容器及びライニング型貯槽の溶接部は，技術基準規則

の解釈の「再処理施設の溶接の方法等について(別記)」

における「表１－１３ 機器と漏えい試験の種類」に規

定された漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試験を

行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。 

 

なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，技術基準規則の

解釈の「再処理施設の溶接の方法等について(別記)」，設計・

建設規格，発電用火力設備の技術基準の解釈等に準拠し実施す

る。 

 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高使

用圧力を超え，かつ，機器に生ずる全体的な変形が弾性域

の範囲内となる圧力とする。 

b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を

受ける機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧との最大の

差を上回る圧力とする。この場合において，耐圧試験の圧

力は機器の内面から加えることができる。 

 

ただし，気圧により耐圧試験を行う場合(最高使用圧力が

98kPa未満の場合を除く。)であって，当該圧力に耐えること

が確認された場合は，当該圧力を最高使用圧力までに減じて

著しい漏えいがないことを確認する。 

最高使用圧力が98kPa未満の場合であって，気圧により耐圧

試験を行う場合の試験圧力は，水圧による耐圧試験の場合と

同じ圧力とする。 

重大事故等対処設備の容器等であって，規定の圧力で耐圧

試験又は漏えい試験を行うことが困難な場合は，試運転によ

る機能及び性能試験(以下「運転性能試験」という。)結果を用

いた評価等により確認する。 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によ

らず，運転性能試験，目視等による有害な欠陥がないことの確

認とすることもできるものとする。 

また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，「工事

の方法」に示す工事の手順，使用前事業者検査の方法及び工

事上の留意事項に従って実施する。 

 

(2) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設

備の容器等(支持構造物は除く。)は，維持段階において，

通常運転時における圧力で漏えい試験を行ったとき，著し

い漏えいがないことを確認する。 

  

再処理施設では，添付書類にお

いて耐圧試験等に関する基本方

針を明確にしたものであり，新

たな論点が生じるものではな

い。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(25／25) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備

規格 維持規格」等に準拠し実施する。 

 

ただし，重大事故等対処設備の容器等(支持構造物は除

く。)は，使用時における圧力で漏えい試験を行うことが

困難な場合は，運転性能試験結果を用いた評価等により

確認する。 

 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記

によらず，運転性能試験，目視等による有害な欠陥がない

ことの確認とすることもできるものとする。 

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備

規格 維持規格」等に準拠し実施する。 

 

ただし，重大事故等対処設備の容器等(支持構造物は除

く。)は，使用時における圧力で漏えい試験を行うことが困

難な場合は，運転性能試験結果を用いた評価等により確認

する。 

 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記に

よらず，運転性能試験，目視等による有害な欠陥がないこ

との確認とすることもできるものとする。 

 

また，定期事業者検査を実施するにあたっては，保安規

定に従って実施する。 
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強度評価方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異  

二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
ハッチング： 
・前回までの申請から記載に変更がない箇所 

【凡例】 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(1／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－４／Ⅴ－３－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

 

 

 

 

 

 

本資料は，「Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基

本方針」に基づき，安全機能を有する施設の容器等及び重大事

故等対処設備の容器等の材料及び構造設計のうち評価を実施す

る安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容

器等の容器及び管の構造設計について，十分な強度を有するこ

とを確認するための評価方針について説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（クラス３機器の強度計算の基本方針） 

1. 概要 

クラス３機器の材料及び構造については，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（平成25年6月28

日 原子力規制委員会規則第六号）（以下「技術基準規則」とい

う。）第17条第1項第3号及び第10号に規定されており，適切な

材料を使用し，十分な構造及び強度を有することが要求されて

いる。 

本資料は，「その他発電用原子炉の附属施設（火災防護設備）」

のうちクラス３機器となる容器及び管が十分な強度を有するこ

とを確認するための強度計算の基本方針について説明するもの

である。 

 

 

（重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の

強度計算の基本方針） 

1. 概要 

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の材料及び構造については，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」（平成 25 年 6 月 28 日 原子力規制

委員会規則第六号）（以下「技術基準規則」という。）第 55 条第

1項第 2号及び第 5号に規定されており，適切な材料を使用し，

十分な構造及び強度を有することが要求されている。 

本資料は，重大事故等クラス２機器である容器，管，ポンプ及

び弁並びに重大事故等クラス２支持構造物であって，重大事故

等クラス２機器に溶接により取り付けられ，その損壊により重

大事故等クラス２機器に損壊を生じさせるおそれがある支持構

造物（以下「重大事故等クラス２支持構造物」という。）が十分

な強度を有することを確認するための強度計算の基本方針につ

いて説明するものである。 

 

 

（重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針） 

1. 概要 

重大事故等クラス３機器の材料及び構造については，「実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（平成 25

年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第六号）（以下「技術基準規

則」という。）第 55 条第 1 項第 3 号及び第 6 号に規定されてお

り，適切な材料を使用し，十分な構造及び強度を有することが要

求されている。 

本資料は，重大事故等クラス３機器である容器，管及びポンプ

が十分な強度を有することを確認するための強度評価の基本方

針について説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設との添付書

類の構成の違いによる相違であ

り，新たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設との添付書

類の構成の違いによる相違であ

り，新たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

発電炉と再処理施設との添付書

類の構成の違いによる相違(再

処理施設では，ポンプ及び弁並

びに支持構造物については添付

書類「Ⅴ－１－１ 強度及び耐

食性に関する設計の基本方針」

にて説明している。)であり，

新たな論点が生じるものではな

い。 

 

 

発電炉と再処理施設との添付書

類の構成の違いによる相違であ

り，新たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

発電炉と再処理施設との添付書

類の構成の違いによる相違(再

処理施設では，ポンプについて

は添付書類「Ⅴ－１－１ 強度

及び耐食性に関する設計の基本

方針」にて説明している。)で

あり，新たな論点が生じるもの

ではない。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(2／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－４／Ⅴ－３－１－６ 

 

9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の容器及び管(ダクトは除く。)

は，最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負

荷されている状態(以下「設計条件」という。)におい

て，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じな

い設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発

の影響を受ける容器及び管は，設計条件を超える水素

爆発等の衝撃荷重が負荷される状態において，経路の

破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等のダクトは，設計条件において，

延性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が

繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設

計とする。 

 

2. 強度評価方針 

2.1 強度評価手法の選定 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の

容器等の容器及び管の構造設計にあっては，基本的に公式に

よる評価を適用し，準拠規格に基づく規格計算式等による強

度評価を実施することにより十分な強度を有することを確認

する。 

 

公式による評価について，安全機能を有する施設の容器等

及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管については，

設計・建設規格におけるクラス３機器の規定を基本とした構

造等に関する設計方針に従い，許容引張応力S値を基準とし

た厚さ計算等による評価を実施する。 

既設の安全機能を有する施設の容器等の容器及び管につい

ては，既設工認にて適用した告示第501号における第４種機

器の規定を基本とした既認可構造等に関する設計方針に従

い，許容引張応力S値を基準とした厚さ計算等による評価を

実施する。 

ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発

等の影響を受ける容器及び管の公式による評価については，

設計・建設規格におけるクラス１機器の供用状態Dの規定を

参考とした設計降伏点Sy値又は設計引張強さSu値を基準とし

た厚さ計算等による評価を実施する。 

 

なお，公式による評価を適用した厚さ計算等による評価を

実施するにあたっては，腐食代を適切に考慮した上で評価を

実施する。 

 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の

容器等のうち容器(ライニング型)はコンクリートの躯体に鋼

製のライニングを設けたものであるが，容器内の水頭等によ

る荷重は，内張りの下のコンクリートで強度を保持している

ことから，コンクリート構造物としての構造強度については

「Ⅳ 耐震性に関する説明書」にて説明し，本資料では鋼製

の内張り用のものであるライニングについて必要な厚さ以上

の厚さを有することを確認する。 

 

 

 

また，安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処

設備の容器等の容器及び管の構造設計にあたって，構造が複

雑で準拠規格である構造等に関する設計方針又は既認可構造

等に関する設計方針に構造強度に関する規格計算式等の規定

がないもの又は評価条件の変更により精緻な評価が必要なも

のについては，解析による評価を適用し，ASME BOILER & 

PRESSURE VESSEL CODE(以下「ASME」という。)その他の規格

及び基準に基づく適切な応力評価を実施することにより十分

な強度を有することを確認する。 

 

 

 

（クラス３機器の強度計算の基本方針） 

2. クラス３機器の強度計算の基本方針 

クラス３機器の材料及び構造については，技術基準規則第17

条（材料及び構造）に規定されており，「実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（平成25年6月19

日 原規技発第1306194号）（以下「技術基準規則の解釈」とい

う。）第17条10において「発電用原子力設備規格 設計・建設規

格（2005年版（2007年追補版含む。））＜第1編軽水炉規格＞ Ｊ

ＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」（日本機械学会）又は「発電用

原子力設備規格 設計・建設規格（2012年版）＜第1編軽水炉規

格＞ ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2012」（日本機械学会）によること

とされているが，技術基準規則の施行の際現に施設し，又は着

手した設計基準対象施設については，施設時に適用された規格

によることと規定されている。同解釈において規定されるＪＳ

ＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007（以下「設計・建設規格」とい

う。）及びＪＳＭＥＳ ＮＣ１－2012は，いずれも技術基準規則

を満たす仕様規定として相違がない。 

よって，原水タンク及びクラス３機器（消火設備用ボンベ，消

火器及び火災防護設備用水源タンクを除く）の評価は，基本的に

施設時の適用規格による評価とし，施設時の適用規格が設計・建

設規格のものである為，設計・建設規格による評価を実施する。 

 

 

（重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の

強度計算の基本方針） 

2. 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の強度計算の基本方針 

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の材料及び構造については，技術基準規則第 55 条（材料及び構

造）に規定されており，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則の解釈」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発

第 1306194 号）（以下「技術基準規則の解釈」という。）に従い，

設計基準対象施設の規定を準用する。 

また，技術基準規則の解釈第 17 条 10 において「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む。））

＜第 1編軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」（日本

機械学会）又は「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012

年版）＜第 1 編軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2012」（日

本機械学会）によることとされているが，技術基準規則の施行の

際現に施設し，又は着手した設計基準対象施設については，施設

時に適用された規格によることと規定されている。同解釈にお

いて規定されるＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007（以下「設計・

建設規格」という。）及び ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2012 は，いず

れも技術基準規則を満たす仕様規定として相違がない。 

 

よって，重大事故等クラス２機器（クラス１機器及び原子炉

格納容器を除く）及び重大事故等クラス２支持構造物（クラス

１支持構造物を除く）の評価は，基本的に施設時の適用規格に

よる評価とするが，施設時の規格が「発電用原子力設備に関す

る構造等の技術基準」（昭和 45 年 9 月 3日 通商産業省告示第５

０１号又は昭和 55 年 10 月 30 日 通商産業省告示第５０１号）

 

 

発電炉と再処理施設の技術基準

規則及びその解釈の相違による

ものであるが，基本的な考え方

については同様であり，新たな

論点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

「厚さ計算等」の指す内容は，

穴補強計算，検定水圧等であ

り，具体的な評価内容は「Ⅴ－

１－３－２ 公式による強度評

価書作成に関する基本方針」に

示すことから当該箇所では

「等」の記載を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設における容器（ライ

ニング型）の取扱いを明確にし

たものであるが，発電炉も同様

の取扱いであり，新たな論点が

生じるものではない。 

「水頭等」の指す内容は，容器

の内包物による荷重であり，こ

こではそれら荷重はコンクリー

トで負担することが主旨である

ことから当該箇所では「等」の

記載を用いた。 

再処理施設では解析による評価

方針を明確にしたものであり，

基本的な考え方については発電

炉と同様であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(3／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－４／Ⅴ－３－１－６ 

解析による評価については，ASME Sec.Ⅲ Division 1 

Subsection ND － Class ３ Componentsの規定等に基づき，

許容引張応力S値を基準とした応力計算による評価を実施す

る。 

 

ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発

等の影響を受ける容器及び管の解析による評価については，

設計・建設規格におけるクラス１機器の供用状態Dの規定を

参考とした設計降伏点Sy値又は設計引張強さSu値を基準とし

た応力計算又はひずみ計算による評価を実施する。 

 

 

 

公式による評価又は解析による評価を実施するにあたって

は，安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備としての使

用条件等を踏まえ，既設工認にて，使用条件に対して十分な強

度を有していることが確認できるものにあっては，既設工認に

おける当該強度計算書による。 

それ以外のものにあっては，使用条件に応じた強度評価を実

施する。 

（以下「告示第５０１号」という。）の場合は，今回の設計時に

おいて技術基準規則を満たす仕様規定とされている設計・建設

規格と告示第５０１号の比較を行い，いずれか安全側の規格に

よる評価を実施する。 

施設時の適用規格が設計・建設規格の場合は，設計・建設規

格による評価を実施する。 

施設された機器が告示第５０１号のうち昭和 45 年告示第５

０１号の場合は，ポンプ，弁及び支持構造物の規定がないため，

重大事故等クラス２機器のうちポンプ及び弁並びに重大事故等

クラス２支持構造物については，設計・建設規格に基づき評価

を実施する。 

クラス２機器（支持構造物含む）を同位クラスである重大事

故等クラス２機器（支持構造物含む）として兼用し，重大事故

等時の使用条件が設計基準の使用条件に包絡され，クラス２機

器の既に認可された工事計画の添付資料（以下「既工認」とい

う。）における評価結果がある場合は，材料，構造及び強度の要

求は同じであることから，その評価の適用性を確認し，既工認

の確認による評価を実施する。 

重大事故等クラス２機器であってクラス１機器及び重大事故

等クラス２支持構造物であってクラス１支持構造物の評価は，

重大事故等時の使用条件が設計基準の使用条件に包絡され，既

工認における評価結果がある場合は，その評価の適用性を確認

し，既工認の確認による評価を実施する。また，上述の評価条

件がない場合は，設計・建設規格に基づき評価を実施する。 

重大事故等クラス２機器であって原子炉格納容器の評価は，

設計・建設規格に基づき評価を実施する。 

重大事故等クラス２機器であって非常用炉心冷却設備に係る

ろ過装置（ストレーナ）の評価は，技術基準規則の解釈第 17 条

4 に記載される「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備

に係るろ過装置の性能評価等について（内規）」（平成２０・０

２・１２原院第 5 号（平成２０年２月２７日原子力安全・保安

院制定））の評価方針を考慮し，重大事故等クラス２機器として

の評価を実施する。 

 

 

（クラス３機器の強度計算の基本方針） 

2.1 原水タンク及びクラス３機器（消火設備用ボンベ，消火器及

び火災防護設備用水源タンクを除く）の構造及び強度 

原水タンク及びクラス３機器（消火設備用ボンベ，消火器及び火

災防護設備用水源タンクを除く）については，技術基準規則施行

前に着手又は完成した設備を含み，施設時の適用規格は設計・建

設規格である。よって，設計・建設規格による評価を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「規定等」の指す内容は，設

計・建設規格，ASMESec.Ⅷ等

であり，ここでは適切な規格

及び基準に基づく応力評価を

実施することが主旨であるこ

とから当該箇所では「等」の

記載を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

「使用条件等」の指す内容は，

申請区分，条件変更の有無等で

あり，具体的な評価内容は「Ⅴ

－１－３－１ 評価条件整理表

及び評価項目整理表作成の基本

方針」に示すことから当該箇所

では「等」の記載を用いた。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(4／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－４／Ⅴ－３－１－６ 

（重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の

強度計算の基本方針） 

2.1 重大事故等クラス２機器（クラス１機器及び原子炉 

格納容器を除く）並びに重大事故等クラス２支持構造物（ク

ラス１支持構造物を除く）の構造及び強度 

重大事故等クラス２機器（クラス１機器及び原子炉格納容

器を除く）並びに重大事故等クラス２支持構造物（クラス１

支持構造物を除く）の評価における適用規格，評価方法の考

え方を図 2-1 に示す。重大事故等クラス２機器及び重大事故

等クラス２支持構造物において，施設時の技術基準に対象と

する施設の規定がある機器又は支持構造物で，クラスアップ

又は条件アップ＊1 されておらず，既工認における評価結果が

ある場合は，その評価結果の確認による評価を実施する。（評

価区分①） 

なお，クラスアップされる機器であっても既に施設されて

いる機器であって，既工認において検定水圧試験を用いた評

価結果がある場合は，既工認での試験条件とクラス２機器の

規定で要求される試験条件が同じであることから，その評価

の適用性を確認し，既工認の確認による評価を実施する。 

施設時の技術基準に対象とする施設の規定がない機器及び

支持構造物については，設計・建設規格による評価を実施す

る。（評価区分②） 

施設時の技術基準に対象とする施設の規定がある機器又は

支持構造物でクラスアップ又は条件アップされており，施設

時の適用規格が告示第５０１号である機器又は支持構造物に

ついては，設計・建設規格又は告示第５０１号による評価を

実施する。また，クラスアップ又は条件アップされておらず，

既工認における評価結果がない場合で，施設時の適用規格が

告示第５０１号である機器又は支持構造物については，同じ

く設計・建設規格又は告示第５０１号による評価を実施する。

（評価区分③） 

上述する機器又は支持構造物以外については，設計・建設

規格による評価を実施する。（評価区分④） 

設計・建設規格又は告示第５０１号に評価式＊2 が規定され

ていない場合，又は，より精緻な評価が必要な場合は，同等

性を示す評価方法により十分な強度を有することを確認す

る。 

技術基準規則において，重大事故等クラス２機器の強度評

価については，延性破断，疲労破壊（各機器に属する伸縮継

手及び伸縮継手を除く管に限る。）及び座屈（容器及び管に限

る。）による破壊の防止が求められており，重大事故等クラス

２支持構造物の強度評価については，延性破断及び座屈によ

る破壊の防止が求められている。 

ただし，重大事故等クラス２管の疲労評価については，重

大事故等時は運転状態Ⅳを超える事象であり，発生回数が少

なく疲労に顕著な影響を及ぼす繰返し応力は発生しないこ

と，また，設計基準対象施設と機能を兼用している設備につ

いては，設計基準対象施設に対する要求事項に基づき疲労評

価を実施していることから，評価を省略する。 

注記 ＊1：クラスアップする機器とは，クラス１機器又はク

ラス２機器に属さない機器のうち重大事故等クラ

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の技術基準

規則及びその解釈の相違による

ものであるが，基本的な考え方

については同様であり，新たな

論点が生じるものではない。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(5／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－４／Ⅴ－３－１－６ 

ス２機器となるものをいう。条件アップする機器と

は，設計基準対象施設としての使用時における最高

使用圧力及び最高使用温度に，重大事故等時におけ

る使用圧力及び使用温度が包絡されないものをい

う。 

＊2：評価式とは，設計・建設規格にて評価する場合は

クラス２機器の評価式，告示第５０１号にて評価す

る場合は第３種容器，第４種容器及び第２種管の評

価式を示す。 

（図 2-1 評価区分の整理フロー） 

 

2.1.1 クラス２機器の規定に基づく評価 

(1) 強度計算における適用規格の選定 

重大事故等クラス２機器のうち図 2-1 において，「③設計・建

設規格又は告示第５０１号のいずれか安全側の規格による評

価」に区分された機器の適用規格について説明する。当該機器

の施設時の適用規格は告示第５０１号であるため，設計・建設

規格と告示第５０１号との比較を行い，いずれか安全側の規格

による評価を実施する。 

安全側の規格の選定は，両規格において公式による評価手法

と解析による評価手法が規定されていることから，以下「a. 公

式による評価の比較」及び「b. 解析による評価の比較」に示す

手法ごとに比較を行い実施する。 

a. 公式による評価の比較 

公式による評価において評価結果に影響を与えるものとし

ては，評価式，評価式に用いる許容値及び係数並びに材料の物

性値がある。このうち係数については評価式を構成するもので

あることから評価式として扱う。材料の物性値については，物

性値を割下げ率で除して許容値を設定されていることからそ

の影響は許容値に含まれることになる。よって，評価式と許容

値の 2つの項目について比較する。 

評価式及び許容値の比較は，評価対象部位ごとに実施する。

許容値の比較は，許容値が小さい方を安全側とする。ただし，

許容値の SI 単位化による誤差は，単位換算によるものであり

工学的な意味合いはなく，評価結果に影響を与えないため，こ

こでは相違するものとは見なさない。 

上記 2 つの項目における比較において安全側の規格が容易

に判断できる場合は，安全側の規格として選定した設計・建設

規格又は告示第５０１号のいずれかにて評価を実施する。ま

た，安全側の規格が異なる場合等で，安全側の規格が容易に判

断できない場合は設計・建設規格及び告示第５０１号の両規格

により評価を実施する。両規格に相違がない場合は，設計・建

設規格に基づき評価を実施する。 

b. 解析による評価の比較 

施設時の適用規格が昭和 45 年告示第５０１号である場合

は，解析による応力評価の規定がないことから，設計・建設規

格に基づき評価を実施する。また，施設時の適用規格が昭和 55

年告示第５０１号である場合は，クラス２機器の規定に基づく

評価対象の機器においてクラスアップ又は条件アップされる

機器がないため，前述した通り既工認の評価結果の確認による

評価を実施する。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(6／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－４／Ⅴ－３－１－６ 

 

(2) 規格の相違 

施設時の適用規格が告示第５０１号である場合の設計・建設

規格及び告示第５０１号による評価について，評価式及び許容

値の 2 つの項目について比較を実施し整理した。以下に，両規

格に相違が認められた評価項目を示す。なお，本項に記載の告

示第５０１号の評価式は，両規格の比較を行うため，SI 単位系

に換算したものを用いる。 

a. 評価式 

(a) 容器 

(b) 管 

b. 許容値 

許容値については，代表例により規格の相違を記載する。 

(a) 容器 

(b) 管 

 

(3) 選定規格 

施設時の適用規格が告示第５０１号である場合の設計・建設

規格及び告示第５０１号の比較において，確認された安全側の

規格の適用により評価を実施し，強度計算書に評価結果を記載

する。なお，設計・建設規格及び告示第５０１号の両規格による

評価を実施したものにおいては，両規格による評価結果を計算

書に記載する。 

 

2.1.2 クラス２機器の規定によらない場合の評価 

ここでは，設計・建設規格又は告示第５０１号に評価式＊1 が規定

されていない場合，又は，より精緻な評価を実施する必要がある

場合の評価方法について説明する。 

設計・建設規格又は告示第５０１号に評価式が規定されていない

場合，同等性を示す評価式により評価を実施する。より精緻な評

価が必要な場合は，クラス１容器の規定を準用した評価により十

分な強度を有することを確認する。 

図 2-2 に重大事故等クラス２機器の技術基準規則適合性確認フロ

ーを示す。今回の工事計画対象設備である重大事故等クラス２機

器の評価のうち，フローに基づき抽出された同等性評価方法を以

下に示す。 

a. 評価式が規定されていない場合 

(a) 長方形板の大たわみ式＊2を用いた評価 

(b) クラス３ポンプの規定を準用した評価 

(c) ねじ山のせん断破壊式を用いた評価 

b. 精緻な評価を実施する必要がある場合 

(a) クラス１容器の規定を準用した評価 

注記 ＊1：評価式とは，設計・建設規格にて評価する場合はクラ

ス２機器の評価式，告示第５０１号にて評価する場合

は第３種容器，第４種容器及び第２種管の評価式を示

す。 

＊2：機械工学便覧に記載されている 4 辺単純支持の長方形

板が等分布荷重を受ける場合の長方形板の大たわみ式 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(7／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

  2.2 重大事故等クラス２機器であってクラス１機器及び 

重大事故等クラス２支持構造物であってクラス１支持構造物

の構造及び強度 

重大事故等クラス２機器は，技術基準規則第 55 条におい

て，「設計上定める条件において，全体的な変形を弾性域に抑

えること」が要求されている。 

クラス１機器については，重大事故等時に流路としての機

能が要求され，重大事故等クラス２機器となることから，設

計上定める条件として重大事故等時の使用圧力，使用温度，

事故時荷重等が付加された状態を想定し，全体的な変形を弾

性域に抑えることについては，それと同等以上の性能を有し

ていることを確認する。 

重大事故等クラス２機器であってクラス１機器の強度評価

に当たっては，既に施設された設備であることから，施設時

の評価を基本とし，設計上定められる条件である重大事故等

時における使用圧力，使用温度及び事故時荷重を上回る評価

条件に対して，供用状態Ｄの許容応力＊を目安とした十分な裕

度を有する設計とし，その評価条件においても塑性変形が小

さなレベルに留まって延性破断に対して十分な余裕を有し，

流路としての十分な機能が保持できることを確認する。なお，

上述の評価条件及び判断基準を満たす既に実施された評価が

ある場合は，その評価結果の確認を実施する。 

また，重大事故等クラス２支持構造物は，技術基準規則第

55 条において，「重大事故等クラス２機器に溶接により取り

付けられ，その損壊により重大事故等クラス２機器に損壊を

生じさせるおそれがあるものにあっては，設計上定める条件

において，延性破断及び座屈が生じないこと」が要求されて

いることから，重大事故等クラス２機器であってクラス１機

器に溶接により取り付けられている支持構造物については，

重大事故等クラス２機器であってクラス１機器と同様に，設

計上定める条件である重大事故等時における使用圧力，使用

温度及び自重に対して，供用状態Ｄの許容応力＊を目安とした

十分な裕度を有する設計とする。 

注記 ＊：供用状態Ｄの許容応力は，設計・建設規格 解説 PVB-

3111 において，鋼材の究極的強さを基に，弾性計算

により塑性不安定現象の評価を行うことへの理論

的安全裕度を考慮して定めたものであり，一次一般

膜応力（Ｐｍ）は 2/3Ｓｕ，一次局部膜応力（ＰＬ）

＋一次曲げ応力（Ｐｂ）は 1.5×2/3Ｓｕ（＝Ｓｕ）

と規定されている。前者は，膜応力であり断面の応

力がＳｕに到達すると直ちに破損に至るため割下

げ率 1.5 を考慮して規定されているが，後者は，断

面表面がＳｕに到達しても断面内部は更なる耐荷

能力があり直ちに破損には至らないため割下げ率

は 1.0 としている。設計・建設規格に規定されてい

る供用状態Ｄの許容応力は，耐圧機能維持の観点か

ら，安全評価上の仮定に保証を与えるものであり，

それを適用することについては，材料の究極的な強

さに対して適切かつ十分な裕度を有した設計とな

る。 

 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(8／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

2.3 重大事故等クラス２機器であって原子炉格納容器の 

構造及び強度 

重大事故等クラス２機器は，技術基準規則第 55 条におい

て，「設計上定める条件において，全体的な変形を弾性域に抑

えること」が要求されている。 

原子炉格納容器については，重大事故等時に放射性物質の

閉じ込め機能が要求され，重大事故等クラス２機器となるこ

とから，設計上定める条件として重大事故等時の使用圧力，

使用温度等が付加された状態を想定し，全体的な変形を弾性

域に抑えることについては，それと同等以上の性能を有して

いることを確認する。 

重大事故等クラス２機器であって原子炉格納容器の強度評

価に当たっては，既に施設された設備であることから，施設

時の評価を基本とし，設計上定める条件である重大事故等時

における供用状態Ｄの許容応力＊を目安とした十分な裕度を

有する設計とし，その評価条件においても塑性変形が小さな

レベルに留まって延性破断に対して十分な余裕を有し，放射

性物質の閉じ込め機能としての十分な機能を保持できること

を確認する。 

注記 ＊：供用状態Ｄの許容応力は，設計・建設規格 解説 PVB-

3111 において，鋼材の究極的強さを基に，弾性計算によ

り塑性不安定現象の評価を行うことへの理論的安全裕

度を考慮して定めたものであり，一次一般膜応力（Ｐｍ）

は 2/3Ｓｕ，一次局部膜応力（ＰＬ）＋一次曲げ応力（Ｐ

ｂ）は 1.5×2/3Ｓｕ（＝Ｓｕ）と規定されている。前者

は，膜応力であり断面の応力がＳｕに到達すると直ちに

破損に至るため割下げ率 1.5 を考慮して規定されてい

るが，後者は，断面表面がＳｕに到達しても断面内部は

更なる耐荷能力があり直ちに破損には至らないため割

下げ率は 1.0 としている。設計・建設規格に規定されて

いる供用状態Ｄの許容応力は，耐圧機能維持の観点か

ら，安全評価上の仮定に保証を与えるものであり，それ

を適用することについては，材料の究極的な強さに対し

て適切かつ十分な裕度を有した設計となる。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(9／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

2.4 設計・建設規格又は告示第５０１号における材料の 

規定によらない場合の評価 

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造

物の材料について，技術基準規則施行前に工事に着手又は完

成したものであって設計・建設規格又は告示第５０１号にお

ける材料の規定によらない場合の評価については，以下の方

針に従って重大事故等対処設備として使用される圧力，温度，

荷重その他の使用条件に対して適切な材料であることを確認

する。 

(1) 機械的強度及び化学的成分 

設計・建設規格又は告示第５０１号において使用可能な材

料として規定されていない材料を使用している場合は，機械

的強度及び化学的成分について，使用材料となるクラス２機

器に使用可能な材料として規定されている材料との比較又は

求められる機能を考慮し，使用材料が重大事故等対処設備と

して使用される圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して

適切な材料であることを確認する。 

a. 機械的強度 

(a) 評価項目の選定 

機械的強度については，使用材料と比較対象となるクラ

ス２機器の使用可能な材料として規定されている材料の

材料規格である日本工業規格（以下「ＪＩＳ」という。）等

に規定されている機械的性質のうち機械的強度の評価に

ついて必要な項目の選定を行う。選定結果を表 2-1 に示

す。 

(b) 機械的強度の適切性の確認 

評価項目として選定された引張強さ及び降伏点又は耐

力について，使用材料と設計・建設規格においてクラス２

機器に使用可能な材料として規定された材料との比較又

は求められる機能を考慮し，使用条件に対して適切な機械

的強度を有していることを確認する。 

b. 化学的成分 

(a) 評価項目の選定 

化学的成分の評価項目は，使用材料と比較対象となるク

ラス２機器に使用可能な材料として規定されている材料

の材料規格である JIS 等に記載されている化学的成分と

する。 

(b) 化学的成分の適切性の確認 

評価項目として設定された化学的成分について，使用材

料と設計・建設規格においてクラス２機器に使用可能な材

料として規定されている材料との比較を行い，化学的成分

規定値に差異があった場合は，化学的成分ごとの影響を確

認し，使用条件において材料に悪影響を及ぼす差異でない

ことを確認する。あるいは，求められる機能を考慮し，使

用条件に対して適切な材料であることを確認する。なお，

各化学的成分の影響については，表 2-2 のとおり整理す

る。 

(2) 破壊じん性 

a. 破壊じん性試験不要となる材料の規定 

破壊じん性については，設計・建設規格に規定されている

破壊じん性試験不要となる材料の規定に該当する材料であ
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(10／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

ることを確認する。 

破壊じん性試験不要となる材料の規定＊1 

・厚さが 16 mm 未満の材料 

・断面積 625 mm2未満の棒の材料 

・呼び系が 25 mm 未満のボルト等の材料 

・外径が 169 mm 未満の管の材料 

・厚さが 16 mm，又は外径が 169 mm 未満の管に接続される

フランジの材料及び管継手の材料 

・オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

・非鉄金属 

注記 ＊1：一例としてクラス２容器の除外規定（設計・建設

規格 PVC-2310）を記載している。 

b. 破壊じん性の確認 

破壊じん性試験不要となる材料の規定に該当しない機器

の破壊じん性については，施設時の要求を考慮し，以下のと

おりとする。 

(a) 施設時に破壊じん性が要求されていた設備 

該当設備は，施設時の規格の要求に基づき十分な破壊じ

ん性を有していることを確認している。また，材料の破壊

じん性値は，一般的に温度が低くなるにつれて低下するこ

とから，脆性破壊に対して影響を与える最低使用温度につ

いて，重大事故等対処設備として使用される値が設計基準

対象施設としての値を有意に下回らないこと又は使用条件

を考慮して影響がないことを確認する。 

(b) 施設時に破壊じん性が要求されていなかった設備 

対象設備は，機器クラスがクラス３機器（工学的安全施

設を除く），クラス４管及び Non クラス＊2に該当する設備で

あり，施設時における破壊じん性に対する要求がないこと

から，材料のじん性は確認されていないが，設計基準の使

用条件に応じた材料が選定されている。重大事故等対処設

備としての使用条件と設計基準対象施設としての条件が大

きく変わらないことを確認することで，使用条件下での脆

性破壊に対するじん性は同じであるとみなせることから，

脆性破壊に対して影響を与える最低使用温度について，重

大事故等対処設備としての値が設計基準対象施設としての

値を有意に下回らないこと又は使用条件を考慮して影響の

ないことを確認する。 

注記 ＊2：技術基準規則第 2 条第 2 項第 28 号，第 32 号，

第 33 号，第 34 条及び第 35 条に規定する「原子

炉格納容器」，「クラス１容器」，「クラス１管」，

「クラス１ポンプ」，「クラス１弁」，「クラス２

容器」，「クラス２管」，「クラス２ポンプ」，「ク

ラス２弁」及びこれらを支持する構造物，「クラ

ス３容器」，「クラス３管」，「クラス４管」，炉心

支持構造物並びに発電用火力設備に関する技術

基準を定める省令の規定を準用するもの以外の

容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物 

上述の(a)項，(b)項において比較対象となる設計基準対象施

設としての最低使用温度は屋外に施設される機器においては水

戸地方気象台の気象観測記録における最低温度である－

12.7 ℃，原子炉格納容器の最低使用温度は 0 ℃，屋内に設置
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(11／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

される機器においては最低使用温度である 10 ℃，海水と接す

る設備は海水の最低温度である 7 ℃，原子炉冷却材圧力バウン

ダリを構成する機器については，38 ℃がそれぞれ設定されてい

る。 

重大事故等時において屋外の最低気温が変わることはないた

め，原子炉格納容器及び屋外に施設される機器の最低使用温度

は設計基準対象施設として設定した値と変わらない。屋内に施

設される機器のうち，重大事故等時において通水される内部流

体が高温流体の場合は，設計基準対象施設として設定されてい

る最低温度 10 ℃を下回ることはなく，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを構成する機器については，重大事故等時において原子

炉冷却材圧力バウンダリは高温状態となるため，設計基準対象

施設としての最低使用温度を下回ることはない。また，屋内に

施設される機器のうち，重大事故等時において通水される内部

流体が海水の場合は，最低海水温度が 7 ℃であり，設計基準対

象施設として設定されている最低使用温度 10 ℃を有意に下回

ることはない。 

以上より，(a)項に該当する施設時に破壊じん性が要求されて

いた機器において，材料の破壊じん性に影響を与える最低使用

温度が設計基準対象施設として設定されている値を重大事故等

対処設備としての値が下回らない機器については，施設時に確

認した破壊じん性が重大事故等対象設備としての材料に要求さ

れる破壊じん性を包絡しており，重大事故等対処設備としての

評価は省略する。最低使用温度が設計基準対象施設として設定

されている値を重大事故等対処設備としての値が下回る機器に

ついては，使用条件を考慮して問題のない材料であることを確

認する。 

(b)項に該当する施設時に破壊じん性が要求されていなかっ

た機器において，設計基準対象施設としての最低使用温度と重

大事故等対処設備としての最低使用温度とを比較し，使用条件

に応じた材料が規格に適合していること若しくは使用条件を考

慮して問題のない材料であることを確認する。 

(3) 非破壊試験 

a. 非破壊試験の実施確認 

重大事故等クラス２機器に属する鋳造品については，非

破壊検査の実施の有無を確認する。 

b. 非破壊試験の実績の有無 

強度計算に用いる許容値に，非破壊試験実施の有無によ

る品質係数を適用することで，材料の品質を適切に考慮し

た強度評価を実施する。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(12／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

 

9.3.1.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）

は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える

設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防

法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及

び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用

条件に対して，要求される強度を確保できる設計とす

る。 

 

ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内

燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基

準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態にお

いて，要求される強度を確保できる設計とする。 

 

 

また，可搬型重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の

構造設計にあたって，一般産業用工業品については，完成品

に対する評価を適用し，一般産業用工業品の規格及び基準へ

の適合性を確認することにより十分な強度を有することを確

認する。 

（重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針） 

2. 重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針 

重大事故等クラス３機器の材料及び構造については，技術基準

規則第 55 条（材料及び構造）に規定されており，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（平成 25

年 6 月 19 日原規技発第 1306194 号）（以下「技術基準規則の解

釈」という。）により完成品として一般産業品の規格及び基準へ

適合している場合は，技術基準規則の規定を満足するものとされ

ている。 

よって，重大事故等クラス３機器の技術基準規則第 55 条への

適合性については，技術基準規則の解釈第 55 条 6 において同解

釈第 17 条 6 を準用していることから，第 17 条において技術基準

規則を満たす仕様規定としている「発電用原子力設備規格 設計・

建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む。））＜第 I編 軽水炉規

格＞ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」（日本機械学会）（以下「設

計・建設規格」という。）のクラス３機器を参考にして評価を実施

する，又は完成品として一般産業品の規格及び基準に適合してい

ることを確認することで評価を実施する。 

 

2.1 完成品を除く重大事故等クラス３機器の構造及び強度 

(1) フランジ 

管のフランジは，設計・建設規格 PPD-3414 に適合するも

のを使用する設計とする。 

(2) 管継手 

管継手の強度評価は，以下のいずれかによる。 

・設計・建設規格 PPD-3415 に適合するものを使用する

設計とする。 

・設計・建設規格で考慮されている裕度を参考にしつつ，

実条件を踏まえた耐圧試験により裕度を有することが

確認された型式のものを使用する設計とする。なお，設

計・建設規格のクラス３機器の規定では，設計許容応力

以下となる必要板厚は，最高使用圧力を条件として評

価式により求めており，設計許容応力は降伏点に対し

て 8 分の 5 を基準にしていることから，降伏点に対す

る安全率は 1.6 となる。また，設計・建設規格のクラ

ス３機器の最高許容耐圧試験圧力は機器の応力制限

（降伏点）を基に定められており，耐圧試験の規定で

は，耐圧試験圧力は最高使用圧力の 1.5 倍（気圧の場

合は 1.25 倍）の 106 ％を超えないこととしている。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(13／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

 2.2 強度評価フロー 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の

容器等の容器及び管の公式による評価，解析による評価につい

ては，それぞれ以下に示す評価フローに従い実施する。 

 

(1) 公式による評価 

公式による評価における評価フローを第2.2-1図に示す。 

公式による評価では，容器の胴，鏡板，フランジ等の評

価部位，その形状，寸法に応じて規格計算式等が規定され

ていることから，評価部位に応じた適切な規格計算式を選

定する。 

規格計算式を選定したうえで，考慮する荷重，許容限界

を設定し，規格計算式により必要な厚さを算出し，算出し

た必要な厚さが最小厚さ以下であること(穴の補強計算等を

含む。)を確認する。 

また，形状，穴の位置等により規格計算式による評価が

困難な場合であって，検定水圧による評価を実施する場合

には，最高使用圧力が検定水圧以下であることを確認す

る。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

再処理施設での強度評価フロー

を明確にしたものであり，基本

的な考え方については発電炉と

同様であり，新たな論点が生じ

るものではない。 

「フランジ等」の指す内容は，

容器の平板，管台，管等であ

り，具体的な評価部位は「Ⅴ－

１－３－２ 公式による強度評

価書作成に関する基本方針」に

示すことから当該箇所では

「等」の記載を用いた。 

「規格計算式等」の指す内容

は，穴の補強に関する規定，検

定水圧等であり，具体的な規定

は「Ⅴ－１－３－２ 公式によ

る強度評価書作成に関する基本

方針」に示すことから当該箇所

では「等」の記載を用いた。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(14／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

 (2) 解析による評価 

解析による評価における評価フローを第2.2-2図に示す。 

解析による評価では，解析モデルを設定したうえで，考

慮する荷重，許容限界を設定し，解析プログラムを用いて

応力を算出し，算出した応力が設定した許容限界以下であ

ることを確認する。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(15／15) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

 (3) 完成品に対する評価 

完成品に対する評価における評価フローを第2.2-3図に示

す。 

完成品に対する評価では，一般産業用工業品の規格及び

基準を「法令＊１又は公的な規格＊２」，「メーカ規格及び基

準」の２つの区分に分類したうえで，一般産業用工業品の

規格及び基準への適合性確認として，適用される規格及び

基準が妥当であること，対象とする機器の材料が適切であ

ること及び使用条件に対する強度を有することを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊1：例えば，高圧ガス保安法に基づく容器保安規 

則及び一般高圧ガス保安規則等 

＊2：例えば，日本産業規格等 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 重大事故等クラス３機器のうち完成品の構造及び強度 

 

 

完成品は，一般産業品の規格及び基準への適合性を確認す

ることにより材料及び構造の要求を満たしていると評価する

ことから，適用される規格及び基準を，その規格基準に応じ

て，「法令＊1又は公的な規格＊2」，「メーカ規格及び基準」の 2

つの区分に分類し，適用される規格及び基準が妥当であるこ

と，対象とする機器の材料が適切であること及び使用条件に

対する強度を確認する。 

内燃機関を有する可搬型ポンプに附属する燃料タンク，非

常用発電装置（可搬型）に附属する燃料タンク及び冷却水ポ

ンプについては，可搬型ポンプ及び非常用発電装置（可搬型）

が燃料タンク等を含む一体構造品の完成品として製作されて

いるため，内燃機関を有する可搬型ポンプ又は非常用発電装

置（可搬型）が一般産業品の規格及び基準へ適合しているこ

とを確認することで，それらの附属機器である燃料タンク又

は冷却水ポンプが重大事故等時の使用条件に対する強度を有

することを確認する。 

 

注記 ＊1：例えば，高圧ガス保安法に基づく容器保安規則及

び一般高圧ガス保安規則等 

＊2：例えば，日本工業規格等 
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評価条件整理表及び 
評価項目整理表作成の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本添付書類は、別で定める方針に沿った強度計算方法・計算書を示す書類であることか

ら、発電炉との比較は行わない。 
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Ⅴ－１－３－１ 

評価条件整理表及び評価項目整理表

作成の基本方針 
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1 

1. 概要 

本資料は，「Ⅴ－１－２ 強度評価方針」に基づき強度評価を実施する安全機能を有

する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管について，使用条件に

対して十分な強度を有していることを確認するための強度評価書の作成の基本方針に

ついて説明するものである。 

 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の強

度評価については，公式による評価を基本とし，構造が複雑なもの又はより精緻な評価

が必要なものにあっては解析による評価，一般産業用工業品にあっては完成品に対する

評価を実施する。 

公式による強度評価書及び解析による強度評価書を作成するにあたっては，各強度評

価書への導入として，安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備としての使用条件

等を評価条件整理表として整理したうえで，既設工認にて，使用条件に対して十分な強

度を有していることが確認できるものにあっては，既設工認における当該強度計算書に

よるものとする。それ以外のものにあっては，今回新たに強度評価書を作成するものと

する。 

完成品に対する強度評価書を作成するにあたって，一般産業用工業品については今回

新たに配備するものであることから，新たに強度評価書を作成するものとする。 

また，今回新たに強度評価書を作成するにあたっては，各強度評価書への導入として，

それぞれの評価項目を評価項目整理表として整理する。 

 

なお，既設工認における強度計算書作成の基本方針については，平成５年 12 月 27 日

付け５安(核規)第 534 号にて認可を受けた設工認申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐

圧強度及び耐食性に関する説明書」における「Ⅴ－１－１ 容器の耐圧強度計算書作成

の基本方針」及び「Ⅴ－１－２ 管の耐圧強度計算書作成の基本方針」(以下「既認可強

度計算書作成の基本方針」という。)による。 
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2 

2. 強度評価書作成の基本方針 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の強

度評価については，公式による評価，解析による評価又は完成品に対する評価を実施す

るが，各強度評価書の作成にあたっては，安全機能を有する施設及び重大事故等対処設

備における使用条件等を整理する。 

 

使用条件等の整理としては，「申請区分」として既設／新設／改造の区分，「評価条件」

として仕様表における安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備としての使用条

件(圧力，温度)並びにその条件変更の有無を整理する。 

なお，強度評価においては圧力，温度のほか機械的荷重としてボルトの締付荷重を考

慮するが，ボルトの締付荷重に関してはボルトが耐圧機能を確保できるよう適切に締付

けるものであり，安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備としての状態に応じて

締付力を変更するものではないことから，仕様表における安全機能を有する施設及び重

大事故等対処設備としての圧力，温度を整理することで条件変更の有無を整理する。 

上記の使用条件等の整理を踏まえ，以下のとおり強度評価書の作成区分を整理したう

えで作成するものとする。 

 

既設の安全機能を有する施設の容器等の容器及び管であって重大事故等対処設備と

しての機能を兼用するものではなく，改造を実施しないものにあっては，安全機能を有

する施設の容器等としての既に認可を受けた強度評価結果があることから，既設工認に

おける当該強度計算書の添付書類番号及び添付書類名称を示す。(区分①) 

既設の安全機能を有する施設の容器等の容器及び管であって，重大事故等対処設備と

しての機能を兼用するもののうち，安全機能を有する施設としての使用条件に，重大事

故等対処設備としての使用条件が包絡されるものにあっては，重大事故等対処設備の容

器等としての評価は安全機能を有する施設の容器等としての評価に包絡されることか

ら，既設工認における当該強度計算書の添付書類番号及び添付書類名称を示す。(区分

①) 

重大事故等対処設備としての使用条件が包絡されないもの又は新たに設置する安全

機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等(可搬型重大事故等対処設

備の容器等の完成品を除く。)の容器及び管にあっては，構造等に関する設計方針に基

づく公式による強度評価書を今回新たに作成する。(区分②) 

ただし，区分②に該当するものであって，構造が複雑で構造等に関する設計方針に規

格計算式等が規定されていないもの又は評価条件の変更に伴いより精緻な評価が必要

なものにあっては，ASME 等に基づく解析による強度評価書を今回新たに作成する。(区

分③) 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品にあっては，完成品に対する強度評価書
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を今回新たに作成する。(区分④) 

上記の使用条件等，それらを踏まえた強度評価書の作成区分並びに既設工認における

当該強度計算書の添付書類番号及び添付書類名称については，各強度評価書への導入と

して，評価条件整理表としてまとめたものを示す。 

 

また，公式による評価，解析による評価及び完成品に対する評価として今回新たに強

度評価書を作成するものにあっては，各強度評価書への導入として，各評価において適

用する評価項目等を整理し評価項目整理表としてまとめたものを示す。 

なお，公式による評価及び解析による評価のうち既設工認における当該強度計算書に

よるもの(区分①)にあっては，既認可強度計算書作成方針に基づき作成した強度計算書

によるものであり今回新たに強度評価書を作成するものではないことから，評価項目整

理表の対象外とする。 

 

公式による評価，解析による評価及び完成品に対する評価における具体な強度評価書

作成の基本方針については，それぞれ「Ⅴ－１－３－２ 公式による強度評価書作成の

基本方針」，「Ⅴ－１－３－３ 解析による強度評価書作成の基本方針」及び「Ⅴ－１－

３－４ 完成品に対する強度評価書作成の基本方針」に示す。 
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3. 評価条件整理表 

本項では，評価条件整理表で整理する項目について説明する。 

(1) 申請区分 

区分 説明 

既設 既存の機器であって，改造に該当しないもの 

改造 既存の機器であって，機器の仕様又は構造を変更するもの 

新設 機器を新たに設置するもの 

 

(2) 評価条件 

・DB 条件： 

仕様表における安全機能を有する施設としての最高使用圧力及び最高使用温度。

安全機能を有する施設としての機能を有していないものにあっては「－」を記載

する。 

・SA 条件： 

仕様表における重大事故等対処設備としての使用時における圧力及び温度。重大

事故等対処設備としての機能を有していないものにあっては「－」を記載する。 

・条件変更の有無 

区分 説明 

有 

・DB 条件に SA条件が包絡されない機器 

・新設する機器(重大事故等対処設備のうち安全機能を有す

る施設として使用しない機器を含む。) 

無 上記以外の機器 

 

(3) 強度評価書の作成区分 

区分 説明 

① 
既設工認における評価結果の確認による評価として，当該強

度計算書の添付書類番号及び添付書類名称を示す 

② 
構造等に関する設計方針に基づく公式による強度評価書を

今回新たに作成する 

③ 
ASME，設計・建設規格等に基づく解析による強度評価書を今

回新たに作成する 

④ 
一般産業用工業品の規格及び基準への適合性を示す完成品

に対する強度評価書を今回新たに作成する 

 

  

97



 

5 

(4) 既設工認における申請回次並びに添付書類番号及び添付書類名称 

区分①に該当する機器にあっては，当該機器の既設工認の申請回次及び当該強度計

算書の添付書類番号及び添付書類名称を示す。 

区分①以外に該当する機器にあっては，「－」を記載する。 

申請回次 申請回次の詳細 

第２回 
・平成５年 12月 27日付け５安(核規)第 534 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

第３回 

・平成６年７月 22日付け６安(核規)第 220 号にて認可を受けた設工認申請書

の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 19年 12 月 27 日付け平成 19･10･31 原第２号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

第４回 

・平成７年９月 26日付け７安(核規)第 710 号にて認可を受けた設工認申請書

の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 10年４月７日付け 10安(核規)第 148 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 10年８月 31日付け 10安(核規)第 639 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 11年３月 29日付け 11安(核規)第 163 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 11年９月９日付け 11安(核規)第 849 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 12年３月 17日付け 11安(核規)第 1269 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 12年 10 月 24 日付け 12安(核規)第 556 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 12年 12 月 13 日付け 12安(核規)第 917 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 
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申請回次 申請回次の詳細 

第５回 

・平成９年５月 27日付け９安(核規)第 245 号にて認可を受けた設工認申請書

の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 10年４月７日付け 10安(核規)第 148 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 11年３月 29日付け 11安(核規)第 163 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 11年９月９日付け 11安(核規)第 849 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 12年３月 17日付け 11安(核規)第 1269 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 12年 10 月 24 日付け 12安(核規)第 556 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 12年 12 月 13 日付け 12安(核規)第 917 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 13年７月２日付け平成 13･05･18 原第２号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 24年８月６日付け 20120710 原第 10 号にて認可を受けた設工認申請書

の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 
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申請回次 申請回次の詳細 

第６回 

・平成 10年６月９日付け９安(核規)第 596 号にて認可を受けた設工認申請書

の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 10年 12 月１日付け 10安(核規)第 814 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 11年３月 29日付け 11安(核規)第 163 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 11年６月 22日付け 11安(核規)第 334 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 11年９月９日付け 11安(核規)第 849 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 12年３月 17日付け 11安(核規)第 1269 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 12年 10 月 24 日付け 12安(核規)第 556 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 13年４月 18日付け平成 13･03･02 原第８号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 13年７月２日付け平成 13･05･18 原第２号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 14年３月 11日付け平成 14･01･28 原第 13 号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 14年 11 月 29 日付け平成 14･08･06 原第 12号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 15年４月 15日付け平成 14･12･06 原第 10 号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 16年３月４日付け平成 16･01･27 原第１号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 16年９月 28日付け平成 16･07･09 原第１号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 17年４月８日付け平成 17･03･15 原第１号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 17年 11 月 29 日付け平成 17･11･16 原第４号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 23年１月 18日付け平成 22･11･30 原第 29 号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

100



 

8 

申請回次 申請回次の詳細 

第７回 

・平成 11年１月 29日付け 10安(核規)第 538 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 11年３月 29日付け 11安(核規)第 163 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 11年９月９日付け 11安(核規)第 849 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 12年３月 17日付け 11安(核規)第 1269 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 12年 10 月 24 日付け 12安(核規)第 556 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 12年 12 月 13 日付け 12安(核規)第 917 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 13年４月 18日付け平成 13･03･02 原第８号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 13年７月２日付け平成 13･05･18 原第２号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 14年３月 11日付け平成 14･01･28 原第 13 号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 14年６月 20日付け平成 14･04･30 原第 13 号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 15年４月 15日付け平成 14･12･06 原第 10 号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 16年１月 26日付け平成 15･05･29 原第１号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 16年３月４日付け平成 16･01･27 原第１号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 17年４月８日付け平成 17･03･15 原第１号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 17年 11 月 29 日付け平成 17･11･16 原第４号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 19年１月 19日付け平成 18･12･25 原第 29 号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 21年３月 17日付け平成 21･02･18 原第１号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 
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申請回次 申請回次の詳細 

第８回 

・平成 11年７月５日付け 11安(核規)第 135 号にて認可を受けた設工認申請

書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 12年３月 17日付け 11安(核規)第 1269 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

・平成 12年 10 月 24 日付け 12安(核規)第 556 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 
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4. 評価項目整理表 

評価項目整理表では，公式による評価，解析による評価又は完成品に対する評価を適

用し今回新たに強度評価書を作成する安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等

対処設備の容器等の容器及び管を対象に，「Ⅴ－１－３－２ 公式による強度評価書作

成の基本方針」，「Ⅴ－１－３－３ 解析による強度評価書作成の基本方針」及び「Ⅴ－

１－３－４ 完成品に対する強度評価書作成の基本方針」に示す各評価項目に対して，

当該容器及び管において適用する評価項目を示す。 
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本添付書類は、別で定める方針に沿った強度計算方法・計算書を示す書類であることか

ら、発電炉との比較は行わない。 
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1 

1. 概要 

本資料は，「Ⅴ－１－２ 強度評価方針」に基づき公式による評価を適用する安全機能

を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管について，使用条

件に対して十分な強度を有していることを確認するための公式による強度評価書の作成

の基本方針について説明するものである。 
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2. 規格計算式等の選定 

公式による評価では，容器の胴，鏡板，フランジ等の評価部位，その形状，寸法に応じ

て規格計算式等が規定されていることから，評価部位に応じた適切な規格計算式を選定

する。 

 

2.1 一般事項 

2.1.1 準拠規格及び基準との適合性 

(1) 公式による評価は，構造等に関する設計方針を適用する。構造等に関する設計方

針に規格計算式の規定がないもの及び構造等に関する設計方針の規定によりがた

いものについては，他の規格及び基準等を適用して行う。 

構造等に関する設計方針の項目と容器の規格計算式との対応は，第2.1.1-1表に

示すとおりである。また，構造等に関する設計方針の項目と管の規格計算式との対

応は，第2.1.1-2表に示すとおりである。 

(2) 容器の強度計算書記載範囲内に使用するフランジのうち「Ⅴ－２ 強度評価書」

で評価するもの以外のフランジは，構造等に関する設計方針第12条第1項又は別表

第11に掲げるものを使用する。 

(3) 管の強度計算書記載範囲内に使用するフランジのうち「Ⅴ－２ 強度評価書」で

評価するもの以外のフランジは，構造等に関する設計方針第12条第1項又は別表第

11に掲げるものを使用する。 
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第2.1.1-1表(1/3) 容器の規格計算式と構造等に関する設計方針との対応 

計算項目 規格計算式 

構造等に関する設計方針の 

条項号 

条項 号 － － 

  7 容器の胴 

円筒形の胴の計算 2.2.2項  3 一 

二 

 

イ 

ハ 

ニ 

 

球形の胴の計算 2.2.3項  3 一 

二 

 

ホ 

ト 

 

円すい形の胴の計算 2.2.4項  1 

3 

一 

一 

二 

 

 

チ 

リ 

 

平板形の胴の計算 2.2.5項 7 3 一 

二 

 

ヌ 

 

容器の胴として使用できる管継手の計算 2.2.6項 7 10 一 

二 

  

容器の胴の補強を要しない穴の 

最大径の計算 

2.2.7項 7 6 二   

  8 容器の鏡板 

さら形鏡板の計算 2.2.8項  1 

2 

一 

一 

二 

  

全半球形鏡板の計算 2.2.9項  2 三 

四 

  

半だ円形鏡板の計算 2.2.10項  1 

2 

三 

五 

六 

  

円すい形鏡板の計算 2.2.11項  1 

2 

四 

七 

八 

  

容器の鏡板の補強を要しない穴の 

最大径の計算 

 

容器の鏡板の2以上の穴の 

中心間距離 

2.2.12項 

 

 

2.2.13項 

 3 

 

 

3 

二 

 

 

二 

 

 

 

ニ 

 

  10 容器の管板 

容器の管板の計算 2.2.14項  1 一 

二 

三 

  

  11 容器の管台 

容器の管台の計算 2.2.15項  1 一 

二 

三 
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第2.1.1-1表(2/3) 容器の規格計算式と構造等に関する設計方針との対応 

計算項目 
強度計算書の 

計算式 

構造等に関する設計方針の 

条項号 

条項 号 － － 

  7 容器の胴 

外面に圧力を受ける胴の強め輪の 

計算 

2.2.16項  9 一 

二 

  

  7 容器の胴 

内面に圧力を受ける円すい形の胴と 

円筒形の胴との接続による強め輪の計算 

2.2.17項  8 一 

二 

三

四 

五 

  

  

9 容器のフランジ

付き 

さら形ふた板 

容器のフランジ付きさら形ふた板の計算 2.2.18項  1 

2 

 

3 

 

一 

二 

  

12 容器のフランジ 

 2 一 

二

三 

四 

  

  6条の2 開放タンク 

開放タンクの胴の計算 2.2.19項  1 

2 

   

開放タンクの補強を要しない穴の最大径 2.2.20項  4 二   

  6条の2 開放タンク 

開放タンクの底板の計算 2.2.21項  6 

7 

   

  6条の2 開放タンク 

開放タンクの管台の計算 2.2.22項  8 

 

   

  11 容器の管台 

熱交換器の管の計算 2.2.23項  1 一 

二 

  

容器の穴の補強計算  7 容器の胴 

容器の胴の穴の補強計算 2.2.24.2項  7    

  8 容器の鏡板 

容器の鏡板の穴の補強計算 2.2.24.3項  4    

容器の平板の穴の補強計算 2.2.24.4項 8条の2 14    

開放タンクの胴の穴の補強計算 2.2.24.5項 6条の2 開放タンク 

   5    
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第2.1.1-1表(3/3) 容器の規格計算式と構造等に関する設計方針との対応 

計算項目 
強度計算書の 

計算式 

構造等に関する設計方針の 

条項号 

条項 号 － － 

  15条の2 穴と補強 

管の穴の補強計算 2.2.24.7項  2 
   

  7 容器の胴 

2以上の穴が接近しているときの 

補強計算 

2.2.24.8項  7 二   

フランジの計算 2.2.25.2項 

容器のフランジ 

第12条第1項 

JIS B 8265(2003)「圧力容

器の構造－一般事項附属書3

（規定）圧力容器のボルト

締めフランジ」を適用 

ステーによってささえられない 

容器の平板の厚さの計算 
2.2.26.1項 

8条の2 1 
容器の平板 

輪形ガスケットを用いて平板を 

取付ける場合の平板の厚さの計算 
2.2.26.2項 

8条の2 2 

3 
   

ステーによってささえられる平板の厚さ

の計算 
2.2.26.3項 

8条の2 6 

7 
   

平板のステーに作用する応力の計算 2.2.26.4項 
8条の2 8 

9 
   

角形容器の平板部でリブによって補強 

されたものの最高使用圧力の計算 
2.2.26.5項 

8条の2 10 
   

平板の変形量の計算 2.2.26.6項 8条の2 11    

容器の平板に穴をあける場合に，補強を

要しない計算上必要な厚さの計算 
2.2.26.7項 

8条の2 14 
二   

    伸縮継手 

伸縮継手の強度計算 2.2.27項 12条の2 1 一 

二 
  

ジャケット閉鎖部の厚さの計算 2.2.28項 8条の2 4 容器の平板 

半割コイルジャケットの計算 2.2.29項 8条の2 5    
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第2.1.1-2表(1/2) 管の規格計算式と構造等に関する設計方針との対応 

計算項目 規格計算式 

構造等に関する設計方針の 

条項号 

条項 号 － － 

管の強度計算 2.3.2 項 14 管の形状 

1 一 

二 

三 

  

平板の強度計算 

 

平板に穴を設けない場合 

 

平板に穴を設ける場合 

2.3.3 項  

14 

 

15 条の 2 

 

管の形状 

3 一   

穴と補強 

1 二 ハ (イ) 

(ロ) 

鏡板の強度計算 

さら形鏡板鏡部 

 

全半球形鏡板鏡部 

 

半だ円形鏡板鏡部 

 

鏡板のフランジ部 

2.3.4 項 14 管の形状 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

二 

 

二 

 

二 

イ 

ロ 

ハ 

ニ 

ホ 

ヘ 

 

レジューサの強度計算 

 

円すい部分 

(内面に圧力を受けるもの) 

すその丸みの部分 

(内面に圧力を受けるもの) 

円すい及びすその丸みの部分 

(外面に圧力を受けるもの) 

 

レジューサのフランジ部 

2.3.5 項  

7 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

容器の胴 

3 

 

3 

 

3 

二 

 

二 

 

二 

チ 

 

チ 

 

リ 

(イ) 

 

(ロ) 

(ハ) 

管の形状 

1 一 

二 

三 
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第2.1.1-2表(2/2) 管の規格計算式と構造等に関する設計方針との対応 

計算項目 計算式 

構造等に関する設計方針との対応 

条項 号 － － 

管の穴と補強計算 

穴の補強の要・不要 

穴の補強に有効な範囲 

主管の厚さの計算 

分岐管の厚さの計算 

穴の補強計算 

大穴の補強の要・不要 

大穴の補強に有効な範囲 

大穴の補強計算 

二つの穴の補強計算 

 

 

溶接部の強度計算 

 

2.3.6 項 15 条の 2 穴と補強 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

二 

一 

一 

一 

一 

四 

四 

四 

二 

 

 

八 

九 

 

イ 

ロ 

ロ 

 

 

 

 

イ 

ロ 

ハ 

 

 

(イ) 

(ロ) 

フランジの強度計算 2.3.7 項 15 管の接続 

3    

JIS B 8265(2003)

「圧力容器の構造－

一般事項の附属書 3

圧力容器のボルト締

めフランジ」等を適

用 

伸縮継手の強度計算 2.3.8 項 15 条の 3 管継手 

1 二   
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2.1.2 計算精度と数値のまるめ方 

計算の精度は原則として，6ケタ以上を確保することとする。表示する数値のま

るめ方は，第2.1.2-1表に従うが，原則として，計算結果を導くための計算過程の

数値は数値の種類に関わらず，数値処理する前の値を使用する。 

第2.1.2-1表 表示する数値のまるめ方 

数値の種類 単位 処理桁 処理法 表示最小桁 

圧
力 

最高使用圧力 MPa 
小数点以下第3位 

(有効数字3桁目＊1) 
四捨五入 

小数点以下第2位 

(有効数字2桁＊1) 

外面に受ける 

最高の圧力 
MPa 

小数点以下第3位 

(有効数字3桁目＊1) 
四捨五入 

小数点以下第2位 

(有効数字2桁＊1) 

温度 ℃ － － 整数位 

許容応力 MPa 小数点以下第1位 切捨て 整数位 

降伏点 MPa 小数点以下第1位 切捨て 整数位 

算出応力 MPa 小数点以下第1位 切上げ 整数位 

長
さ 

下記以外の長さ 
mm 

m*2 
小数点以下第3位 四捨五入 小数点以下第2位 

計算上必要な厚さ mm 小数点以下第3位 切上げ 小数点以下第2位 

最小厚さ mm 小数点以下第3位 切捨て 小数点以下第2位 

管の外径 mm － － 小数点以下第1位 

管の公称厚さ 
mm 

－ － 小数点以下第1位 

ボルト谷径 mm － － 小数点以下第3位 

開放タンクの水頭 

及び管台の内径 
m 小数点以下第5位 四捨五入 小数点以下第4位 

ガスケット厚さ mm － － 小数点以下第1位 

面積 mm2 有効数字5桁目 四捨五入 有効数字4桁＊３ 

力 N 有効数字5桁目 四捨五入 有効数字4桁＊３ 

モーメント N・mm 有効数字5桁目 四捨五入 有効数字4桁＊３ 

角度 ° 
小数点以下第2位(小

数点以下第1位)＊４ 四捨五入 
小数点以下第1位 

(整数位)＊４ 

比重 － 小数点以下第3位 四捨五入 小数点以下第2位 

慣性モーメント mm4 有効数字5桁目 四捨五入 有効数字4桁 
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注記 ＊１：0.1MPa未満の場合，有効数字2桁まで表示する。また，0.01MPa未満の場合

は，べき数表示とする。（例）0.098MPa，0.0098MPa→9.8×10-3MPa 

＊２：開放タンクの胴内径 

＊３：絶対値が1,000以上のときは，べき数表示とする。 

＊４：管の穴と補強計算の主管と分岐管とのなす角度に用いる。 

 

2.1.3 使用材料の表示方法 

材料は，次に従い表示するものとする。 

(1) JISに定める材料記号による表示とする。JISに材料記号のないものは，構造等に

関する設計方針の記号を表示する。JIS及び構造等に関する設計方針に材料記号の

ないものについては，材料名称及び種類を呼び名等で表示する。JIS及び構造等に

関する設計方針に材料記号がないものでJIS又は構造等に関する設計方針に相当

材が記載されている場合は次のように表示する。 

相当材記号 相当 (当該材記号) 

(例) SM400 A相当(SMA 400 AP) 

(2) 管の許容引張応力の値が継目無管，電気抵抗溶接管及び鍛接管等，製造方法によ

り異なる場合は，材料記号の後に“－”を入れ，その製法による記号を付記して表

示する。 

(例)STPT410-S (継目無管の場合) 

なお，R-SUS304ULC材において，耐食グレードがA級又はSA級の材料を使用する場

合には，その耐食グレードを( )内に記載しておく。 

(例) R-SUS304ULCの管材で，耐食グレードがSA級の継目無管を使用する場合

には，R-SUS304ULCTP-S(SA)と記載する。 

(3) 使用する厚さ，径等によって許容引張応力の値が異なる場合，材料記号の後に該

当する厚さ，径等の範囲を付記して表示する。 

(例) S45C 直径40mm以下 

(4) 熱処理によって許容引張応力の値が異なる場合，材料記号の後にJISに定める熱

処理記号を付記して表示する。 

(例)SUS 630H1075（析出硬化処理の場合） 

(5) 海外規格の材料を使用する場合で，JIS等に相当材がある場合は，海外規格材記

号を“正”として使用材料欄に記載し，相当するJIS等の規格記号を“従”として

括弧書きにて記載又は注記を付して欄外に記載する。 
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(6) 再処理用ステンレス鋼鍛造品，管，チューブの表示は下記による。 

(例)R-SUSF304ULC，R-SUS304ULCTP，R-SUS304ULCTB 

 

2.1.4 最小厚さについて 

強度計算書に記載する最小厚さは，公称厚さから素材の公差，曲げ加工公差及び

腐食代を差し引いた値とする。 

最小厚さ ＝ 公称厚さ － 素材の負の公差 － 曲げ加工公差＊ － 腐食代 

なお，内包する液の硝酸濃度が0.2mol／l未満の場合は腐食代は考慮しない。 

 

注記 ＊：管の強度計算においては，厚さの負の許容差として考慮するものとす

る。 
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2.2 容器に関する規格計算式等 

容器の公式による評価に用いる計算式と記号を以下に定める。 

2.2.1 共通記号 

特定の計算に限定せず，一般的に使用する共通記号及び略称を次に掲げる。 

構造等に関する 

設計方針の記号 
計算書の記号 表示内容 単位 

P P 最高使用圧力(内圧) MPa 

Pe Pe 最高使用圧力(外圧) MPa 

－ Sy 材料の降伏点 MPa 

η η 継手の効率 － 

－ π 円周率 － 

 

計算書の表示 表示内容 

継手の種類  

突合せ両側溶接 突合せ両側溶接 

突合せ片側溶接 

(裏当金取り除く) 

裏当金を使用した突合せ片側溶接 

(溶接後裏当金を取り除いたものに限る) 

並びにこれと同等以上の効果が得られる方法による溶接 

継手なし 継手なし 

突合せ片側溶接 裏当金を使用しない突合せ片側溶接 

放射線検査の有無  

有 
有:「技術基準」の規定に従い放射線透過試験を 

行いこれに合格するもの 

無 無：その他のもの 
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2.2.2 円筒形の胴の計算 

容器の胴の計算には，構造等に関する設計方針第7条第3項第一号，第二号イ，ハ

及びニを適用する。 

注記：胴板の厚さが胴の内半径の1／2を超える場合については該当する容器が

ないので記載しない。 

(1) 算式 

円筒形の胴に必要な厚さは次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

a. 構造等に関する設計方針上必要な厚さ：t1 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られたものにあっては3mm，その他の材料で

作られたものにあっては1.5mmとする。 

b. 次の計算式により計算した値。 

(a) 内面に圧力を受ける胴：t2 

t2＝
PDi

2Sη－1.2P
  

(b) 外面に圧力を受ける胴：t3 

ア. 厚さが外径の0.1倍以下のものの計算上必要な厚さは次の式による値と

する。 

t3＝
3PeDo
4B

  

イ. 厚さが外径の0.1倍を超えるものの計算上必要な厚さは，次の二つの式に

より計算したいずれか大きい方の値とする。 

t31＝

Do   
 

  
  

Pe
B
＋0.0833

2.167
  

t32＝
Do
2
   
 

  
 

1－ 1－ 
2Pe
S2
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(2) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

B B 
構造等に関する設計方針別図第4から別図第22までに 

より求めた値 
－ 

Di Di 胴の内径 mm 

Do Do 胴の外径 mm 

L，ℓ ℓ 強め輪間の有効長さ mm 

S S(S1)＊ 内圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 MPa 

S S2 

外圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力の 

2倍の値又は材料の降伏点の0.9倍の値のいずれか 

小さい方の値 

MPa 

－ t 胴に必要な厚さ mm 

－ ts 胴の最小厚さ mm 

－ tso 胴の呼び厚さ mm 

－ t1 胴の構造等に関する設計方針上必要な厚さ mm 

t t2 胴の計算上必要な厚さ mm 

t t3 胴の計算上必要な厚さ mm 

t t31 胴の計算上必要な厚さ mm 

t t32 胴の計算上必要な厚さ mm 

注記 ＊：S(S1)は，内圧時の計算のみの場合はSを，内圧時及び外圧時の計算の場合にはS1

を用いる(以下同様) 

 

(3) 評価 

胴の最小厚さ(ts)≧胴に必要な厚さ(t)ならば十分である。 
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2.2.3 球形の胴の計算 

球形の胴の計算を用いる容器は存在しないため，記載を省略する。 

 

2.2.4 円すい形の胴の計算 

容器の胴の計算には，構造等に関する設計方針第7条第1項第一号，第3項第一号，

第二号チ及びリを適用する。 

(1) 形状の制限 

a. 図7-1，2の形状にあってはro≧max(r1，r2) 

rs≧max(r2，r3)であること。 

ここでr1＝0.06(Do＋2tso) 

r2＝3tso  

r3＝0.06(Ds＋2tso) 

b. 図7-3の形状にあってはrO≧max(r1，r2)及びθ≦30°であること。 

ここでr1＝0.06(Do＋2tso) 

r2＝3tso  

c. 図7-4の形状にあってはθ≦30°であること。 

 

 
図7-1        図7-2       図7-3        図7-4 
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(2) 算式 

円すい形の胴に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

a. 構造等に関する設計方針上必要な厚さ：t1 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られたものにあっては3mm，その他の材料で

作られたものにあっては1.5mmとする。 

b. 次の計算式により計算した値。 

(a) 内面に圧力を受ける胴 

ア. 図7-1，2，3の形状にあっては，次に掲げる式による値とする。 

(ア) 円すい部：t2 

t2＝
PDi

2cosθ(Sη－0.6P)
  

(イ) すその丸みの部分：t3 

大径端側(図7-1，2，3) 

t3＝
PDiW

4cosθ(Sη－0.1P)
  

ただし，W＝
1

4
   
 

  
 

3＋  
Di

2rocosθ
  

小径端側(図7-1，2) 

t3＝
PDi

2cosθ(Sη－0.6P)
  

イ. 図7-4の形状にあっては，次に掲げる式による値とする。 

(ア) 円すい部：t2 

t2＝
PDi

2cosθ(Sη－0.6P)
 

 

(b) 外面に圧力を受ける胴：t4 

ア. 厚さが外径の0.1倍以下で，かつ，円すいの頂角の2分の1が60°以下のも

のの計算上必要な厚さは次の式による値とする。 

t4＝
3PeDos
4B
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イ. 厚さが外径の0.1倍を超え，かつ，円すいの頂角の2分の1が60°以下のも

のの計算上必要な厚さは，次の二つの式により計算したいずれか大きい値

とする。 

t41＝

Dos   
 

  
  

Pe
B
＋0.0833

2.167
 

t42＝
Dos
2
   
 

  
 

1－ 1－ 
2Pe
S2

 

ウ. 円すいの頂角の2分の1が60°を超えるものの計算上必要な厚さは，構造

等に関する設計方針第8条の2第1項による値とする。 

t4＝Dos  
ZCPe
S3

 

(3) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

B B 構造等に関する設計方針別図第4から別図第22までに 

より求めた値 

－ 

Di Di 円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部分の軸

に垂直な断面の内径 

mm 

Do Do 胴の大径端側の内径 mm 

Do，d Dos 円すいの頂角の2分の1が22.5°以下のものにあっては

その軸に垂直な断面の外径の最大のもの(強め輪を設け

ている胴にあってはその取り付けられている部分の外

径の最大のもの) 

円すいの頂角の2分の1が22.5°を超え 

60°以下のものにあっては，その軸の垂直な断面の内

径の最大のもの(強め輪を設けている胴にあってはその

取り付けられている部分の内径の最大のもの) 

円すいの頂角の2分の1が60°を超えるのもにあっては

その軸に垂直な断面の内径の最大のもの 

mm 

Di Ds 胴の小径端側の内径 mm 

Z Z 平板の形状によって定まる定数(Z＝1) － 

C C 平板の取付け方法によって定まる定数(C＝0.75) － 
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構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

ℓ ℓ 円すいの頂角の2分の1が22.5°以下のものにあっては

その軸方向の長さ(強め輪を設けている胴にあっては強

め輪のその中心間の距離)22.5°を超え60°以下のもの

にあってはその軸に垂直な断面の内径の最大の 

もの(強め論を設けている胴にあっては 

その取り付けられている部分の内径のもの) 

mm 

ro ro 胴の大径端側のすその丸みの部分の内半径 mm 

rs rs 胴の小径端側のすその丸みの部分の内半径 mm 

S S(S1) 内圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 MPa 

S S2 

外圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力の 

2倍の値又は材料の降伏点の0.9倍の値のいずれか 

小さい方の値 

MPa 

S S3 外圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 MPa 

－ t 胴に必要な厚さ mm 

－ ts 胴の最小厚さ mm 

－ tso 胴の呼び厚さ mm 

－ t1 胴の構造等に関する設計方針上必要な厚さ mm 

t t2 胴の計算上必要な厚さ mm 

t t3 胴の計算上必要な厚さ mm 

t t4 胴の計算上必要な厚さ mm 

t t41 胴の計算上必要な厚さ mm 

t t42 胴の計算上必要な厚さ mm 

W W 円すいの形状による係数 － 

θ θ 円すい頂角の2分の1 ° 

 

(4) 評価 

胴の最小厚さ(ts)≧胴に必要な厚さ(t)ならば十分である。 
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2.2.5 平板形の胴の計算 

平板形にあっては，構造等に関する設計方針第8条の2に規定する値を適用する。 

 

2.2.6 容器の胴として使用できる管継手の計算 

容器の胴として使用できる管継手の計算を用いる容器は存在しないため，記載

を省略する。 

 

2.2.7 容器の胴の補強を要しない穴の最大径の計算 

平板形を除く容器の胴については，構造等に関する設計方針第7条第6項を適用

する。 

(1) 算式 

胴の補強を要しない穴の最大径は，次のa.，b.で計算した値のいずれか大きい値

とする。 

a. 穴の径が61mm以下で，かつ，次の計算式により計算した値以下の穴 

dr1＝
D－2ts

4
 

b. a.に掲げるものを除き穴の径が200mm以下で，かつ，構造等に関する設計方針

の図(次の計算式)により求めた値以下の穴 

dr2＝8.05 3  Dts(1－K) 

Kは，次の計算式により計算した値で，K＞0.99のときは，K＝0.99とする。 
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(a) 円筒形の場合 

K＝
PD

1.82Sηts
 

(b) 球形の場合 

K＝
PD

3.64Sηts
 

(c) 円すい形の場合 

K＝
PD

1.82Sηtscosθ
 

 

(2) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

D D 
胴の外径，ただし，円すい形の胴の場合にあっては， 

穴の中心における胴の外径 
mm 

d dr1 補強を要しない穴の最大径 mm 

d dr2 補強を要しない穴の最大径 mm 

K K 係数，ただし，K≦0.99 － 

S S 最高使用温度における材料の許容引張応力 MPa 

ts ts 胴の最小厚さ mm 

η η 
穴が長手継手を通る場合はその継手の効率， 

その他の場合は1 
－ 

θ θ 円すい頂角の2分の1 ° 

 

(3) 評価 

穴の径≦補強を要しない穴の最大径(dr1とdr2のうちいずれかの値)ならば，穴の

補強計算及び溶接部の強度計算を省略する。 
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2.2.8 さら形鏡板の計算 

容器のさら形鏡板の計算には，構造等に関する設計方針第8条第1項第一号，第2

項第一号及び第二号を適用する。 

(1) 形状の制限 

Doc≧R，r≧3・tco，r≧0.06・Doc，r≧50であること。 

(2) 算式 

さら形鏡板に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

a. 中低面に圧力を受ける鏡板：t1，t2 

(a) フランジ部：t1 

t1＝
PDi

2Sη－1.2P
 

(b) 鏡板部：t2 

t2＝
PRW

2Sη－0.2P
 

ただし，W＝
1

4
   
 

  
 

3＋  
R

r
 

b. 中高面に圧力を受ける鏡板：t3，t4 

(a) フランジ部：t3 

ア. 厚さが外径の0.1倍以下のものの計算上必要な厚さは，次の式による値と

する。 

t3＝
3PeDo
4B1

 

イ. 厚さが外径の0.1倍を超えるものの計算上必要な厚さは，次の二つの式に

より計算したいずれか大きい値とする。 

t31＝

Do   
 

  
  

Pe
B1
＋0.0833

2.167
 

t32＝
Do
2
   
 

  
 

1－ 1－ 
2Pe
S2

 

(b) 鏡板部：t4 

t4＝
Pe Ro
B2
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(3) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

B B1 
鏡板が取り付けられる胴について構造等に関する 

設計方針別図第4から別図第22までにより求めた値 
－ 

B B2 
鏡板について構造等に関する設計方針別図第4から別図

第22までにより求めた値 
－ 

Di Di 鏡板が取り付けられる胴の内径 mm 

Do Do 鏡板が取り付けられる胴の外径 mm 

Do Doc 鏡板の外径 mm 

ℓ ℓ 鏡板のフランジ部の外径 mm 

R R 鏡板の中央部における内面の半径 mm 

R Ro 鏡板の中央部の外半径 mm 

r r 鏡板のすみの丸みの内半径 mm 

S S(S1) 
内圧時(中低面に圧力を受ける時)の最高使用温度に 

おける材料の許容引張応力 
MPa 

S S2 

外圧時(中高面に圧力を受ける時)の最高使用温度に 

おける材料の許容引張応力の2倍の値又は材料の降伏点

の0.9倍の値のいずれか小さい方の値 

MPa 

－ t 鏡板に必要な厚さ mm 

－ tc 鏡板の最小厚さ mm 

－ tco 鏡板の呼び厚さ mm 

t t1 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ mm 

t t2 鏡板の計算上必要な厚さ mm 

t t3 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ mm 

t t31 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ mm 

t t32 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ mm 

t t4 鏡板の計算上必要な厚さ mm 

W W さら形鏡板の形状による係数 － 

 

(4) 評価 

鏡板の最小厚さ(tc)≧鏡板に必要な厚さ(t)ならば十分である。 
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2.2.9 全半球形鏡板の計算 

全半球形鏡板の計算を用いる容器は存在しないため，記載を省略する。 

 

2.2.10 半だ円形鏡板の計算 

容器の半だ円形鏡板の計算には，構造等に関する設計方針第8条第1項第三号，

第2項第五号及び第六号を適用する。 

(1) 形状の制限 

DiL
2h

 ≦ 3 

であること。 

(2) 算式 

半だ円形鏡板に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

a. 中低面に圧力を受ける鏡板：t1，t2 

(a) フランジ部：t1 

t1＝
PDi

2Sη－1.2P
 

(b) 鏡板部：t2 

t2＝
PDiLK

2Sη－0.2P
 

K＝
1

6
 

 
 
 

 
 
 

2＋   
 

  
 DiL

2h
 2  

b. 中高面に圧力を受ける鏡板：t3，t4 

(a) フランジ部：t3 

ア. 厚さが外径の0.1倍以下のものの計算上必要な厚さは，次の式による値

とする。 

t3＝
3PeDo
4B1

 

イ. 厚さが外径の0.1倍を超えるものの計算上必要な厚さは，次の二つの式

により計算したいずれか大きい値とする。 

t31＝

Do   
 

  
  

Pe
B1
＋0.0833

2.167
 

t32＝
Do
2
   
 

  
 

1－ 1－ 
2Pe
S2
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(b) 鏡板部：t4 

t4＝
PeRo
B2

 

 

 

(3) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

B B1 
鏡板が取り付けられる胴について構造等に関する設計

方針別図第4から別図第22までにより求めた値 
－ 

B B2 
鏡板について構造等に関する設計方針別図第4から 

別図第22までにより求めた値 
－ 

Di Di 鏡板が取り付けられる胴の内径 mm 

D DiL 鏡板の内面における長径 mm 

Do Do 鏡板が取り付けられる胴の外径 mm 

－ DoL 鏡板の外面における長径 mm 

－ Dos 鏡板の外面における短径 mm 

h h 鏡板の内面における短径の2分の1 mm 

K K 半だ円形鏡板の形状による係数 － 

K Ko DoL／Dosで決まる係数 － 

ℓ ℓ 鏡板のフランジ部の外径 mm 

R Ro 鏡板の外面で測った長径のKo倍(Ro＝DoL･Ko) mm 

S S(S1) 
内圧時(中低面に圧力を受ける時)の最高使用温度に 

おける材料の許容引張応力 
MPa 

S S2 

外圧時(中高面に圧力を受ける時)の最高使用温度に 

おける材料の許容引張応力の2倍の値又は材料の 

降伏点の0.9倍の値のいずれか小さい方の値 

MPa 

－ t 鏡板に必要な厚さ mm 

－ tc 鏡板の最小厚さ mm 

－ tco 鏡板の呼び厚さ mm 

t t1 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ mm 

t t2 鏡板の計算上必要な厚さ mm 

t t3 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ mm 
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構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

t t31 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ mm 

t t32 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ mm 

t t4 鏡板の計算上必要な厚さ mm 

 

(4) 評価 

鏡板の最小厚さ(tc)≧鏡板に必要な厚さ(t)ならば十分である。 

 

2.2.11 円すい形鏡板の計算 

容器の円すい形鏡板の計算には，構造等に関する設計方針第8条第1項第四号，

第2項第七号及び第八号を適用する。なお，円すいの頂部に内径が1／3Diあるいは，

300mm以上の管台が取付く場合は円すい胴として計算する。 

(1) 形状の制限 

θ＞30°の場合は，以下の条件を満たすこと。 

r≧3・tco，r≧0.06・Doc 

θ≦30°の場合は，制限なし。 

(2) 算式 

円すい形鏡板に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

a. 中低面に圧力を受ける鏡板：t1，t2，t3 

(a) フランジ部：t1 

t1＝
PDs

2Sη－1.2P
 

(b) 鏡板部：t2 

t2＝
PDi

2cosθ(Sη－0.6P)
 

(c) すその丸み部：t3 

t3＝
PDiW

4cosθ(Sη－0.1P)
 

ただし，W＝
1

4
   
 

  
 

3＋  
Di

2rocosθ
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b. 中高面に圧力を受ける鏡板：t4，t5 

(a) フランジ部であって，その厚さが外径の0.1倍以下のものの計算上必要な

厚さは，次の式による値とする。 

t4＝
3PeDoc
4B1

 

(b) フランジ部であって，その厚さが外径の0.1倍を超えるものの計算上必要

な厚さは，次の二つの式により計算したいずれか大きい値とする。 

t41＝

Doc  
 

  
  

Pe
B1
＋0.0833

2.167
 

t42＝
Doc
2
   
 

  
 

1－ 1－ 
2Pe
S2

 

(c) 鏡板部であって，その厚さが外径の0.1倍以下であり，かつ，円すい頂角の

2分の1が30°を超え60°以下のものの計算上必要な厚さは，次の式による値

とする。 

t5＝
3PeDo
4B2

 

(d) 鏡板部であって，その厚さが外径の0.1倍を超え，かつ，円すい頂角の2分

の1が30°を超え60°以下のものの計算上必要な厚さは，次の二つの計算式

により計算したいずれか大きい値とする。 

t51＝

Do   
 

  
  

Pe
B2
＋0.0833

2.167
 

t52＝
Do
2
   
 

  
 

1－ 1－ 
2Pe
S2

 

(e) 円すい頂角の2分の1が60°を超えるものの計算上必要な厚さは，構造等に

関する設計方針第8条の2第1項による値とする。 

t5＝Do  
ZCPe
S3

 

(f) 円すいの頂角の2分の1が30°以下で，かつ次の式のt53cosθが円すい胴大

径端部の外径の0.1倍以下のものにあっては，次の式により得られるＰaが設

計圧力以上となるときの当該Ｐaを求めるために仮定された最小厚さ 

Pa＝
4B2t53cosθ

3DL
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(g) 円すいの頂角の2分の1が30°以下で，かつ次の式のt53cosθが円すい胴大

径端部の外径の0.1倍を超えるものにあっては，次の２つの式により得られ

るＰa1又はＰa2のいずれか小さい方の値が設計圧力以上となるときの当該Ｐa1

又はＰa2を求めるために仮定された最小厚さ 

Pa1＝  
 

  
 2.167t53cosθ

 DL
 －0.0833 B2 

Pa2＝
2S2t53cosθ

 DL
   
 

  
 1－

t53cosθ

 DL
 

(3) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

B B1 
構造等に関する設計方針別図第4から別図第22までに 

より求めたℓ1に対する値 
－ 

B B2 
構造等に関する設計方針別図第4から別図第22までに 

より求めたℓ2に対する値 
－ 

Di Di 
円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部分の軸

に垂直な断面の内径 
mm 

DL DL 円すい胴の大径端部の外径 mm 

Do，d Do 

円すいの頂角の2分の1が22.5°以下のものにあっては

その軸に垂直な断面の外径の最大のもの 

円すいの頂角の2分の1が22.5°を超えるものに 

あっては，軸に垂直な断面の内径の最大のもの又は 

強め輪が取付く部分の内径の最大のもの 

mm 

Do Doc 鏡板の外径 mm 

Di Ds 鏡板の内径 mm 

C C 平板の取り付け方法によって定まる定数(C＝0.75) － 

Z Z 平板の形状によって定まる定数(Z＝1) － 

ℓ ℓ1 鏡板のフランジ部の外径 mm 

ℓ ℓ2 

円すいの頂角の2分の1が22.5°以下のものにあっては

その軸方向の長さ又は強め輪の間隔，22.5°を 

超え60°以下のものにあってはその軸に垂直な断面の

内径の最大のもの又は，強め輪が取付く部分の 

内径の最大のもの 

mm 
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構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

Pa Pa 最高許容外圧 MPa 

Pa1 Pa1 最高許容外圧 MPa 

Pa2 Pa2 最高許容外圧 MPa 

ro ro すその丸みの部分の内半径 mm 

S S(S1) 
内圧時(中低面に圧力を受ける時)の最高使用温度にお

ける材料の許容引張応力 
MPa 

S S2 

外圧時(中高面に圧力を受ける時)の最高使用温度にお

ける材料の許容引張応力の2倍の値又は材料の降伏点の

0.9倍の値のいずれか小さい方の値 

MPa 

S S3 
外圧時(中高面に圧力を受ける時)の最高使用温度にお

ける材料の許容引張応力 
MPa 

－ t 鏡板に必要な厚さ mm 

t t1 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ mm 

t t2 鏡板の計算上必要な厚さ mm 

t t3 鏡板のすその丸み部の計算上必要な厚さ mm 

－ tc 鏡板の最小厚さ mm 

－ tco 鏡板の呼び厚さ mm 

t t4 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ mm 

t t41 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ mm 

t t42 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ mm 

t t5 鏡板の計算上必要な厚さ mm 

t t51 鏡板の計算上必要な厚さ mm 

t t52 鏡板の計算上必要な厚さ mm 

t t53 仮定された最小厚さ mm 

W W 円すいの形状による係数 － 

θ θ 円すいの頂角の2分の1 ° 

(4) 評価 

鏡板の最小厚さ(tc)≧鏡板に必要な厚さ(t)ならば十分である。 
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2.2.12 容器の鏡板の補強を要しない穴の最大径の計算 

容器の鏡板については，構造等に関する設計方針第8条第3項第二号を適用する。 

注記：鏡板にフランジを折り込んだ穴を設ける場合は該当するものがないので

記載しない。 

(1) 算式 

鏡板の補強を要しない穴の最大径は，次のa.，b.で計算された値のうちいずれ

か大きい値とする。 

a. 穴の径が61mm以下で，かつ，次の計算式により計算した値以下の穴 

dr1＝
D－2ts

4
 

b. a.に掲げるものを除き，穴の径が200mm以下で，かつ，構造等に関する設計方

針の図(次の計算式)より求めた値以下の穴 

dr2＝8.05 3  Dts(1－K) 

Kは次の計算式により計算した値でK＞0.99のときは，K＝0.99とする。 

(a) さら形鏡板及び半だ円形鏡板の場合 

K＝
PD

1.82Sηts
 

(b) 全半球形鏡板の場合 

K＝
PD

3.64Sηts
 

(c) 円すい形鏡板の場合 

K＝
PD

1.82Sηtscosθ
 

(2) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

D1 D 鏡板のフランジ部の外径，ただし円すい 

形鏡板にあっては，穴の中心における鏡板の外径 

mm 

D2   

d dr1 補強を要しない穴の最大径 mm 

d dr2 補強を要しない穴の最大径 mm 

K K 係数，ただし，K≦0.99 － 

S S 最高使用温度における材料の許容引張応力 MPa 
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構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

ts ts 鏡板の最小厚さ mm 

η η 
穴が長手継手を通る場合はその継手の 

効率，その他の場合は1 
－ 

θ θ 円すいの頂角の2分の1 ° 

 

(3) 評価 

穴の径≦補強を要しない穴の最大径(dr1とdr2のうちいずれかの値)ならば，穴の

補強計算及び溶接部の強度計算を省略する。 
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2.2.13 容器の鏡板の 2以上の穴の中心間距離 

容器の鏡板については，構造等に関する設計方針第8条第3項第二号を適用する。 

(1) 算式 

容器の鏡板に2以上の穴がある場合は，その中心間の距離が次の計算式により計算した

値以上であること。 

a. L＝
d1＋d2

2(1－K)
  

Kは，次の計算式により計算した値 

(a) さら形鏡板及び内面における長径と短径との比が2以下の半だ円形鏡板の

場合 

K＝
PD1

1.82Sηts
  

(b) 全半球形鏡板の場合 

K＝
PD1

3.64Sηts
 

(c) 円すい形鏡板の場合 

K＝
PD2

1.82Sηtscosθ
 

b. 内面における長径と短径との比が2を超える半だ円形鏡板の場合 

L＝2.5(d1＋d2) 
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(2) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

d1 d1 穴の径 mm 

d2 d2 穴の径 mm 

D1 D1 鏡板の外径 mm 

D2 D2 
円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部分の軸

に垂直な断面の外径 
mm 

K K 係数 － 

L L 鏡板の外面に沿った2つの穴の中心間の距離 mm 

－ ℓ 2つの穴の中心間距離 mm 

P P 最高使用圧力 MPa 

S S 最高使用温度における材料の許容引張応力 MPa 

ts ts 鏡板の厚さ mm 

－  最高使用温度 ℃ 

η η 鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手の効率 － 

θ θ 円すいの頂角の2分の1 ° 

 

(3) 評価 

2つの穴の中心間距離(ℓ)≧鏡板の外面に沿った2つの穴の中心間の距離(L)な

らば，穴の補強計算及び溶接部の強度計算を省略する。 

 

139



32 

2.2.14 容器の管板の計算 

容器の管板には，構造等に関する設計方針第10条第1項第一号，第二号及び第三

号を適用する。 

(1) 形状の制限 

Pt≧Z，Z＝dt＋0.25 dt 

であること。 

(2) 算式 

a. 円形管板の計算上必要な厚さは，次の計算式により計算した値のうち，いず

れか大きい値(10mm未満の場合は10mm)とする。 

t1＝
FD

2
  

P

S
 

t2＝
P

0.85S
   
 

  
 A
L
 max 

 

角形管板(管板が胴と一体でかつ，管に直管を使用している場合)の計算上必

要な厚さは，次の計算式により計算した値のうち，いずれか大きい値(10mm未満

の場合は10mm)とする。 

t1＝
Fd

2
  

Z'P

S
 

t2＝
P

0.85S
   
 

  
 A
L

max 

Z’＝min  
 

  
 2.5，3.4－

2.4d

D1
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(3) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

A A 管板の取付けられる任意の管の中心が囲む面積 mm2 

D D1 最小スパンに直角に測った最大スパン mm 

D D 
パッキンの中心円の径 

(胴と一体となった管板にあっては，胴の内径) 
mm 

d d 最小スパン mm 

－ dt 管の外径 mm 

F F 管及び管板の支え方による係数 － 

L L 面積Aの周りのうち穴の径以外の部分の長さ mm 

P P 最高使用圧力 MPa 

－ Pt 管穴の中心間の距離 mm 

S S 最高使用温度における材料の許容引張応力 MPa 

－ t 管板に必要な厚さ mm 

－ tb 管板の最小厚さ mm 

－ tbo 管板の呼び厚さ mm 

－ ts 胴と管板が一体となっている場合の胴の最小厚さ mm 

t t1 計算上必要な厚さ mm 

t t2 計算上必要な厚さ mm 

Z Z’ 形状によって定まる定数 － 

－ Z 管穴の中心間に必要な距離 mm 

(4) 評価 

管板の最小厚さ(tb)≧管板に必要な厚さ(t)ならば十分である。 
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2.2.15 容器の管台の計算 

容器の管台の計算には，構造等に関する設計方針第11条第1項第一号，第二号及

び第三号を適用する。 

(1) 算式 

管台に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

a. 次の計算式により計算した値。 

(a) 内面に圧力を受ける管台：t1 

t1＝
PDo

2Sη＋0.8P
 

(b) 外面に圧力を受ける管台：t2 

構造等に関する設計方針の図より求めた厚さ。ただし，図より求められな

い場合は次の式による値とする。 

t2＝
3PeDo
4B

 

b. 構造等に関する設計方針上必要な厚さ：t3 

炭素鋼鋼管を使用する管台にあっては，管台の外径に応じて構造等に関する

設計方針の表より求めた管台の厚さとする。炭素鋼鋼管以外の材料にあっては

“－”と表示する。 
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(2) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

B B 
構造等に関する設計方針別図第4から別図第22までに 

より求めた値 
－ 

Do Do 管台の外径 mm 

S S(S1) 内圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 MPa 

S S2 外圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 MPa 

－ t 管台に必要な厚さ mm 

t t1 内面に圧力を受ける管台の計算上必要な厚さ mm 

－ tn 管台の最小厚さ mm 

－ tno 管台の呼び厚さ mm 

t t2 外面に圧力を受ける管台の計算上必要な厚さ mm 

－ t3 管台の構造等に関する設計方針上必要な厚さ mm 

(3) 評価 

管台の最小厚さ(tn)≧管台に必要な厚さ(t)ならば十分である。 
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2.2.16 外面に圧力を受ける胴の強め輪の計算 

外面に圧力を受ける胴の強め輪の計算を用いる容器は存在しないため，記載を

省略する。 

 

2.2.17 内面に圧力を受ける円すい形の胴と円筒形の胴との接続による強め輪の計算 

内面に圧力を受ける円すい形の胴と円筒形の胴との接続による強め輪の計算

を用いる容器は存在しないため，記載を省略する。 

 

2.2.18 容器のフランジ付きさら形ふた板の計算 

容器のフランジ付きさら形ふた板の計算を用いる容器は存在しないため，記載

を省略する。 

 

2.2.19 開放タンクの胴の計算 

開放タンクの胴の計算には，構造等に関する設計方針第6条の2第1項及び第2項

を適用する。 

(1) 算式 

a. 円筒形の開放タンクの胴に必要な厚さは次に掲げる値のいずれか大きい値

とする。 

(a) 構造等に関する設計方針上必要な厚さ：t1 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られた場合は3mm，その他の材料で作ら

れた場合は1.5mmとする。 

(b) 内面に液圧を受ける胴の計算上必要な厚さ：t2 

t2＝
DiHρ

0.204Sη
 

(c) 胴の内径に応じて必要な厚さ：t3 

胴の内径が5mを超えるものについては，胴の内径の区分に応じ構造等に関

する設計方針の表より求めた胴の厚さとする。 

(d) 外面に液圧又は圧力を受ける胴の計算上必要な厚さ：t4 

ア. 厚さが外径の0.1倍以下のものの計算上必要な厚さは次の式による値と

する。 

t4＝
3PeDo
4B
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イ. 厚さが外径の0.1倍を超えるものの計算上必要な厚さは，次の二つの式

により計算したいずれか大きい方の値とする。 

t41＝

Do  
 

  
  

Pe
B
＋0.0833

2.167
 

t42＝
Do
2
   
 

  
 

1－ 1－
2Pe
S2

 

この場合，圧力Peは外面に受ける最高の圧力で，環状形槽の場合にあっ

ては下記計算式により計算した値とする。 

Pe＝9.80665×10-3Hρ 

b. 円筒形以外の開放タンクの胴に必要な厚さは次に掲げる値とする。 

この場合，圧力Pは下記計算式により計算した値とする。 

P＝9.80665×10-3Hρ 
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(a) 構造等に関する設計方針上必要な厚さ：t1 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られた場合は3mm，その他の材料で作ら

れた場合は1.5mmとする。 

(b) 内面に液圧を受ける球形の胴の計算上必要な厚さ：t2 

第7条第3項第二号ホ又はヘに定めるところにより求めた胴の厚さとする。 

(c) 内面に液圧を受ける円すい形の胴の計算上必要な厚さ：t2 

第7条第3項第二号チに定めるところにより求めた胴の厚さとする。 

(d) 外面に圧力を受ける球形の計算上必要な厚さ：t3 

第7条第3項第二号トに定めるところにより求めた胴の厚さとする。 

(e) 外面に圧力を受ける円すい形の胴の計算上必要な厚さ：t4 

第7条第3項第二号リに定めるところにより求めた胴の厚さとする。 

(f) 平板形の胴の計算上必要な厚さ：t2 

第8条の2に定めるところにより求めた胴の厚さとする。 
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(2) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

Di Di 胴の内径 m 

H H 水頭 m 

S S 最高使用温度における材料の許容引張応力 MPa 

－ t 胴に必要な厚さ mm 

－ ts 胴の最小厚さ mm 

－ tso 胴の呼び厚さ mm 

－ t1 胴の構造等に関する設計方針上必要な最小厚さ mm 

t t2 胴の計算上必要な厚さ mm 

－ t3 胴の内径に応じた必要厚さ mm 

η η 長手継手の効率 － 

ρ ρ 
液体の比重，又は固体(粉体を含む)のかさ比重 

ただし，1未満の場合は1とする 
－ 

注記：内面に液圧を受ける円筒形の胴については，上記の記号とし，外面に液圧又は圧力を

受ける円筒形の胴については，2.2円筒形の胴の計算を参照のこと。 

ただし，この場合，外面に圧力を受ける円筒形の胴の計算上必要な厚さt3はt4に，t3

1，t32はそれぞれt41，t42に読み替えるものとする。 

なお，その他の記号については，2.3球形胴，2.4円すい胴及び2.5平板の項を参照の

こと。 

 

(3) 評価 

胴の最小厚さ(ts)≧胴に必要な厚さ(t)ならば十分である。 

  

147



40 

2.2.20 開放タンクの補強を要しない穴の最大径 

構造等に関する設計方針第6条の2第4項第二号を適用する。 

 

2.2.21 開放タンクの底板の計算 

開放タンクの底板の計算には，構造等に関する設計方針第6条の2第6項及び第7

項を適用する。 

(1) 形状の制限 

次のいずれかであること。 

a. 平板 

b. 構造等に関する設計方針第8条第1項に規定されている鏡板であること。 

(2) 算式 

開放タンクの底板に必要な厚さは次によるものとする。 

a. 地面，基礎等に直接接触するものの厚さ：tbm 

開放タンクの底板の厚さは，構造等に関する設計方針第6条の2第7項第一号

により3mm以上とする。 

b. 上記以外のものの底板に必要な暑さ：t 

構造等に関する設計方針第6条の2第7項第二号を適用する。 

ここで，最高使用圧力Pは次式による。 

P＝9.80665×10-3Hρ 

(a) 鏡板 

構造等に関する設計方針第8条第2項の規定による厚さとする。 

(b) 平板 

構造等に関する設計方針第8条の2第1項，第6項及び第7項の規定による厚

さとする。 
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(3) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

H H 水頭 m 

P P 最高使用圧力(静水頭圧) MPa 

－ tbm 底板の構造等に関する設計方針上必要な厚さ mm 

ρ ρ 
液体の比重，又は固体(粉体を含む)のかさ比重 

ただし，1未満の場合は1とする 
－ 

t t 底板の計算上必要な厚さ mm 

注記：その他の記号については，2.8～2.11鏡板の項及び5.1，5.3平板の項を参照のこと。 

(4) 評価 

底板の最小厚さ(tc又はtp)≧底板の計算上必要な厚さ(t又はtbm)ならば十分で

ある。 
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2.2.22 開放タンクの管台の計算 

開放タンクの管台の計算には，構造等に関する設計方針第6条の2第8項を適用

する。 

(1) 算式 

開放タンクの管台に必要な厚さは次に掲げる値のうちいずれか大きい値とす

る。 

a. 管台の計算上必要な厚さ：t1 

t1＝
DiHρ

0.204Sη
 

b. 構造等に関する設計方針上必要な厚さ：t2 

炭素鋼鋼管を使用する管台にあっては，管台の外径に応じ構造等に関する設

計方針の表より求めた管台の厚さとする。炭素鋼鋼管以外の材料にあっては

“－”と表示する。 

(2) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

Di Di 管台の内径 m 

H H 水頭 m 

S S 最高使用温度における材料の許容引張応力 MPa 

－ t 管台に必要な厚さ mm 

－ tn 管台の最小厚さ mm 

－ tno 管台の呼び厚さ mm 

t t1 管台の計算上必要な厚さ mm 

－ t2 管台の構造等に関する設計方針上必要な厚さ mm 

ρ ρ 
液体の比重，又は固体(粉体を含む)のかさ比重 

ただし，1未満の場合は1とする 
－ 

(3) 評価 

管台の最小厚さ(tn)≧管台に必要な厚さ(t)ならば十分である。 
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2.2.23 熱交換器の管の計算 

熱交換器の管の厚さについては，構造等に関する設計方針第11条第1項第一号，

第二号及び第三号を適用する。 

(1) 算式 

管に必要な厚さは次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

a. 内面に圧力を受ける管：t1 

t1＝
PDo

2Sη＋0.8P
 

b. 外面に圧力を受ける管：t2 

構造等に関する設計方針の図より求めた厚さ，ただし図から求められない場

合は，次の計算式により計算した値。 

t2＝
3PeDo
4B

 

c. 構造等に関する設計方針上必要な厚さ：t3 

炭素鋼鋼管を使用する管にあっては，管の外径に応じて構造等に関する設計

方針の表より求めた管の厚さとする。 

(2) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

B B 
構造等に関する設計方針別図第4から別図第22までに 

より求めた値 
－ 

Do Do 管の外径 mm 

S S 最高使用温度における材料の許容引張応力 MPa 

－ t 管に必要な厚さ mm 

－ tt 管の最小厚さ mm 

－ tto 管の呼び厚さ mm 

t t1 内圧時の管の計算上必要な厚さ mm 

t t2 外圧時の管の計算上必要な厚さ mm 

－ t3 管の構造等に関する設計方針上必要な厚さ mm 

(3) 評価 

管 の 最 小 厚 さ ( t t ) ≧ 管 に 必 要 な 厚 さ ( t ) な ら ば 十 分 で あ る 。
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2.2.24 穴の補強計算 

2.2.24.1 容器の穴の補強計算の記号説明 

胴，鏡板及び平板(面積計算を行う場合)の穴の補強計算に用いる記号は下

記とする。 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

－ Ajr 大きい穴の補強に必要な面積 mm2 

－ Aj0 大きい穴の補強に有効な総面積 mm2 

－ Aj1 
大きい穴の胴，鏡板又は平板の部分の補強に有効な 

面積 
mm2 

－ Aj2 大きい穴の管台の部分の補強に有効な面積 mm2 

－ Aj3 大きい穴のすみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 mm2 

－ Aj4 大きい穴の強め板の部分の補強に有効な面積 mm2 

Ar Ar 穴の補強に必要な面積 mm2 

－ ArD 片側断面についての穴の補強に必要な面積 mm2 

－ A0 補強に有効な総面積 mm2 

A A1 胴，鏡板又は平板の部分の補強に有効な面積 mm2 

－ A2 管台の部分の補強に有効な面積 mm2 

－ A3 すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 mm2 

－ A4 強め板の部分の補強に有効な面積 mm2 

－ A0D X1≠X2の場合の片側断面についての補強に有効な総面積 mm2 

－ A1D 
X1≠X2場合の片側断面についての胴，鏡板又は 

平板の部分の補強に有効な面積 
mm2 

－ A2D 
X1≠X2の場合の片側断面についての管台の部分の 

補強に有効な面積 
mm2 

－ 
A3D 

X1≠X2の場合の片側断面についてのすみ肉溶接の 

部分の補強に有効な面積 
mm2 

－ A4D 
X1≠X2の場合の片側断面についての強め板の部分の補強

に有効な面積 
mm2 

－ Be 強め板の外径 mm 

d d 断面に現われる穴の径 mm 
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構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

Di Di 

円筒形胴及び球形胴にあっては胴の内径 

円すい形胴にあっては，穴の中心を通り軸に垂直な断

面の内径 

さら形及び半だ円形鏡板にあっては鏡板の 

フランジ部の内径 

全半球形鏡板にあっては鏡板の内径 

円すい形鏡板にあっては穴の中心を通り軸に垂直な 

断面の内径 

平板にあっては，第8条の2で規定する直径又は 

最小スパン 

mm 

D DiL 半だ円形鏡板の内面における長径 mm 

－ DiS 半だ円形鏡板の内面における短径 mm 

－ Don 管台の外径 mm 

－ de 断面に現れる補正穴の径 mm 

－ dh 平板の穴の径 mm 

－ dj 大きい穴の補正を要する限界径 mm 

－ dw 図-3.1～図-3.17参照 mm 

F F 係数 － 

－ F1 すみ肉溶接の許容せん断応力の係数 － 

－ F2 突合せ溶接の許容せん断応力の係数 － 

－ F3 突合せ溶接の許容引張応力の係数 － 

－ F4 管台壁の許容せん断応力の係数 － 

K1 K1 半だ円形鏡板の長径と短径との比による係数 － 

－ L1 溶接の脚長 mm 

－ L2 溶接の脚長 mm 

－ L3 溶接の脚長 mm 

－ L4 溶接の脚長 mm 

－ L5 溶接の脚長 mm 

－ R 

さら形鏡板にあっては鏡板の中央部における内面の 

半径 

半だ円形鏡板にあっては(DiL・K1) 

全半球形鏡板にあっては鏡板の内半径 

mm 
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構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

－ Ri 一体形管台のコーナー部半径 mm 

－ Se 強め板材の許容引張応力 MPa 

S Sn 管台材の許容引張応力 MPa 

S Ss 胴板材，鏡板材又は平板の許容引張応力 MPa 

－ SW1 すみ肉溶接部の許容せん断応力 MPa 

－ SW2 突合せ溶接部の許容せん断応力 MPa 

－ SW3 突合せ溶接部の許容引張応力 MPa 

－ SW4 管台壁の許容せん断応力 MPa 

te te 強め板の最小厚さ mm 

tn tn 管台の最小厚さ mm 

－ tno 管台の呼び厚さ mm 

tnr tnr 管台の計算上必要な厚さ mm 

ts ts 胴，鏡板又は平板の最小厚さ mm 

tsr tsr 
胴，鏡板又は平板の継目がない場合の計算上必要な 

厚さ 
mm 

－ Webp1 予想される破断箇所の強さ N 

－ Webp2 予想される破断箇所の強さ N 

－ Webp3 予想される破断箇所の強さ N 

－ Webp4 予想される破断箇所の強さ N 

－ Webp5 予想される破断箇所の強さ N 

－ Webp6 予想される破断箇所の強さ N 

－ 
WELD- 

管台溶接形式コード 

図-3.1～図-3.17参照 
－ 

－ 
We1 

すみ肉溶接部のせん断力 

(管台取付部胴，鏡板又は平板の外側) 
N 

－ 
We2 

すみ肉溶接部のせん断力 

(管台取付部胴，鏡板又は平板の内側) 
N 

－ We3 すみ肉溶接部のせん断力(強め板取付部) N 

－ 
We4 

突合せ溶接部のせん断力 

(胴，鏡板又は平板と強め板との突合せ部) 
N 

－ We5 突合せ溶接部のせん断力(管台取付部) N 
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構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

－ We6 
突合せ溶接部の引張力 

(胴，鏡板又は平板の部分径Donにおいて) 
N 

－ We7 
突合せ溶接部の引張力 

(胴，鏡板又は平板の部分径dwにおいて) 
N 

－ We8 
突合せ溶接部の引張力 

(強め板の部分径Donにおいて) 
N 

－ We9 
突合せ溶接部の引張力 

(強め板の部分径dwにおいて) 
N 

－ We10 管台のせん断力 N 

－ We11 
すみ肉溶接部のせん断力 

(胴，鏡板又は平板の部分径dwにおいて) 
N 

－ W1，W2 溶接部にかかる荷重 N 

－ W 溶接部の負うべき荷重 N 

－ X 
補強の有効範囲。ただし，構造上計算した有効範囲が 

とれない場合は，構造上とりうる範囲 
mm 

－ X1 補強の有効範囲 mm 

－ X2 補強の有効範囲 mm 

－ Xj 大きい穴の補強に有効な範囲 mm 

－ Xj1 大きい穴の補強に有効な範囲 mm 

－ Xj2 大きい穴の補強に有効な範囲 mm 

－ Y1 補強の有効範囲 mm 

－ Y2 補強の有効範囲 mm 

－ α 胴板，鏡板及び平板と管台の交角 ° 

θ θ 円すい形鏡板における円すいの頂角の2分の1 ° 

η η 
穴が長手継手又は胴と全半球形鏡板との接合部の周継

手を通る場合はその継手の効率，その他の場合は1 
－ 
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2.2.24.2 容器の胴の穴の補強計算 

容器の胴の穴の補強計算には，構造等に関する設計方針第7条第7項を適用

する。 

管台形式及び各部の記号については図-3.1～図-3.17を参照のこと。 

容器の胴に穴を設ける場合は以下の手順により穴の補強計算を行う。 

(1) 穴の補強 

a. 補強に必要な面積 

補強に必要な面積については，構造等に関する設計方針第7条第7項第一

号を適用する。ただし，外圧を受ける場合は補強に必要な面積を50パーセ

ントとすることができる。 

(a) 円筒形又は円すい形の場合 

ア. 管台の一部分が胴の部分となっていない場合及びWELD-8，51，53，

54，55，57，58の場合 

Ar＝dtsrF 

イ. 管台の一部分が胴の部分となっている場合 

Ar＝dtsrF＋2(1－Sn／Ss) tsrFtn 

(Sn／Ss＞1の場合はSn／Ss＝1とする。以下同じ) 

(b) 球形の場合 

ア. 管台の一部分が胴の部分となっていない場合及びWELD-38，52の場

合 

Ar＝detsr 

管台の一部分が胴の部分となっている場合 

Ar＝detsr＋2(1－Sn／Ss) tsrtn 

b. 補強に有効な範囲 

補強に有効な範囲については，構造等に関する設計方針第7条第7項第一

号イを適用する。 

(a) 円筒形，円すい形及び球形の場合 

X＝X1＋X2 

X1＝X2＝max(d，d／2＋ts＋tn) 

Y1＝min(2.5ts，2.5tn＋te) 

Y2＝min(2.5ts，2.5tn) 

ただし，構造上計算した有効範囲がとれない場合は，構造上とりうる
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範囲。 

c. 補強に有効な面積 

補強に有効な面積については，構造等に関する設計方針第7条第7項第一

号ロを適用する。 

(a) 胴の部分の補強に有効な面積 

ア. 管台の一部分が胴の部分となっていない場合及びWELD-8，38，51，

52，53，54，57，58，59，60の場合，次の2つの式により計算したいず

れか大きい値とする。 

A1＝(ηts－Ftsr)(X－d) 

A1＝2(ηts－Ftsr)(ts＋tn) 

ただし，WELD-51，52，53，54，57，58，59，60の場合，胴からの突

出部でない補強に有効な面積をA1とし，A1の算出に当たっては，Sn／S

sにて補正する。 

イ. 管台の一部分が胴の部分となっている場合，次の2つの式により計

算したいずれか大きい値とする。 

A1＝(ηts－Ftsr)(X－d)－(1－Sn／Ss)(ηts－Ftsr)・2 tn 

A1＝2(ηts－Ftsr)(ts＋tn)－(1－Sn／Ss)(ηts－Ftsr)・2 tn 

(b) 管台の部分の補強に有効な面積 

ア. 管台が胴の内側に突出していない場合及びWELD-8，38の場合 

A2＝2(tn－tnr)Y1Sn／Ss 

イ. 管台が胴の内部に突出している場合 

A2＝2｛(tn－tnr)Y1＋tnY2｝Sn／Ss 

ウ. WELD-51，52の場合 

A2＝2(tn－tnr) Y1＋2   
 

  
 1－

π

4
 Ri2 

ただし，補強の有効範囲内にないコーナーR部の面積は除く。また，

WELD-53，54，57，58，59，60の場合，胴からの突出部の補強に有効な

面積をA2とする。 

ただし， 

tnr＝
Pd

2Sn－1.2P
 

ここで，胴板の面に対し，管台が垂直に取り付けられない場合は， 
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tnr＝
Pdsinα

2Sn－1.2P
 

(c) すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 

A3＝L1・L1＋L2・L2＋L3・L3 

ただし，補強の有効範囲にないすみ肉溶接の部分は除く。 

(d) 強め板の部分の補強に有効な面積 

A4＝｛min(Be，X)－Don｝te・Se／Ss 

(Se／Ss＞1の場合はSe／Ss＝1とする。以下同じ) 

(e) 補強に有効な総面積 

A0＝A1＋A2＋A3＋A4 

d. 補強に有効な範囲X1≠X2の場合の補強に有効な面積の確認 

補強に有効な面積の確認については，構造等に関する設計方針第7条第7

項第五号を適用する。 

補強に必要な面積の2分の1以上の補強に有効な面積は穴の中心線の両

側にあることが必要である。 

ただし，補強に有効な範囲X1＝X2の場合は上記条件を満足することが明

らかであるので確認することを省略する。 

(a) 補強に必要な面積の2分の1 

ArD＝Ar／2 

(b) X1又はX2いずれか小さいほうの断面における補強に有効な面積 

ア. 胴の部分の補強に有効な面積 

(ア) 管台の一部分が胴の部分となっていない場合及びWELD-8，38，51，

52，53，54，57，58，59，60の場合 

A1D＝(ηts－Ftsr)｛min(X1，X2)－d／2｝ 

ただし，WELD-51，52，53，54，57，58，59，60の場合，胴からの突

出部でない補強に有効な面積をA1Dとする。 

(イ) 管台の一部分が胴の部分となっている場合 

A1D＝(ηts－Ftsr)｛min(X1，X2)－d／2｝－(1－Sn／Ss)(ηts－Ftsr)・tn 

イ. 管台の部分の補強に有効な面積 

A2D＝A2／2 

ウ. すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 

A3D＝A3／2 
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エ. 強め板部分の補強に有効な面積 

A4D＝A4／2 

オ. 補強に有効な総面積 

A0D＝A1D＋A2D＋A3D＋A4D 

(2) 大きい穴の補強 

大きい穴の補強については，構造等に係る設計方針第7条第7項第四号を適

用する。 

a. 大きい穴の補強を要する限界径 

(a) Diが1500mm以下の場合 

dj＝Di／2 

ただし，500mmを超える場合は500mmとする。 

(b) Diが1500mmを超える場合 

dj＝Di／3 

ただし1000mmを超える場合は1000mmとする。 

よって，d＞djの場合は補強に必要な面積の3分の2以上の補強に有効な

面積が穴の周囲から穴の径の4分の1の範囲内にある必要がある。 

b. 大きい穴の補強に必要な面積 

Ajr＝2／3・Ar 

c. 大きい穴の補強に有効な範囲 

Xj＝Xj1＋Xj2 

Xj1＝Xj2＝d／2＋d／4 

ただし，構造上計算した有効範囲がとれない場合は構造上とりうる範囲

とする。 

d. 大きい穴の補強に有効な面積 

(a) 胴の部分の補強に有効な面積 

ア. 管台の一部分が胴の部分となっていない場合及びWELD-8，38，51，

52，53，54，57，58，59，60の場合 

Aj1＝(ηts－Ftsr)(Xj－d) 

ただし，WELD-51，52，53，54，57，58，59，60の場合，胴から突出

していない部分の補強に有効な面積をAj1とし，Aj1の算出に当たっては，

Sn／Ssにて補正する。 
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イ. 管台の一部分が胴の部分となっている場合 

Aj1＝(ηts－Ftsr)(Xj－d)－(1－Sn／Ss)(ηts－Ftsr)・2tn 

(b) 管台の部分の補強に有効な面積 

ア. 管台が胴の内側に突出していない場合及びWELD-8，38の場合 

Aj2＝2［｛min(Xj，Don)－d｝／2－tnr］Y1・Sn／Ss 

イ. 管台が胴の内側に突出している場合 

Aj2＝2［｛(min(Xj，Don)－d)／2－tnr｝Y1＋tnY2］・Sn／Ss 

ウ. WELD-51，52の場合 

Aj2＝2［｛(MIN(Xj，Don)－d)／2－tnr］Y1＋2   
 

  
 1－

π

4
 Ri2 

ただし，大きい穴の補強の有効範囲内にないコーナーR部の面積は

除く。 

また，WELD-53，54，57，58，59，60の場合，胴から突出している部

分の補強に有効な面積をAj2とする。 

(c) すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 

Aj3＝L1・L1＋L2・L2＋L3・L3 

ただし，大きい穴の補強の有効範囲内にないすみ肉溶接の部分は除く。 

(d) 強め板の部分の補強に有効な面積 

Aj4＝｛min(Be，Xj)－Don｝teSe／Ss 

(e) 大きい穴の補強に有効な総面積 

Aj0＝Aj1＋Aj2＋Aj3＋Aj4 

(3) 溶接部の強度 

溶接部の強度については，構造等に関する設計方針第7条第7項第八号及び

第九号を適用する。 

a. 溶接部の負うべき荷重 

(a) 次の2つの計算式(W1及びW2)により求めた荷重のうちいずれか小さい

方 

W1＝(A0－A1)Ss 
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(b) 管台の一部分が胴の部分となっていない場合及びWELD-8，38の場合 

W2＝(dtsr－A1)Ss 

(c) 管台の一部分が胴の部分となっている場合 

W2＝(dwtsr－A1)Ss 

よって，W＝min(W1，W2) 

ただし，WELD-51，52，53，54，57，58，59，60の場合は次の2つの計

算式(W1及びW2)により求めた荷重のうちいずれか小さい方 

W1＝｛A0－(ηts－Ftsr)(X－dw)｝Ss 

W2＝｛dwtsr－(ηts－Ftsr)(X－dw)｝Ss 

よって，W＝min(W1，W2) 

b. 溶接部の単位面積当たりの強さ 

Sw1＝SsF1 

SW2＝SsF2 

Sw3＝SsF3 

Sw4＝min(Ss，Sn)F4 

c. 継手部の強さ 

We1＝π・1／2・Don・L1・Sw1 

We2＝π・1／2・Don・L3・Sw1(WELD-17以外の場合) 

We2＝π・1／2・(d－2・L2)・L2・Sw1(WELD-17の場合) 

We3＝π・1／2・Be・L2・Sw1 

We4＝π・1／2・Don・  
 

  
 dw－Don

2
・Sw2 

We5＝π・1／2・  
 

  
 Don＋d

2
・tn・Sw2 

We6＝π・1／2・Don・ts・Sw3(WELD-5，6，14，35，36，44以外の場合) 

We6＝π・1／2・Don・L4・Sw3(WELD-5，6，14，35，36，44の場合) 

We7＝π・1／2・dw・ts・Sw3(WELD-6，36以外の場合) 

We7＝π・1／2・dw・L4・Sw3 (WELD-6，36の場合) 

We8＝π・1／2・Don・te・Sw3(WELD-14，44以外の場合) 

We8＝π・1／2・Don・L5・Sw3 (WELD-14，44の場合) 

We9＝π・1／2・dw・te・Sw3 
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We10＝π・1／2・  
 

  
 Don＋d

2
・tn・Sw4 

We11＝π・1／2・dw・  
 

  
 Don－dw

2
＋L1 ・Sw1 

d. 予想される破断箇所の強さ 

(a) WELD-1，31の場合 

Webp1＝ We1   We5 を通る強さ＝ We1＋We5 

Webp2＝ We5D を通る強さ＝ We5 

(b) WELD-2，32の場合 

Webp1＝ We1   We2 を通る強さ＝ We1＋We2 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(c) WELD-3，33の場合 

Webp1＝ We1  We6 を通る強さ＝ We1＋We6 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

Webp3＝ We7 を通る強さ＝ We7 

(d) WELD-4，34の場合 

Webp1＝ We1  We6 を通る強さ＝ We1＋We6 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

Webp3＝ We11  We7 を通る強さ＝ We11＋We7 

ただし，Don＝dwの場合はWebp1＝Webp3となるためWebp3を省略する。 

(e) WELD-5，35の場合 

Webp1＝ We1  We6 を通る強さ＝ We1＋We6 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(f) WELD-6，36の場合 

Webp1＝ We1  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We6＋We2 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

Webp3＝ We1  We7 を通る強さ＝ We1＋We7 

(g) WELD-8，38の場合 

Webp1＝ We1  We2 を通る強さ＝ We1＋We2 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 
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(h) WELD-9，39の場合 

Webp1＝ We1  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We6＋We2 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

Webp3＝ We7 を通る強さ＝ We7 

(i) WELD-11，41の場合 

Webp1＝ We3  We4  We2 を通る強さ＝ We3＋We4＋We2 

Webp2＝ We1  We8  We2 を通る強さ＝ We1＋We8＋We2 

Webp3＝ We9  We4  We2 を通る強さ＝ We9＋We4＋We2 

Webp4＝ We3  We4  We10 を通る強さ＝ We3＋We4＋We10 

Webp5＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(j) WELD-12，42の場合 

Webp1＝ We1  We6 を通る強さ＝ We1＋We6 

Webp2＝ We3  We7 を通る強さ＝ We3＋We7 

Webp3＝ We3  We4  We6 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6 

Webp4＝ We3  We4  We10 を通る強さ＝ We3＋We4＋We10 

Webp5＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(k) WELD-13，43の場合 

Webp1＝ We1  We5 を通る強さ＝ We1＋We5 

Webp2＝ We3  We4  We5 を通る強さ＝ We3＋We4＋We5 

(l) WELD-14，44の場合 

Webp1＝ We3  We6 を通る強さ＝ We3＋We6 

Webp2＝ We1  We8  We6 を通る強さ＝ We1＋We8＋We6 

Webp3＝ We3  We10 を通る強さ＝ We3＋We10 

Webp4＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(m) WELD-15，16，45，46の場合 

Webp1＝ We1  We8  We6 を通る強さ＝ We1＋We8＋We6 

Webp2＝ We3  We7 を通る強さ＝ We3＋We7 

Webp3＝ We3  We4  We6 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6 

Webp4＝ We3  We4  We10 を通る強さ＝ We3＋We4＋We10 

Webp5＝ We9  We7 を通る強さ＝ We9＋We7 

Webp6＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 
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(n) WELD-17の場合 

Webp1＝ We1  We2 を通る強さ＝ We1＋We2 

(o) WELD-18，48の場合 

Webp1＝ We1  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We6＋We2 

Webp2＝ We3  We7 を通る強さ＝ We3＋We7 

Webp3＝ We3  We4  We6  We2 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6＋We2 

Webp4＝ We3  We4  We10 を通る強さ＝ We3＋We4＋We10 

Webp5＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(p) WELD-19，49の場合 

Webp1＝ We1  We8  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We8＋We6＋We2 

Webp2＝ We3  We7 を通る強さ＝ We3＋We7 

Webp3＝ We3  We4  We6  We2 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6＋We2 

Webp4＝ We3  We4  We10 を通る強さ＝ We3＋We4＋We10 

Webp5＝ We9  We7 を通る強さ＝ We9＋We7 

Webp6＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(q) WELD-51，52，53，54，55，57，58，59，60の場合 

Webp1＝ We7 を通る強さ＝ We7 

(r) WELD-56の場合 

Webp1＝ We3  We4  We6  We2 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6＋We2 

Webp2＝ We1  We8  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We8＋We6＋We2 

Webp3＝ We3  We4  We6  We2 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6＋We2 

Webp4＝ We3  We4  We10 を通る強さ＝ We3＋We4＋We10 

(4) 評価 

胴の穴の補強は，下記の条件を満足すれば十分である。 

A0＞Ar 

A0D＞ArD(ただし，X1≠X2の場合のみ) 

Aj0＞Ajr(だたし，大きい穴の補強を要する場合のみ) 

すべて予想される破断箇所の強さ≧W 
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2.2.24.3 容器の鏡板の穴の補強計算 

容器の鏡板の穴の補強計算については，構造等に関する設計方針第8条第4項を適用 

する。 

管台形式及び各部の記号については図-3.1～図-3.17を参照のこと。 

容器の鏡板に穴を設ける場合は以下の手順による穴の補強計算を行う。 

(1) 穴の補強 

a. 補強に必要な面積 

補強に必要な面積については，構造等に関する設計方針第8条第4項第一号を適用

する。 

(a) 円すい形の場合 

ア. 管台の一部分が鏡板の部分となっていない場合及びWELD-8，51，53，54， 

57，58の場合 

Ar＝dtsrF(F＝1とする。以下同じ) 

イ. 管台の一部分が鏡板の部分となっている場合 

Ar＝dtsrF＋2(1－Sn／Ss)tsrFtn 

(Sn／Ss＞1の場合はSn／Ss＝1とする。以下同じ) 

(b) 半だ円形，さら形，全半球形の場合 

ア. 管台の一部分が鏡板の部分となっていない場合及びWELD-38，52の場合 

Ar＝detsrF 

イ. 管台の一部分が鏡板の部分となっている場合 

Ar＝detsrF＋2(1－Sn／Ss)tsrFtn 

(ア) さら形鏡板にあって，中低面に圧力を受けるものは 

tsr＝
PRW

2SSη－0.2P
 (W＝1，η＝1とする) 

(イ) 半だ円形鏡板にあって，中低面に圧力を受けるものは 

tsr＝
PR

2SSη－0.2P
 

(ウ) 全半球鏡板にあって(厚さが0.356R以下のもの)，中低面に圧力を受ける

ものは 

tsr＝
PR

2SSη－0.2P
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(エ) 円すい形鏡板にあって，中低面に圧力を受けるものは 

tsr＝
PDi

2cosθ(Ssη－0.6P)
 

b. 補強に有効な範囲 

補強に有効な面積については，構造等に関する設計方針第8条第4項第一号を適用

する。 

X＝X1＋X2 

X1＝X2＝max(d，d／2＋ts＋tn) 

Y1＝min(2.5ts，2.5tn＋te) 

Y2＝min(2.5ts，2.5tn) 

c. 補強に有効な面積 

補強に有効な面積については，構造等に関する設計方針第8条第4項第一号を適用

する。 

(a) 鏡板の部分の補強に有効な面積 

ア. 管台の一部分が鏡板の部分となっていない場合及びWELD-8，38，51，52， 

53，54，57，58，59，60の場合，次の2つの式により計算したいずれか大き

い値とする。 

A1＝(ηts－Ftsr)(X－d) 

A1＝2(ηts－Ftsr)(ts＋tn) 

ただし，WELD-51，52，53，54，57，58，59，60の場合，鏡板が突出してい

ない部分の補強に有効な面積をA1とし，A1の算出に当たってはSn／Ssにて補

正する。 

イ. 管台の一部分が鏡板の部分となっている場合，次の2つの式により計算した

いずれか大きい値とする。 

A1＝(ηts－Ftsr)(X－d)－(1－Sn／Ss)(ηts－Ftsr)2tn 

A1＝2(ηts－Ftsr)(ts＋tn)－(1－Sn／Ss)(ηts－Ftsr)2tn 

(b) 管台の部分の補強に有効な面積 

ア. 管台が鏡板の内側に突出していない場合及びWELD-8，38の場合 

A2＝2(tn－tnr)Y1・Sn／Ss 
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イ. 管台が鏡板の内側に突出している場合 

A2＝2｛(tn－tnr)Y1＋tnY2｝・Sn／Ss 

ウ. WELD-51，52の場合 

A2＝2(tn－tnr)Y1＋2   
 

  
 1－

π

4
 Ri2 

ただし，補強の有効範囲内にないコーナーR部の面積は除く。また，WELD- 

53，54，57，58，59，60の場合，鏡板から突出している部分の補強に有効な

面積をA2とする。 

ただし， 

tnr＝
Pd

2Sn －1.2P
 

ここで，鏡板の面に対し，管台が垂直に取り付けられない場合は， 

tnr＝
Pdsinα

2Sn －1.2P
 

(c) すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 

A3＝L1・L1＋L2・L2＋L3・L3 

ただし，補強の有効範囲にないすみ肉溶接の部分は除く。 

(d) 強め板の部分の補強に有効な面積 

A4＝｛min(Be，X)－Don｝te・Se／Ss 

(Se／Ss＞1の場合はSe／Ss＝1とする。以下同じ) 

(e) 補強に有効な総面積 

A0＝A1＋A2＋A3＋A4 

d. 補強の有効範囲X1≠X2の場合の補強に有効な面積の確認 

補強の有効な面積の確認については，構造等に関する設計方針第8条第4項第一号

を適用する。補強に必要な面積の2分の1以上の補強に有効な面積は穴の中心線の両

側にあることが必要である。 

ただし，補強の有効範囲X1＝X2の場合は上記条件を満足することがあきらかであるの

で確認することを省略する。 

(a) 補強に必要な面積の2分の1 

ArD＝Ar／2 

(b) X1またはX2いずれか小さい方の断面における補強に有効な面積 

ア. 鏡板の部分の補強に有効な面積 
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(ア) 管台の一部分が鏡板の部分となっていない場合及びWELD-8，38，51，52，

53，54，57，58，58，60の場合 

A1D＝(ηts－Ftsr)｛min(X1，X2)－d／2｝ 

ただし，WELD-51，52，53，54，57，58，59，60の場合，鏡板から突出し

ていない部分の補強に有効な面積をA1Dとする。 

(イ) 管台の一部分が鏡板の部分となっている場合 

A1D＝(ηts－Ftsr)｛min(X1，X2)－d／2｝－(1－Sn／Ss)(ηts－Ftsr)tn 

イ. 管台の部分の補強に有効な面積 

A2D＝A2／2 

ウ. すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 

A3D＝A3／2 

エ. 強め板の部分の補強に有効な面積 

A4D＝A4／2 

オ. 補強に有効な総面積 

A0D＝A1D＋A2D＋A3D＋A4D 

(2) 大きい穴の補強 

大きい穴の補強については，構造等に関する設計方針第8条第4項第一号を適用す

る。 

a. 大きい穴の補強を要する穴の限界径 

(a) Diが1500mm以下の場合 

dj＝Di／2 

ただし，500mmを超える場合は500mmとする。 

(b) Diが1500mmを超える場合 

dj＝Di／3 

ただし，1000mmを超える場合は1000mmとする。 

よって，d＞djの場合は補強に必要な面積の3分の2以上の補強に有効な面積が

穴の周囲から穴の径の4分の1の範囲内に有る必要がある。 

b. 大きい穴の補強に必要な面積 

Ajr＝2／3・Ar 
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c. 大きい穴の補強に有効な範囲 

Xj＝Xj1＋Xj2 

Xj1＝Xj2＝d／2＋d／4 

d. 大きい穴の補強に有効な面積 

(a) 鏡板の部分の補強に有効な面積 

ア. 管台の一部分が鏡板の部分となっていない場合及びWELD-8，38，51，52， 

53， 54，57，58，59，60の場合 

Aj1＝(ηts－Ftsr)(Xj－d) 

ただし，WELD-51，52，53，54，57，58，59，60の場合，鏡板から突出して

いない部分の補強に有効な面積をAj1とし，Aj1の算出に当たっては，Sn／Ssに

て補正する。 

イ. 管台の一部分が鏡板の部分となっている場合 

Aj1＝(ηts－Ftsr)(Xj－d)－(1－Sn／Ss)(ηts－Ftsr)2tn 

(b) 管台の部分の補強に有効な面積 

ア. 管台の鏡板の内側に突出していない場合及びWELD-8，38の場合 

Aj2＝2［｛min(Xj，Don)－d｝／2－tnr］Y1・Sn／Ss 

イ. 管台が鏡板の内側に突出している場合 

Aj2＝2［｛min(Xj，Don)－d｝／2－tnr］Y1＋tnY2・Sn／Ss 

ウ. WELD-51，52の場合 

Aj2＝2［｛min(Xj，Don)－d｝／2－tnr］Y1＋2   
 

  
 1－

π

4
 Ri2 

ただし，大きい穴の補強の範囲内にないコーナーR部の面積は除く。 

また，WELD-53，54，57，58，59，60の場合は，鏡板から突出している部分

の補強に有効な面積をAj2とする。 

(c) すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 

Aj3＝L1・L1＋L2・L2＋L3・L3 

ただし，大きい穴の補強の有効範囲内にないすみ肉溶接の部分は除く。 

(d) 強め板の部分の補強に有効な面積 

Aj4＝｛min(Be，Xj)－Don｝te・Se／Ss 

(e) 大きい穴の補強に有効な総面積 

Aj0＝Aj1＋Aj2＋Aj3＋Aj4 
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(3) 溶接部の強度 

溶接部の強度については，構造等に関する設計方針第8条第4項第一号を適用する。 

a. 溶接部の負うべき荷重 

(a) 次の2つの計算式(W1及びW2)により求めた荷重のうちいずれか小さい方 

W1＝(A0－A1)Ss 

(b) 管台の一部分が鏡板の部分となっていない場合及びWELD-8，38の場合 

W2＝(dtsr－A1)Ss 

(c) 管台の一部分が鏡板の部分となっている場合 

W2＝(dwtsr－A1)Ss 

よって，W＝min(W1，W2) 

ただし，WELD-51，52，53，54，57，58，59，60の場合は次の2つの計算式 

(W1及びW2)により求めた荷重のうちいずれか小さい方 

W1＝｛A0－(ηts－Ftsr)(X－dw)｝・Ss 

W2＝｛dwtsr－(ηts－Ftsr)(X－dw)｝・Ss 

よって，W＝min(W1，W2) 

b. 溶接部の単位面積当たりの強さ 

Sw1＝SsF1 

Sw2＝SsF2 

Sw3＝SsF3 

Sw4＝min(Ss，Sn)F4 

c. 継ぎ手部の強さ 

We1＝π・1／2・Don・L1・Sw1 

We2＝π・1／2・Don・L3・Sw1 (WELD-17以外の場合) 

We2＝π・1／2・(d－2・L2)・L2・Sw1 (WELD-17の場合) 

We3＝π・1／2・Be・L2・Sw1 

We4＝π・1／2・Don・   
 

  
 dw－Don

2
・Sw2 

We5＝π・1／2・  
 

  
 Don＋d

2
・tn・Sw2 

We6＝π・1／2・Don・ts・Sw3(WELD-5，6，14，35，36，44以外の場合) 

We6＝π・1／2・Don・L4・Sw3(WELD-5，6，14，35，36，44の場合) 

We7＝π・1／2・dw・ts・Sw3 (WELD-6，36以外の場合) 
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We7＝π・1／2・dw・L4・Sw3 (WELD-6，36の場合) 

We8＝π・1／2・Don・te・Sw3 (WELD-14，44以外の場合) 

We8＝π・1／2・Don・L5・Sw3 (WELD-14，44の場合) 

We9＝π・1／2・dw・te・Sw3 

We10＝π・1／2・  
 

  
 Don＋d

2
・tn・Sw4 

We11＝π・1／2・dw・  
 

  
 Don－dw

2
＋L1 ・Sw1 
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d. 予想される破断箇所の強さ 

(a) WELD-1，31の場合 

Webp1＝ We1  We5 を通る強さ＝ We1＋We5 

Webp2＝ We5D を通る強さ＝ We5 

(b) WELD-2，32の場合 

Webp1＝ We1  We2 を通る強さ＝ We1＋We2 

Webp2＝ We1  We1O を通る強さ＝ We1＋We1O 

(c) WELD-3，33の場合 

Webp1＝ We1  We6 を通る強さ＝ We1＋We6 

Webp2＝ We1  We1O を通る強さ＝ We1＋We1O 

Webp3＝ We7 を通る強さ＝ We7 

(d) WELD-4，34の場合 

Webp1＝ We1  We6 を通る強さ＝ We1＋We6 

Webp2＝ We1  We1O を通る強さ＝ We1＋We1O 

Webp3＝ We11  We7 を通る強さ＝ We11＋We7 

ただし，Dow＝dWの場合はWebp1＝Webp3となるためWebp3を省略する。 

(e) WELD-5，35の場合 

Webp1＝ We1  We6 を通る強さ＝ We1＋We6 

Webp2＝ We1  We1O を通る強さ＝ We1＋We1O 

(f) WELD-6，36の場合 

Webp1＝ We1  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We6＋We2 

Webp2＝ We1  We1O を通る強さ＝ We1＋We1O 

Webp3＝ We1  We7 を通る強さ＝ We1＋We7 

(g) WELD-8，38の場合 

Webp1＝ We1  We2 を通る強さ＝ We1＋We2 

Webp2＝ We1  We1O を通る強さ＝ We1＋We1O 

(h) WELD-9，39の場合 

Webp1＝ We1  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We6＋We2 

Webp2＝ We1  We1O を通る強さ＝ We1＋We1O 

Webp3＝ We7 を通る強さ＝ We7 
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(i) WELD-11，41の場合 

Webp1＝ We3  We4  We2 を通る強さ＝ We3＋We4＋We2 

Webp2＝ We1  We8  We2 を通る強さ＝ We1＋We8＋We2 

Webp3＝ We9  We4  We2 を通る強さ＝ We9＋We4＋We2 

Webp4＝ We3  We4  We1O を通る強さ＝ We3＋We4＋We1O 

Webp5＝ We1  We1O を通る強さ＝ We1＋We1O 

(j) WELD-12，42の場合 

Webp1＝ We1  We6 を通る強さ＝ We1＋We6 

Webp2＝ We3  We7 を通る強さ＝ We3＋We7 

Webp3＝ We3  We4  We6 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6 

Webp4＝ We3  We4  We1O を通る強さ＝ We3＋We4＋We1O 

Webp5＝ We1  We1O を通る強さ＝ We1＋We1O 

(k) WELD-13，43の場合 

Webp1＝ We1  We5D を通る強さ＝ We1＋We5 

Webp2＝ We3  We4  We5 を通る強さ＝ We3＋We4＋We5 

(l) WELD-14，44の場合 

Webp1＝ We3  We6 を通る強さ＝ We3＋We6 

Webp2＝ We1  We8  We6 を通る強さ＝ We1＋We8＋We6 

Webp3＝ We3  We1O を通る強さ＝ We3＋We1O 

Webp4＝ We1  We1O を通る強さ＝ We1＋We1O 

(m) WELD-15，16，45，46の場合 

Webp1＝ We1  We8  We6 を通る強さ＝ We1＋We8＋We6 

Webp2＝ We3  We7 を通る強さ＝ We3＋We7 

Webp3＝ We3  We4  We6 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6 

Webp4＝ We3  We4  We1O を通る強さ＝ We3＋We4＋We1O 

Webp5＝ We3  We7 を通る強さ＝ We3＋We7 

Webp6＝ We1  We1O を通る強さ＝ We1＋We1O 

(n) WELD-17の場合 

Webp1＝ We1  We2 を通る強さ＝ We1＋We2 
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(o) WELD-18，48の場合 

Webp1＝ We1  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We6＋We2 

Webp2＝ We3  We7 を通る強さ＝ We3＋We7 

Webp3＝ We3  We4  We6  We2 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6＋We2 

Webp4＝ We3  We4  We1O を通る強さ＝ We3＋We4＋We1O 

Webp5＝ We1  We1O を通る強さ＝ We1＋We1O 

(p) WELD-19，49の場合 

Webp1＝ We1  We8  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We8＋We6＋We2 

Webp2＝ We3  We7 を通る強さ＝ We3＋We7 

Webp3＝ We3  We4  We6  We2 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6＋We2 

Webp4＝ We3  We4  We1O を通る強さ＝ We3＋We4＋We1O 

Webp5＝ We9  We7 を通る強さ＝ We9＋We7 

Webp6＝ We1  We1O を通る強さ＝ We1＋We1O 

(q) WELD-51，52，53，54，55，57，58，59，60の場合 

Webp1＝ We7 を通る強さ＝ We7 

(4) 評価 

鏡板の穴の補強は下記の条件を満足すれば十分である。 

A0＞Ar 

A0D＞ArD (ただし，X1≠X2の場合のみ) 

Aj0＞Ajr (だたし，大きい穴の補強を要する場合のみ) 

すべての予想される破断箇所の強さ≧W 
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2.2.24.4 容器の平板の穴の補強計算 

容器の平板の穴の補強計算については，構造等に関する設計方針第8条の2第14項を

適用する。 

管台形式及び各部の記号については図-3.1～図-3.17を参照のこと。 

容器の平板に穴を設ける場合は以下の手順による穴の補強計算を行う。 

なお，図中において，dをdhと読みかえる。 

(1) 穴の補強 

a. 補強に必要な面積 

補強に必要な面積については，構造等に関する設計方針第8条の2第14項を適用す

る。 

(a) 管台の一部分が平板の部分となっていない場合及びWELD-8，51，53，54，55，

57，58の場合 

Ar＝dhtsr 

(b) 管台の一部分が平板の部分となっている場合 

Ar＝dhtsrF＋2(1－Sn／SS)tsrFtn 

(Sn／SS＞1の場合はSn／SS＝1とする。以下同じ) 

b. 補強に有効な範囲 

X＝X1＋X2 

X1＝X2＝max(dh，dh／2＋tS＋tn) 

Y1＝min(2.5tS，2.5tn＋te) 

Y2＝min(2.5tS，2.5tn) 

ただし，構造上計算した有効範囲がとれない場合は構造上とりうる範囲とする。
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c. 補強に有効な面積 

補強に有効な面積については，構造等に関する設計方針第8条の2第14項を適用す

る。 

(a) 平板の部分の補強に有効な面積 

ア. 管台の一部分が平板の部分となっていない場合及びWELD-8，51，53，54， 

57，58の場合，次の2つの式により計算したいずれか大きい値とする。 

A1＝(ηtS－Ftsr)(X－dh) 

A1＝2(ηtS－Ftsr)(tS＋tn) 

ただし，WELD-51，53，54，57，58の場合，平板から突出していない部分の

補強に有効な面積をA1とし，A1の算出に当たっては，Sn／SSにて補正する。 

イ. 管台の一部分が平板の部分となっている場合 

次の2つの式により計算したいずれか大きい値とする。 

A1＝(ηtS－Ftsr)(X－dh)－(1－Sn／SS)(ηtS－Ftsr)2tn 

A1＝2(ηtS－Ftsr)(tS＋tn)－(1－Sn／SS)(ηtS－Ftsr)2tn 

(b) 管台の部分の補強に有効な面積 

ア. 管台が平板の内側に突出していない場合及びWELD-8の場合 

A2＝2(tn－tnr)Y1・Sn／SS 

イ. 管台が平板の内側に突出している場合 

A2＝2｛(tn－tnr)Y1＋tnY2｝・Sn／SS 

ウ. WELD-51の場合 

A2＝2(tn－tnr)Y1＋2   
 

  
 1－

π

4
 Ri2 

ただし，補強の有効範囲内にないコーナーR部の面積は除く。また，WELD-5

3，54，57，58の場合，平板から突出している部分に有効な面積をA2とする。 

ただし， 

tnr＝
Pd

2Sn－1.2P
  

ここで，平板の面に対し，管台が垂直に取り付けられない場合は， 

tnr＝
Pdsinα

2Sn－1.2P
  

(c) すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 

A3＝L1・L1＋L2・L2＋L3・L3 
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ただし，補強の有効範囲内にないすみ肉溶接の部分は除く。 

(d) 強め板の部分の補強に有効な面積 

A4＝｛min(Be，X)－Don｝te・Se／Ss 

(Se／Ss＞1の場合はSe／Ss＝1とする。以下同じ) 

(e) 補強に有効な総面積 

A0＝A1＋A2＋A3＋A4 

d. 補強に有効な範囲X1≠X2の場合の補強に有効な面積の確認 

補強に有効な面積の確認については，構造等に関する設計方針第8条の2第14項を

適用する。 

補強に必要な面積の2分の1以上の補強に有効な面積は穴の中心線の両側にあること

が必要である。 

ただし，補強の有効範囲X1＝X2の場合は上記条件を満足することがあきらかである

ので確認することを省略する。 

(a) 補強に有効な面積の2分の1 

ArD＝Ar／2 

(b) X1又はX2はいずれか小さい方の断面における補強に有効な面積 

ア. 平板の部分の補強に有効な面積 

(ア) 管台の一部分が平板の部分となっていない場合及びWELD-8，51，53，54，

57，58の場合 

A1D＝(ηts－Ftsr)｛min(X1，X2)－dh／2｝ 

ただし，WELD-51，53，54，57，58の場合，平板から突出していない部分

の補強に有効な面積をA1Dとする。 

(イ) 管台の一部分が平板の部分となっている場合 

A1D＝(ηts－Ftsr)｛min(X1，X2)－dh／2｝－(1－Sn／Ss)(ηts－Ftsr)tn 

イ. 管台の部分の補強に有効な面積 

A2D＝A2／2 

ウ. すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 

A3D＝A3／2 
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エ. 強め板の部分の補強に有効な面積 

A4D＝A4／2 

オ. 補強に有効な総面積 

A0D＝A1D＋A2D＋A3D＋A4D 

(2) 大きい穴の補強 

大きい穴の補強については，構造等に関する設計方針第8条の2第14項を適用する。 

a. 大きい穴の補強を要する穴の限界径 

(a) Diが1500mm以下の場合 

dj＝Di／2 

ただし，500mmを超える場合は500mmとする。 

(b) Diが1500mmを超える場合 

dj＝Di／3 

ただし，1000mmを超える場合は1000mmとする。 

よって，dh＞djの場合は補強に必要な面積の3分の2以上の補強に有効な面積が

穴の周囲から穴の径の4分の1の範囲内に有る必要がある。 

b. 大きい穴の補強に必要な面積 

Ajr＝2／3・Ar 

c. 大きい穴の補強に有効な範囲 

Xj＝Xj1＋Xj2 

Xj1＝Xj2＝dh／2＋dh／4 

ただし，構造上計算した有効範囲がとれない場合は構造上とりうる範囲とする。 

d. 大きい穴の補強に有効な面積 

(a) 平板の部分の補強に有効な面積 

ア. 管台の一部分が平板の部分となっていない場合及びWELD-8，51，53，54， 

57，58の場合 

Aj1＝(ηts－Ftsr)(Xj－dh) 

ただし，WELD-51，53，54，57，58の場合，平板から突出していない部分の

補強に有効な面積をAj1とし，Aj1の算出にあったっては，Sn／Ssにて補正する。 

イ. 管台の一部分が平板の部分となっている場合 

Aj1＝(ηts－Ftsr)(Xj－dh)－(1－Sn／Ss)(ηts－Ftsr)2tn 
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(b) 管台の部分の補強に有効な面積 

ア. 管台が平板の内側に突出していない場合及びWELD-8の場合 

Aj2＝2［｛min(Xj，Don)－dh｝／2－tnr］Y1・Sn／Ss 

イ. 管台が平板の内側に突出している場合 

Aj2＝2［｛min(Xj，Don)－dh｝／2－tnr］Y1＋tnY2・Sn／Ss 

ウ. WELD-51の場合 

Aj2＝2［｛min(Xj，Don)－dh｝／2－tnr］Y1＋2   
 

  
 1－

π

4
 Ri2 

ただし，大きい穴の補強の範囲内にないコーナーR部の面積は除く。 

また，WELD-53，54，57，58の場合は，平板から突出している部分の補強に

有効な面積をAj2とする。 

(c) すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 

Aj3＝L1・L1＋L2・L2＋L3・L3 

ただし，大きい穴の補強の有効範囲内にないすみ肉溶接の部分は除く。 

(d) 強め板の部分の補強に有効な面積 

Aj4＝｛min(Be，Xj)－Don｝te・Se／Ss 

(e) 大きい穴の補強に有効な総面積 

Aj0＝Aj1＋Aj2＋Aj3＋Aj4 

(3) 溶接部の強度 

溶接部の強度については，構造等に関する設計方針第8条の2第14項を適用する。 

a. 溶接部の負うべき荷重 

(a) 次の2つの計算式(W1及びW2)により求めた荷重のうちいずれか小さい方 

W1＝(A0－A1)Ss 

(b) 管台の一部分が平板の部分となっていない場合及びWELD-8の場合 

W2＝(dhtsr－A1)Ss 

(c) 管台の一部分が平板の部分となっている場合 

W2＝(dwtsr－A1)Ss 

よって，W＝min(W1，W2) 

ただし，WELD-51，53，54，57，58の場合は，次の2つの計算式(W1及びW2)によ

り求めた荷重のうちいずれか小さい方 

W1＝｛A0－(ηts－Ftsr)(X－dw)｝・Ss 

W2＝｛dwtsr－(ηts－Ftsr)(X－dw)｝・Ss 
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よって，W＝min(W1，W2) 

b. 溶接部の単位面積当たりの強さ 

Sw1＝SsF1 

Sw2＝SsF2 

Sw3＝SsF3 

Sw4＝min(Ss，Sn)F4 

c. 継ぎ手部の強さ 

We1＝π・1／2・Don・L1・Sw1 

We2＝π・1／2・Don・L3・Sw1(WELD-17以外の場合) 

We2＝π・1／2・(dh－2・L2)・L2・Sw1 (WELD-17の場合) 

We3＝π・1／2・Be・L2・Sw1 

We4＝π・1／2・Don・  
 

  
 dw－Don

2
・Sw2 

We5＝π・1／2・  
 

  
 Don＋dh

2
・tn・Sw2 

We6＝π・1／2・Don・ts・Sw3(WELD-5，6，14以外の場合) 

We6＝π・1／2・Don・L4・Sw3(WELD-5，6，14の場合) 

We7＝π・1／2・dw・ts・Sw3(WELD-6以外の場合) 

We7＝π・1／2・dw・L4・Sw3 (WELD-6の場合) 

We8＝π・1／2・Don・te・Sw3 (WELD-14以外の場合) 

We8＝π・1／2・Don・L5・Sw3 (WELD-14の場合) 

We9＝π・1／2・dw・te・Sw3 

We10＝π・1／2・  
 

  
 Don＋dh

2
・tn・Sw4 

We11＝π・1／2・dw・  
 

  
 Don－dw

2
＋L1 ・Sw1 

  

180



73 

d. 予想される破断箇所の強さ 

(a) WELD-1の場合 

Webp1＝ We1  We5 を通る強さ＝ We1＋We5 

Webp2＝ We5D を通る強さ＝We5 

(b) WELD-2の場合 

Webp1＝ We1   We2 を通る強さ＝ We1＋We2 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(c) WELD-3の場合 

Webp1＝ We1  We6 を通る強さ＝ We1＋We6 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

Webp3＝ We7 を通る強さ＝We7 

(d) WELD-4の場合 

Webp1＝ We1  We6 を通る強さ＝ We1＋We6 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

Webp3＝ We11  We7 を通る強さ＝ We11＋We7 

ただし，Don＝dwの場合はWebp1＝Webp3となるためWebp3を省略する。 

(e) WELD-5の場合 

Webp1＝ We1  We6 を通る強さ＝ We1＋We6 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(f) WELD-6の場合 

Webp1＝ We1  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We6＋We2 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

Webp3＝ We1  We7 を通る強さ＝ We1＋We7 

(g) WELD-8の場合 

Webp1＝ We1   We2 を通る強さ＝ We1＋We2 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(h) WELD-9の場合 

Webp1＝ We1  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We6＋We2 

Webp2＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

Webp3＝ We7 を通る強さ＝We7 
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(i) WELD-11の場合 

Webp1＝ We3  We4  We2 を通る強さ＝ We3＋We4＋We2 

Webp2＝ We1  We8  We2 を通る強さ＝ We1＋We8＋We2 

Webp3＝ We9  We4  We2 を通る強さ＝ We9＋We4＋We2 

Webp4＝ We3  We4  We10 を通る強さ＝ We3＋We4＋We10 

Webp5＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(j) WELD-12の場合 

Webp1＝ We1  We6 を通る強さ＝ We1＋We6 

Webp2＝ We3  We7 を通る強さ＝ We3＋We7 

Webp3＝ We3  We4  We6 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6 

Webp4＝ We3  We4  We10 を通る強さ＝ We3＋We4＋We10 

Webp5＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(k) WELD-13の場合 

Webp1＝ We1  We5D を通る強さ＝ We1＋We5 

Webp2＝ We3  We4  We5 を通る強さ＝ We3＋We4＋We5 

(l) WELD-14の場合 

Webp1＝ We3  We6 を通る強さ＝ We3＋We6 

Webp2＝ We1  We8  We6 を通る強さ＝ We1＋We8＋We6 

Webp3＝ We3  We10 を通る強さ＝ We3＋We10 

Webp4＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(m) WELD-15，16の場合 

Webp1＝ We1  We8  We6 を通る強さ＝ We1＋We8＋We6 

Webp2＝ We3  We7 を通る強さ＝ We3＋We7 

Webp3＝ We3  We4  We6 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6 

Webp4＝ We3  We4  We10 を通る強さ＝ We3＋We4＋We10 

Webp5＝ We9  We7 を通る強さ＝ We9＋We7 

Webp6＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(n) WELD-17の場合 

Webp1＝ We1  We2 を通る強さ＝ We1＋We2 
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(o) WELD-18の場合 

Webp1＝ We1  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We6＋We2 

Webp2＝ We3  We7 を通る強さ＝ We3＋We7 

Webp3＝ We3  We4  We6  We2 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6＋We2 

Webp4＝ We3  We4  We10 を通る強さ＝ We3＋We4＋We10 

Webp5＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(p) WELD-19の場合 

Webp1＝ We1  We8  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We8＋We6＋We2 

Webp2＝ We3  We7 を通る強さ＝ We3＋We7 

Webp3＝ We3  We4  We6  We2 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6＋We2 

Webp4＝ We3  We4  We10 を通る強さ＝ We3＋We4＋We10 

Webp5＝ We9  We7 を通る強さ＝ We9＋We7 

Webp6＝ We1  We10 を通る強さ＝ We1＋We10 

(q) WELD-51，53，54，55，57，58の場合 

Webp1＝ We7 を通る強さ＝ We7 

(r) WELD-56の場合 

Webp1＝ We3  We4  We6  We2 を通る強さ＝ We3＋We4＋We6＋We2 

Webp2＝ We1  We8  We6  We2 を通る強さ＝ We1＋We8＋We6＋We2 

Webp3＝ We9  We4  We6  We2 を通る強さ＝ We9＋We4＋We6＋We2 

Webp4＝ We3  We4  We10 を通る強さ＝ We3＋We4＋We10 

(4) 評価 

平板の穴の補強は下記の条件を満足すれば十分である。 

A0＞Ar／2 

A0D＞ArD／2(ただし，X1≠X2の場合のみ) 

Aj0＞Ajr／2(だたし，大きい穴の補強を要する場合のみ) 

すべての予想される破断箇所の強さ≧W 
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2.2.24.5 開放タンクの胴の穴の補強計算 

開放タンクの胴の穴の補強計算には，構造等に関する設計方針第6条の2第5項を適用

する。 

ただし，穴の径が85mm以下の場合は補強を要しない。 

開放タンクの胴の穴を設ける場合は，「3.2 容器の胴の穴の補強計算」を適用する。 

ここで，最高使用圧力Pは次式による。 

P＝9.80665×10-3Hρ 

上式で使用する記号説明は以下のとおりである。 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

H H 水頭 m 

ρ ρ 
液体の比重又は固体(粉体を含む)のかさ比重， 

ただし，1未満の場合は1とする 
－ 

 

2.2.24.6 管の穴の補強計算の記号説明 

管の穴の補強計算を用いる容器は存在しないため，記載を省略する。 

 

2.2.24.7 管の穴の補強計算 

管の穴の補強計算を用いる容器は存在しないため，記載を省略する。 

 

2.2.24.8 2以上の穴が接近しているときの補強計算 

本強度計算には，構造等に関する設計方針第7条第7項第二号を適用する。 

(1) 算式 

2つ以上の穴が近接しているためそれぞれの補強に有効な範囲が重なり合うとき

は次による。 

重なり合う部分の面積は，2つ以上の穴の補強に有効な面積としない。 

d＝1.2   
 

  
 d1＋d2

2
 

Ar=0.5(Ar1+Ar2) 

As=0.7ℓtsrF 

Ad=A1 + A2 
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(2) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

 Ad A１とA２の和 mm2 

 Ar Ar1とAr2の和の1／2 mm2 

 Ars 2つの穴の間の強め材の断面積 mm2 

 Ar1, 

Ar2 

2つの穴のそれぞれの補強に必要な断面積 mm2 

As As 2つの穴の間に必要な胴の断面積 

（胴板内に溶着された管壁を含む） 

mm2 

 A1 2つの穴の間及び強め板の断面積の和 mm2 

 A2 2つの穴の間の胴板内に溶着された管壁の断面積 mm2 

 D 2つの穴の中心間に必要な距離 mm 

 d1,d2 2つの穴のそれぞれの直径 mm 

F F 係数 ― 

ℓ ℓ 2つの穴の中心間の距離 mm 

tsr tsr 胴,鏡板又は平板の継ぎ目がない場合の計算上必要な厚さ mm 
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2.2.25 フランジの強度計算 

構造等に関する設計方針第12条第1項を適用する。 

JIS B 8265(2003)「圧力容器の構造－一般事項附属書3（規定）圧力容器のボルト締めフ

ランジ」等を適用する。 

フランジ形式及び各部の記号は図-4.1～図-4.4を参照のこと。 

なお，設計圧力及び設計温度は構造等に関する設計方針における最高使用圧力及び最

高使用温度とする。 

 

2.2.25.1 記号の説明 

JISの 

記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

A A フランジの外径 mm 

Ab Ab 実際に使用するボルトの総断面積 mm2 

Am Am ボルトの所要総断面積 mm2 

Am1 Am1 使用状態でのボルトの所要総断面積 mm2 

Am2 Am2 ガスケット締付時のボルトの所要総断面積 mm2 

B B フランジの内径 mm 

b b ガスケット座の有効幅 mm 

bo bo ガスケット座の基本幅 mm 

C C ボルト中心円の直径 mm 

d d 係数 － 

Dg Dg セルフシーリングガスケットの外径 mm 

－ db ボルトのねじの谷径又は最小径 mm 

e e 係数 － 

F F 
一体形フランジの係数 

(JIS B 8265(2003) 附属書3図5による) 
－ 

f f ハブ応力修正係数(JIS B 8265(2003) 附属書3図4による) － 

FL FL 
ハブ付差し込みフランジの係数 

(JIS B 8265(2003) 附属書3図6による) 
－ 

G G ガスケット反力のかかる位置を通る円の直径 mm 

－ Gs ガスケット接触面の外径 mm 

g0 g0 ハブの先端の厚さ mm 

g1 g1 フランジ背面のハブの厚さ mm 

H H フランジに加わる圧力による全荷重 N 
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JISの 

記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

h h ハブの長さ mm 

HD HD フランジの内径面に加わる荷重 N 

HG HG ガスケット荷重 N 

HP HP ガスケット又は継手接触面における圧縮力 N 

HT HT 
フランジに加わる圧力による全荷重とフランジの内径面

に加わる荷重との差 
N 

hD hD モーメントアーム mm 

hG hG モーメントアーム mm 

－ hE モーメントアーム mm 

h0 h0 係数 mm 

hT hT モーメントアーム mm 

－ J 単位長当たりのガスケット設計締付荷重 N／mm 

K K フランジの外径／内径比 － 

L L 係数 － 

m m ガスケット係数(JIS B 8265(2003) 附属書3表2による) － 

MD MD フランジの内径面に加わる荷重によるモーメント N・mm 

MG MG ガスケット荷重によるモーメント N・mm 

Mg Mg ガスケット締付時にフランジに作用するモーメント N・mm 

Mo Mo 使用状態でフランジに作用する全モーメント N・mm 

MT MT 
フランジに加わる圧力による全荷重とフランジの内径面

に加わる荷重との差によるモーメント 
N・mm 

N N ガスケット幅(ガスケット座基本幅の算出に使用する) mm 

－ n ボルト本数 － 

P P 設計内圧力 MPa 

Pe Pe 設計外圧力 MPa 

R R 
ボルトの中心円からハブとフランジ背面の交点までの 

半径方向の距離 
mm 

T T 係数(JIS B 8265(2003) 附属書3図7による) － 

－ t 遊動フランジの計算上必要な厚さ mm 

－ t，ts フランジの厚さ mm 

－ tso 遊動フランジの呼び厚さ mm 

t t1 使用状態の遊動フランジの計算上必要な厚さ mm 

t t2 ガスケット締付時の遊動フランジの計算上必要な厚さ mm 
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JISの 

記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

U U 係数(JIS B 8265(2003) 附属書3図7による) － 

V V 
一体形フランジの係数(JIS B 8265(2003) 附属書3図8に

よる) 
－ 

VL VL 
ハブ付差し込みフランジの係数 

(JIS B 8265(2003) 附属書3図9による) 
－ 

ω w 
ガスケット座面の幅 

(ガスケット座基本幅の算出に使用する) 
mm 

Wg Wg ガスケット締付時のボルト荷重 N 

Wo Wo 使用状態でのボルト荷重 N 

Wm1 Wm1 使用状態での必要な最小ボルト荷重 N 

Wm2 Wm2 ガスケット締付けに必要なボルト荷重 N 

Y Y 係数(JIS B 8265(2003) 附属書3図7による) － 

y y 
ガスケット又は継手接触面の最小設計締付け圧力 

(JIS B 8265(2003) 附属書3表2による) 
MPa 

Z Z 係数(JIS B 8265(2003) 附属書3図7による) － 

σa σa 常温における別表第6に規定するボルトの許容引張応力 MPa 

σb σb 
設計温度における別表第6に規定するボルトの 

許容引張応力 
MPa 

σf σf 
フランジ材料の設計温度における別表第4又は別表第5に

規定する許容引張応力 
MPa 

σf σfa 
フランジ材料の常温における別表第4又は別表第5に 

規定する許容引張応力 
MPa 

σn σn 
管台壁又は胴の材料の設計温度における別表第4又は 

別表第5に規定する許容引張応力 
MPa 

σnA σna 
管台壁又は胴の材料の常温における別表第4又は 

別表第5に規定する許容引張応力 
MPa 

σH σH ハブの軸方向応力 MPa 

σR σR フランジの半径方向応力 MPa 

σT σT フランジの周方向応力 MPa 
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2.2.25.2 フランジの計算 

(1) フランジの内圧計算 

任意形フランジは，一体形フランジとして計算する。 

ただし，下記条件をすべて満足する場合には，遊動フランジとして計算してもよい。 

g0≦16 mm B／g0≦300 

P≦2 MPa 設計温度≦370 ℃ 

a. ガスケット座の有効幅 

b＝bo (bo≦6.35mm) 

b＝2.52 b0 (bo＞6.35mm) 

boはJIS B 8265(2003) 附属書3表3による。 

b. 計算上必要なボルト荷重 

(a) 使用状態でのボルト荷重 

Wm1＝H＋Hp 

H＝
π

4
G2P 

HP＝2πbGmP 

ただし，ガスケットとして，メタルOリングを用いる場合は，次式による。 

HP＝JπG 

(b) ガスケット締付時のボルト荷重 

Wm2＝πbGy 

ただし，ガスケットとして，メタルOリングを用いる場合は，次式による。 

Wm2＝JπG 

また，セルフシーリングガスケットを用いる場合は， 

Wm1(＝H)＝
π

4
Dg2P 

Wm2＝0 

とする。 

熱交換器の管板をはさむ一対のフランジのように，フランジ又はガスケット

が同一でない場合は，Wm1及びWm2の値は，それぞれフランジ又はガスケットに

ついて計算した値のうち大きい方とし，その値を両方のフランジの計算に用

いる。 
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c. ボルトの所要総断面積及び実際のボルト総断面積 

Am1＝Wm1／σb(使用状態) 

Am2＝Wm2／σa(ガスケット締付時) 

Am＝max(Am1，Am2) 

Ab＝
π

4
db2n 

d. フランジの計算に用いるボルト荷重 

Wo＝Wm1(使用状態) 

Wg＝(Am＋Ab)σa／2(ガスケット締付時) 

e. 使用状態でフランジにかかる荷重 

HD＝
π

4
B2P 

HG＝Wo－H 

HT＝H－HD 

f. 使用状態でのフランジ荷重に対するモーメントアーム 

フランジの形式 hD hG hT 

一体形フランジ，任意形 

フランジで一体形として

計算するもの 

R＋0.5g1 
C－G

2
 

R＋g1＋hG
2

 

ハブ付差し込みフラン

ジ，任意形フランジで遊

動形として計算するもの 

C－B

2
 

C－G

2
 

hD＋hG
2

 

遊動フランジ 
C－B

2
 

C－G

2
 

C－G

2
 

リバース型フランジ 
C＋g1－2g0－B

2
 

C－G

2
 

1

2
   
 

  
 C－

B＋G

2
 

ハブ無しリバース型 

フランジ 

G－g0－B

2
 0 

G－B

4
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ただし， 
R＝  

 
  
 C－B

2
－g1 

g. 使用状態でのフランジに作用するモーメント 

MD＝HDhD 

MG＝HGhG 

MT＝HThT 

Mo＝MD＋MG＋MT 

Mo＝WghE(ハブ無しリバース型フランジ) 

h. ガスケット締付時にフランジに作用するモーメント 

Mg＝Wg  
 

  
 C－G

2
 

Mg＝WghE (ハブ無しリバース型フランジ) 

i. 一体形フランジ，ハブ付差し込みフランジ，リバース型フランジ及びハブ無しリバ

ース型フランジの応力 

(a) 使用状態のフランジ応力 

σH＝
fMo
Lg12B

 

σR＝
(1.33te＋1)Mo

Lt2B
  

σT＝
YMo
t2B

－ZσR 

(b) ガスケット締付時のフランジの応力 

σH＝
fMg
Lg12B

 

σR＝
(1.33te＋1)Mg

Lt2B
  

σT＝
YMg
t2B

－ZσR 
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ここに 

L＝
te＋1

T
＋
t3

d
  

ho＝ Bg0 

d＝
U

V
hog02 

(一体形フランジ，リバース型フランジ及び 

ハブ無しリバース型フランジの場合) 

d＝
U

VL
hog02 (ハブ付差し込みフランジの場合) 

e＝
F

ho
 

(一体形フランジ，リバース型フランジ及び 

ハブ無しリバース型フランジの場合) 

e＝
FL
ho
 (ハブ付差し込みフランジの場合) 

j. 遊動フランジの計算厚さ 

フランジの計算上必要な厚さは，次のいずれか大きい方の値とする。 

(a) 使用状態のフランジの計算上必要な厚さ 

t1＝  
YMo
σfB

 

(b) ガスケット締付時のフランジの計算上必要な厚さ 

t2＝  
YMg
σfaB

 

k. 評価 

内圧を受けるフランジは，下記の条件を満足すれば十分である。 

(a) 一体形フランジ，ハブ付差し込みフランジ，リバース型フランジ及びハブ無し

リバースフランジ 

ア. ボルトの総面積 Ab＞Am 

イ. ハブの軸方向応力 

一体形フランジとして計算するもの 

使用状態にあっては 

σH≦min(1.5σf，1.5σn) 

ガスケット締付時にあっては 

σH≦min(1.5σfa，1.5σna) 
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図-4.1 FLANGE-2に示すハブ付一体形フランジ，図-4.4 FLANGE-7に示すリ

バース型フランジ及びFLANGE-8に示すハブ無しリバース型フランジの場合，

使用状態にあっては 

σH≦min(1.5σf，1.5σn) 

ガスケット締付時にあっては 

σH≦min(1.5σfa，1.5σna) 

上記以外で鋳鉄以外の材料の場合 

使用状態にあっては σH≦1.5σf 

ガスケット締付時にあっては 

σH≦1.5σfa 

ウ. フランジの半径方向応力 

使用状態にあっては σR≦σf 

ガスケット締付時にあっては σR≦σfa 

エ. フランジの周方向応力 

使用状態にあっては σT≦σf 

ガスケット締付時にあっては σT≦σfa 

オ. 軸方向と半径方向応力の平均 

使用状態にあっては 
σH＋σR

2
≦σf 

ガスケット締付時にあっては 
σH＋σR

2
≦σfa 

カ. 軸方向と周方向応力の平均 

使用状態にあっては 
σH＋σT

2
≦σf 

ガスケット締付時にあっては 
σH＋σT

2
≦σfa 

(b) 遊動フランジとして計算するもの 

ア. ボルト総断面積 Ab＞Am 

イ. フランジの厚さ ts≧t 
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(2) フランジの外圧計算 

任意形フランジは，一体形フランジとして計算する。 

ただし，下記条件をすべて満足する場合には，遊動フランジとして計算してもよい。 

g0≦16 mm B／g0≦300 

Pe≦2 MPa 設計温度≦370 ℃ 

a. ガスケット座の有効幅 

b＝bo (bo≦6.35mm) 

b＝2.52 b0 (bo＞6.35mm) 

boはJIS B 8265(2003)附属書3表3による。 

b. 計算上必要なボルト荷重 

Wm2＝πbGy 

ただし，ガスケットとして，メタルOリングを用いる場合は，次式による。 

Wm2＝JπG 

熱交換器の管板をはさむ一対のフランジのように，フランジ又はガスケットが同

一でない場合は，Wm2の値は，それぞれフランジ又はガスケットについて計算した値

のうち大きい方とし，その値を両方のフランジの計算に用いる。 

また，セルフシーリングガスケットを用いる場合は， 

Wm2＝0 

とする。 

c. ボルトの所要総断面積及び実際のボルト総断面積 

Am2＝Wm2／σa 

Ab＝
π

4
db2n 

d. フランジの計算に用いるボルト荷重 

Wg＝(Am2＋Ab)σa／2 

e. 使用状態でフランジにかかる荷重 

H＝
π

4
G2Pe 

HD＝
π

4
B2Pe 

HT＝H－HD 

  

211



104 

f. 使用状態でのフランジ荷重に対するモーメントアーム 

フランジの形式 hD hG hT 

一体形フランジ，任意形 

フランジで一体形として

計算するもの 

R＋0.5g1 
C－G

2
 

R＋g1＋hG
2

 

ハブ付差し込みフラン

ジ，任意形フランジで遊

動形として計算するもの 

C－B

2
 

C－G

2
 

hD＋hG
2

 

遊動フランジ 
C－B

2
 

C－G

2
 

C－G

2
 

リバース型フランジ 
C＋g1－2g0－B

2
 

C－G

2
 

1

2
   
 

  
 C－

B＋G

2
 

ハブ無しリバース型 

フランジ 

G－g0－B

2
 0 

G－B

4
 

ただし， R＝  
 

  
 C－B

2
－g1 

g. 使用状態でのフランジに作用するモーメント 

Mo＝HD(hD－hG)＋HT(hT－hG) 

h. ガスケット締付時でのフランジに作用するモーメント 

Mg＝WghG 

Mg＝WghE(ハブ無しリバース型フランジ) 

i. 一体形フランジ，ハブ付差し込みフランジ，リバース型フランジ及びハブ無しリバ

ース型フランジの応力 

(a) 使用状態のフランジ応力 

σH＝
fMo
Lg12B

 

σR＝
(1.33te＋1)Mo

Lt2B
  

σT＝
YMo
t2B

－ZσR 

(b) ガスケット締付時のフランジの応力 

σH＝
fMg
Lg12B
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σR＝
(1.33te＋l)Mg

Lt2B
 

σT＝
YMg
t2B

－ZσR 

ここに 

L＝
te＋l

T
－
t3

d
 

ho＝ Bg0 

d＝
U

V
hog02 

(一体形フランジ，リバース型フランジ及びハブ無し 

リバース型フランジの場合) 

d＝
U

VL
hog02 (ハブ付差し込みフランジの場合) 

e＝
F

ho
 

(一体形フランジ，リバース型フランジ及びハブ無し 

リバース型フランジの場合) 

e＝
FL
ho
 (ハブ付差し込みフランジの場合) 

j. 遊動フランジの計算厚さ 

フランジの計算上必要な厚さは，次のいずれか大きい方の値とする。 

(a) 使用状態のフランジの計算上必要な厚さ 

t1＝  
YMo
σfB

 

(b) ガスケット締付時のフランジの計算上必要な厚さ 

t2＝  
YMg
σfaB

 

k. 評価 

外圧を受けるフランジは，下記の条件を満足すれば十分である。 

(a) 一体形フランジ，ハブ付差し込みフランジ，リバース型フランジ及びハブ無し

リバース型フランジ 

ア. ボルトの総面積 Ab＞Am2 

イ. ハブの軸方向応力 

一体形フランジとして計算するもの 

使用状態にあっては 

σH≦min(1.5σf，1.5σn) 
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ガスケット締付時にあっては 

σH≦min(1.5σfa，1.5σna) 

図-4.1 FLANGE-2に示すハブ付一体形フランジ，図-4.4 FLANGE-7に示すリ

バース型フランジ， FLANGE-8に示すハブ無しリバース型フランジの場合，

使用状態にあっては 

σH≦min(1.5σf，1.5σn) 

ガスケット締付時にあっては 

σH≦min(1.5σfa，1.5σna) 

上記以外で鋳鉄以外の材料の場合 

使用状態にあっては σH≦1.5σf 

ガスケット締付時にあっては σH≦1.5σfa 

ウ. フランジの半径方向応力 

使用状態にあっては σR≦σf 

ガスケット締付時にあっては σR≦σfa 

エ. フランジの周方向応力 

使用状態にあっては σT≦σf 

ガスケット締付時にあっては σT≦σfa 

オ. 軸方向と半径方向応力の平均 

使用状態にあっては 
σH＋σR

2
≦σf 

ガスケット締付時にあっては 
σH＋σR

2
≦σfa 

カ. 軸方向と周方向応力の平均 

使用状態にあっては 
σH＋σT

2
≦σf 

ガスケット締付時にあっては 
σH＋σT

2
≦σfa 

(b) 遊動フランジとして計算するもの 

ア. ボルト総断面積 Ab＞Am2 

イ. フランジの厚さ ts≧t  
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2.2.26 容器の平板の計算 

平板形の容器の厚さの計算には，構造等に関する設計方針第8条の2に規定する値を適

用する。 

 

2.2.26.1 ステーによってささえられない容器の平板の厚さの計算 

ステーによってささえられない平板の厚さの計算には，構造等に関する設計方針第8

条の2第1項を適用する。 

(1) 算式 

a. 次の計算式により計算した値 

(a) 円形平板の板厚：t 

t＝d  
ZCP

S
 (円形平板の場合Z＝1) 

(b) 円形平板以外の平板の板厚：t 

t＝d  
ZCP

S
 

Z＝min  
 

  
 2.5，3.4－

2.4d

D
 

 

取付方法 形状の制限 Cの値 

イ なし 0.25 

ロ 

ℓf≧(1.1－0.8ts2／th2)(dth)1／2 

かつ，フランジ部のこう配が1／4以下の 

円形平板又は， 

ts≧1.12th  1.1－
ℓf

(dth)1／2 

 

かつ，フランジ部のこう配が1／4以下の 

円形平板 

0.10 

上記以外 0.17 

ハ 
tr≧2ts 

r≧3tf 
0.17 

ニ 
tr≧ts 

r≧1.5tf 
max  

 
  
 0.3，0.5

tr
ts
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取付方法 形状の制限 Cの値 

ホ 

b＝2tr 

b≧1.25ts 

tc≧min(0.7ts，6) 

max  
 

  
 0.2，0.33

tr
ts

 

ヘ (応力確認のみ) 0.30 

ト 
tw≧2tr 

tw≧1.25ts 

(1)円形平板のとき 

max  
 

  
 0.2，0.33

tr
ts

 

(2)円形平板以外の平板のとき 

0.33 

チ＊ 

a＋b≧2ts 

a≧ts 

tq＝ts又は6のいずれか小さい値以上 

0.33 

リ 
a＋b≧2ts 

tq≧min(ts，6) 
max  

 
  
 0.2，0.33

tr
ts

 

ヌ d≦305(及びねじ部の応力確認) 0.75 

ル 

d≦600 

1

4
d ＞th≧

1

20
d 

0.13 

ヲ 

その他 

の場合 

－ 0.50 

注記 ＊：チは再処理施設の技術基準に関する規則の解釈において，腐食性の強い硝酸液

を扱う機器の接液部には認められていない。 
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C＝0.25 

イ 

C＝0.17 
C＝0.10 

ロ 

C＝0.17 

ハ 

C＝0.5
tr
ts
  (最小0.3) 

ニ 

C＝0.30 

ヘ 

C＝0.33 

チ 

C＝0.13 

ル 

C＝0.33
tr

ts
 (最小0.2) 

リ 

C＝0.75 

ヌ 

図－5.1 

C＝0.33
tr

ts
 (最小0.2) 

ホ 

(1)円形平板のとき 

C＝0.33
tr

ts
 (最小0.2) 

(2)円形平板以外の平板のとき 

0.33 

ト 

 
mm の 

th 

th 

t h
 

tq 

tq 

tq 

tq 
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(2) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

Z Z 平板の形状によって定まる定数 － 

C C 平板の取付け方法によって定まる定数 － 

S S 
最高使用温度における構造等に関する設計方針 

別表第4又は，別表第5に規定する材料の許容引張応力 
MPa 

d d イ～ヲに示すように測った直径又は最小スパン mm 

D D 最小スパンに直角に測った最大スパン mm 

t t 平板の計算上必要な厚さ mm 

ts ts 胴板の実際厚さ mm 

tw tw トに示す値 mm 

tq tq チ，リに示す値 mm 

tc tc 平板のすみ肉ののど厚 mm 

th th 平板の実際厚さ mm 

tr tr 継目なし胴，管等の計算上必要厚さ mm 

tf tf 平板のフランジ部の厚さ mm 

ℓ ℓf フランジ部の長さ mm 

r r すみの丸みの内半径 mm 

－ tp 平板の最小厚さ mm 

－ tpo 平板の呼び厚さ mm 

 

(3) 評価 

平板の最小厚さ(tp)≧平板の計算上必要な厚さ(t)ならば十分である。 
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2.2.26.2 輪形ガスケットを用いて平板を取付ける場合の平板の厚さの計算 

図-5.2の(イ)，(ロ)に示す様に，胴，管等のフランジにボルトで取付けられることに

よりモーメントの作用する平板の厚さの計算には，構造等に関する設計方針第8条の2

第2項及び第3項を適用する。 

(1) 算式 

a. 次の計算式により計算した値 

(a) 円形平板の板厚：t (ガスケットみぞを設けない場合) 

t＝max(t1，t2) 

t1＝d  
CP

S
 ＋

1.9W1hG
Sd3

 

t2＝d 
1.9W2hG
S1d3

 

(b) 円形平板の板厚：t (ガスケットみぞを設ける場合) 

t＝max(tG1，tG2) 

tG1＝max(t1，t2) 

t1＝d  
CP

S
 ＋

1.9W1hG
Sd3

 

t2＝d 
1.9W2hG
S1d3

 

tG2＝tG＋tn 

tn＝max(tn1，tn2) 

tn1＝
1.9W1hG

Sd
 

tn2＝
1.9W2hG
S1d

 

(c) 円形平板以外の平板の板厚：t (ガスケットみぞを設けない場合) 

t＝max(t1，t2) 

t1＝d  
ZCP

S
 ＋

6W1hG
SLd2

 

t2＝d 
6W2hG
S1Ld2

 

Z＝min  
 

  
 2.5，3.4－

2.4d

D
 

(d) 円形平板以外の平板の板厚：t (ガスケットみぞを設ける場合) 
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t＝max(tG1，tG2) 

tG1＝max(t1，t2) 

t1＝d  
ZCP

S
 ＋

6W1hG
SLd2

 

t2＝d 
6W2hG
S1Ld2

 

Z＝min  
 

  
 2.5，3.4－

2.4d

D
 

tG2＝tG＋tn 

tn＝max(tn1，tn2) 

tn1＝
6W1hG
SL

 

tn2＝
6W2hG
S1L
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(2) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

S S 
最高使用温度における構造等に関する設計方針 

別表第4又は，別表第5に規定する材料の許容引張応力 
MPa 

－ S1 
常温における構造等に関する設計方針 

別表第4又は，別表第5に規定する材料の許容引張応力 
MPa 

C C 定数(C＝0.30) － 

W1 W1 使用状態における全体のボルトに作用する力 N 

W2 W2 ガスケット締付時における全体のボルトに作用する力 N 

d d 
図-5.2の(イ)，(ロ)に示すように測った直径又は，最

小スパン 
mm 

D D 最小スパンに直角に測った最大スパン mm 

Z Z 平板の形状によって定まる定数 － 

tn tn 
ガスケットみぞの深さを差し引いた平板の計算上必要

な厚さ 
mm 

hG hG 
ガスケットによるモーメントアームでボルトのピッチ

円とdとの差の1／2 
mm 

L L ボルト穴の中心にそって測った円の周長 mm 

－ t 平板の計算上必要な厚さ mm 

t1 t1 使用状態における平板の計算上必要な厚さ mm 

t2 t2 ガスケット締付時における平板の計算上必要な厚さ mm 

－ tG1 
ガスケットみぞを設けない場合の平板の計算上必要な

厚さ 
mm 

－ tG2 
ガスケットみぞを設ける場合の平板の計算上必要な 

厚さ 
mm 

－ tn1 
使用状態におけるガスケットみぞを設ける場合の平板

の計算上必要な厚さ 
mm 

－ tn2 
ガスケット締付時におけるガスケットみぞを設ける 

場合の平板の計算上必要な厚さ 
mm 

－ tG ガスケットみぞの深さ mm 

－ tp 平板の最小厚さ mm 

－ tpo 平板の呼び厚さ mm 
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(3) 評価 

平板の最小厚さ(tp)≧平板の計算上必要な厚さ(t)ならば十分である。 

 

2.2.26.3 ステーによってささえられる平板の厚さの計算 

ステーによってささえられる平板の厚さの計算を用いる容器は存在しないため，記載

を省略する。 

 

2.2.26.4 平板のステーに作用する応力の計算 

平板のステーに作用する応力の計算を用いる容器は存在しないため，記載を省略す

る。 

 

2.2.26.5 角形容器の平板部でリブによって補強されたものの最高許容圧力の計算 

角形容器の平板部でリブによって補強されたものの最高許容圧力の計算には構造等

に関する設計方針第8条の2第10項を適用する。 

(1) 算式 

最高許容圧力は，次の2つの算式による値のうち小さい方の値とする。 

a. PA＝P1＋P2 

P1＝
StP2

ZCd2
 (板に継手がない場合) 

(a) リブを一方向にのみ設ける場合 

P2＝
8ZoSR
bℓ2

 ………自由支持の場合 

P2＝
12ZoSR
bℓ2

 ………周縁固定の場合 
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(b) リブを交叉して設ける場合 

P2＝8  
 

  
 Z1SR1η1

b1ℓ12
 ＋

Z2SR2η2

b2ℓ22
 …自由支持の場合 

P2＝12  
 

  
 Z1SR1η1

b1ℓ12
 ＋

Z2SR2η2

b2ℓ22
 …周縁固定の場合 

b.   

(a) 規則的に配置されたリブによってささえられる場合 

PB＝
CRStP2

p2
 

(b) リブの水平方向の中心間距離と垂直方向の中心間距離が大きく異なる場合 

(d1／D1≦1／1.4)  

PB＝
StP2

ZC2d12
 

(2) 記号の説明 

構造等に 

関する 

設計方針の

記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

S S 

最高使用温度における構造等に関する設計方

針別表第4又は別表第5に規定する材料の 

許容引張応力 

MPa 

C C 平板の取付方法によって定まる定数 － 

Z Z 平板の形状によって定まる定数 － 

d d 
構造等に関する設計方針の図に示す直径又は

最小スパン 
mm 

Z，Z1，Z2 Z0，Z1，Z2 リブの断面係数 mm3 

SR，SR1， 

SR2 

SR，SR1， 

SR2 
リブの許容引張応力 MPa 

η1，η2 η1，η2 
リブの交叉部における継手効率 

(一方は1とする) 
－ 

ℓ，ℓ1，ℓ2 ℓ，ℓ1，ℓ2 

一本のリブが荷重を受持つ長さ 

 
 自由支持の場合 ⋯⋯⋯ リブの長さ 

 周縁固定の場合 ⋯⋯⋯ 胴の内のり 
  

mm 

b，b1，b2 b，b1，b2 リブが荷重を受け持つ幅 mm 
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構造等に 

関する 

設計方針の

記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

C1 CR 定数(2.6) － 

C2 C2 定数(0.33) － 

d d1 リブで仕切られた平板部の最小スパン mm 

D D 最小スパンに直角に測った最大スパン mm 

D D1 
リブで仕切られた平板部の最小スパンに直角

に測った最大スパン 
mm 

P1 P1 平板部の最高許容圧力 MPa 

P2 P2 
リブの強さのみを考慮して求めた 

最高許容圧力 
MPa 

PA，PB PA，PB リブで仕切られた平板部の最高許容圧力 MPa 

t tp 平板の最小厚さ mm 

－ tpo 平板の呼び厚さ mm 

p p 
リブの水平及び垂直方向の中心間の距離の 

平均値 
mm 

(3) 評価 

リブで仕切られた平板部の最高許容圧力(PA，PB)≧平板の最高使用圧力(P)ならば

十分である。 

 

2.2.26.6 平板の変形量の計算 

平板の変形量の計算を用いる容器は存在しないため，記載を省略する。 

 

2.2.26.7 容器の平板に穴をあける場合に，補強を要しない計算上必要な厚さの計算 

計算上必要な厚さの計算には，構造等に関する設計方針第8条の2第14項第二号を適

用する。 

(1) 算式 

容器の平板に穴をあける場合に，補強を要しない計算上必要な厚さは次のa.，b.で

計算された値のうちいずれかの値をとる。 

a. dh≦d／2又はdh≦p／2の場合 

(a) ステーによってささえられない平板の厚さ：t 

ア. 構造等に関する設計方針第8条の2第1項に示す平板の場合 
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t＝d  
2ZCP

S
 

C＜0.375 

イ.構造等に関する設計方針第8条の2第2項に示す平板の場合 

(ア) 円形平板の場合 

t＝max(t1，t2) 

t1＝d 2   
 

  
 C1P

S
 ＋

1.9W1hG
Sd3

 

t2＝d 2   
 

  
 1.9W2hG

S1d3
 

(イ) 円形平板以外の平板の場合 

t＝max(t1，t2) 

t1＝d 2   
 

  
 ZC1P

S
 ＋

6W1hG
SLd2

 

t2＝d 2   
 

  
 6W2hG

S1Ld2
 

(b) ステーによってささえられる平板の厚さ：t 

t＝p  
2P

C2S
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b. dh＞d／2又はdh＞p／2の場合 

(a) ステーによってささえられない平板の厚さ：t 

ア. 構造等に関する設計方針第8条の2第1項に示す平板の場合 

t＝d  
2.25ZCP

S
 

イ. 構造等に関する設計方針第8条の2第2項に示す平板の場合 

(ア) 円形平板の場合 

t＝max(t1，t2) 

t1＝d 2.25   
 

  
 C1P

S
 ＋

1.9W1hG
Sd3

 

t2＝d 2.25   
 

  
 1.9W2hG

S1d3
 

(イ) 円形平板以外の平板の場合 

t＝max(t1，t2) 

t1＝d 2.25   
 

  
 ZC1P

S
 ＋

6W1hG
SLd2

 

t2＝d 2.25   
 

  
 6W2hG

S1Ld2
 

(b) ステーによってささえられる平板の厚さ：t 

t＝p  
2.25P

C2S
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(2) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

d d 
構造等に関する設計方針の図に示すように測った直径

又は，最小スパン 
mm 

d dh 穴の径 mm 

D D 最小スパンに直角に測った最大スパン mm 

Z Z 平板の形状によって定まる定数 － 

C C 平板の取付方法によって定まる定数 － 

C C1 定数(0.30) － 

C C2 ステーの取付け方法によって定まる定数 － 

S S 
最高使用温度における構造等に関する設計方針 

別表第4又は，別表第5に規定する材料の許容引張応力 
MPa 

S1 S1 
常温における構造等に関する設計方針別表第4又は， 

別表第5に規定する材料の許容引張応力 
MPa 

P P 最高使用圧力 MPa 

W1 W1 使用状態における全体のボルトに作用する力 N 

W2 W2 ガスケット締付時における全体のボルトに作用する力 N 

hG hG 
ガスケットによるモーメントアームでボルトのピッチ

円とdとの差の1／2 
mm 

L L ボルト穴の中心にそって測った円の周長 mm 

p p ステーの平均ピッチ mm 

t1 t1 平板の補強を要しない計算上必要な厚さ mm 

t2 t2 平板の補強を要しない計算上必要な厚さ mm 

－ tp 平板の最小厚さ mm 

－ tpo 平板の呼び厚さ mm 

－ t 平板の計算上必要な厚さ mm 

(3) 評価 

平板の最小厚さ(tp)≧平板の計算上必要な厚さ(t)ならば，補強は不要である。 
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2.2.27 伸縮継手の強度計算 

伸縮継手の強度計算を用いる容器は存在しないため，記載を省略する。 

 

2.2.28 ジャケット閉鎖部の厚さの計算 

ジャケット閉鎖部の厚さの計算には，構造等に関する設計方針第8条の2第4項を適用す

る。 

(1) 算式 

ジャケット閉鎖部に必要な厚さは，図-7.1(イ)の場合はaに，図-7.1(ロ)～(ニ)の

場合はbによる。 

a. 接続するジャケットの計算上必要な厚さ：tc1 

b. 次の計算式により計算した値 

(a) 図-7.1(ロ)に示す平面形ジャケット閉鎖部の場合 

次の算式により算定した値のうちいずれか大きい値 

tc21＝
4PRj

2Sη2－1.2P
 

tc22＝0.707j  
P

Sη1
 

(b) 図-7.1(ハ)に示す平面形ジャケット閉鎖部の場合 

tc2＝1.414  
PRsj

Sη1
 

ただし，jは次の式で求める値を超えてはならない。 

jc＝
2Sη1ts2

PRj
－0.5(ts＋tj) 

(c) 図-7.1(ニ)に示す円すい形ジャケット閉鎖部の場合 

tc2＝
2PRj

2cosθ(Sη1－0.6P)
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注）（ロ）のジャケット円筒胴の軸方向長さのうち，平行部の一部のみ覆うものとする。 

図-7.1 

 

 

 

  

（ロ） （イ） 

（ハ） （ニ） 
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(2) 記号の説明 

構造等に

関する 

設計方針

の記号 

計算書 

の記号 
表示内容 単位 

j j ジャケット部の間隔(Rj－RS) mm 

j jc ジャケット部の許容最大間隔 mm 

P P ジャケット部の最高使用圧力 MPa 

Rj Rj ジャケットの内半径 mm 

Rs Rs 本体胴の外半径 mm 

S S 最高使用温度における材料の許容引張応力 MPa 

－ Tc ジャケット閉鎖部の最小厚さ mm 

－ Tco ジャケット閉鎖部の呼び厚さ mm 

－ tc ジャケット閉鎖部の計算上必要な厚さ mm 

－ tc1 接続するジャケットの計算上必要な厚さ mm 

tc tc2 ジャケット閉鎖部の計算上必要な厚さ mm 

tc tc21 ジャケット閉鎖部の計算上必要な厚さ mm 

tc tc22 ジャケット閉鎖部の計算上必要な厚さ mm 

tj tj ジャケットの実際厚さ mm 

ts ts 本体胴の実際厚さ mm 

θ θ 円すいの頂角の2分の1 ° 

η η1 ジャケット閉鎖部の溶接継手効率 － 

η η2 接続するジャケットの溶接継手効率 － 

(3) 評価 

ジャケット閉鎖部の最小厚さ(Tc)≧ジャケット閉鎖部の計算上必要な厚さ(tc)な

らば十分である。 

 

2.2.29 半割コイルジャケットの計算 

半割コイルジャケットの計算を用いる容器は存在しないため，記載を省略する。 
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2.3 管に関する規格計算式等 

管の強度計算書に用いる計算式と記号を以下に定める。 

 

2.3.1 共通記号 

特定の計算に限定せず，一般的に使用する共通記号及び略称を次に掲げる。 

構造等に関する 

設計方針の記号 
計算書の表示 表 示 内 容 単 位 

－ 

 

Ｐ 

Ｐｅ 

－ 

－ 

－ 

－ 

η 

－ 

Ｎｏ 

 

Ｐ 

Ｐｅ 

最高使用温度 

材  料 

公称厚さ 

Ｑ 

η 

π 

管，平板，鏡板，レジューサ，管の

穴，フランジ，伸縮継手の番号 

最高使用圧力(内圧) 

外面に受ける最高の圧力 

－ 

－ 

－ 

厚さの負の許容差 

長手継手の効率 

円周率 

－ 

 

MPa 

MPa 

℃ 

－ 

mm 

%，mm 

－ 

－ 
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2.3.2 管の強度計算 

管の強度計算には，構造等に関する設計方針第14条第1項を適用する。 

(1) 記号の説明 

構造等に関する 

設計方針の記号 
計算書の表示 表 示 内 容 単 位 

Ｄｏ 

Ｓ 

 

Ｂ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

 

－ 

－ 

Ｄｏ 

Ｓ 

 

Ｂ 

 

ｔｓ 

ｔ 

 

算 式 

ｔｒ 

 

ｔｏｐ 

 

ｔｔ 

製 法 

 

管の外径 

最高使用温度における材料の許容引

張応力 

構造等に関する設計方針別図第4から

別図第22までにより求めた値 

管の最小厚さ(腐食後) 

(2)a.にて計算した管の計算上必要な

厚さ 

ｔｒとして用いる値の算式 

管の構造等に関する設計方針上必要

な厚さ 

(2)b.にて計算した管の計算上必要な

厚さ 

(2)c.による炭素鋼鋼管の制限厚さ 

管の製法 

S：継目無鋼管 

W：溶接鋼管 

mm 

MPa 

 

－ 

 

mm 

mm 

 

－ 

mm 

 

mm 

 

mm 

－ 
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(2) 算式 

管の構造等に関する設計方針上必要な厚さは，次に掲げる値のいずれか大きい

方の値とする。 

a. 内面に圧力を受ける管 

構造等に関する設計方針第14条第1項第一号の式より求めた値 

ｔ＝
ＰＤｏ

2Ｓη＋0.8Ｐ
   Ａ 

 

b. 外面に圧力を受ける管 

構造等に関する設計方針第14条第1項二号の式より求めた値 

ｔｏｐ＝
3ＰｅＤｏ

4Ｂ
   Ｂ 

 

c. 炭素鋼鋼管の制限厚さ 

構造等に関する設計方針第14条第1項第三号の表より求めた値   Ｃ 

 

 

(3) 評価 

ｔ，ｔｏｐ又はｔｔのいずれか大きい方の値をｔｒとする。 

管の最小厚さ(ｔｓ)≧管の構造等に関する設計方針上必要な厚さ(ｔｒ)ならば強

度は十分である。 
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2.3.3 平板の強度計算 

平板の強度計算を用いる設備は存在しないため，記載を省略する。 

 

2.3.4 鏡板の強度計算 

鏡板の強度計算を用いる設備は存在しないため，記載を省略する。 

 

2.3.5 レジューサの強度計算 

レジューサの強度計算を用いる設備は存在しないため，記載を省略する。 

 

2.3.6 管の穴と補強計算 

管の穴と補強計算を用いる設備は存在しないため，記載を省略する。 

 

2.3.7 フランジの強度計算 

フランジの強度計算を用いる設備は存在しないため，記載を省略する。 
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2.3.8 伸縮継手の強度計算 

伸縮継手の強度計算には，構造等に関する設計方針第15条の3第1項第二号を適

用する。 

(1) 記号の説明 

構造等に関する

設計方針の記号 
計算書の表示 表 示 内 容 単 位 

 

Ｅ 

 

ｔ 

δ 

ｂ 

ｈ 

ｎ 

 

ｃ 

－ 

 

 

σ 

Ｎ 

－ 

 

－ 

 

 

Ｅ 

 

ｔ 

δ 

ｂ 

ｈ 

ｎ 

 

ｃ 

算 式 

 

 

σ 

Ｎ 

Ｎｒ 

 

Ｕ 

 

 

材料の縦弾性係数 

構造等に関する設計方針別表第9による 

継手部の板の厚さ 

全伸縮量 

継手部の波のピッチの2分の1 

継手部の波の高さ 

継手部の波数の2倍の値 

(ｎは波の1ピッチで2に相当) 

継手部の層数 

伸縮継手の形式 

Ａ：調整リング無し 

Ｂ：調整リング付き 

継手部応力 

許容繰返し回数 

実際の繰返し回数 

(設計繰返し回数) 

実際の繰返し/許容繰返し 

回数(Ｎｒ) 回数(Ｎ) 

 

MPa 

 

mm 

mm 

mm 

mm 

- 

 

- 

- 

 

 

MPa 

- 

- 

 

- 
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(2) 算式 

伸縮継手の許容繰返し回数は 

Ｎ＝ 11031

σ
 
3.5

 

ただし，材料がステンレス鋼及び高ニッケル合金のものに限る。 

ここで，σ(継手部応力)は以下の計算式により計算した値 

a. 調整リングが付いていない場合の継手部応力 

σ＝
1.5Ｅｔδ

ｎ ｂｈ3
 ＋

Ｐｈ2

2ｔ2ｃ
 

b. 調整リングが付いている場合の継手部応力 

σ＝
1.5Ｅｔδ

ｎ ｂｈ3
 ＋

Ｐｈ

ｔｃ
 

 

(3) 評価 

実際の繰返し回数(Ｎｒ)と許容繰返し回数(Ｎ)の比(Ｕ＝Ｎｒ/Ｎ)が1.0以下であ

れば伸縮継手の強度は十分である。実際の繰り返し回数が2種類以上の場合は，実

際の繰返し回数と許容繰返し回数の比を加えた値(Ｕ＝ΣＮｒｉ/Ｎｉ)が1.0以下で

あれば伸縮継手の強度は十分である。 
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3. 荷重の設定 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管

の公式による評価に当たっては，圧力荷重及び機械的荷重を必要により組み合わせた評

価を実施する。 

圧力荷重は，設計条件における評価については，仕様表における最高使用圧力(水素

爆発又は TBP 等の錯体の急激な分解反応時の瞬間圧力を除く。)を定常的な荷重として

考慮するものとし，「2.2 容器に関する規格計算式等」及び「2.3 管に関する規格計算

式等」に示す最高使用圧力 P 値を仕様表における最高使用圧力(水素爆発又は TBP 等の

錯体の急激な分解反応時の瞬間圧力を除く。)とする。 

また，設計過渡条件における評価については，仕様表における最高使用圧力のうち水

素爆発又はTBP等の錯体の急激な分解反応時の瞬間圧力を保守的に定常的な荷重として

考慮するものとし，「2.2 容器に関する規格計算式等」及び「2.3 管に関する規格計算

式等」に示す最高使用圧力 P 値を仕様表における最高使用圧力のうち水素爆発又は TBP

等の錯体の急激な分解反応時の瞬間圧力とする。水素爆発時の瞬間圧力は，「Ⅲ－２ 放

射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備に関する説明書」に記載

のとおり，気相部において 0.5MPa とする。TBP 等の急激な分解反応時の瞬間圧力は，「Ⅲ

－３ 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説明書」に記載の

とおりプルトニウム濃縮缶において 0.84MPa とし，プルトニウム濃縮缶に接続する塔槽

類廃ガス処理設備に設置する容器の瞬間圧力は，容器ごとに設定する。詳細を「Ⅴ－１

－３－２ 別紙１ TBP 等の錯体の急激な分解反応発生時の圧力について」に示す。 

また，機械的荷重としてボルトの締付荷重を考慮する。 

 

4. 許容限界の設定 

設計条件における評価については，設計条件に対して弾性域に抑える及び座屈が生じ

ないよう材料の降伏点及び引張強さに対して適切な裕度を有した許容引張応力S値を許

容限界とし，「2.2 容器に関する規格計算式等」及び「2.3 管に関する規格計算式等」

に示すとおり，各評価部位における規格計算式等において許容引張応力 S値を用いた評

価を実施する。 

また，設計過渡条件における評価については，設計過渡条件に対して健全性を維持で

きるよう材料の究極的な強さに対して余裕を有した設計応力強さ Su 値を許容限界とす

る。ただし，形状管理による臨界防止が必要な容器にあっては，設計降伏点 Sy 値を許

容限界とする。そのため，設計過渡条件における評価にあたっては「2.2 容器に関する

規格計算式等」及び「2.3 管に関する規格計算式等」に示す許容引張応力 S 値をそれ

ぞれ設計応力強さ Su 値又は設計降伏点 Sy 値に置き換えたうえで評価を実施する。 

なお，2.2.2(1)b.(b)アに示す円筒胴の外面に圧力を受ける場合の評価式は，座屈荷重

の 1/4 を最高使用圧力として定義していることから，瞬間的な過圧に対して大きく余裕
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を有している。そのため，設計過渡条件における評価にあたっては，機器の現実的な強

度を評価するために，必要に応じて安全余裕を考慮しない場合の計算上必要な板の厚さ

も評価する。 
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5. 公式による強度評価書のフォーマット 

公式による評価における強度評価書のフォーマットを示す。 
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1.要目

機器名          項目
最高使用圧力

(MPa)

最高使用温度

(℃)
液体の比重 腐食代(㎜)

2.容器の胴の厚さの計算（内面に圧力を受ける円筒形の胴）【第7条第3項第一号、第二号イ】

機器名          項目 使用材料
胴の内径

Di(㎜)

許容引張応力

S(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の

大きい値 t(㎜)

呼び厚さ

tso(㎜)

最小厚さ

ts(㎜)
 

評価

3.容器の胴の厚さの計算（内面に圧力を受ける円筒形の胴、外面に圧力を受ける円筒形の胴）【第7条第3項第一号、第二号イ、ハ】

評価

4.容器の胴の厚さの計算（内面に圧力を受ける円すい形の胴）(形状：図７－１)【第7条第1項第一号、第７条第３項第一号、第二号チ】

大径端 小径端 大径端 小径端 大径端 小径端 大径端 小径端

評価

5.容器の胴の厚さの計算（内面に圧力を受ける円すい形の胴、外面に圧力を受ける円すい形の胴）(形状：図７－１)【第7条第1項第一号、第７条第3項第一号、第二号チ、第二号リ】

大径端 小径端 大径端 小径端 大径端 小径端 大径端 小径端

評価

6.容器の胴の厚さの計算（内面に圧力を受ける円すい形の胴）(形状：図７－３)【第7条第1項第一号、第７条第３項第一号、第二号チ】

機器名          項目
胴の大径端側の

内径 Do(㎜)

胴の大径端側の

すその丸みの内

半径

ro(㎜)

胴の呼び厚さ

tso(㎜)

0.06(Do＋2tso)

 (㎜)

3tso

 (㎜)

円すいの頂角の

1/2

θ (°)

使用材料
胴の有効内径

Di(㎜)

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

許容引張応力

S(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

すその丸みの内

半径

ro(㎜)

円すいの形状に

よる係数

W

必要厚さ

t3(㎜)

t1、t2、t3の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tso(㎜)

最小厚さ

ts(㎜)

評価

7.容器の胴の厚さの計算（内面に圧力を受ける円すい形の胴、外面に圧力を受ける円すい形の胴）(形状：図７－３)【第7条第1項第一号、第７条第3項第一号、第二号チ、第二号リ】

評価

8.容器の胴の厚さの計算（内面に圧力を受ける円すい形の胴）(形状：図７－４)【第7条第1項第一号、第７条第３項第一号、第二号チ】

機器名          項目

円すいの頂角の

1/2

θ (°)

使用材料
胴の有効内径

Di(㎜)

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

許容引張応力

S(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tso(㎜)

最小厚さ

ts(㎜)

評価
よって円すい形

の胴である。

9.容器の胴の厚さの計算（内面に圧力を受ける円すい形の胴、外面に圧力を受ける円すい形の胴）(形状：図７－４)【第7条第1項第一号、第７条第3項第一号、第二号チ、第二号リ】

評価
よって円すい形

の胴である。

10.容器の鏡板の厚さの計算、開放タンクの底板の厚さの計算（中低面に圧力を受けるさら形鏡板）【第8条第1項第一号、第8条第2項第一号、第6条の2第6項第二号(第8条第1項準用)第一号、第6条の2第7項第二号(第8条第2項準用)第一号】

機器名          項目
鏡板の外径

Doc(㎜)

鏡板の中央部に

おける内面の半

径

R(㎜)

鏡板すみの丸み

の内半径

r(㎜)

鏡板の呼び厚さ

tco(㎜)

3tco

(㎜)

0.06 Doc

(㎜)
使用材料

胴の内径

Di(㎜)

さら形鏡板の形

状による係数 W

許容引張応力

S(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tco(㎜)

最小厚さ

tc(㎜)

評価

11.容器の鏡板の厚さの計算、開放タンクの底板の厚さの計算（中低面に圧力を受けるさら形鏡板、中高面に圧力を受けるさら形鏡板）【第8条第1項第一号、第8条第2項第一号、第二号、第6条の2第6項第二号(第8条第1項準用)第一号、第6 条の2 第7 項第二号(第8 条第2 項準用)第一号、第二号】

評価

評価

ts≥t、よって十分である。

ts≥t、よって十分である。

ts≥t、よって十分である。

ts≥t、よって十分である。

tc≥t、よって十分である。

よって円すい形の胴である。

胴の有効内径

Di(㎜)

よって円すい形の胴である。

放射線検査の有

無

胴の内径

Di(㎜)

胴の外径

Do(㎜)

機器名          項目

円すいの頂角の

1/2

θ (°)

使用材料
胴の有効内径

Di(㎜)

外圧計算に用い

る胴の径

Dos  (㎜)

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

強め輪間の有効

⾧さ

ℓ (㎜)

機器名          項目

機器名          項目

胴の大径端側の

内径

Do(㎜)

胴の大径端側の

すその丸みの内

半径

胴の呼び厚さ

tso(㎜)

0.06(Do＋2tso)

 (㎜)

3tso

 (㎜)

使用材料
外圧計算に用い

る胴の径

Dos  (㎜)

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

強め輪間の有効

⾧さ

ℓ (㎜)

許容引張応力

S1(MPa)

降伏点

Sy(MPa)

呼び厚さ

tso(㎜)

最小厚さ

ts(㎜)

継手効率

η

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

継手の種類

強め輪間の有効

⾧さ

ℓ (㎜)

許容引張応力

S1(MPa)

降伏点

Sy(MPa)

呼び厚さ

tso(㎜)

最小厚さ

ts(㎜)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

必要厚さ

t3(㎜)

すその丸みの内半径

ro，rs (㎜)

t1、t2、t3の

大きい値

t(㎜)

胴の小径端側の

すその丸みの内

半径

rs(㎜)

胴の呼び厚さ

tso(㎜)

0.06(Do＋2tso)

 (㎜)

0.06(Ds＋2tso)

 (㎜)
機器名          項目

胴の大径端側の

内径

Do(㎜)

胴の大径端側の

すその丸みの内

半径

ro(㎜)

胴の小径端側の

内径

Ds(㎜)

B

円すいの形状による係数

W

よって円すい形の胴である。

機器名          項目

胴の大径端側の

内径

Do(㎜)

胴の大径端側の

すその丸みの内

半径

ro(㎜)

胴の小径端側の

内径

Ds(㎜)

胴の小径端側の

すその丸みの内

半径

rs(㎜)

胴の呼び厚さ

tso(㎜)

0.06(Do＋2tso)

 (㎜)

0.06(Ds＋2tso)

 (㎜)

3tso

 (㎜)

必要厚さ

t1(㎜)

機器名          項目 使用材料

放射線検査の有

無
継手の種類

継手効率

η

許容引張応力

S(MPa)

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

Do /tsℓ /Do

使用材料

機器名          項目

必要厚さ

t 1(㎜)

よって円すい形の胴である。

最小厚さ

ts(㎜)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

外圧計算に用い

る胴の径

Dos  (㎜)

降伏点

Sy(MPa)

呼び厚さ

tso(㎜)

最小厚さ

ts(㎜)

継手効率

η

必要厚さ

t 1(㎜)

許容引張応力

S1(MPa)

降伏点

Sy(MPa)

t s≥t、よって十分である。

呼び厚さ

tso(㎜)

3tso

 (㎜)

使用材料
最小厚さ

t c(㎜)

呼び厚さ

tco(㎜)

降伏点

Sy (MPa)

許容引張応力

S1(MPa)

鏡板のフランジ

部の外径

ℓ (㎜)

さら形鏡板の形

状による係数

 W

胴の内径

Di(㎜)

胴の外径

Do(㎜)

鏡板の中央部の

外半径

  Ro (㎜)

よってさら形鏡板である。

使用材料
円すいの頂角の1

／2

θ (°)

強め輪間の有効

⾧さ

ℓ (㎜)

許容引張応力

S 1(MPa)

鏡板の外径

Doc(㎜)

0.06 Doc

(㎜)

3tco

(㎜)

鏡板の呼び厚さ

tco(㎜)

鏡板すみの丸み

の内半径

r(㎜)

鏡板の中央部に

おける内面の半

径

 R(㎜)

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

tc≥t、よって十分である。

t 1、t2、t3、t4の

大きい値

t(㎜)

B2
必要厚さ

t2(㎜)

必要厚さ

t1(㎜)

放射線検査の有

無
継手の種類

継手効率

η
ℓ /Do Do /tc B1

必要厚さ

t3(㎜)

必要厚さ

t4(㎜)
Ro／(100tc)

よってさら形鏡板である。

継手の種類
必要厚さ

t2(㎜)
ℓ /Dos Dos/ts B

必要厚さ

t4(㎜)

t1、t2、t3、t4の

大きい値

t(㎜)

ts≥t、よって十分である。

t 1、t2、t3、t4の

大きい値

t(㎜)

ts≥t、よって十分である。

必要厚さ

t2(㎜)

すその丸みの内

半径

ro (㎜)

円すいの形状に

よる係数

W

必要厚さ

t3(㎜)
ℓ /Dos Dos/ts B

必要厚さ

t4(㎜)

t1、t2、t3、t4の

大きい値

t(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

必要厚さ

t3(㎜)
t1、t2、t3の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tso(㎜)

最小厚さ

ts(㎜)

ts≥t、よって十分である。

胴の有効内径

Di，Ds (㎜)

胴の有効内径 すその丸みの内半径 円すいの形状による係数

必要厚さ

t 2(㎜)

必要厚さ

ℓ /Dos Dos/ts B
必要厚さ

t4(㎜)
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12.容器の鏡板の厚さの計算、開放タンクの底板の厚さの計算（中低面に圧力を受ける半だ円形鏡板）【第8条第1項第三号、第8条第2項第五号、第6条の2第6項第二号(第8条第1項準用)第三号、第6条の2第7項第二号(第8条第2項準用)第五号】

機器名          項目

鏡板の内面にお

ける⾧径

DiL(㎜)

鏡板の内面にお

ける短径の1/2

h(㎜)

⾧径と短径の比

DiL/(2h)
使用材料

胴の内径

Di(㎜)

半だ円形鏡板の

形状による係数

 K

許容引張応力

S(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の

大きい値 t(㎜)

呼び厚さ

tco(㎜)

最小厚さ

tc(㎜)

評価

13.容器の鏡板の厚さの計算、開放タンクの底板の厚さの計算（中低面に圧力を受ける半だ円形鏡板、中高面に圧力を受ける半だ円形鏡板）【第8条第1項第三号、第8条第2項第五号、第六号、第6条の2第6項第二号(第8条第1項準用)第三号、第6条の2第7項第二号(第8条第2項準用)第五号、第六号】

評価

評価

14.容器の鏡板の厚さの計算（中低面に圧力を受ける円すい形鏡板）(θ＞30°)【第8条第1項第四号、第8条第2項第七号】

機器名          項目
鏡板の外径

Doc(㎜)

鏡板のすその丸

みの部分の内半

径 ro(㎜)

鏡板の呼び厚さ

tco(㎜)

3tco

(㎜)

0.06 Doc

(㎜)

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

使用材料
鏡板の有効内径

Di(㎜)

鏡板の内径

Ds(㎜)

鏡板のすその丸

みの部分の内半

径

ro (㎜)

円すいの形状に

よる係数

 W

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

許容引張応力

S(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

必要厚さ

t3(㎜)

t1、t2、t3の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tco(㎜)

最小厚さ

tc(㎜)

評価

15.容器の鏡板の厚さの計算（中低面に圧力を受ける円すい形鏡板）(θ≦30°)【第8条第1項第四号、第8条第2項第七号】

機器名          項目

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

使用材料
鏡板の有効内径

Di(㎜)

鏡板の内径

Ds(㎜)

鏡板のすその丸

みの部分の内半

径

ro (㎜)

円すいの形状に

よる係数

 W

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

許容引張応力

S(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

必要厚さ

t3(㎜)

t1、t2、t3の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tco(㎜)

最小厚さ

tc(㎜)

評価
よって円すい形

鏡板である。

16.容器の鏡板の厚さの計算（中低面に圧力を受ける円すい形鏡板、中高面に圧力を受ける円すい形鏡板）(θ＞30°)【第8条第1項第四号、第8条第2項第七号、第八号】

評価

評価

17.容器の鏡板の厚さの計算（中低面に圧力を受ける円すい形鏡板、中高面に圧力を受ける円すい形鏡板）(θ＞60°)【第8条第1項第四号、第8条第2項第七号、第八号】

機器名          項目
鏡板の外径

Doc(㎜)

鏡板のすその丸

みの部分の内半

径

ro(㎜)

鏡板の呼び厚さ

tco(㎜)

3tco

(㎜)

0.06 Doc

(㎜)

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

評価

評価

18.容器の鏡板の厚さの計算（中低面に圧力を受ける円すい形鏡板、中高面に圧力を受ける円すい形鏡板）(θ≦30°)【第8条第1項第四号、第8条第2項第七号、第八号】

評価

評価

19.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：イ、平板の穴の有無：無し)【第8条の2第1項】

機器名          項目 使用材料
許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

tc≥t、よって十分である。

tc≥t、よって十分である。

tc≥t、よって十分である。

tc≥t、よって十分である。

t c≥t、よって十分である。

tc≥t、よって十分である。

tc≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

B 1
鏡板の有効内径

Di(㎜)

鏡板の内径

Ds(㎜)

必要厚さ

t 3(㎜)

機器名          項目
鏡板の外径

Doc(㎜)

鏡板のすその丸

みの部分の内半

径

ro(㎜)

鏡板の呼び厚さ

tco(㎜)

機器名          項目 使用材料

よって円すい形鏡板である。

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

0.06 Doc

(㎜)

3tco

(㎜)

継手効率

η

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)
ℓ1 /Doc Doc /tc

機器名          項目

鏡板の内面にお

ける⾧径

DiL(㎜)

鏡板の内面にお

ける短径の1/2

h(㎜)

⾧径と短径の比

DiL/(2h)

よって円すい形鏡板である。

よって半だ円形鏡板である。

鏡板の外面にお

ける短径
K o Ro=DoLKo Ro／(100tc)

必要厚さ

t2(㎜)
ℓ /Do Do /tc B1

必要厚さ

t3(㎜)
DoL／Dos B2

必要厚さ

t4(㎜)

t1、t2、t3、t4の

大きい値

鏡板のフランジ

部の外径

許容引張応力

S1(MPa)

降伏点

Sy (MPa)

呼び厚さ

tco(㎜)

最小厚さ

tc(㎜)
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t1(㎜)
機器名          項目 使用材料

胴の内径

Di(㎜)

胴の外径

Do(㎜)

鏡板の外面にお

ける⾧径

半だ円形鏡板の

形状による係数

よって半だ円形鏡板である。

鏡板の外径

Doc (㎜)

円すいの形状に

よる係数

 W

鏡板のフランジ

部の外径

ℓ1 (㎜)

許容引張応力

S1(MPa)

降伏点

Sy (MPa)

呼び厚さ

tco(㎜)

必要厚さ

t 4(㎜)

t1、t2、t3、t4、t5

の

大きい値

t(㎜)

鏡板のフランジ

部の外径

ℓ1 (㎜)

許容引張応力

S3(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

ℓ 2 /Do Do /tc

必要厚さ

t1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

必要厚さ

t3(㎜)
ℓ1 /Doc Doc /tc B1

外圧計算に用い

る胴の径

Do (㎜)

円すいの形状に

よる係数

 W

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

許容引張応力

S1(MPa)

最小厚さ

tc(㎜)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

機器名          項目 使用材料
鏡板の有効内径

Di(㎜)

鏡板の内径

Ds(㎜)

鏡板のすその丸

みの部分の内半

径

ro(㎜)

鏡板の外径

Doc (㎜)

機器名          項目

B 2機器名          項目

仮定された最小

厚さ

t 53(㎜)

t1、t2、t3、t4、

t53の

大きい値

t(㎜)

円すい鏡板の大

径端部の外径

DL(㎜)

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

ℓ 2 /Do Do /tc

最高許容外圧

Ｐa(MPa)

最高許容外圧

Ｐa1(MPa)

最高許容外圧

Ｐa2(MPa)
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

必要厚さ

t3(㎜)
ℓ1 /Doc Doc /tc B1

必要厚さ

t4(㎜)

円すいの形状に

よる係数

 W

鏡板のフランジ

部の外径

ℓ1 (㎜)

強め輪間の有効

⾧さ

ℓ2(㎜)

許容引張応力

S1(MPa)

降伏点

Sy (MPa)

呼び厚さ

tco(㎜)

最小厚さ

tc(㎜)

鏡板の有効内径

Di(㎜)

円すいの頂角の1／2

θ (°)

よって円すい形鏡板である。

継手効率

η
使用材料

鏡板の内径

Ds(㎜)

鏡板のすその丸

みの部分の内半

径

ro(㎜)

鏡板の外径

Doc (㎜)

外圧計算に用い

る胴の径

Do(㎜)

降伏点

Sy (MPa)

呼び厚さ

tco(㎜)

最小厚さ

tc(㎜)

t 1、t2、t3、t4、t5

の

大きい値

t(㎜)

外圧計算に用い

る胴の径

Do (㎜)

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

強め輪間の有効

⾧さ

 ℓ2 (㎜)

よって円すい形鏡板である。

必要厚さ

t 4(㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付方法によっ

て定まる定数

C

必要厚さ

t5(㎜)

B2
必要厚さ

t5(㎜)

鏡板のすその丸

みの部分の内半

径

ro(㎜)

137245



20.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：イ、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び14項第二号イ(ロ)】

機器名          項目

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

穴の径

dh (㎜)
使用材料

最高使用圧力

Ｐ(MPa)

最高使用温度

(℃)

許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

t po(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

21.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：イ、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び14項第二号ロ(イ)】

機器名          項目

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

穴の径

dh (㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

22.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ロ、平板の穴の有無：無し)【第8条の2第1項】

機器名          項目

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

平板の実際厚さ

th (㎜)

3th

(㎜)

フランジ部の⾧

さ

ℓf(㎜)

平板の実際厚さ

 th (㎜)

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

胴板の実際厚さ

 ts (㎜)

(1.1-0.8ts
2/th

2)

√dth

(㎜)

フランジ部の勾

配

m

使用材料
許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

23.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ロ、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項二号イ(ロ)】

機器名          項目

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

平板の実際厚さ

th (㎜)

3th

(㎜)

穴の径

dh(㎜)

フランジ部の⾧

さ

ℓf(㎜)

平板の実際厚さ

 th (㎜)

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

胴板の実際厚さ

 ts (㎜)

(1.1-0.8ts
2/th

2)

√dth

(㎜)

フランジ部の勾

配

m

使用材料
許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

24.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ロ、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項第二号ロ(イ)】

機器名          項目

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

平板の実際厚さ

th (㎜)

3th

(㎜)

穴の径

dh(㎜)

フランジ部の⾧

さ

ℓf(㎜)

平板の実際厚さ

 th (㎜)

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

胴板の実際厚さ

 ts (㎜)

(1.1-0.8ts
2/th

2)

√dth

(㎜)

フランジ部の勾

配

m

使用材料
許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

25.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ロ、平板の穴の有無：無し)【第8条の2第1項】

機器名          項目

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

平板の実際厚さ

th (㎜)

3th

(㎜)

フランジ部の⾧

さ

ℓf(㎜)

平板の実際厚さ

 th (㎜)

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

胴板の実際厚さ

 ts (㎜)

(1.1-0.8ts
2/th

2)

√dth

(㎜)

1.12th√1.1-ℓf/

√dth

(㎜)

接合端からの⾧

さ

ℓ´(㎜)

2√dts

(㎜)

フランジ部の勾

配

m

使用材料
許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

26.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ロ、平板の穴の有無：有り、無し)【第8条の2第1項及び第14項二号イ(ロ)】

機器名          項目

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

平板の実際厚さ

th (㎜)

3th

(㎜)

穴の径

dh(㎜)

フランジ部の⾧

さ

ℓf(㎜)

平板の実際厚さ

 th (㎜)

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

胴板の実際厚さ

 ts (㎜)

(1.1-0.8ts
2/th

2)

√dth

(㎜)

1.12th√1.1-ℓf/

√dth

(㎜)

接合端からの⾧

さ

ℓ´(㎜)

2√dts

(㎜)

フランジ部の勾

配

m

使用材料
許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

27.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ロ、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項二号ロ(イ)】

機器名          項目

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

平板の実際厚さ

th (㎜)

3th

(㎜)

穴の径

dh(㎜)

フランジ部の⾧

さ

ℓf(㎜)

平板の実際厚さ

 th (㎜)

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

胴板の実際厚さ

 ts (㎜)

(1.1-0.8ts
2/th

2)

√dth

(㎜)

1.12th√1.1-ℓf/

√dth

(㎜)

接合端からの⾧

さ

ℓ´(㎜)

2√dts

(㎜)

フランジ部の勾

配

m

使用材料
許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

28.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ハ、平板の穴の有無：無し)【第8条の2第1項】

機器名          項目

平板のフランジ

部の厚さ

tf(㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

2ts

(㎜)

3tf

(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

29.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ハ、平板の穴の有無：無し)【第8条の2第1項】

機器名          項目

平板のフランジ

部の厚さ

tf(㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

2ts

(㎜)

3tf

(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

30.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ハ、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項二号イ(ロ)】

機器名          項目

平板のフランジ

部の厚さ

tf(㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

2ts

(㎜)

3tf

(㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

tp≥t、よって十分である。

t p≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

t p≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

dh≦d／2，よって第14項第二号イ

(ロ)による
t p≥t、よって十分である。

dh＞d／2，よって第14項第二号ロ

(イ)による

dh≦d／2，よって第14項第二号イ(ロ)による

dh＞d／2，よって第14項第二号ロ(イ)による

dh≦d／2，よって第14項第二号イ(ロ)による

dh＞d／2，よって第14項第二号ロ(イ)による

dh≦d／2，よって第14 項第二号イ(ロ)による
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31.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ハ、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項二号ロ(イ)】

機器名          項目

平板のフランジ

部の厚さ

tf(㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

2ts

(㎜)

3tf

(㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

32.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ニ、平板の穴の有無：無し)【第8条の2第1項】

機器名          項目

平板のフランジ

部の厚さ

tf(㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

1.5tf

(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

C

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

33.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ニ、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項二号イ(ロ)】

機器名          項目

平板のフランジ

部の厚さ

tf(㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

1.5tf

(㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

C

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

34.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ニ、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項二号ロ(イ)】

機器名          項目

平板のフランジ

部の厚さ

tf(㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

1.5tf

(㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

C

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

35.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ホ、平板の穴の有無：無し)【第8条の2第1項】

機器名          項目

設計方針図中に

示す値

b (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板のすみ肉の

のど厚

 tc (㎜)

平板の実際厚さ

t (㎜)

2tr

(㎜)

1.25ts

(㎜)

0.7ts

(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

36.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ホ、平板の穴の有無：有り )【第8条の2第1項及び第14項二号イ(ロ)】

機器名          項目

設計方針図中に

示す値

b (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板のすみ肉の

のど厚

 tc (㎜)

平板の実際厚さ

t (㎜)

2tr

(㎜)

1.25ts

(㎜)

0.7ts

(㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
使用材料

最高使用圧力

Ｐ(MPa)

最高使用温度

(℃)

許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

37.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ホ、平板の穴の有無：有り )【第8条の2第1項及び第14項二号ロ(イ)】

機器名          項目

設計方針図中に

示す値

b (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板のすみ肉の

のど厚

 tc (㎜)

平板の実際厚さ

t (㎜)

2tr

(㎜)

1.25ts

(㎜)

0.7ts

(㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

38.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ト、平板の穴の有無：無し)【第8条の2第1項】

機器名          項目

設計方針図中に

示す値

tw (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板の実際厚さ

th(㎜)

2tr

(㎜)

1.25ts

(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

C

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

39.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ト、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項第二号イ(ロ)】

機器名          項目

設計方針図中に

示す値

tw (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板の実際厚さ

th(㎜)

2tr

(㎜)

1.25ts

(㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

C

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

40.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ト、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項第二号ロ(イ)】

機器名          項目

設計方針図中に

示す値

tw (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板の実際厚さ

th(㎜)

2tr

(㎜)

1.25ts

(㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

C

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

41.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：チ、平板の穴の有無：無し)【第8条の2第1項】

機器名          項目
胴板の実際厚さ

ts (㎜)

設計方針図中に

示す値

a (㎜)

設計方針図中に

示す値

b (㎜)

a+b

(㎜)

2ts

(㎜)

設計方針図中に

示す値

tq(㎜)

使用材料
許容引張応力

S(MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

C

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

t p≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

dh≦d／2，よって第14 項第二号イ(ロ)による

dh＞d／2，よって第14項第二号ロ(イ)による

dh＞d／2，よって第14項第二号ロ(イ)による

dh＞d／2，よって第14項第二号ロ(イ)による

dh≦d／2，よって第14 項第二号イ(ロ)による

dh＞d／2，よって第14項第二号ロ(イ)による

dh≦d／2，よって第14 項第二号イ(ロ)による

tp≥t、よって十分である。

t p≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。
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42.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：チ、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項第二号イ(ロ)】

機器名          項目
胴板の実際厚さ

ts (㎜)

設計方針図中に

示す値

a (㎜)

設計方針図中に

示す値

b (㎜)

a+b

(㎜)

2ts

(㎜)

設計方針図中に

示す値

tq(㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

C

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

43.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：チ、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項第二号ロ(イ)】

機器名          項目
胴板の実際厚さ

ts (㎜)

設計方針図中に

示す値

a (㎜)

設計方針図中に

示す値

b (㎜)

a+b

(㎜)

2ts

(㎜)

設計方針図中に

示す値

tq(㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

C

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

44.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：リ、平板の穴の有無：無し)【第8条の2第1項】

機器名          項目

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板のすみ肉の

のど厚

tc(mm)

設計方針図中に

示す値

a (㎜)

設計方針図中に

示す値

b (㎜)

a+b

(㎜)

2ts

(㎜)

設計方針図中に

示す値

tq(㎜)

使用材料
許容引張応力

S(MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

C

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

45.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：リ、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項第二号イ(ロ)】

機器名          項目

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板のすみ肉の

のど厚

tc(mm)

設計方針図中に

示す値

a (㎜)

設計方針図中に

示す値

b (㎜)

a+b

(㎜)

2ts

(㎜)

設計方針図中に

示す値

tq(㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

C

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

46.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：リ、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項第二号ロ(イ)】

機器名          項目

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

平板のすみ肉の

のど厚

tc(mm)

設計方針図中に

示す値

a (㎜)

設計方針図中に

示す値

b (㎜)

a+b

(㎜)

2ts

(㎜)

設計方針図中に

示す値

tq(㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

胴板の実際厚さ

ts (㎜)

継目なし胴，管

等の必要厚さ

tr (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

C

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

47.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ル、平板の穴の有無：無し)【第8条の2第1項】

機器名          項目

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

d／4

(㎜)

d／20

(㎜)

平板の実際厚さ

th(㎜)

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

th／4

 (㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

48.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ル、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項第二号イ(ロ)】

機器名          項目

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

d／4

(㎜)

d／20

(㎜)

平板の実際厚さ

th(㎜)

穴の径

dh(㎜)

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

th／4

 (㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

49.容器の平板の厚さの計算(平板の取付方法：ル、平板の穴の有無：有り)【第8条の2第1項及び第14項第二号ロ(イ)】

機器名          項目

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

d／4

(㎜)

d／20

(㎜)

平板の実際厚さ

th(㎜)

穴の径

dh(㎜)

平板のすみの丸

みの内半径

r(㎜)

th／4

 (㎜)
使用材料

許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

50.容器の平板の厚さの計算(平板の穴の有無：無し、円形平板の場合)【第8条の2第2項】

最高使用温度

S (MPa)

常 温

S1 (MPa)

使 用 状 態

W 1 (N)

ガスケット締付

時

W2 (N)

評価

51.容器の平板の厚さの計算(平板の穴の有無：無し、円形平板以外の平板の場合)【第8条の2第2項】

最高使用温度

S (MPa)

常 温

S1 (MPa)

使 用 状 態

W1 (N)

ガスケット締付

時

W2 (N)

評価

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

t p≥t、よって十分である。

機器名          項目

機器名          項目

t1、t2 の大きい

値

 t (㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

平板使用材料

許容引張応力

定数

C

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

ボルト荷重
モーメントアー

ム

hG(㎜)

必要厚さ

t1(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

平板

dh＞d／2，よって第14項第二号ロ(イ)による

dh≦d／2，よって第14 項第二号イ(ロ)による

平板使用材料

許容引張応力

平板 定数

C

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

ボルト穴中心円

周⾧

L (㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

ボルト荷重
モーメントアー

ム

h G(㎜)

必要厚さ

t1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

dh≦d／2，よって第14 項第二号イ(ロ)による

dh＞d／2，よって第14項第二号ロ(イ)による

必要厚さ

t 2(㎜)

t1、t2 の大きい

値

 t (㎜)

tp≥t、よって十分である。

dh≦d／2，よって第14 項第二号イ(ロ)による t p≥t、よって十分である。

dh＞d／2，よって第14項第二号ロ(イ)による t p≥t、よって十分である。
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52.容器の平板の厚さの計算(平板の穴の有無：有り、内圧計算、外圧計算)【第8条の2第2項及び第14項第二号イ(ロ)】

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

評価

53.容器の平板の厚さの計算(平板の穴の有無：有り、内圧計算、外圧計算)【第8条の2第2項及び第14項第二号ロ(イ)】

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

評価

54.容器の平板の厚さの計算(平板の穴の有無：有り、内圧計算、外圧計算)【第8条の2第2項及び第14項第二号イ(ロ)】

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

評価

55.容器の平板の厚さの計算(平板の穴の有無：有り、内圧計算、外圧計算)【第8条の2第2項及び第14項第二号ロ(イ)】

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

評価

56.容器の管板の厚さの計算(円形管板）【第10条第1項第一号、第二号】

機器名          項目
管の外径

ｄｔ(㎜)

必要な距離

Z(㎜)

管穴の中心間の

距離

Pｔ(㎜)

使用材料
パッキンの中心

円の径又は胴の

内径 D(㎜)

胴の最小厚さ

ts(㎜)

管及び管板の支

え方

による係数 F

管板の支え方

任意の管の中心

が

囲む面積 A(㎟)

面積Aの周りのう

ち穴の径

以外の部分の⾧

さ L(㎜)

許容引張応力

S(MPa)

必要厚さ

t1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2、10の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tbo(㎜)

最小厚さ

tb(㎜)

評価

57.容器の管板の厚さの計算（角形管板）【第10条第1項第一号、第三号】

機器名          項目
管の外径

ｄｔ(㎜)

必要な距離

Z(㎜)

管穴の中心間の

距離

Pｔ(㎜)

使用材料
最小スパン

ｄ(㎜)

最小スパンに直

角に

測った最大スパ

ン

D1(㎜)

管及び管板の支

え方

による係数

F

形状によって定

まる定数

Z´

任意の管の中心

が

囲む面積

A(㎟)

面積Aの周りのう

ち穴の径

以外の部分の⾧

さ

L(㎜)

許容引張応力

S(MPa)

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2、10の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tbo(㎜)

最小厚さ

tb(㎜)

評価

58.容器の管台の厚さの計算(伝熱管)（内面に圧力を受ける管台の厚さ）【第11条第1項第一号】

機器名          項目 使用材料
伝熱管の外径

Do(㎜)

許容引張応力

S(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

呼び厚さ

tto(㎜)

最小厚さ

tt(㎜)

評価

59.容器の管台の厚さの計算(伝熱管)（内面に圧力を受ける管台の厚さ）（炭素鋼）【第11条第1項第一号、第三号】

機器名          項目 使用材料
伝熱管の外径

Do(㎜)

許容引張応力

S(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t3(㎜)

t1、t3の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tto(㎜)

最小厚さ

tt(㎜)

評価

60.容器の管台の厚さの計算(伝熱管)（内面に圧力を受ける管台の厚さ、外面に圧力を受ける管台の厚さ）（t2：図より求めた値）【第11条第1項第一号、第二号】

評価

61.容器の管台の厚さの計算(伝熱管)（内面に圧力を受ける管台の厚さ、外面に圧力を受ける管台の厚さ）（t2：式より求めた値）【第11条第1項第一号、第二号】

評価

62.容器の管台の厚さの計算（内面に圧力を受ける管台の厚さ）（炭素鋼）【第11条第1項第一号、第三号】

機器名          項目 使用材料
管台の外径

Do(㎜)

許容引張応力

S(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t3(㎜)

t1、t3の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tno(㎜)

最小厚さ

tn(㎜)

評価

tb≥t、よって十分である。

tb≥t、よって十分である。

tt≥t1、よって十分である。

tt≥t、よって十分である。

tt≥t、よって十分である。

tt≥t、よって十分である。

tn≥t、よって十分である。

t
p≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

dh＞d／2，よって第14項第二号ロ

(イ)による

必要厚さ

t1(㎜)

外圧計算

dh＞d／2，よって第14項第二号ロ

(イ)による

dh≦d／2，よって第14 項第二号イ

(ロ)による

機器名          項目

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
平板使用材料

許容引張応力

定数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

ボルト荷重

モーメントアー

ム

h G(㎜)

必要厚さ

t1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2 の大きい値

 t (㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

平板
使 用 状 態

W1 (N)

ガスケット締付時

W2 (N) 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

tp≥t、よって十分である。

内圧計算 外圧計算
最高使用温度

S (MPa)

機器名          項目

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
平板使用材料

定数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

ボルト荷重

モーメントアー

ム

h G(㎜)

必要厚さ

t1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2 の大きい値

 t (㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

常 温

S1 (MPa)

最小厚さ

t p(㎜)

平板
使 用 状 態

W1 (N)

ガスケット締付時

W2 (N) 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算

許容引張応力

外圧計算
最高使用温度

S (MPa)

常 温

S1 (MPa)

必要厚さ

t2(㎜)

内圧計算

t1、t2 の大きい値

 t (㎜)

内圧計算

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

dh≦d／2，よって第14 項第二号イ

(ロ)による

呼び厚さ

t po(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

使 用 状 態

W1 (N) 内圧計算 外圧計算

機器名          項目

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
平板使用材料

定数

C

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

ボルト穴中心円

周⾧

L (㎜)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

ボルト荷重

モーメントアー

ム

h G(㎜)

必要厚さ

t1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2 の大きい値

 t (㎜)

使 用 状 態

W1 (N)

ガスケット締付時

W2 (N) 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

外圧計算
最高使用温度

S (MPa)

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
平板使用材料

許容引張応力

平板

常 温

S1 (MPa)

機器名          項目

ボルト穴中心円

周⾧

L (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

定数

C

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

ボルト荷重

ガスケット締付時

W 2 (N)

モーメントアー

ム

hG(㎜)

降伏点

Sy(MPa)

機器名          項目 使用材料
伝熱管の外径

Do(㎜)

許容引張応力

S(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

継手効率

η
継手の種類

許容引張応力

S(MPa)

最小厚さ

t t(㎜)
機器名          項目 使用材料

Pt≥Z、によって十分である。

Pt≥Z、によって十分である。

必要厚さ

t 2(㎜)

t1、t2の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tto(㎜)

最小厚さ

tt(㎜)

放射線検査の有

無

必要厚さ

t1(㎜)
Ｂ

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tto(㎜)

伝熱管の外径

Do(㎜)
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63.容器の管台の厚さの計算（内面に圧力を受ける管台の厚さ、外面に圧力を受ける管台の厚さ）（炭素鋼）（t2：図より求めた値）【第11条第1項第一号、第二号、第三号】

評価

64.容器の管台の厚さの計算（内面に圧力を受ける管台の厚さ、外面に圧力を受ける管台の厚さ）（炭素鋼）（t2：式より求めた値）【第11条第1項第一号、第二号、第三号】

評価

65.容器の補強を要しない穴の最大径(円筒形の胴、球形の胴)【第7条第6項第二号】

機器名          項目 使用材料
胴の外径

D(㎜)

許容引張応力

S(MPa)

胴の最小厚さ

t s(㎜)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

dr1=(D-2ts)/4

(㎜)

61、dr1の小さい

値

(㎜)

K
Dts

(㎟)

dr2：図より求め

た値

(㎜)

200、dr2の小さ

い値

(㎜)

容器の補強を要

しない穴の最大

径

(㎜)

評価

66.容器の補強を要しない穴の最大径(円すい形の胴)【第7条第6項第二号】

機器名          項目 使用材料
胴の外径

D(㎜)

許容引張応力

S(MPa)

胴の最小厚さ

ts(㎜)

円すい頂角の1／

2

θ（°）

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

dr1=(D-2ts)/4

(㎜)

61、dr1の小さい

値

(㎜)

K
Dts

(㎟)

dr2：図より求め

た値

(㎜)

200、dr2の小さ

い値

(㎜)

容器の補強を要

しない穴の最大

径

(㎜)

評価

67.容器の補強を要しない穴の最大径(さら形鏡板、全半球形鏡板、半だ円形鏡板)【第8条第3項第二号】

機器名          項目 使用材料
鏡板フランジ部

の外径

D(㎜)

許容引張応力

S(MPa)

鏡板の最小厚さ

ts(㎜)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

dr1=(D-2ts)/4

(㎜)

61、dr1の小さい

値

(㎜)

K
Dts

(㎟)

dr2：図より求め

た値

(㎜)

200、dr2の小さ

い値

(㎜)

補強を要しない

穴の最大径

(㎜)

評価

68.容器の補強を要しない穴の最大径(円すい形鏡板)【第8条第3項第二号】

機器名          項目 使用材料
鏡板フランジ部

の外径

D(㎜)

許容引張応力

S(MPa)

鏡板の最小厚さ

ts(㎜)

円すい頂角の1／

2

θ（°）

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

dr1=(D-2ts)/4

(㎜)

61、dr1の小さい

値

(㎜)

K
Dts

(㎟)

dr2：図より求め

た値

(㎜)

200、dr2の小さ

い値

(㎜)

補強を要しない

穴の最大径

(㎜)

評価

69.容器の補強を要しない穴の最大径(円筒形の胴、球形の胴)（内圧計算、外圧計算）【第7条第6項第二号】

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

評価

70.容器の補強を要しない穴の最大径(鏡板のすみの丸みの穴)【第8条第3項第二号】

評価

71.容器の補強を要しない穴の最大径(円すい形鏡板)（内圧計算、外圧計算）【第7条第6項第二号】

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

評価

72.容器の補強を要しない穴の最大径(さら形鏡板、全半球形鏡板、半だ円形鏡板)（内圧計算、外圧計算）【8条第3項第二号】

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

評価

73.容器の補強を要しない穴の最大径(円すい形鏡板)（内圧計算、外圧計算）【8条第3項第二号】

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

評価

t n≥t、よって十分である。

tn≥t、よって十分である。

補強の計算を要する穴は    である。

補強の計算を要する穴は    である。

補強の計算を要する穴は    である。

補強の計算を要する穴は    である。

補強の計算を要する穴は    である。

補強の計算を要する穴は    である。

補強の計算を要する穴は    である。

補強の計算を要する穴は    である。

補強を要しない穴の最大径

(㎜)

最小厚さ

t n(㎜)

dr1=(D-2ts)/4

(㎜)

61、dr1の小さい

値

(㎜)

K
Dts

(㎟)

dr2：図より求めた値

(㎜)

使用材料
管台の外径

Do(㎜)

許容引張応力

S1(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

必要厚さ

t3(㎜)

t1、t2、t3の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tno(㎜)

放射線検査の有

無

61、dr1の小さい

値

(㎜)

K

よって，補強の計算を要する穴は

である。

使用材料

使用材料
Dts

(㎟)

dr2：図より求めた値

(㎜)

200、dr2の小さい値

(㎜)胴の最小厚さ

ts(㎜)

円すい頂角の1／

2

θ（°）

dr1=(D-2ts)/4

(㎜)

61、dr1の小さい

値

(㎜)

K

200、dr2の小さい値

(㎜)

補強を要しない穴の最大径

(㎜)鏡板の最小厚さ

ts(㎜)

継手効率

η
継手の種類

継手効率

η
継手の種類

鏡板フランジ部

の外径

D(㎜)

許容引張応力 S(MPa)

胴の外径

D(㎜)

許容引張応力 S(MPa)
胴の最小厚さ

ts(㎜)

継手効率

η
機器名          項目

許容引張応力

S1(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t1(㎜)

許容引張応力 S(MPa)

機器名          項目

機器名          項目 穴の径が20㎜以下の穴

d r2：図より求めた値

(㎜)

200、dr2の小さい値

(㎜)

補強を要しない穴の最大径

(㎜)
継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

dr1=(D-2ts)/4

(㎜)

Dts

(㎟)
使用材料

許容引張応力 S(MPa) K
61、dr1の小さい

値

(㎜)

胴の最小厚さ

ts(㎜)

胴の外径

D(㎜)

機器名          項目 使用材料
鏡板フランジ部

の外径

D(㎜)

Dt s

(㎟)

dr2：図より求めた値

(㎜)

200、dr2の小さい値

(㎜)

補強を要しない穴の最大径

(㎜)
円すい頂角の1／

2

θ（°）

継手の種類
放射線検査の有

無

放射線検査の有

無

dr1=(D-2ts)/4

(㎜)

機器名          項目

Ｂ

t1、t2、t3の

大きい値

呼び厚さ

tno(㎜)

機器名          項目 使用材料
管台の外径

Do(㎜)

必要厚さ

t 2(㎜)

必要厚さ

t3(㎜)
機器名          項目

最小厚さ

tn(㎜)
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74.容器の鏡板の2穴以上の穴の中心間の距離【8条第3項第二号】

管台名称          項目
穴の直径

d1 (㎜)

穴の直径

d2 (㎜)

円すいの部分が

すその丸みの

部分に接続する

部分の軸に垂直

な断面の外径

D2 (㎜)

係数

K

鏡板の外面に

沿った2つの穴の

中心間の距離

L (㎜)

2つの穴の中心間

距離

ℓ (㎜)

最高使用圧力に

おける材料の

許容引張応力

S (MPa)

鏡板の厚さ

t s (㎜)

継手効率

η

円すいの頂角の2

分の1

θ (°)

－

－

評価

75.穴の補強計算（胴の穴）、開放タンクの胴の穴の補強計算【第7条第7項、第6条の2第5項】

機器名

              項目
胴板使用材料 管台使用材料 強め板使用材料

胴板の許容引張

応力 Ss(MPa)

管台の許容引張

応力 Sｎ(MPa)

強め板の許容引

張応力

Se(MPa)

穴の径

d(㎜)

補正穴の径

de(㎜)

胴板と管台の交

角

α(°)

胴板の最小厚さ

ts(㎜)

管台 の最小厚さ

tn(㎜)

胴板の継手効率

η

係数

Ｆ

胴の内径

Di(㎜)

胴板の計算上必

要な厚さ

tsr(㎜)

管台の計算上必

要な厚さ

tnr(㎜)

機器名

              項目

穴の補強に必要

な面積

Ar（㎟)

補強の有効範囲

Ｘ1(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ2(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ(㎜)

補強の有効範囲

Y1(㎜)

補強の有効範囲

Y2(㎜)

強め板の最小厚

さ

te(㎜)

強め板の外径

Ｂe(㎜)

管台の外径

Don(㎜)

一体型管台の

コーナー部半径

Ｒi(㎜)

溶接寸法

Ｌ1(㎜)

溶接寸法

Ｌ2(㎜)

溶接寸法

Ｌ3(㎜)

溶接寸法

Ｌ4(㎜)

溶接寸法

Ｌ5(㎜)

胴板の有効補強

面積

Ａ1(㎟)

管台の有効補強

面積

Ａ2(㎟)

すみ肉溶接部の

有効補強面積

Ａ3(㎟)

強め板の有効補

強面積

Ａ4(㎟)

補強に有効な総

面積

Ａ0(㎟)

穴の補強に有効

な面積

ＡrD(㎟)

胴板の有効補強

面積

Ａ1Ｄ(㎟)

管台の有効補強

面積

Ａ2Ｄ(㎟)

すみ肉溶接部の

有効補強面積

Ａ3Ｄ(㎟)

強め板の有効補

強面積

Ａ4Ｄ(㎜)

補強に有効な総

面積

Ａ0Ｄ(㎟)

補強を要する穴

の限界径

dj(㎜)

補強の有効範囲

XJ1(㎜)

補強の有効範囲

XJ2(㎜)

補強の有効範囲

XJ(㎜)

穴の補強に必要

な面積

ＡJｒ(㎟)

胴板の有効補強

面積

ＡJ1(㎟)

管台の有効補強

面積

ＡJ2(㎟)

すみ肉溶接部の

有効補強面積

ＡJ3(㎟)

強め板の有効補

強面積

ＡJ4(㎟)

補強に有効な総

面積

ＡJ0(㎟)

機器名

              項目

溶接部にかかる

荷重

Ｗ1(N)

溶接部にかかる

荷重

Ｗ2(N)

溶接部の負うべ

き荷重

Ｗ(N)

すみ肉溶接部の

許容せん断応力

ＳＷ1(MPa)

突合せ溶接部の

許容せん断応力

ＳＷ2(MPa)

突合せ溶接部の

許容引張断応力

ＳＷ3(MPa)

管台壁の許容せ

ん断応力

ＳＷ4(MPa)

応力除去の有無

すみ肉溶接部の

許容せん断応力

係数

Ｆ1

突合せ溶接の許

容せん断応力係

数

Ｆ2

突合せ溶接の許

容引張応力係数

Ｆ3

管台壁の許容せ

ん断応力係数

Ｆ4

管台が取り付く

穴の径

dｗ(㎜)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe1(N)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe2(N)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe3(N)

突合せ溶接部の

せん断力

Ｗe4(N)

突合せ溶接部の

せん断力

Ｗe5(N)

機器名

              項目

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe6(N)

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe7(N)

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe8(N)

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe9(N)

管台壁のせん断

力

Ｗe10(N)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe11(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ1(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ2(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ3(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ4(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ5(N)

予想される破断

箇所の強さ力

Ｗeｂｐ6(N)

評価

76.穴の補強計算（胴の穴）(内圧計算、外圧計算)【第7条第7項】

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

評価

ℓ≧L ，よって十分である。

管台の許容引張応力

S ｎ(MPa)

強め板の許容引張応力

Sc(MPa)
穴の径

d(㎜)

補正穴の径

de(㎜)

胴板と管台の交

角

α(°)

胴板の最小厚さ

ts(㎜)

管台 の最小厚さ

tn(㎜)

胴板の継手効率

η

係数

Ｆ

胴の内径

Di(㎜)
機器名          項目

 機器名          項目
強め板の有効補強面積

Ａ4(㎟)

補強に有効な総面積

Ａ0(㎟)

X 1=X2でない場合の確認

穴の補強に有効な面積

ＡrD(㎟)

胴板の有効補強面積

Ａ1Ｄ(㎟)

管台の有効補強面積

Ａ2Ｄ(㎟)

すみ肉溶接部の有効補強面積

Ａ3Ｄ(㎟)

強め板の有効補強面積

Ａ4Ｄ(㎜)

補強に有効な総面積

Ａ0Ｄ(㎟)

機器名

              項目

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗe11(N)

補強の有効範囲

Ｘ1(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ2(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ(㎜)

胴板使用材料

小さい穴の補強

胴板の有効補強面積

Ａ1(㎟)

管台の有効補強面積

Ａ2(㎟)

すみ肉溶接部の有効補強面積

Ａ3(㎟)

胴板の許容引張応力

Ss(MPa)

補強の有効範囲

Y1(㎜)

補強の有効範囲

Y2(㎜)

強め板の最小厚

さ

強め板の外径

Ｂe(㎜)

管台の外径

Don(㎜)

一体型管台の

コーナー部半径

溶接寸法

Ｌ1(㎜)

溶接寸法

Ｌ2(㎜)

溶接寸法

Ｌ3(㎜)

小さい穴の補強 X1=X2でない場合の確認 大きい穴の補強

管台使用材料 強め板使用材料

機器名          項目
胴板の計算上必要な厚さtsr(㎜) 管台の計算上必要な厚さtnr(㎜)

A0 ＞ Ar ，Webp1， Webp2， Webp3， Webp4， Webp5， Webp6 ≧W よって十分である。

穴の補強に必要

な面積

 機器名          項目

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ1(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ2(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ3(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ4(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ5(N)

予想される破断箇所の強さ力

Ｗeｂｐ6(N)

突合せ溶接の許

容引張応力係数

Ｆ 3

管台壁の許容せ

ん断応力係数

Ｆ4

管台が取り付く

穴の径

dｗ(㎜)

 機器名          項目

突合せ溶接部の引張力

Ｗe9(N)

管台壁のせん断力

Ｗe10(N)

大きい穴の補強

穴の補強に必要な面積

ＡJｒ(㎟)

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗe1(N)

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗe2(N)

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗe3(N)

突合せ溶接部のせん断力

Ｗe4(N)

溶接寸法

Ｌ 4(㎜)

溶接寸法

Ｌ5(㎜)

 機器名          項目
補強を要する穴

の限界径

dj(㎜)

補強の有効範囲

XJ1(㎜)

補強の有効範囲

XJ2(㎜)

補強の有効範囲

XJ(㎜)

胴板の有効補強面積

ＡJ1(㎟)

管台の有効補強面積

ＡJ2(㎟)

すみ肉溶接部の有効補強面積

ＡJ3(㎟)

強め板の有効補強面積

ＡJ4(㎟)

補強に有効な総面積

ＡJ0(㎟

応力除去の有無

すみ肉溶接部の

許容せん断応力

係数

Ｆ1

突合せ溶接の許

容せん断応力係

数

Ｆ2

突合せ溶接部のせん断力

Ｗe5(N)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe6(N)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe7(N)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe8(N)

溶接部にかかる荷重

Ｗ1(N)

溶接部にかかる荷重

Ｗ2(N)

溶接部の負うべき荷重

Ｗ(N)

すみ肉溶接部の許容せん断応力

ＳＷ1(MPa)

突合せ溶接部の許容せん断応力

ＳＷ2(MPa)

突合せ溶接部の許容引張断応力

ＳＷ3(MPa)

管台壁の許容せん断応力

ＳＷ4(MPa)
機器名          項目

A0 ＞ Ar ，Webp1， Webp2， Webp3， Webp4， Webp5， Webp6 ≧W よって十分である。
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77.穴の補強計算（鏡板の穴）【第8条第4項第一号及び第二号】

機器名

              項目
鏡板使用材料 管台使用材料 強め板使用材料

鏡板の許容引張

応力 S s(MPa)

管台の許容引張

応力 Sｎ(MPa)

強め板の許容引

張応力

Se(MPa)

穴の径

d(㎜)

補正穴の径

de(㎜)

鏡板と管台の交

角

α(°)

鏡板の最小厚さ

ts(㎜)

管台の最小厚さ

tn(㎜)

鏡板の継手効率

η

係数

Ｆ

鏡板の内径

Di(㎜)

鏡板の計算上必

要な厚さ

tsr(㎜)

管台の計算上必

要な厚さ

tnr(㎜)

機器名

              項目

穴の補強に必要

な面積

Ar（㎟)

補強の有効範囲

Ｘ1(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ2(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ(㎜)

補強の有効範囲

Y1(㎜)

補強の有効範囲

Y2(㎜)

強め板の最小厚

さ

te(㎜)

強め板の外径

Ｂe(㎜)

管台の外径

Don(㎜)

一体型管台の

コーナー部半径

Ｒi(㎜)

溶接寸法

Ｌ1(㎜)

溶接寸法

Ｌ2(㎜)

溶接寸法

Ｌ3(㎜)

溶接寸法

Ｌ4(㎜)

溶接寸法

Ｌ5(㎜)

鏡板の有効補強

面積

Ａ1(㎟)

管台の有効補強

面積

Ａ2(㎟)

すみ肉溶接部の

有効補強面積

Ａ3(㎟)

強め板の有効補

強面積

Ａ4(㎟)

補強に有効な総

面積

Ａ0(㎟)

穴の補強に有効

な面積

ＡrD(㎟)

鏡板の有効補強

面積

Ａ1Ｄ(㎟)

管台の有効補強

面積

Ａ2Ｄ(㎟)

すみ肉溶接部の

有効補強面積

Ａ3Ｄ(㎟)

強め板の有効補

強面積

Ａ4Ｄ(㎜)

補強に有効な総

面積

Ａ0Ｄ(㎟)

補強を要する穴

の限界径

dj(㎜)

補強の有効範囲

XJ1(㎜)

補強の有効範囲

XJ2(㎜)

補強の有効範囲

XJ(㎜)

穴の補強に必要

な面積

ＡJｒ(㎟)

鏡板の有効補強

面積

ＡJ1(㎟)

管台の有効補強

面積

ＡJ2(㎟)

すみ肉溶接部の

有効補強面積

ＡJ3(㎟)

強め板の有効補

強面積

ＡJ4(㎟)

補強に有効な総

面積

ＡJ0(㎟)

機器名

              項目

溶接部にかかる

荷重

Ｗ1(N)

溶接部にかかる

荷重

Ｗ2(N)

溶接部の負うべ

き荷重

Ｗ(N)

すみ肉溶接部の

許容せん断応力

ＳＷ1(MPa)

突合せ溶接部の

許容せん断応力

ＳＷ2(MPa)

突合せ溶接部の

許容引張応力

ＳＷ3(MPa)

管台壁の許容せ

ん断応力

ＳＷ4(MPa)

応力除去の有無

すみ肉溶接部の

許容せん断応力

係数

Ｆ1

突合せ溶接の許

容せん断応力係

数

Ｆ2

突合せ溶接の許

容引張応力係数

Ｆ3

管台壁の許容せ

ん断応力係数

Ｆ4

管台が取り付く

穴の径

dｗ(㎜)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe1(N)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe2(N)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe3(N)

突合せ溶接部の

せん断力

Ｗe4(N)

突合せ溶接部の

せん断力

Ｗe5(N)

機器名

              項目

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe6(N)

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe7(N)

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe8(N)

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe9(N)

管台壁のせん断

力

Ｗe10(N)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe11(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ1(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ2(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ3(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ4(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ5(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ6(N)

評価

78.穴の補強計算（鏡板の穴）(内圧計算、外圧計算)【第8条第4項第一号及び第二号】

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

評価

79.穴の補強計算（半だ円形鏡板の穴）【第8条第4項第一号及び第二号】

 機器名          項目 鏡板使用材料 管台使用材料 強め板使用材料
鏡板の許容引張

応力 Ss(MPa)

管台の許容引張

応力

Sｎ(MPa)

強め板の許容引

張応力

Se(MPa)

穴の径

d(㎜)

補正穴の径

de(㎜)

鏡板と管台の交

角

α(°)

鏡板の最小厚さ

ts(㎜)

管台の最小厚さ

tn(㎜)

鏡板の継手効率

η

係数

Ｆ

鏡板の内面にお

ける⾧径のK1倍

R(㎜)

鏡板の内面にお

ける⾧径

DiL(㎜)

鏡板の内面にお

ける短径

Dis(㎜)

⾧径と短径の比

DiL/Dis

係数K1

鏡板の計算上必

要な厚さ

tsr(㎜)

管台の計算上必

要な厚さ

tnr(㎜)

 機器名          項目

穴の補強に必要

な面積

Ar（㎟)

補強の有効範囲

Ｘ1(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ2(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ(㎜)

補強の有効範囲

Y1(㎜)

補強の有効範囲

Y2(㎜)

強め板の最小厚

さ

te(㎜)

強め板の外径

Ｂe(㎜)

管台の外径

Don(㎜)

一体型管台の

コーナー部半径

Ｒi(㎜)

溶接寸法

Ｌ1(㎜)

溶接寸法

Ｌ2(㎜)

溶接寸法

Ｌ3(㎜)

溶接寸法

Ｌ4(㎜)

溶接寸法

Ｌ5(㎜)

鏡板の有効補強

面積

Ａ1(㎟)

管台の有効補強

面積

Ａ2(㎟)

すみ肉溶接部の

有効補強面積

Ａ3(㎟)

強め板の有効補

強面積

Ａ4(㎟)

補強に有効な総

面積

Ａ0(㎟)

穴の補強に有効

な面積

ＡrD(㎟)

鏡板の有効補強

面積

Ａ1Ｄ(㎟)

管台の有効補強

面積

Ａ2Ｄ(㎟)

すみ肉溶接部の

有効補強面積

Ａ3Ｄ(㎟)

強め板の有効補

強面積

Ａ4Ｄ(㎜)

補強に有効な総

面積

Ａ0Ｄ(㎟)

補強を要する穴

の限界径

dj(㎜)

補強の有効範囲

XJ1(㎜)

補強の有効範囲

XJ2(㎜)

補強の有効範囲

XJ(㎜)

穴の補強に必要

な面積

ＡJｒ(㎟)

鏡板の有効補強

面積

ＡJ1(㎟)

管台の有効補強

面積

ＡJ2(㎟)

すみ肉溶接部の

有効補強面積

ＡJ3(㎟)

強め板の有効補

強面積

ＡJ4(㎟)

補強に有効な総

面積

ＡJ0(㎟)

 機器名          項目

溶接部にかかる

荷重

Ｗ1(N)

溶接部にかかる

荷重

Ｗ2(N)

溶接部の負うべ

き荷重

Ｗ(N)

すみ肉溶接部の

許容せん断応力

ＳＷ1(MPa)

突合せ溶接部の

許容せん断応力

ＳＷ2(MPa)

突合せ溶接部の

許容引張断応力

ＳＷ3(MPa)

管台壁の許容せ

ん断応力

ＳＷ4(MPa)

応力除去の有無

すみ肉溶接部の

許容せん断応力

係数

Ｆ1

突合せ溶接の許

容せん断応力係

数

Ｆ2

突合せ溶接の許

容引張応力係数

Ｆ3

管台壁の許容せ

ん断応力係数

Ｆ4

管台が取り付く

穴の径

dｗ(㎜)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe1(N)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe2(N)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe3(N)

突合せ溶接部の

せん断力

Ｗe4(N)

突合せ溶接部の

せん断力

Ｗe5(N)

 機器名          項目

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe6(N)

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe7(N)

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe8(N)

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe9(N)

管台壁のせん断

力

Ｗe10(N)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe11(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ1(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ2(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ3(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ4(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ5(N)

予想される破断

箇所の強さ力

Ｗeｂｐ6(N)

評価

すみ肉溶接部の

許容せん断応力

係数

Ｆ1

突合せ溶接の許

容せん断応力係

数

Ｆ2

溶接寸法

Ｌ4(㎜)

A0 ＞ Ar ，Webp1， Webp2， Webp3， Webp4， Webp5， Webp6 ≧W よって十分である。

溶接寸法

Ｌ 5(㎜)

突合せ溶接部の許容引張断応力

ＳＷ3(MPa)

穴の補強に必要

な面積

Ar（㎟)

補強の有効範囲

Ｘ1(㎜)

機器名

              項目

小さい穴の補強 X1=X2でない場合の確認 大きい穴の補強

機器名          項目 鏡板使用材料 管台使用材料 強め板使用材料
鏡板の許容引張応力

Ss(MPa)

管台の許容引張応力

Sｎ(MPa)

強め板の許容引張応力

Sc(MPa)
穴の径

d(㎜)

補正穴の径

de(㎜)

鏡板と管台の交

角

α(°)

鏡板の最小厚さ

ts(㎜)

管台の最小厚さ

tn(㎜)

鏡板の継手効率

η

係数

Ｆ

鏡板の内径

Di(㎜)

 機器名          項目

小さい穴の補強 X1=X2でない場合の確認

鏡板の有効補強面積

Ａ1(㎟)

管台の有効補強面積

Ａ2(㎟)

すみ肉溶接部の有効補強面積

Ａ3(㎟)

強め板の有効補強面積

Ａ4(㎟)

補強に有効な総面積

Ａ0(㎟)

穴の補強に有効な面積

ＡrD(㎟)

鏡板の有効補強面積

Ａ1Ｄ(㎟)

管台の有効補強面積

Ａ2Ｄ(㎟)

すみ肉溶接部の有効補強面積

Ａ3Ｄ(㎟)

強め板の有効補強面積

Ａ4Ｄ(㎜)

補強に有効な総面積

Ａ0Ｄ(㎟)

機器名          項目

鏡板の計算上必要な厚さ

tsr(㎜)

管台の計算上必要な厚さ

tnr(㎜)
補強の有効範囲

Ｘ2(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ(㎜)

補強の有効範囲

Y1(㎜)

補強の有効範囲

Y2(㎜)

強め板の最小厚

さ

te(㎜)

強め板の外径

Ｂe(㎜)

管台の外径

Don(㎜)

一体型管台の

コーナー部半径

Ｒi(㎜)

溶接寸法

Ｌ1(㎜)

溶接寸法

Ｌ2(㎜)

溶接寸法

Ｌ3(㎜)

 機器名          項目

大きい穴の補強

補強を要する穴

の限界径

dj(㎜)

補強の有効範囲

XJ1(㎜)

補強の有効範囲

XJ2(㎜)

補強の有効範囲

XJ(㎜)

穴の補強に必要な面積

ＡJｒ(㎟)

鏡板の有効補強面積

ＡJ1(㎟)

管台の有効補強面積

ＡJ2(㎟)

すみ肉溶接部の有効補強面積

ＡJ3(㎟)

強め板の有効補強面積

ＡJ4(㎟)

補強に有効な総面積

ＡJ0(㎟

突合せ溶接の許

容引張応力係数

Ｆ3

管台壁の許容せ

ん断応力係数

Ｆ4

管台が取り付く

穴の径

dｗ(㎜)

 機器名          項目

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗe1(N)

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗe2(N)

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗe3(N)

突合せ溶接部のせん断力

Ｗe4(N)

突合せ溶接部のせん断力

Ｗe5(N)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe6(N)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe7(N)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe8(N)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe9(N)

管台壁のせん断力

Ｗe10(N)

機器名          項目

溶接部にかかる荷重

Ｗ1(N)

溶接部にかかる荷重

Ｗ2(N)

溶接部の負うべき荷重

Ｗ(N)

すみ肉溶接部の許容せん断応力

ＳＷ1(MPa)

突合せ溶接部の許容せん断応力

ＳＷ2(MPa)

管台壁の許容せん断応力

ＳＷ4(MPa)
応力除去の有無

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗ e11(N)

 機器名          項目

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ1(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ2(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ3(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ4(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ5(N)

予想される破断箇所の強さ力

Ｗeｂｐ6(N)

A0 ＞ Ar ，Webp1， Webp2， Webp3， Webp4， Webp5， Webp6 ≧W よって十分である。

A0 ＞ Ar ，Webp1， Webp2， Webp3， Webp4， Webp5， Webp6 ≧W よって十分である。

 機器名          項目

小さい穴の補強 X1=X2でない場合の確認 大きい穴の補強

144252



80.穴の補強計算（半だ円形鏡板の穴）(内圧計算、外圧計算)【第8条第4項第一号及び第二号】

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

評価

81.穴の補強計算（平板の穴）、開放タンクの平板の穴の補強計算【第8条の2第14項、第6条の2第5項】

機器名

              項目
平板使用材料 管台使用材料 強め板使用材料

平板の許容引張

応力 Ss(MPa)

管台の許容引張

応力 Sｎ(MPa)

強め板の許容引

張応力

Se(MPa)

穴の径

d(㎜)

平板穴の径

dh(㎜)

平板と管台の交

角

α(°)

平板の最小厚さ

ts(㎜)

管台の最小厚さ

tn(㎜)

平板の継手効率

η

係数

Ｆ

平板の直径又は

最小スパン

Di(㎜)

平板の計算上必

要な厚さ

tsr(㎜)

管台の計算上必

要な厚さ

tnr(㎜)

機器名

              項目

穴の補強に必要

な面積

Ar（㎟)

補強の有効範囲

Ｘ1(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ2(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ(㎜)

補強の有効範囲

Y1(㎜)

補強の有効範囲

Y2(㎜)

強め板の最小厚

さ

te(㎜)

強め板の外径

Ｂe(㎜)

管台の外径

Don(㎜)

一体型管台の

コーナー部半径

Ｒi(㎜)

溶接寸法

Ｌ1(㎜)

溶接寸法

Ｌ2(㎜)

溶接寸法

Ｌ3(㎜)

溶接寸法

Ｌ4(㎜)

溶接寸法

Ｌ5(㎜)

平板の有効補強

面積

Ａ1(㎟)

管台の有効補強

面積

Ａ2(㎟)

すみ肉溶接部の

有効補強面積

Ａ3(㎟)

強め板の有効補

強面積

Ａ4(㎟)

補強に有効な総

面積

Ａ0(㎟)

穴の補強に有効

な面積

ＡrD(㎟)

鏡板の有効補強

面積

Ａ1Ｄ(㎟)

管台の有効補強

面積

Ａ2Ｄ(㎟)

すみ肉溶接部の

有効補強面積

Ａ3Ｄ(㎟)

強め板の有効補

強面積

Ａ4Ｄ(㎜)

補強に有効な総

面積

Ａ0Ｄ(㎟)

補強を要する穴

の限界径

dj(㎜)

補強の有効範囲

XJ1(㎜)

補強の有効範囲

XJ2(㎜)

補強の有効範囲

XJ(㎜)

穴の補強に必要

な面積

ＡJｒ(㎟)

平板の有効補強

面積

ＡJ1(㎟)

管台の有効補強

面積

ＡJ2(㎟)

すみ肉溶接部の

有効補強面積

ＡJ3(㎟)

強め板の有効補

強面積

ＡJ4(㎟)

補強に有効な総

面積

ＡJ0(㎟)

機器名

              項目

溶接部にかかる

荷重

Ｗ1(N)

溶接部にかかる

荷重

Ｗ2(N)

溶接部の負うべ

き荷重

Ｗ(N)

すみ肉溶接部の

許容せん断応力

ＳＷ1(MPa)

突合せ溶接部の

許容せん断応力

ＳＷ2(MPa)

突合せ溶接部の

許容引張断応力

ＳＷ3(MPa)

管台壁の許容せ

ん断応力

ＳＷ4(MPa)

応力除去の有無

すみ肉溶接部の

許容せん断応力

係数

Ｆ1

突合せ溶接の許

容せん断応力係

数

Ｆ2

突合せ溶接の許

容引張応力係数

Ｆ3

管台壁の許容せ

ん断応力係数

Ｆ4

管台が取り付く

穴の径

dｗ(㎜)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe1(N)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe2(N)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe3(N)

突合せ溶接部の

せん断力

Ｗe4(N)

突合せ溶接部の

せん断力

Ｗe5(N)

機器名

              項目

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe6(N)

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe7(N)

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe8(N)

突合せ溶接部の

引張力

Ｗe9(N)

管台壁のせん断

力

Ｗe10(N)

すみ肉溶接部の

せん断力

Ｗe11(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ1(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ2(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ3(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ4(N)

予想される破断

箇所の強さ

Ｗeｂｐ5(N)

予想される破断

箇所の強さ力

Ｗeｂｐ6(N)

評価

鏡板と管台の交

角

α(°)

鏡板の最小厚さ

ts(㎜)

管台の最小厚さ

tn(㎜)

鏡板の継手効率

η

係数

Ｆ
機器名          項目 鏡板使用材料 管台使用材料 強め板使用材料

鏡板の許容引張応力Ss(MPa) 管台の許容引張応力Sｎ(MPa) 強め板の許容引張応力Sc(MPa) 穴の径

d(㎜)

補正穴の径

de(㎜)

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗe2(N)

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗe3(N)

突合せ溶接部のせん断力

Ｗe4(N)

溶接寸法

Ｌ 2(㎜)

溶接寸法

Ｌ3(㎜)

溶接寸法

Ｌ4(㎜)

溶接寸法

Ｌ5(㎜)

 機器名          項目

小さい穴の補強 X1=X2でない場合の確認

鏡板の有効補強面積

Ａ1(㎟)

管台の有効補強面積

Ａ2(㎟)

すみ肉溶接部の有効補強面積

Ａ3(㎟)

強め板の有効補強面積

Ａ4(㎟)

補強に有効な総面積

Ａ0(㎟)

穴の補強に有効な面積

ＡrD(㎟)

鏡板の有効補強面積

Ａ1Ｄ(㎟)

管台の有効補強面積

Ａ2Ｄ(㎟)

すみ肉溶接部の有効補強面積

Ａ3Ｄ(㎟)

強め板の有効補強面積

Ａ4Ｄ(㎜)

補強に有効な総面積

Ａ0Ｄ(㎟)

鏡板の内面にお

ける⾧径のK1倍

鏡板の内面にお

ける⾧径

鏡板の内面にお

ける短径

⾧径と短径の比

DiL/Dis

係数K1機器名          項目
強め板の外径

Ｂ e(㎜)

管台の外径

Don(㎜)

一体型管台の

コーナー部半径

管台が取り付く

穴の径

dｗ(㎜)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe9(N)

管台壁のせん断力

Ｗe10(N)

突合せ溶接部の許容引張断応力

ＳＷ3(MPa)

溶接寸法

Ｌ 1(㎜)

鏡板の計算上必要な厚さtsr(㎜) 管台の計算上必要な厚さtnr(㎜) 穴の補強に必要

な面積

補強の有効範囲

Ｘ1(㎜)

 機器名          項目

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ1(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ2(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ3(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ4(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ5(N)

予想される破断箇所の強さ力

Ｗeｂｐ6(N)

管台壁の許容せん断応力

ＳＷ4(MPa) 応力除去の有無

 機器名          項目

大きい穴の補強

補強を要する穴

の限界径

dj(㎜)

補強の有効範囲

XJ1(㎜)

補強の有効範囲

XJ2(㎜)

補強の有効範囲

XJ(㎜)

穴の補強に必要な面積

ＡJｒ(㎟)

鏡板の有効補強面積

ＡJ1(㎟)

管台の有効補強面積

ＡJ2(㎟)

すみ肉溶接部の有効補強面積

ＡJ3(㎟)

強め板の有効補強面積

ＡJ4(㎟)

補強に有効な総面積

ＡJ0(㎟

すみ肉溶接部の

許容せん断応力

係数

突合せ溶接部のせん断力

Ｗe5(N)

補強の有効範囲

Ｘ2(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ(㎜)

補強の有効範囲

Y1(㎜)

補強の有効範囲

Y2(㎜)

突合せ溶接の許

容せん断応力係

数

突合せ溶接部の引張力

Ｗe6(N)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe7(N)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe8(N)

機器名          項目

溶接部にかかる荷重

Ｗ1(N)

溶接部にかかる荷重

Ｗ2(N)

溶接部の負うべき荷重

Ｗ(N)

すみ肉溶接部の許容せん断応力

ＳＷ1(MPa)

突合せ溶接部の許容せん断応力

ＳＷ2(MPa)

 機器名          項目

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗe1(N)

強め板の最小厚

さ

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗ e11(N)

A0 ＞ Ar ，Webp1， Webp2， Webp3， Webp4， Webp5， Webp6 ≧W よって十分である。

機器名

              項目

小さい穴の補強 X1=X2でない場合の確認 大きい穴の補強

A0 ＞ Ar／2 ，Webp1， Webp2， Webp3， Webp4， Webp5， Webp6 ≧W よって十分である。

突合せ溶接の許

容引張応力係数

Ｆ 3

管台壁の許容せ

ん断応力係数

Ｆ4

145253



82.穴の補強計算（平板の穴）(内圧計算、外圧計算)【第8条第4項第一号及び第二号】

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算 内圧計算 外圧計算

評価

83.フランジの計算(内圧を受ける一体形フランジ、内圧を受ける任意形フランジ)【第12条第1項】

ボルト フランジ 胴又は管台壁 ボルト フランジ 胴又は管台壁

σb (MPa) σf(MPa) σn(MPa) σa (MPa) σfa(MPa) σna(MPa)

使用状態

 Am1 (㎟)

ガスケット締付

時

 Am2 (㎟)

いずれか大きい

値

Am  (㎟)

評価

使用状態

Wo (N)

ガスケット締付

時

Wg (N)

HD HG Hr hD hG hr MD MG Mr

使用状態

 Mo (N・㎜)

ガスケット締付

時 Mg (N・㎜)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

≦ 1.5σf ＝ ≦ 1.5σ fa ＝

≦ 1.5σn ＝ ≦ 1.5σ na ＝

評価 よって十分である。

≦ σ fa ＝

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

組合せ応 力

(σH＋σT)／2＝ ≦ σfa ＝

ガスケット締付時のフランジの強さ

ハブの軸方向応

力 σH ＝

フランジの半径

方向応力 σR ＝
≦ σf ＝

フランジの周方

向応力 σT ＝
≦ σf ＝ (σH＋σR)／2＝ ≦ σf ＝ (σ H＋σR)／2＝

組合せ応 力

(σH＋σT)／2＝ ≦ σf ＝

 機器名          項目

使用状態におけるフランジの強さ

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

ボルト呼び

≦ σfa ＝
フランジの周方

向応力 σT ＝
≦ σfa ＝

ガスケット締付

最小荷重 Wm2

(N)

  ボルトの所要総断面積
実際のボルト総

断面積

 Ab (㎟)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

管台が取り付く

穴の径

dｗ(㎜)

 機器名          項目

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗe1(N)

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗe2(N)

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗe3(N)

突合せ溶接部のせん断力

Ｗe4(N)

突合せ溶接部のせん断力

Ｗe5(N)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe6(N)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe7(N)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe8(N)

突合せ溶接部の引張力

Ｗe9(N)

管台壁のせん断力

Ｗe10(N)

機器名          項目

溶接部にかかる荷重

Ｗ1(N)

溶接部にかかる荷重

Ｗ2(N)

溶接部の負うべき荷重

Ｗ(N)

すみ肉溶接部の許容せん断応力

ＳＷ1(MPa)

突合せ溶接部の許容せん断応力

ＳＷ2(MPa)

突合せ溶接部の許容引張断応力

ＳＷ3(MPa)

管台壁の許容せん断応力

ＳＷ4(MPa) 応力除去の有無

A0 ＞ Ar／2 ，Webp1， Webp2， Webp3， Webp4， Webp5， Webp6 ≧W よって十分である。

すみ肉溶接部の

許容せん断応力

係数

突合せ溶接の許

容せん断応力係

数

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ3(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ4(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ5(N)

予想される破断箇所の強さ力

Ｗeｂｐ6(N)

平板の許容引張応力

Ss(MPa)

管台の許容引張応力

Sｎ(MPa)

強め板の許容引張応力

Sc(MPa)
穴の径

d(㎜)

平板no穴の径

dh(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ(㎜)

補強の有効範囲

Y1(㎜)

補強の有効範囲

Y2(㎜)

強め板の最小厚

さ

te(㎜)

強め板の外径

Ｂe(㎜)

管台の外径

Don(㎜)

一体型管台の

コーナー部半径

Ｒi(㎜)

溶接寸法

Ｌ1(㎜)

溶接寸法

Ｌ2(㎜)

溶接寸法

Ｌ3(㎜)

溶接寸法

Ｌ4(㎜)

溶接寸法

Ｌ5(㎜)
機器名          項目

平板の直径又は

最小スパン

Di(㎜)

平板の計算上必要な厚さ

tsr(㎜)

管台の計算上必要な厚さ

tnr(㎜)

穴の補強に必要

な面積

Ar（㎟)

平板と管台の交

角

α(°)

平板の最小厚さ

t s(㎜)

管台の最小厚さ

tn(㎜)

平板の継手効率

η

係数

Ｆ

強め板の有効補強面積

Ａ4Ｄ(㎜)

補強に有効な総面積

Ａ0Ｄ(㎟)

補強の有効範囲

Ｘ1(㎜)

補強の有効範囲

Ｘ2(㎜)

機器名          項目 平板使用材料 管台使用材料 強め板使用材料

 機器名          項目

小さい穴の補強 X 1=X2でない場合の確認

平板の有効補強面積

Ａ1(㎟)

管台の有効補強面積

Ａ2(㎟)

すみ肉溶接部の有効補強面積

Ａ3(㎟)

強め板の有効補強面積

Ａ4(㎟)

補強に有効な総面積

Ａ0(㎟)

穴の補強に有効な面積

ＡrD(㎟)

平板の有効補強面積

Ａ1Ｄ(㎟)

設計圧力

P (MPa)

ガスケット厚さ

(㎜)

座面の形状

ガスケット使用

材料
 機器名          項目 ボルト使用材料

ハブの⾧さ h

(㎜)

フランジ背面の

ハブの厚さ

g1 (㎜)

ハブ先端の厚さ

g0 (㎜)

ガスケットの有

効径

G(㎜)

ガスケットの外

径

Dg(㎜)

ボルト中心円の

直径

C (㎜)

フランジの内径

 B(㎜)

フランジの外径

A(㎜)

許容引張応力

設計温度(    ℃) 常温(     ℃)

すみ肉溶接部のせん断力

Ｗ e11(N)

 機器名          項目

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ1(N)

予想される破断箇所の強さ

Ｗeｂｐ2(N)

補強の有効範囲

XJ1(㎜)

穴の補強に必要な面積

ＡJｒ(㎟)

平板の有効補強面積

ＡJ1(㎟)

管台の有効補強面積

ＡJ2(㎟)

すみ肉溶接部の有効補強面積

ＡJ3(㎟)

強め板の有効補強面積

ＡJ4(㎟)

管台の有効補強面積

Ａ2Ｄ(㎟)

すみ肉溶接部の有効補強面積

Ａ3Ｄ(㎟)

補強に有効な総面積

ＡJ0(㎟

突合せ溶接の許

容引張応力係数

Ｆ3

管台壁の許容せ

ん断応力係数

Ｆ4

 機器名          項目

大きい穴の補強

補強を要する穴

の限界径

dj(㎜)

補強の有効範囲

XJ(㎜)

 機器名          項目

フランジに

作用する

モーメント
フランジ内外径

の比

K

形状係数

h o (㎜)

係数

 h／ho

係数

g1／go

ハブ応力修正係

数

 f

係数

F

係数

T

係数

U

係数

V

係数

Y

ボルト本数

ｎ

ボルト谷径

 db (㎜)

単位⾧さ当りガ

スケット締付荷

重 J (N／㎜)

ガスケット接触

面の外径 GS (㎜)

ガスケット接触

面の幅

N (㎜)

 機器名          項目

ガスケット座面

の幅

w (㎜)

ガスケット係数

 m

最小設計締付圧

力

 y (MPa)

ガスケット座の

基本幅

bo(㎜)

ガスケット座の

有効幅

 b (㎜)

内圧による全荷

重

H (N)

ガスケットにか

ける圧縮力

HP (N)

使用状態での最

小ボルト荷重

 Wm1 (N)

Ab＞Am，よって十分である。

補強の有効範囲

XJ2(㎜)

フランジ使用材

料

胴又は管台壁使

用材料

係数

L

荷 重 (N) モーメントアーム(㎜) モーメント (N・㎜)ボルト荷重

距離

 R(㎜)

係数

 Z

係数

d

係数

 e

応力の計算値

(MPa)

ハブの軸方向応

力 σ H ＝

フランジの半径

方向応力 σR ＝

フランジの厚さ

 t (㎜)

146254



84.フランジの計算(外圧を受ける一体形フランジ)【第12条第1項】

ボルト フランジ 胴又は管台壁 ボルト フランジ 胴又は管台壁

σ b (MPa) σf(MPa) σn(MPa) σa (MPa) σfa(MPa) σna(MPa)

 機器名          項目 ボルト呼び
ボルト本数

ｎ

ボルト谷径

 db (㎜)

単位⾧さ当りガ

スケット締付荷

重 J (N／㎜)

ガスケット接触

面の外径 GS (㎜)

ガスケット接触

面の幅

N (㎜)

ガスケット座面

の幅

w (㎜)

最小設計締付圧

力

 y (MPa)

ガスケット座の

基本幅 bo(㎜)

ガスケット座の

有効幅 b (㎜)

外圧による全荷

重

H (N)

ガスケット締付

最小荷重 Wm2

(N)

ｶﾞｽｹｯﾄ締付時の

ﾎﾞﾙﾄの所要総断

面積

 Am2 (㎟)

実際のボルト総

断面積 Ab (㎟)

評価

HD － HT hD hG hT

使用状態 Mo

(N・㎜)

ガスケット締付

時

Mg (N・㎜)

－

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

≦ 1.5σf ＝ ≦ 1.5σ fa ＝

≦ 1.5σn ＝ ≦ 1.5σ na ＝

評価

85.フランジの計算(内圧を受けるハブ差し込みフランジ)【第12条第1項】

ボルト フランジ ボルト フランジ

σb (MPa) σf(MPa) σa (MPa) σfa(MPa)

使用状態 A m1

(㎟)

ガスケット締付

時

Am2 (㎟)

いずれか大きい

値

 Am  (㎟)

評価

使用状態

Wo (N)

ガスケット締付

時

Wg (N)

HD HG Hr hD hG hr MD MG Mr
使用状態

 Mo (N・㎜)

ガスケット締付

時

Mg (N・㎜)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

ハブの軸方向応

力 σH ＝
≦ 1.5σf ＝

フランジの半径

方向応力 σR ＝
≦ σf ＝

フランジの周方

向応力 σT ＝
≦ σf ＝ (σH＋σR)／2＝ ≦ σf ＝ (σH＋σT)／2＝ ≦ σf ＝

ハブの軸方向応

力 σH ＝
≦ 1.5σfa ＝

フランジの半径

方向応力 σR ＝
≦ σfa ＝

フランジの周方

向応力 σT ＝
≦ σfa ＝ (σH＋σR)／2＝ ≦ σfa ＝ (σH＋σT)／2＝ ≦ σfa ＝

評価

Ab＞Am，よって十分である。

Ab＞Am2，よって十分である。

よって十分である。

よって十分である。

係数

L

フランジの内径

 B(㎜)

フランジの外径

A(㎜)
ボルト使用材料

設計温度(    ℃)

許容引張応力

常温(     ℃)

 機器名          項目
フランジ使用材

料

ガスケット使用

材料

ガスケット厚さ

(㎜)

座面の形状

設計圧力

P (MPa)

ハブ先端の厚さ

g 0 (㎜)

フランジ背面の

ハブの厚さ

g1 (㎜)

ハブの⾧さ h

(㎜)

荷 重 (N) モーメントアーム(㎜) モーメント (N・㎜)
フランジに

作用する

モーメント 係数

Y

係数

 Z

係数

d

係数

 e

フランジの厚さ

 t (㎜)

係数

T

係数

U

係数

VL

ボルト中心円の

直径

C (㎜)

ガスケットの外

径

Dg(㎜)

ガスケットの有

効径

G(㎜)

 機器名          項目 ボルト呼び
ボルト谷径

 db (㎜)

単位⾧さ当りガ

スケット締付荷

重 J (N／㎜)

ガスケット接触

面の外径 GS (㎜)

ガスケット接触

面の幅

N (㎜)

ガスケット座面

の幅

w (㎜)

ガスケット係数

 m

最小設計締付圧

力

 y (MPa)

ガスケット座の

基本幅 bo(㎜)

ガスケット座の

有効幅 b (㎜)

内圧による全荷

重

H (N)

ガスケットにか

ける圧縮力

HP (N)

使用状態での最

小ボルト荷重

 Wm1 (N)

ガスケット締付

最小荷重 Wm2

(N)

ボルトの
実際のボルト総

断面積

Ab (㎟)

使用状態におけるフランジの強さ ガスケット締付時のフランジの強さ

 機器名          項目

ボルト荷重
フランジ内外径

の比

K

形状係数

ho (㎜)

係数

 h／ho

係数

g1／go

ハブ応力修正係

数

 f

係数

FL

ハブ先端の厚さ

g0 (㎜)

フランジ背面の

ハブの厚さ

g1 (㎜)

ハブの⾧さ h

(㎜)

 機器名          項目
組合せ応 力

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

組合せ応 力
応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

ボルト本数

ｎ

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

組合せ応 力
応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

組合せ応 力

ハブの軸方向応

力 σH ＝

フランジの半径

方向応力 σR ＝
≦ σf ＝

フランジの周方

向応力 σT ＝
≦ σf ＝ (σH＋σR)／2＝ ≦ σf ＝ (σH＋σT)／2＝ ≦ σf ＝

ハブの軸方向応

力 σH ＝

フランジの半径

方向応力 σR ＝
≦ σfa ＝

フランジの周方

向応力 σT ＝
≦ σfa ＝ ≦ σfa ＝

 機器名          項目

使用状態におけるフランジの強さ

(σH＋σR)／2＝

係数

g1／go

ハブ応力修正係

数

 f

係数

F

常温(     ℃)
胴又は管台壁使

用材料
ボルト使用材料

ガスケット使用

材料

ガスケット厚さ

(㎜)

座面の形状

距離

 R(㎜)

荷 重 (N) モーメントアーム(㎜)
フランジに

作用する

モーメント
フランジ内外径

の比

K

形状係数

ho (㎜)

 機器名          項目
フランジ使用材

料

 機器名          項目

ガスケット締付時のフランジの強さ

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

設計圧力

Pe (MPa)

許容引張応力

フランジの外径

A(㎜)

フランジの内径

 B(㎜)

ボルト中心円の

直径

C (㎜)

ガスケットの外

径

D g(㎜)

ガスケットの有

効径

G(㎜)

係数

 h／ho

係数

d

係数

 e

フランジの厚さ

 t (㎜)

係数

L

(σH＋σT)／2＝ ≦ σfa ＝

ガスケット締付

時のボルト荷重

Wg (N)

係数

T

係数

U

係数

V

係数

Y

係数

 Z

設計温度(    ℃)

147255



86.フランジの計算(外圧を受けるハブ差し込みフランジ)【第12条第1項】

ボルト フランジ ボルト フランジ

σ b (MPa) σf(MPa) σa (MPa) σfa(MPa)

 機器名          項目 ボルト呼び
ボルト本数

ｎ

ボルト谷径

 db (㎜)

単位⾧さ当りガ

スケット締付荷

重 J (N／㎜)

ガスケット接触

面の外径 GS (㎜)

ガスケット接触

面の幅

N (㎜)

ガスケット座面

の幅

w (㎜)

最小設計締付圧

力

 y (MPa)

ガスケット座の

基本幅 bo(㎜)

ガスケット座の

有効幅 b (㎜)

外圧による全荷

重

H (N)

ガスケット締付

最小荷重 Wm2

(N)

ｶﾞｽｹｯﾄ締付時の

ﾎﾞﾙﾄの所要総断

面積

 Am2 (㎟)

実際のボルト総

断面積 Ab (㎟)

評価

HD － HT hD hG hT

使用状態 Mo

(N・㎜)

ガスケット締付

時

Mg (N・㎜)

－

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

ハブの軸方向応

力 σH ＝
≦ 1.5σf ＝

フランジの半径

方向応力 σR ＝
≦ σf ＝

フランジの周方

向応力 σT ＝
≦ σf ＝ (σH＋σR)／2＝ ≦ σf ＝ (σH＋σT)／2＝ ≦ σf ＝

ハブの軸方向応

力 σH ＝
≦ 1.5σfa ＝

フランジの半径

方向応力 σR ＝
≦ σfa ＝

フランジの周方

向応力 σT ＝
≦ σfa ＝ (σH＋σR)／2＝ ≦ σfa ＝ (σH＋σT)／2＝ ≦ σfa ＝

評価

87.フランジの計算(外圧を受ける任意形フランジ)【第12条第1項】

ボルト フランジ 胴又は管台壁 ボルト フランジ 胴又は管台壁

σb (MPa) σf(MPa) σn(MPa) σa (MPa) σfa(MPa) σna(MPa)

 機器名          項目 ボルト呼び
ボルト本数

ｎ

ボルト谷径

 db (㎜)

単位⾧さ当りガ

スケット締付荷

重 J (N／㎜)

ガスケット接触

面の外径 GS (㎜)

ガスケット接触

面の幅

N (㎜)

ガスケット座面

の幅

w (㎜)

最小設計締付圧

力

 y (MPa)

ガスケット座の

基本幅 bo(㎜)

ガスケット座の

有効幅 b (㎜)

外圧による全荷

重

H (N)

ガスケット締付

最小荷重 Wm2

(N)

ｶﾞｽｹｯﾄ締付時の

ﾎﾞﾙﾄの所要総断

面積

 Am2 (㎟)

実際のボルト総

断面積 Ab (㎟)

HD － HT hD hG hT

使用状態 Mo

(N・㎜)

ガスケット締付

時

Mg (N・㎜)

－

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

≦ 1.5σf ＝ ≦ 1.5σ fa ＝

≦ 1.5σn ＝ ≦ 1.5σ na ＝

評価

Ab＞Am2，よって十分である。

よって十分である。

よって十分である。

フランジの周方

向応力 σ T ＝
≦ σfa ＝ ≦ σfa ＝(σH＋σT)／2＝≦ σfa ＝(σH＋σR)／2＝

係数

 Z

係数

d

係数

 e

フランジの厚さ

 t (㎜)

係数

L

 機器名          項目

使用状態におけるフランジの強さ ガスケット締付時のフランジの強さ

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

組合せ応 力
応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

組合せ応力

 機器名          項目

ガスケット締付

時のボルト荷重

Wg (N)

荷 重 (N)

係数

U

係数

V L

係数

Y

ボルト使用材料
ガスケット使用

材料

ガスケット厚さ

(㎜)

座面の形状

設計圧力

Pe (MPa)

フランジの外径

A(㎜)

フランジの内径

 B(㎜)

ボルト中心円の

直径

C (㎜)

ガスケットの有

効径

G(㎜)

常温(     ℃)

 機器名          項目
フランジ使用材

料

ハブ先端の厚さ

g 0 (㎜)

フランジ背面の

ハブの厚さ

g1 (㎜)

ハブの⾧さ h

(㎜)

形状係数

ho (㎜)

係数

 h／ho

係数

g1／go

ハブ応力修正係

数

 f

係数

FL

係数

T

ハブの軸方向応

力 σH ＝

フランジの半径

方向応力 σR ＝
≦ σf ＝

フランジの周方

向応力 σT ＝
≦ σf ＝ (σH＋σR)／2＝

モーメントアーム(㎜)
フランジに

作用する

モーメント
フランジ内外径

の比

K

≦ σf ＝ (σH＋σT)／2＝

ガスケットの有

効径

G(㎜)

設計温度(    ℃)

許容引張応力

 機器名          項目
フランジ使用材

料
ボルト使用材料

ガスケット使用

材料

ガスケット厚さ

(㎜)

座面の形状

設計圧力

Pe (MPa)

許容引張応力

 機器名          項目
係数

Y

 機器名          項目

使用状態におけるフランジの強さ ガスケット締付時のフランジの強さ

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

≦ σf ＝
ハブの軸方向応

力 σH ＝

フランジの半径

方向応力 σR ＝
≦ σfa ＝

形状係数

ho (㎜)

係数

 h／ho

係数

g1／go

ハブ応力修正係

数

 f

係数

F

係数

T

係数

U

係数

V

ハブ先端の厚さ

g0 (㎜)

フランジ背面の

ハブの厚さ

g1 (㎜)

ハブの⾧さ h

(㎜)設計温度(    ℃) 常温(     ℃)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

組合せ応 力
応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

応力の計算値

(MPa)

許容引張応力

(MPa)

組合せ応力

胴又は管台壁使

用材料

ガスケット締付

時のボルト荷重

Wg (N)

フランジの外径

A(㎜)

距離

 R(㎜)

荷 重 (N) モーメントアーム(㎜) フランジに
フランジ内外径

の比

K

フランジの内径

 B(㎜)

ボルト中心円の

直径

C (㎜)

A b＞Am2，よって十分である。

係数

L

係数

d

係数

 e

フランジの厚さ

 t (㎜)

係数

 Z

許容引張応力

(MPa)
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88.フランジの計算(内圧を受ける任意形フランジ)【第12条第1項】

ボルト フランジ ボルト フランジ

σb (MPa) σf(MPa) σa (MPa) σfa(MPa)

評価

使用状態

Am1 (㎟)

ガスケット締付

時

Am2 (㎟)

いずれか大きい

値

 Am  (㎟)

評価

使用状態

Wo (N)

ガスケット締付

時
HD HG Hr hD hG hr MD MG Mr

使用状態

 Mo (N・㎜)

ガスケット締付

時 Mg (N・㎜)

評価

89.フランジの計算(外圧を受ける任意形フランジ、外圧を受ける遊動フランジ)【第12条第1項】

ボルト フランジ ボルト フランジ

σb (MPa) σf(MPa) σa (MPa) σfa(MPa)

評価

HD － Hr hD hG hr

使用状態

 Mo (N・㎜)

ガスケット締付

時

Mg (N・㎜)

－

評価

90.フランジの計算(内圧を受ける遊動フランジ)【第12条第1項】

ボルト フランジ ボルト フランジ

σb (MPa) σf(MPa) σa (MPa) σfa(MPa)

使用状態

Am1 (㎟)

ガスケット締付

時

Am2 (㎟)

いずれか大きい

値

 Am  (㎟)

評価

使用状態

Wo (N)

ガスケット締付

時

Wg (N)

HD HG Hr hD hG hr MD MG Mr

使用状態

 Mo (N・㎜)

ガスケット締付

時 Mg (N・㎜)

評価

91.フランジの計算(外圧を受ける遊動フランジ)【第12条第1項】

ボルト フランジ ボルト フランジ

σb (MPa) σf(MPa) σa (MPa) σfa(MPa)

評価

HD － Hr hD hG hr

使用状態

 Mo (N・㎜)

ガスケット締付

時

Mg (N・㎜)

－

評価

92.平板の厚さの計算(リブが一方向のみに設けられた場合、自由支持の場合、周縁固定の場合、規則的に配置されたリブによって支えられる場合)【第8条の2第10項】

平板 リブ

評価

共通

P≦PA かつP≦PB ，よって十分である。

ガスケット座の

基本幅

b o(㎜)

Ab＞Am，よって十分である。

Ab＞Am，よって十分である。

ガスケット締付

時のボルト荷重

Wg (N)

荷 重 (N)

最小設計締付圧

力

 y (MPa)

ガスケット座の

基本幅

b o(㎜)

ガスケット締付

最小荷重 Wm2

(N)

単位⾧さ当りガ

スケット締付荷

重 J (N／㎜)

ガスケット接触

面の外径 G S (㎜)

ガスケット接触

面の幅

N (㎜)

設計温度(    ℃) 常温(     ℃)

ts≥t、よって十分である。

外圧による全荷

重

 H (N)

ts≥t、よって十分である。Ab＞Am2，よって十分である。

Ab＞Am2，よって十分である。

外圧による全荷

重

 H (N)

go ≦16 (㎜)、B／go ≦300、P≦2 (MPa)、設計温度≦370 (℃) よって，遊動フランジとして計算する。

フランジ内外径

の比

K

係数

Y

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の

大きい値

 t(㎜)

呼び厚さ

tso(㎜)

ts≥t、よって十分である。

ガスケット座面

の幅

w (㎜)

ガスケット係数

 m

内圧による全荷

重

H (N)

ガスケットにか

ける圧縮力

HP (N)

使用状態での最

小ボルト荷重

 Wm1 (N)

 機器名          項目
ガスケット座の

有効幅 b (㎜)

ガスケット締付

最小荷重

 Wm2 (N)

ガスケット締付

時 のボルトの

所要総断面積

Am2 (㎟)

実際のボルト総

断面積

Ab (㎟)

ガスケット締付

時のボルト荷重

Wg (N)

荷 重 (N) モーメントアーム(㎜) フランジに作用するモーメント
フランジ内外径

の比

K

係数

Y

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の

大きい値

 t(㎜)

呼び厚さ

tso(㎜)

最小厚さ

ts(㎜)

ガスケット座面

の幅

w (㎜)

最小設計締付圧

力

 y (MPa)

 機器名          項目
フランジ使用材

料
ボルト使用材料

ガスケット使用

材料

ガスケット厚さ

(㎜)

座面の形状

設計圧力

Pe (MPa)

許容引張応力

フランジの外径

A(㎜)

フランジの内径

 B(㎜)

ボルト中心円の

直径

C (㎜)

ガスケットの有

効径

G(㎜)

ボルト呼び
ボルト本数

ｎ

ボルト谷径

 d b (㎜)

 機器名          項目

ボルト荷重
荷 重

 (N)

モーメントアーム

(㎜)

モーメント

(N・㎜)
フランジに作用するモーメント

フランジ内外径

の比

K

係数

Y

必要厚さ

t1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の

大きい値

 t(㎜)

呼び厚さ

tso(㎜)

最小厚さ

ts(㎜)

ボルト中心円の

直径

C (㎜)

ガスケットの外

径

Dg(㎜)

ガスケットの有

効径

G(㎜)

ボルト呼び
ボルト本数

ｎ

ボルト谷径

 db (㎜)

単位⾧さ当りガ

スケット締付荷

重 J (N／㎜)

ガスケット接触

面の外径 GS (㎜)

ガスケット座の

基本幅

bo(㎜)

最小設計締付圧

力

 y (MPa)

ガスケット係数

 m

ガスケット座面

の幅

w (㎜)

ガスケット接触

面の幅

N (㎜)

ガスケット接触

面の外径 G S (㎜)

ガスケット接触

面の幅

N (㎜)

設計温度(    ℃) 常温(     ℃)

 機器名          項目
ガスケット座の

有効幅 b (㎜)

  ボルトの所要総断面積
実際のボルト総

断面積

Ab (㎟)

 機器名          項目
フランジ使用材

料
ボルト使用材料

ガスケット使用

材料

ガスケット厚さ

(㎜)

座面の形状

設計圧力

P (MPa)

許容引張応力

フランジの外径

A(㎜)

フランジの内径

 B(㎜)

go ≦16 (㎜)、B／go ≦300、P≦2 (MPa)、設計温度≦370 (℃) よって，遊動フランジとして計算する。

実際のボルト総

断面積

Ab (㎟)

ガスケット締付

時 のボルトの

所要総断面積

Am2 (㎟)

ガスケット締付

最小荷重 Wm2

(N)

ガスケット座の

有効幅 b (㎜)
 機器名          項目

最小厚さ

t s(㎜)

モーメントアーム(㎜) フランジに作用するモーメント

ガスケット接触

面の外径 GS (㎜)

ガスケット接触

面の幅

N (㎜)

ガスケット座面

の幅

w (㎜)

最小設計締付圧

力

 y (MPa)

ガスケット座の

基本幅

bo(㎜)

設計温度(    ℃) 常温(     ℃)
 機器名          項目

フランジ使用材

料
ボルト使用材料

ガスケット使用

材料

ガスケット厚さ

(㎜)

座面の形状

設計圧力

Pe (MPa)

許容引張応力

フランジの外径

A(㎜)

フランジの内径

 B(㎜)

ボルト中心円の

直径

C (㎜)

ガスケットの有

効径

G(㎜)

ハブ先端の厚さ

g 0 (㎜)
ボルト呼び

ボルト本数

ｎ

ボルト谷径

 db (㎜)

単位⾧さ当りガ

スケット締付荷

重 J (N／㎜)

go ≦16 (㎜)、B／go ≦300、P≦2 (MPa)、設計温度≦370 (℃) よって，遊動フランジとして計算する。

ts≥t、よって十分である。

許容引張応力

設計温度(    ℃) 常温(     ℃)

係数

Y

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の

大きい値

 t(㎜)

呼び厚さ

tso(㎜)

最小厚さ

ts(㎜)

実際のボルト総

断面積

Ab (㎟)

ボルト本数

ｎ
ボルト使用材料

ガスケット使用

材料

ガスケット厚さ

(㎜)

座面の形状

設計圧力

P (MPa)

フランジの外径

A(㎜)

フランジの内径

 B(㎜)

ボルト中心円の

直径

C (㎜)

ガスケットの外

径

Dg(㎜)

ガスケットの有

効径

G(㎜)

ガスケット座の

基本幅

b o(㎜)

最小設計締付圧

力

 y (MPa)

ガスケット係数

 m

ガスケット座面

の幅

w (㎜)

ガスケット接触

面の幅

N (㎜)

ガスケット接触

面の外径 GS (㎜)

単位⾧さ当りガ

スケット締付荷

重 J (N／㎜)

ボルト谷径

 db (㎜)

ハブ先端の厚さ

g0 (㎜)
ボルト呼び

 機器名          項目

ボルト荷重 荷 重 (N) モーメントアーム(㎜)

 機器名          項目
ガスケット座の

有効幅 b (㎜)

内圧による全荷

重

H (N)

ガスケットにか

ける圧縮力

HP (N)

使用状態での最

小ボルト荷重

 Wm1 (N)

ガスケット締付

最小荷重 Wm2

(N)

  ボルトの所要総断面積

フランジに フランジ内外径

の比

K

モーメント (N・㎜)

 機器名          項目

平版 リブ

使用材料

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

許容引張応力

S (MPa)

 機器名          項目
フランジ使用材

料

リブの水平及び

垂直方向の中心

問の距離の平均

値

p (㎜)

リブがないもの

とみなして計算

した平板の最高

許容圧力 P 1

(MPa)

リブで仕切られ

た平板の最高許

容圧力

PB (MPa)

リブの強さのみ

を考應して計算

した最高許容圧

力

 P2 (MPa)

リブで補強され

た平板の最高許

容圧力

 PA (MPa)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

 C

呼び厚さ

tpo (㎜)

最小厚さ

 tp (㎜)
断面係数 Zo (㎣)

許容引張応力

SR (MPa)

リブが荷重を受

け持つ幅

b (㎜)

リブが荷重を受

け持つ⾧さ

 ℓ (㎜)

定 数

 CR
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93.平板の厚さの計算(リブが一方向のみに設けられた場合、自由支持の場合、周縁固定の場合、リブの水平方向の中心間距離と垂直方向の中心間距離が大きく異なる場合)【第8条の2第10項】

平板 リブ

評価

94.平板の厚さの計算(リブが交叉して設けられた場合、自由支持の場合、周縁固定の場合、規則的に配置されたリブによって支えられる場合)【第8条の2第10項】

平板 リブ
(一方)

Z 1 (㎣)

(他方)

Z2 (㎣)

(一方)

SR1(MPa)

(他方)

SR2(MPa)

(一方)

η1(MPa)

(他方)

η2(MPa)

(一方)

b1(MPa)

(他方)

b2(MPa)

(一方)

ℓ1 (㎜)

(他方)

ℓ2 (㎜)

評価

95.平板の厚さの計算(リブが交叉して設けられた場合、自由支持の場合、リブの水平方向の中心間距離と垂直方向の中心間距離が大きく異なる場合)【第8条の2第10項】

平板 リブ
(一方)

Z 1 (㎣)

(他方)

Z2 (㎣)

(一方)

SR1(MPa)

(他方)

SR2(MPa)

(一方)

η1(MPa)

(他方)

η2(MPa)

(一方)

b1(MPa)

(他方)

b2(MPa)

(一方)

ℓ1 (㎜)

(他方)

ℓ2 (㎜)

評価

96.平板の厚さの計算(リブが交叉して設けられた場合、周縁固定の場合、リブの水平方向の中心間距離と垂直方向の中心間距離が大きく異なる場合)【第8条の2第10項】

平板 リブ
(一方)

Z1 (㎣)

(他方)

Z2 (㎣)

(一方)

SR1(MPa)

(他方)

SR2(MPa)

(一方)

η1(MPa)

(他方)

η2(MPa)

(一方)

b1(MPa)

(他方)

b2(MPa)

(一方)

ℓ1 (㎜)

(他方)

ℓ2 (㎜)

評価

97.開放タンクの胴の厚さの計算(円筒形の胴)【第6条の2第1項第一号、第二号、第三号】

機器名          項目 使用材料
水頭

H(m)

胴の内径

Di(m)

許容引張応力

S(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

必要厚さ

t3(㎜)

t1、t2、t3の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tso(㎜)

最小厚さ

ts(㎜)

評価

98.開放タンクの胴の厚さの計算(平板形の胴、平板の取付け方法：ヲ、平板の穴の有無：無し)【第6条の2第2項第一号、第四号】

機器名          項目 使用材料
許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

 C

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

99.開放タンクの胴の厚さの計算(平板形の胴、平板の取付け方法：ヲ、平板の穴の有無：有り)【第6条の2第2項第一号、第四号、第8条の2第14項第二号イ(ロ)】

内圧計算 外圧計算

評価

100.開放タンクの胴の厚さの計算(平板形の胴、平板の取付け方法：ヲ、平板の穴の有無：有り)【第6条の2第2項第一号、第四号、第8条の2第14項第二号ロ(イ)】

内圧計算 外圧計算

0.50

評価

101.開放タンクの底板の厚さの計算（平板）【第6条の2第7項第二号(第8条の2第1項準用)】

機器名          項目 使用材料
許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

 C

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

102.開放タンクの底板の厚さの計算（平板、地面、基礎等に直接接するもの）【第6条の2第7項第一号】

機器名          項目
必要厚さ

tbm(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

103.開放タンクの管台の厚さの計算【第6条の2第8項第一号、第二号】

機器名          項目 使用材料
水頭

H(m)

管台の内径

Di(m)

許容引張応力

S(MPa)

継手効率

η
継手の種類

放射線検査の有

無

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の

大きい値

t(㎜)

呼び厚さ

tno(㎜)

最小厚さ

tn(㎜)

評価

共通

P≦PA かつP≦PB ，よって十分である。

共通

P≦PA かつP≦PB ，よって十分である。

共通

P≦PA かつP≦PB ，よって十分で

共通

P≦P A かつP≦PB ，よって十分である。

ts≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tp≥t、よって十分である。

tn≥t、よって十分である。

平版

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

 C

リブで仕切られ

た平板部の最小

スパン

 d
1 (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D1 (㎜)

許容引張応力

tp≥tbm、よって十分である。

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

取付け方法に

よって定まる定

数

 C

呼び厚さ

t po (㎜)

必要厚さ

t1(㎜)

形状によって定

まる定数

Z

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

取付け方法に

よって定まる定

数

 C

dh≦d／2，よって第8条の2

穴の径

dh(㎜)

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

使用材料

許容引張応力

S(MPa) 最小厚さ

t p(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

t1、t2の

大きい値

t(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

 機器名          項目

断面係数 許容引張応力 リブ交叉部における継手効率 リブが荷重を受け持つ幅

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

dh＞d／2，よって第8条の2

機器名          項目

機器名          項目

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

穴の径

dh(㎜)
使用材料

許容引張応力 S(MPa) 取付け方法に

よって定まる定

数

 C

断面係数

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

許容引張応力

S (MPa)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

 C

使用材料
最小スパンに直

角に測った最大

スパン

D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

使用材料

直径又は最小ス

パン

d (㎜)

許容引張応力

S (MPa)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

取付け方法に

よって定まる定

数

 C

リブで仕切られ

た平板部の最小

スパン

 d1 (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D1 (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の

大きい値

t(㎜)

リブで仕切られ

た平板部の最小

スパン

 d1 (㎜)

リブ

リブ交叉部における継手効率 リブが荷重を受け持つ幅

定 数

 C R

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D1 (㎜)

平版

呼び厚さ

tpo (㎜)

最小厚さ

 tp (㎜)

 機器名          項目

使用材料

 機器名          項目
直径又は最小ス

パン

d (㎜)

許容引張応力

S (MPa)

最小厚さ

 tp (㎜)

 機器名          項目

平版 リブ

使用材料
直径又は最小ス

パン

d (㎜)

許容引張応力

S (MPa)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

D (㎜)

リブが荷重を受け持つ⾧さ

定 数

 C R

リブの水平及び

垂直方向の中心

間の距離の平均

値

 p (㎜)

リブがないもの

とみなして計算

した平板の最高

許容圧力

P1 (MPa)

リブの強さのみ

を考應して計算

した最高許容圧

力

 P2 (MPa)

リブで補強され

た平板の最高許

容圧力

 PA (MPa)

リブで仕切られ

た平板の最高許

容圧力

PB (MPa)

リブ

呼び厚さ

tpo (㎜)

最小厚さ

 tp (㎜)
断面係数 Zo (㎣)

許容引張応力

SR (MPa)

リブが荷重を受

け持つ幅

b (㎜)

リブが荷重を受

け持つ⾧さ

 ℓ (㎜)

平版 リブ

呼び厚さ

tpo (㎜)

最小厚さ

 tp (㎜)

リブが荷重を受け持つ⾧さ
リブがないもの

とみなして計算

した平板の最高

許容圧力

P 1 (MPa)

リブの強さのみ

を考應して計算

した最高許容圧

力

 P2 (MPa)

リブで補強され

た平板の最高許

容圧力

 PA (MPa)

リブで仕切られ

た平板の最高許

容圧力

PB (MPa)

断面係数 許容引張応力 リブ交叉部における継手効率 リブが荷重を受け持つ幅 リブが荷重を受け持つ⾧さ

定 数

 CR

リブの水平及び

垂直方向の中心

間の距離の平均

値

 p (㎜)

リブがないもの

とみなして計算

した平板の最高

許容圧力

P1 (MPa)

リブの強さのみ

を考應して計算

した最高許容圧

力

 P2 (MPa)

リブで補強され

た平板の最高許

容圧力

 PA (MPa)

リブで仕切られ

た平板の最高許

容圧力

PB (MPa)

定 数

 CR

リブがないもの

とみなして計算

した平板の最高

許容圧力 P1

(MPa)

リブの強さのみ

を考應して計算

した最高許容圧

力

 P2 (MPa)

リブで補強され

た平板の最高許

容圧力

 PA (MPa)

リブで仕切られ

た平板の最高許

容圧力

PB (MPa)
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104.開放タンクの補強を要しない穴の最大径【6条の2第4項第二号】

評価

105.環状形容器の底板の厚さの計算【第6条の2第6項及び第7項(第8条の2第1項準用)】

機器名          項目 使用材料
許容引張応力

S(MPa)

取付け方法に

よって定まる定

数

 C

直径又は最小ス

パン

 d (㎜)

最小スパンに直

角に測った最大

スパン

 D (㎜)

形状によって定

まる定数

Z

必要厚さ

t(㎜)

呼び厚さ

tpo(㎜)

最小厚さ

tp(㎜)

評価

106.外面に圧力を受ける開放タンクの胴の厚さの計算【第6条の2第1項第一号、第二号イ、第二号ロ(第7条第3項準用)、第三号】

評価

107.ジャケット閉鎖部の厚さの計算(形状：図8-2-1（ロ）)【第8条の2第4項第一号】

機器名          項目 使用材料
許容引張応力

S(MPa)

ジャケットの内

半径

Rj(㎜)

ジャケット部の

間隔

 j (㎜)

呼び厚さ

Tco(㎜)

最小厚さ

Tc(㎜)

ジャケット閉鎖

部の継手効率

η1

ジャケット閉鎖

部の継手の種類

ジャケット閉鎖

部の放射線検査

の有無

必要厚さ

tc21(㎜)

必要厚さ

tc22(㎜)

tc21、tc21の

大きい値

tc(㎜)

評価

108.ジャケット閉鎖部の厚さの計算(形状：図8-2-1（ハ）)【第8条の2第4項第二号】

機器名          項目 使用材料
許容引張応力

S(MPa)

ジャケットの内

半径

Rj(㎜)

本体胴の外半径

Rs(㎜)

ジャケット部の

間隔

 j (㎜)

ジャケット部の

許容最大間隔

 j c(㎜)

ジャケットの実

際の厚さ

 tj(㎜)

本体胴の実際の

厚さ

 ts(㎜)

呼び厚さ

Tco(㎜)

最小厚さ

Tc(㎜)

ジャケット閉鎖

部の継手効率

η1

ジャケット閉鎖

部の継手の種類

ジャケット閉鎖

部の放射線検査

の有無

必要厚さ

t2(㎜)

評価

109.ジャケット閉鎖部の厚さの計算(形状：図8-2-1（ニ）)【第8条の2第4項第三号】

機器名          項目 使用材料
許容引張応力

S(MPa)

ジャケットの内

半径

Rj(㎜)

円すいの頂角の1

／2

θ (°)

呼び厚さ

Tco(㎜)

最小厚さ

Tc(㎜)

ジャケット閉鎖

部の継手効率

η1

ジャケット閉鎖

部の継手の種類

ジャケット閉鎖

部の放射線検査

の有無

必要厚さ

tc2(㎜)

評価

110.弱負圧時の耐圧強度評価

呼び厚さ

t(㎜)

最小厚さ

tm(㎜)

必要厚さ

tc(㎜)

呼び厚さ

t(㎜)

最小厚さ

tm(㎜)

必要厚さ

tc(㎜)

評価

＊：該当容器に該当する部品名称を記載する。

ts≥t、よって十分である。

Tc≥tc、よって十分である。

Tc≥tc2、よって十分である。

Tc≥tc2、よって十分である。

機器名          項目
胴板

部品名称*

鏡板

tm≧tc，よって十分である。

機器名          項目 使用材料
胴の内径

Di(m)

胴の外径

Do(㎜)

強め輪間の有効

⾧さ

ℓ (㎜)

許容引張応力

S1(MPa)

降伏点

Sy(MPa)

機器名          項目 穴の径が85㎜以下の穴

よって，補強の計算を要する穴は

である。

必要厚さ

t 1(㎜)

必要厚さ

t2(㎜)
ℓ /Do Do /ts B

必要厚さ

t3(㎜)

呼び厚さ

tso(㎜)

最小厚さ

ts(㎜)

継手効率

η
継手の種類

tp≥t、よって十分である。

t 1、t2、t3、t4の

大きい値

t(㎜)

水頭

H(m)

液体の比重又は

固体のかさ比重

ρ

必要厚さ

t4(㎜)

放射線検査の有

無
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1 

1．概要 

本資料は，「再処理施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第三

十六条「重大事故等対処設備」及び第三十七条「材料及び構造」に適合し，TBP 等の錯体の

急激な分解反応発生時の影響を考慮する施設が，TBP 等の錯体の急激な分解反応に対して要

求される強度を有することを確認するための圧力の設定について説明するものである。 

 

2．圧力の設定方針 

精製建屋のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶において、TBP 等の錯体の急激な

分解反応が発生することを想定する。TBP 等の錯体の急激な分解反応に伴う圧力は、機器内

から塔槽類廃ガス処理設備及び廃ガス貯留設備に伝播する。本事象が発生したとしても放射

性物質を経路内に閉じ込める機能の健全性が維持される必要がある。 

TBP 等の錯体の急激な分解反応を仮定するプルトニウム濃縮缶の圧力は，「Ⅲ－３ 有機

溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説明書」に記載のとおりプルトニ

ウム濃縮缶において 0.84MPa であるが，プルトニウム濃縮缶に接続する塔槽類廃ガス処理設

備に設置する容器の瞬間圧力は，圧力の減衰を考慮し容器ごとに設定する。 

 

2.1 評価対象設備 

TBP等の錯体の急激な分解反応に伴う圧力の主な伝播経路に設置する機器を耐圧強度評価

実施の対象設備とし、評価対象設備を第 2.1-1 表のとおり分類することとした。 

 

第 2.1-1 表 評価対象設備 

評価対象の分類 名称 機器番号 

(1)配管 

プルトニウム精製設備 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備(プルトニ

ウム系) 

- 

(2) TBP 等の錯体の急激
な分解反応の発生を仮定
する機器 

プルトニウム濃縮缶 

(3)塔槽類廃ガス処理設備
の塔槽類廃ガス処理系(プ
ルトニウム系)の機器 

凝縮器 
凝縮液中間ポット 
凝縮器エアジェットポンプ 
廃ガス洗浄塔 
廃ガスポット 
凝縮器 
デミスタ 
高性能フィルタ第 1、第２加熱器 
第 1、第 2高性能粒子フィルタ A、
B、C 
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2 

2.2 圧力 

2.2.1 圧力の設定 

実際の TBP 等の錯体の急激な分解反応では、瞬間的な昇圧後、すみやかに圧力は常圧に戻

るが、公式による強度評価では、TBP 等の錯体の急激な分解反応により生じた圧力は持続的

な静荷重として安全側に仮定する。 

プルトニウム濃縮缶に接続する塔槽類廃ガス処理系の設備の圧力については，解析結果を

もとに設定する。設定の方法は「2.2.2 圧力設定の考え方」に記載する。 

 

2.2.2 圧力設定の考え方 

TBP 等の錯体の急激な分解反応が発生した際の圧力状態については，プルトニウム濃縮缶

から高性能粒子フィルタ（以下，HEPA フィルタ）までの機器及び配管の健全性を確認するこ

とを目的として，解析コード Fluent を用いた解析を行った。なお，濃縮缶内 TBP 量は 208

ｇが想定シナリオの評価量であるが，圧力が高く厳しい結果になるように Fluent 解析では

240ｇをインプットした。 

プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶から HEPA フィルタまでの解析モデルを第

2.2.2-1 図に示す。これらの各部位については第 2.2.2-2 図に示すように高温領域と低温領

域に区分した。各領域における圧力の出力位置は第 2.2.2-1 表に示す。 

 

 

 

第2.2.2-1図 プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶周りの解析モデル 

プルトニウム

濃縮缶 

凝縮器 

廃ガス洗浄塔 

廃ガス

ポット 

HEPA フィルタ 

デミスタ 

凝縮器液中間

ポット 

凝縮器 
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3 

 

第 2.2.2-2 図 高温領域と低温領域 

 

 

第 2.2.2-1 表 圧力出力位置一覧 

 出力位置 

高温領域 

プルトニウム濃縮缶出口 

凝縮器入口 

凝縮器出口 

凝縮液中間ポット入口 

凝縮液中間ポット出口 

低温領域 

廃ガスポット入口 

廃ガス洗浄塔入口 

廃ガス洗浄塔出口 

凝縮器入口 

凝縮器出口 

デミスタ入口 

デミスタ出口 

HEPA フィルタ 
HEPA フィルタ入口 

HEPA フィルタ出口 

 

プルトニウム

濃縮缶 

凝縮器 

凝縮器液中間

ポット 

廃ガス洗浄塔 

廃ガス

ポット 

デミスタ 

凝縮器 

HEPA フィルタ 

264



 

4 

これらの各部位における圧力の経時変化の解析結果を第 2.2.2-3 図から第 2.2.2-3

図に示す。なお， TBP 等の錯体の急激な分解反応発生後の廃ガス及び系統内の空気は

全て HEPA フィルタへ到達し，廃ガスポットからセルへは導出しないモデルとして本解

析を実施した。 

 

第 2.2.2-3 図 高温領域の爆発発生後 3秒間の圧力変化時刻歴 

 

第 2.2.2-4 図 高温領域の爆発発生後 60 秒間の圧力変化時刻歴 
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5 

 

 

第 2.2.2-5 図 低温領域の爆発発生後 3秒間の圧力変化時刻歴 

 

 

 

第 2.2.2-6 図 低温領域の爆発発生後 60 秒間の圧力変化時刻歴 
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6 

 

第 2.2.2-7 図 廃ガスポット入口の爆発発生後 3秒間の圧力変化時刻歴 

 

 

第 2.2.2-8 図 廃ガスポット入口の爆発発生後 60秒間の圧力変化時刻歴 
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7 

 

第 2.2.2-9 図 HEPA フィルタ出入口の爆発発生後 3秒間の圧力変化時刻歴 

 

 

第 2.2.2-10 図 HEPA フィルタ出入口の爆発発生後 60秒間の圧力変化時刻歴 
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8 

 

第 2.2.2-11 図 爆発発生後 1秒経過時の全系統の圧力分布 

 

 

第 2.2.2-12 図 爆発発生後 10秒経過時の全系統の圧力分布 

 

269



 

9 

 

第 2.2.2-13 図 爆発発生後 60秒経過時の全系統の圧力分布 

 

TBP 等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，プルトニウム濃縮缶気相部から高

性能粒子フィルタまで，圧力は数秒のオーダーで伝播していく結果となった。なお，

最高圧力は 0.90 MPa を超えることはなかった。 

プルトニウム濃縮缶から HEPA フィルタまでの経路上の各機器への最高圧力は以下

の第 2.2.2-2 表に示すとおりとする。 
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10 

第 2.2.2-2 表 各機器の最高圧力及び評価に用いる圧力条件 

 

機器名 試験開始時(t=0)

の圧力と最高圧力

の差 

ΔP (MPa) 

評価に用いる 

圧力条件 

(MPa) 

プルトニウム濃縮缶 0.84 0.84 

凝縮器（高温領域） 0.54 0.60 

凝縮液中間ポット 0.50 0.60 

廃ガス洗浄塔 1.20×10-2 0.02 

凝縮器（低温領域） 1.20×10-2 0.02 

廃ガスポット 1.57×10-2 0.02 

デミスタ 1.20×10-2 0.02 

高性能粒子フィルタ第 1, 第 2加熱器※1 1.20×10-2 0.02 

第 1, 第 2高性能粒子フィルタ A, B, C※2 3.80×10-3 0.02 

※1: デミスタと HEPA フィルタの間に設置されており、デミスタの圧力を参照する。 

※2: 本文中の HEPA フィルタに相当する。 
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Ⅴ－１－３－２ 別紙２ 

水素爆発の圧力波による機器の応答

について 

 

  

272



 

i 
 

ガ
固

 
A

 

目 次 

ページ 

1 概要 ................................................................................................................................. 1 

2 円筒型貯槽試験 ............................................................................................................... 1 

2.1 試験装置概要............................................................................................................ 1 

2.2 試験結果 ................................................................................................................... 3 

2.3 水素爆発による圧力波の入力に対しての応答圧力の設定値の妥当性評価 ............. 6 

2.4 結論 .......................................................................................................................... 8 

3 環状型槽試験 ................................................................................................................... 8 

3.1 試験装置概要............................................................................................................ 8 

3.2 試験結果 ................................................................................................................. 10 

3.3 水素爆発による圧力波の入力に対しての応答圧力の設定値の妥当性評価 ........... 12 

3.4 結論 ........................................................................................................................ 12 

4 まとめ ............................................................................................................................ 12 

5 参考文献 ........................................................................................................................ 13 

 

273



 

1 
 

ガ
固

 
A

 

1 概要 

本資料は，気相部の水素濃度と水素爆発時の圧力を，水素濃度 12vol％において 0.5 MPa

と設定したことについて，水素爆発が発生した際に生じる圧力波が機器に及ぼす影響は，応

答倍率を考慮しても 0.5 MPa 以下であることを示す。 

 

2 円筒型貯槽試験 

水素爆発の発生を想定する容器の形状は円筒型貯槽，環状型槽の 2つに分類される。そこ

で，これらの円筒型貯槽（前処理建屋のリサイクル槽 B）及び環状型槽（プルトニウム精製

設備のプルトニウム濃縮液受槽を模擬した試験装置について水素爆発試験を行い，水素爆

発が発生した際の圧力波が機器に及ぼす影響について評価を行った。本章では円筒型貯槽

について、次章では環状型槽の評価について記載する。 

 

2.1 試験装置概要 

円筒型貯槽の実験にあたり試験装置を作成した。容器の全体概要図を第 2.1-1 図に，

主要な設計条件を第 2.1-1 表に示す。試験容器には実機を想定し液深を 1 m として水

を張った。また，試験容器には第 2.1-2 図の圧力センサを第 2.1-3 図のように取り付

けた。なお，第 2.1-1 図にはリサイクル槽 B に加えて不溶解残渣回収槽 B を模擬した

部分も記載されているが，本資料では水素に着火する容器である前者に対して行った

試験の結果のみを示す。 

 

 

第 2.1-1 図 試験容器全体概要図 
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第 2.1-1 表 試験容器設計条件 

模擬対象機器 リサイクル槽 B 

容積 

全容量（ℓ） 

有効容量（液相部）（ℓ） 

気相部体積（ℓ） 

質量 
空質量（kg） 

運転質量（kg） 

 

 

第 2.1-2 図 圧力センサ外観および諸元 

 

 

 PCB 社圧力センサ(113B26) 

 最大測定圧力：3.45 MPa 

 分解能：0.014 kPa 

 立ち上がり時間：1.0 µs 

 サンプリング間隔：10 μs 
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第 2.1-3 図 圧力センサ配置図 

 

2.2 試験結果 

試験容器内の水素濃度を 12vol%とし第 2.1-3 図における着火点において放電型

着火装置を用い水素爆発を発生させ，P1～P8 の圧力センサで壁面にかかる圧力波

形を計測した。その結果を第 2.2-1 図，計測された最大の圧力を第 2.2-1 表に示

す。また，側面に配置された各計測点及び鏡板に配置された各計測点のデータにお

けるピーク部の拡大図（t=1.1～1.5 s）を各々第 2.2-2 図および第 2.2-3 図に示
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す。なお，この際の着火エネルギは 100 mJ であった。 

結果については，添付資料Ⅴにおいて水素爆発時の圧力は 0.5 MPa と想定され

ているのに対し，試験において最大圧力はこれを超えることはなかった。なお，

熱衝撃により圧電素子の周辺が拡張したため，第 2.2-1 図，第 2.2-2 図及び第

2.2-3 図の圧力波形の後半は負圧になっているが，ピーク圧力への影響はない。 

 

 
第 2.2-1 図 圧力波形 

 

第 2.2-1 表 各センサで計測された最大圧力（MPa） 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.220 0.169 0.210 0.267 0.220 0.311 0.234 0.256 
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第 2.2-2 図 側面に配置された各計測点（P1,3,6,8）における圧力波形（t=1.1～1.5 s） 

 

 

第 2.2-3 図 鏡板に配置された各計測点（P2,4,5,7）における圧力波形（t=1.1～1.5 s） 
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2.3 水素爆発による圧力波の入力に対しての応答圧力の設定値の妥当性評価 

 2.2 の結果より水素爆発時の圧力は添付書類Ⅴで想定された 0.5 MPa 以下とな

ったが，この入力に対する応答の圧力波の評価を本項では行う。 

評価にあたっては，入力パルスについては第 2.2-2 図より P6 の圧力の最大値

を観測した波形を第 2.3-1 図内の適切な理想パルスに置き換え，そのパルス作用

時間とその半分の値（各々以下，𝑡 ，𝑡 （𝑡 = 𝑡 /2））を算出する。算出した𝑡 と

円筒型貯槽の固有円振動数（以下，𝜔 ）の積と置き換えたパルス波に対応する第

2.3-2 図の衝撃スペクトル曲線との交点から入力パルスの最大値（以下，�̈�  ）

と最大応答値（以下，�̈� ）の比を算出し，�̈� が 0.5 MPa 以下となるか否かの

評価を行う。 

 

 

第 2.3-1 図 代表的な理想衝撃加速度波パルス 
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第 2.3-2 図 代表的理想衝撃パルスによる加速度衝撃スペクトル 

 

パルスの置き換えについては，第 2.3-3 図のように三角波に近似したパルス 1

を設定した（なお、第 2.3-3 図は熱衝撃により圧電素子の周辺が拡張したため，

圧力波形の後半は負圧になっているが，ピーク圧力への影響はない。）。パルス 1

の�̈�  は表 2 より 0.311 MPa である。一方，圧力が 0 と観測された部分は

t=1.34134, 1.23454 s であり，ここからパルス作用時間は 0.1068 s と算出され

るので， 

 𝑡 = 0.0534  

とした。 の固有周期は 0.010 s であることから，𝜔 は 628.3 rad/s で

あり， 

 𝜔 ∙ 𝑡 = 33.55  

となる。結果より𝜔 ∙ 𝑡 が十分大きい（13 以上である）ため，応答倍率は 1とな

る。なお，第 2.3-1 図のバーサインパルスに近似しても同様の結果が得られた。

正弦波形パルスに近似すると𝑡 は 0.0680 s となり，𝜔 ∙ 𝑡 もより大きくなり同様

の結果となる。 

また，この結果よりパルス作用時間が短くなるほど𝜔 ∙ 𝑡 は小さくなるため，

観測されたパルスの中で最も作用時間の短かったパルス 2（𝑡 ：0.00967，�̈�  ：

0.132 MPa）について同様の検討を行った。このとき， 

 𝜔 ∙ 𝑡 = 1.025  

に対し第 2.3-2 図より， 
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 �̈� �̈�  ⁄ ≅ 1.1  

となりここから， 

 �̈� = 0.1452 MPa  

と算出され，想定された 0.5 MPa を超えることはなかった。また，仮にパルス 1

とパルス 2 の作用時間の中間となるパルスが存在していたとしても，�̈�  に対

して第 2.3-2 図より最大 1.55 であるから最大圧力は 0.2046 MPa であり，想定さ

れる 0.5 MPa を超えることはない。 

 

 

第 2.3-3 図 P6 の圧力波形と近似三角パルス 

 

2.4 結論 

2.3 より，円筒型貯槽については水素爆発による爆圧に対する応答波の最大値

は想定されている値（0.5 MPa）以下となる。 

 

3 環状型槽試験 

3.1 試験装置概要 

環状型槽の実験にあたり試験装置を作成し，容器の全体概要図を第 3.1-1 図，主

要な設計条件を第 3.1-1 表に示す。試験容器には実機を想定し液深を 1 m として

水を張った。また，試験容器には第 2.1-2 図の圧力センサを第 3.1-2 図のように取

り付けた。なお，第 3.1-1 図にはプルトニウム濃縮液受槽に加えてリサイクル槽を

模擬した部分も記載されているが本資料では水素に着火する容器である前者に対

して行った試験の結果のみを示す。 

パルス 1 

パルス 2 
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第 3.1-1 図 試験容器全体概要図 

 

第 3.1-1 表 試験容器設計条件 

模擬対象機器 プルトニウム濃縮液受槽 

容積 

全容量（ℓ） 

有効容量（水相部）（ℓ） 

気相部体積（ℓ） 

質量 
空質量（kg） 

運転質量（kg） 
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第 3.1-2 図 圧力センサ配置図 

 

3.2 試験結果 

試験容器内の水素濃度を 12vol％とし第 3.1,-2 図における着火点において放電

型着火装置を用い水素爆発を発生させ，P1～P8 の圧力センサで壁面にかかる圧力

波形を計測した。その結果を第 3.2-1 図，計測された最大の圧力を第 3.2-1 表に示

す。また。着火点から時計回り，反時計回りの各計測点におけるピーク部の拡大図

（t=1.1～1.35）を各々第 3.2-2 及び第 3.2-3 図に示す。なお，この際の着火エネ

ルギは 100 mJ であった（第 3.2-1 図，第 3.2-2 及び第 3.2-3 図において熱衝撃に

より圧電素子の周辺が拡張したため，圧力波形の後半は負圧になっているが，ピー

ク圧力への影響はない。）。 

 結果については，添付書類Ⅴにおいて水素爆発時の圧力は 0.5 MPa と想定され

ているのに対し，試験において最大・最低圧力の絶対値は共にこれを超えること

はなかった。 
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第 3.2-1 図 圧力波形 

 

第 3.2-1 表 各センサで計測された最大圧力（MPa） 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.097 0.118 0.144 0.107 0.090 0.069 0.061 0.086 

 

第 3.2-2 図 着火点から時計回りの各計測点（P7,8,1,2）における圧力波形（t=1.1～

1.35s） 
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第 3.2-3 図 着火点から反時計回りの各計測点（P6,5,4,3）における圧力波形（t=1.1～

1.35s） 

 

3.3 水素爆発による圧力波の入力に対しての応答圧力の設定値の妥当性評価 

3.2の結果より水素爆発時の圧力は添付書類Ⅴで想定された0.5 MPaを超えるこ

とはなかったが，この入力に対する応答の圧力波が 0.5 MPa 以下となるか否かの

検討を 2.3 と同様に行う。 

 第 3.2-1 表より入力圧力の最大値は P3 で観測された 0.144 MPa であった。第

2.3-2 図より応答倍率は最大 2であるため，0.144×2 MPa 以上になることはない。 

 

3.4 結論 

3.3 より，環状型槽については水素爆発による爆圧に対する応答波の最大値は

想定されている値（0.5 MPa）以下となる。 

 

4 まとめ 

2，3 より円筒型貯槽及び環状型槽について実際の設備を模擬し，水素爆発時に生じ

る圧力波を計測した。その結果，最大圧力は円筒型貯槽で 0.311 MPa，環状型槽で 0.144 

MPa であり，添付書類Ⅴで想定した圧力である 0.5 MPa を下回る結果となった。また，

この圧力波を入力波とし応答波の評価を行った結果についても円筒型貯槽及び環状型

槽共に応答倍率を考慮しても最大圧力は 0.5 MPa 以下であることが確認された。 
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解析による 
強度評価書作成の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本添付書類は、別で定める方針に沿った強度計算方法・計算書を示す書類であることか

ら、発電炉との比較は行わない。 
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Ⅴ－１－３－３ 

解析による強度評価書作成の基本方

針
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1. 概要 

本資料は，「Ⅴ－１－２ 強度評価方針」に基づき解析による評価を適用する安全機能

を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管について，使用条

件に対して十分な強度を有していることを確認するための解析による強度評価書の作成

の基本方針について説明するものである。 
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2. 解析方法の選定及び解析モデルの作成 

(1) 解析方法の選定 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管

の解析による評価に当たっては，応力評価にて考慮する負荷荷重の状態に応じて適切

な解析方法を選定することとし，最高使用圧力が定常的に負荷された定常状態を考慮

する設計条件における評価にあっては，有限要素法による静的弾性解析を選定する。 

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管につ

いては，水素爆発等の短期的な圧力が負荷された非定常状態を考慮する設計過渡条件

における評価を実施することから，有限要素法による動的弾塑性解析(時刻歴応答解

析)を選定する。 

 

(2) 解析モデルの作成 

静的弾性解析及び動的弾塑性解析に使用する解析モデルにあっては，解析しようと

する構造物の形状，構造，支持状態を考慮し，評価部位の発生応力が適切に表現できる

よう適切にモデル化する。また，構造物の形状，構造，負荷荷重の対称性を考慮して２

次元軸対称モデル又は３次元面対称モデルを適用する。 

静的弾性解析モデル及び動的弾塑性解析モデルの入力条件として，寸法については，

仕様表又は構造図等に記載の値を用いる。材料物性値については，仕様表に記載の最

高使用温度における縦弾性係数を設定する。なお，ポアソン比については，0.3 とする。 

各解析モデルの境界条件については，解析しようとする構造物の構造等を適切に考

慮した固定条件を設定する。 

また，作成した解析モデルに対して，解析の目的に応じた適切な解析プログラムを

用いて応力の算出を行う。なお，使用する解析コードの検証，妥当性確認等の概要につ

いては，「Ⅴ－３ 計算機プログラム(解析コード)の概要」に示す。 

 

3. 荷重の設定 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の

解析による評価に当たっては，圧力荷重及び機械的荷重を必要により組み合わせた評価

を実施する。 

圧力荷重は，設計条件における評価にあっては仕様表における最高使用圧力(水素爆発

又は TBP 等の急激な分解反応時の瞬間圧力を除く。)を定常的な荷重として考慮する。 

設計過渡条件における評価にあっては仕様表における最高使用圧力のうち水素爆発又

は TBP 等の急激な分解反応時の瞬間圧力を考慮することとし，圧力波は仕様表における

気相部の瞬間圧力をピークとした三角波を考慮する。水素爆発時の圧力波の設定の詳細

は，「Ⅴ－１－３－３ 別紙 水素爆発時の圧力波の設定について」に示す。 
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4. 許容限界の設定 

設計条件における評価に適用する許容限界を第 4-1 表に示す。 

設計条件に対して弾性域に抑える及び座屈が生じないよう材料の降伏点及び引張強さ

に対して適切な裕度を有した許容引張応力 S値を基準とした許容限界を設定する。 

 

第 4-1 表 設計条件における評価に適用する許容限界 

一次一般膜応力強さ 一次膜＋一次曲げ応力強さ 

σ  σ  又は𝜎  + 𝜎  

𝑆 1.5𝑆 

 

 

設計過渡条件における評価に適用する許容限界を第 4-2 表に示す。 

設計過渡条件については，設計過渡条件に対して健全性を維持できるよう材料の究極

的な強さに対して余裕を有した設計応力強さ Su値を許容限界とする。ただし，形状管理

による臨界防止が必要な容器にあっては，設計降伏点 Sy 値を許容限界とする。 

 

第 4-2 表 設計過渡条件における評価に適用する許容限界 

一次応力＋二次応力 一次応力＋二次応力 

(形状管理による臨界防止が必要な容器) (左記以外) 

𝑆  𝑆  
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5. 応力強さの計算 

機器に発生する応力は，その応力の発生の原因及び場所により，一次応力，二次応力等

に分類し，各々に対して許容限界と比較評価を実施する。 

 

(1) 応力の分類 

容器に発生する応力は，一次応力（一次一般膜応力，一次局部膜応力，一次曲げ応

力），二次応力等に分類されるが，具体的には第 5-1 表に示す。 

 

第 5-1 表 設計条件における評価に適用する許容限界 

容器の 

要素 
位置 荷重の種類 応力の分類 

円筒胴， 

上鏡又 

は下鏡 

不連続部 

から離れ 

た部分 

内圧 
膜応力（板厚平均応力） 

曲げ応力（板厚方向勾配成分） 

Pm 

Q 

熱 
膜応力＋曲げ応力の等価直線成分 

曲げ応力の非直線成分 

Q 

F 

外荷重 膜応力＋曲げ応力 Pm 

フラン 

ジ及び 

ボルト 

フランジ 

内圧又はボ 

ルト締付力 

膜応力（全断面平均応力） 

膜応力（板厚平均応力） 

曲げ応力（板厚方向勾配成分） 

Pm 

PL 又は Pb 

Q 

熱 
形状不連続による熱応力 

自由変形による熱応力 

Q 

F 

フランジ 

－殻結合 

部 

内圧又はボ 

ルト締付力 

膜応力（板厚平均応力） 

曲げ応力（板厚方向勾配成分） 

応力集中による応力増加分 

PL 

Q 

F 

熱 

膜応力＋曲げ応力の等価直線成分 

曲げ応力の非直線成分 

応力集中による応力増加分 

Q 

F 

F 

シール面 

内  圧 

ボルト締付力 

熱 

支圧応力 支圧応力 

ボルト 

内圧，ボルト 

締付力又は 

熱 

断面平均応力  

曲げ応力  

ねじ部の応力集中による応力増加分 

平均引張応力 

曲げ応力 

F 
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第 5-1 表 設計条件における評価に適用する許容限界 

容器の 

要素 
位置 荷重の種類 応力の分類 

管台 

円筒胴又 

は鏡板と 

の接合部  

（胴側） 

内圧又は  

外荷重 

膜応力  

曲げ応力（板厚方向勾配成分）  

応力集中による応力増加分 

PL 

Q 

F 

熱 

膜応力＋曲げ応力の等価直線成分  

曲げ応力の非直線成分  

応力集中による応力増加分 

Q 

F 

F 

補強の有 

効範囲内  

（補強部

分） 

内 圧 

膜応力（全断面平均応力）  

曲げ応力（板厚方向勾配成分）  

応力集中による応力増加分 

Pm 

Q 

F 

機械的外荷重 
膜応力＋曲げ応力  

応力集中による応力増加分 

Pm 

F 

熱的外荷重  

又は熱 

形状不連続による熱応力  

自由変形による熱応力  

応力集中による応力増加分 

Q 

F 

F 

補強の有 

効範囲外  

（ノズル 

エンド， 

セーフエ 

ンド） 

内 圧 

膜応力（形状不連続を無視）  

膜応力（形状不連続を考慮）  

曲げ応力（板厚方向勾配成分）  

応力集中による応力増加分 

Pm 

PL 

Q 

F 

機械的外荷重 

膜応力（全断面平均応力）  

曲げ応力（モーメントによる応力） 

応力集中による応力増加分 

Pm 

Pb 

F 

熱的外荷重 
膜応力＋曲げ応力  

応力集中による応力増加分 

Q 

F 

熱 

膜応力＋曲げ応力の等価直線成分  

曲げ応力の非直線成分  

応力集中による応力増加分 

Q 

F 

F 
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(2) 応力分類 

有限要素法で計算した応力は，膜＋曲げ＋ピーク応力（全応力）であり，応力評価を

行うためには，この応力を下図に示すように，膜応力，曲げ応力及びピーク応力に分類

する必要がある。 
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(3) 応力強さの計算 

解析により算定された応力は，第 5－1表に従って，応力成分ごとに一次応力，二次

応力，ピーク応力に分類される。 

この分類された応力は，一般にσx,σθ,σr,τxθ,τθr,τrxの 6成分をもつが，応力

評価を実施するにあたっては，考慮する負荷荷重の状態に応じて適切な応力強さに合

成する。 

 

主応力𝜎 ， 𝜎 ， 𝜎 はこの 6成分より次式を満足する 3根として計算される。 

𝜎 − (𝜎 + 𝜎 + 𝜎 )𝜎 + (𝜎 ∙ 𝜎 + 𝜎 ∙ 𝜎 + 𝜎 ∙ 𝜎 − 𝜏  
 − 𝜏  

 − 𝜏  
 )𝜎 

−𝜎 ∙ 𝜎 ∙ 𝜎 + 𝜎 ∙ 𝜏  
 + 𝜎 ∙ 𝜏  

 + 𝜎 ∙ 𝜏  
 − 2𝜏  ∙ 𝜏  ∙ 𝜏  = 0 

 

応力成分が𝜎 ， 𝜎 ， 𝜎 ，𝜏  だけのときは，次式で得られる。 

𝜎 , 𝜎 =
𝜎 + 𝜎 

2
±   

𝜎 − 𝜎 

2
 

 

+ 𝜏  
  

 
 
 

𝜎 = 𝜎  

 

設計条件における評価にあっては，最大せん断応力説を適用し，主応力の代数的な

最大値と最小値の差として，次式により計算した値のうち最大絶対値の応力強さに対

して設定した許容限界との比較評価を実施する。 

𝑆  = |𝜎 − 𝜎 | 

𝑆  = |𝜎 − 𝜎 | 

𝑆  = |𝜎 − 𝜎 | 

 

 

設計過渡条件における評価にあっては，ひずみエネルギー説を適用し，次式により

計算した応力強さに対して設定した許容限界との比較評価を実施する。 

𝜎 =  
1

2
{(𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 ) } 
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6. 解析による強度評価書のフォーマット 

解析による評価における強度評価書のフォーマットを示す。 
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1.評価条件

機器名          項目 最高使用圧力(MPa) 最高使用温度(℃) 液体の比重 腐食代(㎜)

2.構造図

3．解析モデル

4．解析モデル諸元表

 部位          項目 使用材料
温度

Ｔ(℃)

縦断性係数

Ｅ(MPa)

ポアソン比

ν

要素数

(個)

節点数

(個)

5. 評価結果

発生値

(MPa)

許容値

Ｓ(MPa)

発生値

(MPa)

許容値

1.5Ｓ(MPa)

評価部位

一次一般膜応力強さPm 一次膜+一次曲げ応力強さPm(又はPL)+Pb
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水素爆発時の圧力波の設定について 
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1. 概要 

本資料は，「再処理施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第三

十六条「重大事故等対処設備」及び第三十七条「材料及び構造」に適合し，水素爆発の影

響を考慮する施設が，水素爆発に対して要求される強度を有することを確認するための動

的弾塑性解析に用いる圧力波の設定について説明するものである。 

おり，仮に爆燃が発生した場合でも機器及びセル導出設備の「放射性物質を放出経路内

に閉じ込める機能」を確保する必要がある。「放射性物質を放出経路内に閉じ込める機能」

は，経路の破断や開口の発生を防止し，放射性物質をセル導出設備の外側へ放出しないこ

とであり，水素爆発の発生を仮定する機器及びセル導出設備の構造材の変形は許容する。 

 

2. 圧力波設定の基本方針 

水素爆発に伴い発生する圧力波は，水素爆発の発生を仮定する機器の形状に依存して変

化する。水素爆発の発生を仮定する機器の形状は，大きく円筒型，環状型に分類できるこ

とから，円筒型及び環状型の模擬容器を用いた水素爆発試験結果を参考に，圧力波を設定

する。 

 

2.1 評価対象施設 

重大事故時に水素爆発の発生を仮定する機器は，水素爆発未然防止濃度である 8vol%を

超えないように設計している。一方，万一水素爆発が発生した場合に備え，「代替安全冷却

水系／代替安全圧縮空気系／セル導出設備の常設重大事故等対備は，放射線分解により発

生する水素による爆発の発生を仮定する機器の気相部における水素濃度ドライ換算

12vol%で爆燃が発生した場合による瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，

機能を損なわない設計とする。」こととしている。 

水素爆発の発生を仮定する機器の気相部において水素爆発が発生した場合，機器内で発

生した圧力は当該機器に接続する配管へ伝播するが，配管の圧力損失によって圧力は減衰

する。このため，水素爆発の発生を仮定する機器の健全性を主として評価することとなる

が，セル導出設備を介して導出先セル（第 2.1-1 図中の青枠）にも僅かな圧力上昇が伝播

する。 

導出先セルに伝わった圧力は大容量のセルの空間により緩和される。加えて、セル内は

可搬型排風機により常時負圧に維持されているため、導出先セルは，水素爆発時の過渡的

な過圧発生時の影響を考慮する必要はない。なお，導出先セルから主排気筒までの経路（第

2.1-1 図中の緑枠）も，導出先セルと同様に水素爆発時の過渡的な過圧発生時の影響を考

慮する必要はない。 

水素爆発の発生を仮定する機器から導出先セルまでの間には，複数の分岐が存在するが，

上述のとおり圧力は配管内で減衰し，影響を与えることは考え難い。このため，評価対象

範囲は，主な圧力の伝播経路である第 2.1-1 図の赤枠内に示す(1)配管，(2)水素爆発の発

生を仮定する機器及び(3)セル導出設備とする。対象設備の一覧を第 2.1-1 表に示す。 
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第 2.1-1 図 セル導出設備の経路の区分説明例（ADRB 添付書類六 第 7.2-37 図(1)に加筆）

：(1)配管，(2)水素爆発の発生を仮定する機器及び(3)セル導出設備 

：導出先セル 

：導出先セルから主排気筒までの経路） 
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第 2.2-1 表. 評価対象設備一覧  

 

評価対象の分類 
建屋※

1 
名称 機器番号 

(1)配管 

AA 

安全冷却水系 

安全圧縮空気系 

溶解設備 

清澄・計量設備 

計測制御設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

代替安全冷却水系 

セル導出設備 

- 

(1)配管 

AB 

安全冷却水系 

安全圧縮空気系 

分離設備 

分配設備 

分離建屋一時貯留処理設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液

濃縮系 

計測制御設備 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

代替安全冷却水系 

セル導出設備 

- 

(1)配管 

AC 

安全冷却水系 

安全圧縮空気系 

プルトニウム精製設備 

精製建屋一時貯留処理設備 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系） 

計測制御設備 

代替安全冷却水系 

セル導出設備 

- 

(1)配管 

CA 

安全圧縮空気系 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

溶液系 

計測制御設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔

槽類廃ガス処理設備 

代替安全冷却水系 

セル導出設備 

- 

(1)配管 

KA 

安全冷却水系 

安全圧縮空気系 

高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮

廃液貯蔵系 

高レベル廃液貯蔵設備 共用貯蔵系 

高レベル廃液ガラス固化設備 

計測制御設備 

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

代替安全冷却水系 

セル導出設備 

- 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AA 中継槽 A 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AA 中継槽 B 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AA 計量前中間貯槽 A 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AA 計量前中間貯槽 B 
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評価対象の分類 
建屋※

1 
名称 機器番号 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AA 計量・調整槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AA 計量後中間貯槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AA 計量補助槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AB プルトニウム溶液受槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AB プルトニウム溶液中間貯槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AB 第２一時貯留処理槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AB 第３一時貯留処理槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AB 第４一時貯留処理槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AB 高レベル廃液濃縮缶Ａ 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AB 溶解液中間貯槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AB 溶解液供給槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AB 抽出廃液受槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AB 抽出廃液中間貯槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AB 抽出廃液供給槽 A 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AB 抽出廃液供給槽 B 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC プルトニウム溶液供給槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC プルトニウム溶液受槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC 油水分離槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC プルトニウム濃縮缶供給槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC プルトニウム溶液一時貯槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC プルトニウム濃縮缶 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC プルトニウム濃縮液受槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC プルトニウム濃縮液一時貯槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC プルトニウム濃縮液計量槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC リサイクル槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC 希釈槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC プルトニウム濃縮液中間貯槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC 第２一時貯留処理槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC 第３一時貯留処理槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 AC 第７一時貯留処理槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 CA 硝酸プルトニウム貯槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 CA 混合槽Ａ 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 CA 混合槽Ｂ 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 CA 一時貯槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 KA 第１高レベル濃縮廃液貯槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 KA 第２高レベル濃縮廃液貯槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 KA 第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 KA 第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 KA 高レベル廃液混合槽Ａ 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 KA 高レベル廃液混合槽Ｂ 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 KA 供給液槽Ａ 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 KA 供給液槽Ｂ 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 KA 供給槽Ａ 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 KA 供給槽Ｂ 

(2)水素爆発の発生を仮定する機器 KA 高レベル廃液共用貯槽 

(3)セル導出設備 
AA 

計量前中間貯槽 A,B デミスタ 

(3)セル導出設備 AA 計量後中間貯槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AA 計量補助槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AA 廃ガス洗浄塔シールポット 
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評価対象の分類 
建屋※

1 
名称 機器番号 

(3)セル導出設備 
AA 

セル導出ユニットフィルタ 

(3)セル導出設備 AA 凝縮器 

(3)セル導出設備 AA 予備凝縮器 

(3)セル導出設備 AB 廃ガスリリーフポット 

(3)セル導出設備 AB 溶解液中間貯槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AB 溶解液供給槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AB プルトニウム溶液受槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AB 抽出廃液受槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AB 抽出廃液供給槽Ａデミスタ 

(3)セル導出設備 AB 第２一時貯留処理槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AB 第３一時貯留処理槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AB 高レベル廃液濃縮缶Ａ凝縮器 A 

(3)セル導出設備 AB 第１エジェクタ凝縮器 

(3)セル導出設備 AB 第２エジェクタ凝縮器 

(3)セル導出設備 AB 高レベル廃液濃縮缶凝縮器デミスタ 

(3)セル導出設備 AB 第 2 エジェクタ凝縮器デミスタ 

(3)セル導出設備 AB 第１エジェクタ 

(3)セル導出設備 AB 第２エジェクタ 

(3)セル導出設備 AB セル導出ユニットフィルタ 

(3)セル導出設備 AB 凝縮器 

(3)セル導出設備 AC 第 2 一時貯留処理槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AC 第 3 一時貯留処理槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AC プルトニウム溶液供給槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AC プルトニウム溶液受槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AC プルトニウム濃縮缶供給槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AC プルトニウム溶液一時貯槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AC プルトニウム濃縮液受槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AC リサイクル槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AC 希釈槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AC プルトニウム濃縮液一時貯槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AC プルトニウム濃縮液計量槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AC プルトニウム濃縮液中間貯槽デミスタ 

(3)セル導出設備 AC 廃ガスポット 

(3)セル導出設備 AC セル導出ユニットフィルタ 

(3)セル導出設備 AC 凝縮器 

(3)セル導出設備 AC 予備凝縮器 

(3)セル導出設備 CA 第 1 廃ガス洗浄塔 

(3)セル導出設備 CA 第 2 廃ガス洗浄塔 

(3)セル導出設備 CA 第 3 廃ガス洗浄塔 

(3)セル導出設備 CA 第 1 廃ガス洗浄塔デミスタ 

(3)セル導出設備 CA 第 2 廃ガス洗浄塔デミスタ 

(3)セル導出設備 CA 廃ガス第 1 冷却器デミスタ 

(3)セル導出設備 CA 廃ガス第 1 冷却器 

(3)セル導出設備 CA 第 1 高性能粒子フィルタ A,B,C 

(3)セル導出設備 CA 混合廃ガス凝縮器 

(3)セル導出設備 CA 混合廃ガスデミスタ 

(3)セル導出設備 CA セル導出ユニットフィルタ 

(3)セル導出設備 CA 凝縮器 

(3)セル導出設備 CA 予備凝縮器 

(3)セル導出設備 KA 高レベル廃液混合槽 A 凝縮器 
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評価対象の分類 
建屋※

1 
名称 機器番号 

(3)セル導出設備 KA 高レベル廃液混合槽 B 凝縮器 

(3)セル導出設備 KA 供給液槽 A 凝縮器 

(3)セル導出設備 KA 供給液槽 B 凝縮器 

(3)セル導出設備 KA 廃ガスシールポット 

(3)セル導出設備 KA セル導出ユニットフィルタ 

(3)セル導出設備 KA 凝縮器 

(3)セル導出設備 KA 予備凝縮器 

(3)セル導出設備 KA 気液分離器 

※1 AA:前処理建屋、AB:分離建屋、AC:精製建屋、CA:ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋、

KA:高レベル廃液ガラス固化建屋 
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2.3 圧力波形の設定 

水素爆発時の瞬間的な圧力上昇の波形は，水素爆発試験により得られた圧力波形を参考

にした三角波（以下，「包絡波」という。）として設定する。以下に，水素爆発試験結果を

示す。 

2.3.1 再処理工場の機器を模擬した容器を用いた水素爆発試験 

水素爆発の発生を仮定する機器は、形状の特徴から環状型槽、円筒型貯槽に分類できる。

それぞれについて実機規模の水素爆発実験を行い、水素濃度 12vol%空気混合気が着火した

場合の圧力を測定した。 

2.3.1.1 環状型槽の水素爆発試験 

プルトニウム濃縮液受槽（直径 ｍ）及びリサイクル槽（直径 ｍ）を塔槽類廃ガ

ス処理設備にて接続した試験装置を、実機構造図に基づき製作した。水素が蓄積する可能

性のある機器上部空間の配管を実機と同様に再現し，水素燃焼時の障害物による燃焼波の

変化を模擬できるようにした。 

試験装置の具体的イメージを第 2.3.1.1-1 図に示す。水素ボンベ及び空気ボンベからそ

れぞれ水素及び空気を供給し、混合器により均一にし，機器内に導入する。流量を調整す

ることにより水素濃度を 12vol%にする。一定時間ガスの供給を継続し，水素濃度計の指示

値が安定したのち，自動弁を締め切り，密封系の空間とする。その後，着火装置により水

素の燃焼を開始し，貯槽及び接続配管に設置した圧力計により機器内の圧力の変動を記録

する。機器への圧力計の設置位置を第 2.3.1.1-2 図に示す。また，試験条件及び結果概要

を第 2.3.2-1 表に示す。水素爆発の発生する機器内の圧力を観測するために着火した機器

内での圧力に着目するため，リサイクル槽の圧力計については，図を省略している。また，

着火エネルギーにより最大圧力に影響を与えるか否かを確認するために，着火エネルギー

は 100mJ 及び 500mJ としている。なお，再処理工場の機器は接地しており着火源を排除し

ているため，着火源は存在しない。また，また，考えられる着火源として静電放電がある

が，静電放電によるエネルギーは数 mJ～数十 mJ であり今回の試験条件は本値に対して十

分大きいことから厳しい試験条件と考えられる。 

 

 

第 2.3.1.1-1 図 試験装置概要図  
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第 2.3.1.1-2 図 圧力計設置位置（上方からの断面図） 

 

第 2.3.1.1-1 表 試験条件及び結果概要 

 

No． 

水素濃度

(vol%) 
液位 

(％) 

着火 

エネルギー 

(ｍＪ) 

プルトニウム濃縮液受

槽における最大圧力 

(ＭＰａ) 

着火貯槽の燃焼状態 

１ 12 100 100 0.2 未満 燃焼反応は途中で停止 

２ 12 100 500 0.2 未満 燃焼反応は途中で停止 

 

 

圧力の測定結果を第 2.3.1.1-3 図に示す。最大圧力は 0.15MPa 程度である。この条件で

は，着火エネルギーと最大圧力の依存関係を確認することはできなかった。 

環状槽では空間部の形状が配管状であり，かつ底面が溶液である。このため，水素濃度

12vol%の場合、溶液の蒸発により燃焼が継続せず、完全燃焼しない。リサイクル槽の気相

部の水素も残存する。 
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第 2.3.1.1-3 図 圧力時刻歴 プルトニウム濃縮液受槽 

（P1～8 は第 2.3.1.1-2 図に示した圧力計である。n は試験の繰り返し番号である。） 
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2.3.1.2 換気系統で接続された円筒型貯槽の水素爆発試験 

不溶解残渣回収槽（直径 ｍ）及びリサイクル槽（直径 ｍ）を塔槽類廃ガス処

理設備にて接続した試験装置を、実機構造図に基づき製作した。水素が蓄積する可能性

のある機器上部空間の配管及び構造物を実機と同様に再現し，水素燃焼時の障害物によ

る燃焼波の変化を模擬できるようにした。 

試験装置の具体的イメージを第 2.3.1.2-1 図に示す。水素ボンベ及び空気圧縮機から

それぞれ水素及び空気を供給し、混合器により均一にし，機器内に導入する。流量を調

整することにより水素濃度を 12vol%にする。一定時間ガスの供給を継続し，水素濃度計

の指示値が安定したのち，自動弁を締め切り，密封系の空間とする。その後，着火装置

により水素の燃焼を開始し，貯槽及び接続配管に設置した圧力計により機器内の圧力の

変動を記録する。機器への圧力計の設置位置を第 2.3.1.2-2 図に示す。また，試験条件

及び結果概要を第 2.3.1.2-1 表に示す。水素爆発の発生する機器内の圧力を観測するた

めに着火した機器内での圧力に着目するため，不溶解残渣回収槽の圧力計については，

図を省略している。また，着火エネルギーにより最大圧力に影響を与えるか否かを確認

するために，着火エネルギーは 100mJ 及び 500mJ としている。なお，再処理工場の機器

は接地しており着火源を排除しているため，着火源は存在しない。また，考えられる着

火源として静電放電があるが，静電放電によるエネルギーは数 mJ～数十 mJ であり今回

の試験条件は本値に対して十分大きいことから厳しい試験条件と考えられる。 

 

 

 

第 2.3.1.2-1 図 試験装置概要図 
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第 2.3.1.2-2 図 圧力計設置位置 

 

第 2.3.1.2-1 表 試験条件及び結果概要 

No． 
水素濃度

(vol%) 

液位 

(％) 

着火エネルギー 

(ｍＪ) 

最大圧力 

(ＭＰａ) 
着火貯槽の燃焼状態 

１ 12 100 100 0.5 未満 爆燃 

２ 12 100 500 0.5 未満 爆燃 

 

圧力の測定結果を第 2.3.1.2-3, 4 図に示す。最大圧力は 0.33MPa 程度である。この条件

では，着火エネルギーと最大圧力の依存関係を確認することはできなかった。 

最大圧力が低いこと，爆轟時に観測される鋭い圧力ピークも観測されていないことから

爆轟には至っておらず，機器内の燃焼状態は爆燃である。 
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第 2.3.1.2-3 図 圧力時刻歴_リサイクル槽 鏡板 

（P2,4,5,7 は第 2.3.1.2-2 図に示した圧力計である。n は試験の繰り返し番号である。） 

 

第 2.3.1.2-4 図 圧力時刻歴_リサイクル槽 側面 

（P1,3,6,8 は第 2.3.1.2-2 図に示した圧力計である。n は試験の繰り返し番号である。） 
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2.3.1.3 オーバーフロー配管で接続された円筒型貯槽の水素爆発試験 

第１，第２不溶解残渣一時貯槽(直径約 m)を塔槽類廃ガス処理設備にて接続した試

験装置を、実機構造図に基づき製作した。水素が蓄積する可能性のある機器上部空間の

配管及び構造物を実機と同様に再現し，水素燃焼時の障害物による燃焼波の変化を模擬

できるようにした。 

試験装置の具体的イメージを第 2.3.1.3-1 図に示す。水素ボンベ及び空気圧縮機から

それぞれ水素及び空気を供給し、混合器により均一にし，機器内に導入する。流量を調

整することにより水素濃度を 12vol%にする。一定時間ガスの供給を継続し，水素濃度計

の指示値が安定したのち，自動弁を締め切り，密封系の空間とする。その後，着火装置

により水素の燃焼を開始し，貯槽及び接続配管に設置した圧力計により機器内の圧力の

変動を記録する。機器への圧力計の設置位置を第 2.3.1.3-2 図に示す。また，試験条件

及び結果概要を第 2.3.1.3-1 表に示す。水素爆発の発生する機器内の圧力を観測するた

めに着火した機器内での圧力に着目するため，第１不溶解残渣一時貯槽の圧力計につい

ては，図を省略している。また，着火エネルギーにより最大圧力に影響を与えるか否か

を確認するために，着火エネルギーは 100mJ 及び 500mJ としている。なお，再処理工場

の機器は接地しており着火源を排除しているため，着火源は存在しない。また，考えら

れる着火源として静電放電があるが，静電放電によるエネルギーは数 mJ～数十 mJ であ

り今回の試験条件は本値に対して十分大きいことから厳しい試験条件と考えられる。 

 

 

 

第 2.3.1.3-1 図 試験装置概要図 
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第 2.3.1.3-2 図 圧力計設置位置 

 

第 2.3.1.3-1 表 試験条件及び結果概要 

No． 
水素濃度

(vol%) 

液位 

(％) 

着火エネルギー 

(ｍＪ) 

最大圧力 

(ＭＰａ) 
着火貯槽の燃焼状態 

１ 12 100 100 0.5 未満 爆燃 

２ 12 100 500 0.5 未満 爆燃 

 

圧力の測定結果を第 2.3.1.3-3～7 図に示す。最大圧力は 0.2MPa 程度である。この条

件では，着火エネルギーと最大圧力の依存関係を確認することはできなかった。 

最大圧力が低いこと，爆轟時に観測される鋭い圧力ピークも観測されていないことか

ら爆轟には至っておらず，機器内の燃焼状態は爆燃である。 
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第 2.3.1.3-3 図 圧力時刻歴_第 2 不溶解残渣一時貯槽／側面下部 

（P20,25,29,33 は第 2.3.1.3-2 図に示した圧力計である。 

n は試験の繰り返し番号である。） 

 

第 2.3.1.3-4 図 圧力時刻歴_第 2 不溶解残渣一時貯槽／側面中部① 

（P24,26,28,30 は第 2.3.1.3-2 図に示した圧力計である。 

n は試験の繰り返し番号である。） 
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第 2.3.1.3-5 図 圧力時刻歴_第 2 不溶解残渣一時貯槽／側面中部② 

（P19,21,32,34 は第 2.3.1.3-2 図に示した圧力計である。 

n は試験の繰り返し番号である。） 

 
第 2.3.1.3-6 図 圧力時刻歴_第 2 不溶解残渣一時貯槽／頂上部 

（P18, 19 は第 2.3.1.3-2 図に示した圧力計である。n は試験の繰り返し番号である。） 
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第 2.3.1.3-7 図 圧力時刻歴_第２不溶解残渣一時貯槽／鏡板 

（P22, 23, 27, 31 は第 2.3.1.3-2 図に示した圧力計である。 

n は試験の繰り返し番号である。） 
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2.3.2 RUT 施設における水素爆発試験 

Drofeev らが 310m3 の空間において水素爆発試験を実施している。試験体系を第 2.3.2-1

図 2)に、試験結果を第 2.3.2-2 図 3)に示す。 

 

 

第 2.3.2-1 図 RUT facility 

 

 

第 2.3.2-2 図では、中央のグラフは水素濃度 19vol%での圧力時刻歴である。圧力波の伝

搬時間は 29.5m 地点でも 0.1sec 程度であり、最大圧力も 5bar (0.5MPa 程度)である。 

本結果は、再処理施設における水素爆発の発生を仮定する機器の最大空間容量である約

32m3 以上の空間における爆発であり，水素濃度が 19vol%と高いにもかかわらず、最大圧力

が 0.5MPa を超過することはないことを示している。また，ピークが観測されている時間も

0.1 秒未満（0.24～0.3 秒のタイムウィンドウ）である。 

 

318



 

19 

 

第 2.3.2-2 図 RUT Facility における水素爆発試験結果 

 

2.4 包絡波の設定 

再処理施設における水素爆発の発生を仮定する機器は，様々な空間容積を持つが，2.3 に
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示したとおり，さまざまな形状における水素爆発であっても，爆燃の範囲においては空間容

積とピーク圧力の依存性は無く，ピーク継続時間も限られる。 

このため，再処理工場の実機を模擬した試験をベースとして，包絡波を設定する。 

2.4.2 環状型槽の包絡時刻歴 

試験結果から、包絡圧力時刻歴は、試験結果から得られた圧力上昇期間について、

0.5MPa のピークを持つ三角波とする（第 2.4.2-1 図参照）。 

 

第 2.4.2-1 図 包絡圧力時刻歴（環状槽） 

 

2.4.3 円筒型貯槽の包絡時刻歴 

2.3.1.2 及び 2.3.1.3 に示した円筒型貯槽の圧力時刻歴をまとめて第 2.4.3-1 図に示す。

これらを包含する 0.5MPa, 1 秒間の三角波を包絡波として設定する。 
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第 2.4.3-1 図 円筒型貯槽の時刻歴及び包絡波（赤線で示す） 

 

3. 参考文献 

1) S.B.Drofeev, et. al., Large scale combustion tests in the RUT facility: 

Experimental study, numerical simulations and analysis on turbulent deflagrations 

and DDT, SMiRT 14, Lyon, France, August 17-22, 1997. 

2) W. Breitung, C. Chan, et al., “Flame Acceleration and Deflagration-to-

Detonation Transition in Nuclear Safety”, OECD NEA/CSNI（2000） 

 

2.3.1.2 の試験結果 

約 0.5 秒 

約 0.5 秒 

2.3.1.3 の試験結果 
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完成品に対する 
強度評価書作成の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本添付書類は、別で定める方針に沿った強度計算方法・計算書を示す書類であることか

ら、発電炉との比較は行わない。 
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完成品に対する強度評価書作成の基

本方針
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1 

1. 概要 

本資料は，「Ⅴ－１－２ 強度評価方針」に基づき完成品に対する評価を適用する重大

事故等対処設備の容器等の容器及び管について，使用条件に対して十分な強度を有して

いることを確認するための完成品に対する強度評価書の作成の基本方針について説明す

るものである。 
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2 

2. 完成品の強度評価 

重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の一般産業用工業品については，適用され

る一般産業用工業品の規格及び基準を「法令又は公的な規格」，「メーカ規格及び基準」の

２つの区分に分類した上で，完成品に対する評価として，適用される一般産業用工業品の

規格及び基準が妥当であること，対象とする機器の材料が適切であること及び使用条件

に対する強度を有していることの確認より行う。 

 

2.1 法令又は公的な規格への適合性確認 

(a) 対象とする機器の使用目的，使用環境と法令又は公的な規格の使用目的，想定し

ている使用環境を比較し，適用される規格及び基準が妥当であることを確認する。 

(b) 法令又は公的な規格に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する

設計であることを，以下の項目により確認する。 

イ. 対象とする機器の材料が，適用される法令又は公的な規格に基づいた材料であ

ること。 

ロ. 対象とする機器の最高使用圧力及び最高使用温度がメーカ仕様の範囲内である

こと。 

ハ. 適用される法令又は公的な規格で定められている試験に合格していること。 

 

2.2 メーカ規格及び基準への適合性確認 

(a) 対象とする機器の使用目的，使用環境とメーカ規格及び基準の使用目的，想定し

ている使用環境を比較し，適用される規格及び基準が妥当であることを確認する。 

(b) メーカ規格及び基準に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する

設計であることを，設計・建設規格にて定められている耐圧試験条件と同等の試験

に合格したものを使用する設計であることを踏まえ，以下の項目により確認する。 

イ. 対象とする機器の材料が，以下のいずれかに該当すること。 

・設計・建設規格のクラス 3 機器に使用可能とされている材料と同種類である

こと。 

・機器と同様の用途の機器について規定している法令又は公的な規格で使用可

能とされている材料と同種類であること。 

・日本産業規格等に規定されている材料と同種類であって，対象とする機器の

使用環境を踏まえた強度が確保できる材料であること。 

ロ. 対象とする機器の最高使用圧力及び最高使用温度がメーカ仕様の範囲内である

こと。 
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3 

6. 完成品に対する強度評価書のフォーマット 

完成品に対する評価における強度評価書のフォーマットを示す。 

 

FORMAT－Ⅰ 法令又は公的な規格への適合性確認結果 

FORMAT－Ⅱ メーカ規格及び基準への適合性確認結果 
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FORMAT－Ⅰ 

法令又は公的な規格への適合性確認結果 

Ⅰ. 可搬型重大事故等対処設備の使用目的及び使用環境，材料及び使用条件 

種類 使用目的及び使用環境 材料 最高使用圧力(MPa) 最高使用温度（℃） 

 

    

 

Ⅱ. 法令又は公的な規格に規定されている事項 

規格及び基準  

機器名 使用目的及び想定している使用環境 材料 最高使用圧力(MPa) 最高使用温度（℃） 規格及び基準に基づく試験 

      

 

Ⅲ. メーカ仕様 

機器名 使用目的及び想定している使用環境 材料 最高使用圧力(MPa) 最高使用温度（℃） 規格及び基準に基づく試験 

      

 

Ⅳ. 確認項目 

(a)  ：規格及び基準が妥当であることの確認（ⅠとⅡの使用目的及び使用環境の比較） 

 

(b－1)：材料が適切であること及び使用条件に対する強度の確認（ⅡとⅢの材料及び試験条件の比較，ⅠとⅢの使用条件の比較） 

 

Ⅴ. 評価結果 
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5 

FORMAT－Ⅱ 

一般産業品の規格及び基準への適合性確認結果（メーカ規格及び基準） 

Ⅰ. 可搬型重大事故等対処設備の使用目的及び使用環境，材料及び使用条件 

種類 使用目的及び使用環境 材料 最高使用圧力(MPa) 最高使用温度（℃） 

 

    

 

Ⅱ. メーカ規格及び基準に規定されている事項（メーカ仕様） 

機器名 使用目的及び想定している使用環境 材料 最高使用圧力(MPa) 最高使用温度（℃） 

     

 

Ⅲ. 確認項目 

(a)  ：規格及び基準が妥当であることの確認（ⅠとⅡの使用目的及び使用環境の比較） 

 

(b－2)：材料が適切であること及び使用条件に対する強度の確認（Ⅱと公的な規格等の材料の比較，ⅠとⅡの使用条件の比較） 

 

Ⅳ. 評価結果 
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強度評価書 
 

※本添付書類は，別で定める方針に沿った評価・計算結果を示す書類であり，令和４年 12

月 26 日に申請した計算書の内容と同じであることから，添付しない。 
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計算機プログラム(解析コード) 
の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本添付書類は、別で定める方針に沿った強度計算方法・計算書を示す書類であることか

ら、発電炉との比較は行わない。 
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1. はじめに 

本資料は，「Ⅴ 強度及び耐食性に関する説明書」において使用した解析コードについ

て説明するものである。 

「Ⅴ 強度及び耐食性に関する説明書」において使用した解析コードの使用状況一覧，

解析コードの概要を以降に記載する。
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1-1 

別紙１ ANSYS 

1. 使用状況一覧 

使用添付書類 バージョン 

Ⅴ－２－３－１

－22 
高レベル廃液混合槽 13.0 

Ⅴ－２－３－１

－23 
供給液槽 13.0 

Ⅴ－２－３－１

－24 
供給槽 13.0 
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1-2 

2. 解析コードの概要 

コード名 

項目 
ANSYS 

開発機関 Swanson Analysis Systems 社 

開発時期 1970 年 

使用した 

バージョン 
13.0 

使用目的 有限要素法による応力解析 

コードの概要 

・ ANSYS（以下，「本解析コード」という。）は，米国 Swanson 

Analysis Systems 社(現，Ansys 社)によって開発された汎用

有限要素法解析ツールである。 

・ 本解析コードは，構造・伝熱・電磁場・熱流体といった様々な

物理現象や，それらを組み合わせた連成問題を，目的に合わせ

て柔軟に解析することができるマルチフィジックス解析ツー

ルである。 

・ 数多くの研究機関や企業において，航空宇宙，自動車，機械，

建築，土木などの様々な分野で利用されている。 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

本解析コードは，高レベル廃液混合槽 A／B，供給液槽 A／B，供

給槽 A の底板の 3 次元有限要素法（シェル要素，軸対称）による

応力解析に使用している。 

 

【検証(Verification)】 

・ 開発元において多くの解析例に対する理論解と解析結果との

比較が実施されており，構造解析における一般的知見により解

を求めることが出来る体系について，本解析コードによる解析

解が理論解と一致することが確認されている。 

 

【妥当性確認(Validation)】 

・ 本解析コードは，航空宇宙，自動車，造船，機械，建築，土木

等の様々な分野における使用実績を有しており，妥当性は十分

に確認されている。 

・ 使用したバーションは，他プラントの既工事計画において使用

されている。本解析コードは，原子力分野では，原子炉設置（変

更）許可申請書における応力解析等，これまで多くのの構造解

析に対し使用実績があることを確認している。 
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2-1 

別紙２ ABAQUS 

1. 使用状況一覧 

使用添付書類 バージョン 

V-2-3-1-4 リサイクル槽 A,B Ver.2018 

V-2-3-1-5 計量・調整槽 Ver.2018 

V-2-3-1-25 安全冷却水冷却塔 Ver.2018 
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2-2 

2. 解析コードの概要 

コード名 

項目 
ABAQUS 

開発機関 ダッソー・システムズ株式会社 

開発時期 1978 年（Hibbitt, Karlsson and Sorensen, Inc） 

2005 年（ダッソー・システムズ株式会社） 

使用した 

バージョン 
Ver.2018 

使用目的 
３次元有限要素法（シェルモデル・ソリッドモデル）による 

耐圧解析 

コードの概要 

・ ABAQUS（以下，「本解析コード」という。）は，米国 Hibbitt, 

Karlsson and Sorensen, Inc（HKS 社）で開発され，現在はダ

ッソー・システムズ社㈱によって保守されている有限要素法に

よる構造解析汎用コードである。応力解析，熱応力解析，伝熱

解析等を行うことができ，特に非線形解析が容易に行えること

が特徴である。 

・ 数多くの研究期間や企業において，航空宇宙，自動車，造船，

機械，建築，土木などの様々な分野の構造解析に広く利用され

ている。 
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2-3 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

本解析コードは，リサイクル槽 A,B 及び計量・調整槽の３次元有

限要素法（シェルモデル），安全冷却水Ａ冷却塔における冷却塔

管束ヘッダの３次元有限要素法（ソリッドモデル）による耐圧解

析に使用している。 
【検証(Verification)】 

本解析コードの検証は以下のとおり実施している。 

・ 構造力学分野における一般的知見により解を求めることがで

きる体系について，本解析コードを用いた３次元有限要素法

による応力解析結果と理論モデルによる理論解の比較を行

い，解析解が理論解と一致することを確認している。 

・ 本解析コードの運用環境について，開発機関から提示された

要件を満足していることを確認している。 

【妥当性確認(Validation)】 
本解析コードの妥当性確認は以下のとおり実施している。 

・ 検証の体系と今回申請で使用する体系が同等であることから，

検証結果をもって解析機能の妥当性も確認できる。 

・ 九州電力株式会社「玄海 3 号機 原子炉容器上部ふた取替工事」

における原子炉容器，関西電力株式会社「大飯 3 号機 加圧器

スプレイライン配管修繕工事」における 1 次冷却材管の３次

元有限要素法による応力解析に本解析コードが使用された実

績がある。 

・ 本解析コードの適用制限として使用要素数があるが，使用した

要素数は適用制限以下であり，本申請における使用用途及び使

用方法に関する適用範囲が上述の妥当性確認の範囲内である

ことを確認している。 
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別紙３ LS-DYNA 

1. 使用状況一覧 

使用添付書類 バージョン 

V-2-3-1-6 

V-2-3-1-8 

V-2-3-1-11 

 

V-2-3-1-17 

V-2-3-1-18 

V-2-3-1-19 

V-2-3-1-20 

V-2-3-1-21 

溶解液中間貯槽 

抽出廃液中間貯槽 

プルトニウム溶液受槽,プルトニウム溶液中間貯槽,

第２一時貯留処理槽 

第 1 高性能粒子フィルタ A,B,C 

セル導出ユニットフィルタ 

セル導出ユニットフィルタ 

セル導出ユニットフィルタ 

第 1,第 2高レベル濃縮廃液一時貯槽 

R8.0.0 

V-2-3-1-5 

V-2-3-1-7 

V-2-3-1-9 

計量・調整槽 

溶解液供給槽 

溶解液供給槽デミスタ 

R8.1.0 

V-2-3-1-10 

V-2-3-1-12 

V-2-3-1-13 

V-2-3-1-14 

V-2-3-1-15 

V-2-3-1-16 

プルトニウム溶液受槽デミスタ 

プルトニウム溶液供給槽 

プルトニウム濃縮液受槽デミスタ 

第 2 一時貯留処理槽デミスタ 

第 3 一時貯留処理槽デミスタ 

硝酸プルトニウム貯槽 

R11.0.0 
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3-2 

2. 解析コードの概要 

コード名 

項目 
LS-DYNA 

開発機関 Livermore Software Technology Corporation 

開発時期 1987 年 

使用した 

バージョン 
LS-DYNA R8.0.0，R8.1.0 及び R11.0.0 

使用目的 
水素爆発の発生を仮定する機器の気相部における水素爆発時の 

影響評価 

コードの概要 

LS-DYNA は Lawrence Livermore 研究所により開発・公開された陽

解法有限要素法 DYNA3D を基に開発された構造解析用汎用コード

である。機械・土木・建築その他広範な分野に及ぶ要素群，非線形

モデルを多数サポートしており，自動車，航空宇宙，機会，建築，

土木などの様々な分野において多くの利用実績があり，陽的時間

積分を用いていることから，衝突問題など短時間の動的現象のシ

ミュレーションに適している。また，大変形の非線形問題への適

用が容易である点に特徴がある。 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】 

・開発機構がマニュアルにおいて提示している 3 次元有限要素法

による衝突解析および大変形解析に関する例題解析を実施し，

解析結果が提示するマニュアルにより，本解析コードの適正な

用途，適用範囲を確認している。 

・はりの衝撃曲げ，平板の衝撃曲げ，応力波伝播に関する検証解

析を実施し，解析結果と理論解が一致することを確認している。 

 

【妥当性確認(Validation)】 

・本解析コードは，自動車，航空宇宙，機械，建築，土木などの

様々な分野における使用実績を有しており，妥当性は十分に確

認されている。 

・開発機関が提示するマニュアルにより，本解析コードの適正な

用途，適用範囲を確認している。 

・設工認申請で行う 3次元有限要素（シェル要素，ソリッド要素）

による動的解析の用途，適用範囲が，上述の妥当性確認範囲内

にあることを確認している。 

・実機貯槽を模擬した水素爆発実証試験から得られる圧力波と同

等の包含波形を LS-DYNA に入力し、解析を行った結果，(弾性範

囲内の試験結果で応力を比較)、同程度の相当応力となり，LS-

DYNA を適用することは妥当であることを確認している。 
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水素爆発時の機器の経路維持機能を

確認する弾塑性解析へのLS－DYNAの
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1. 概要 

本資料は，水素爆発の発生を仮定する機器の気相部における水素爆発時の動的弾塑性

解析に用いる LS-DYNA について，適用対象事象及び適用実績並びに水素爆発試験との比

較による適用性の確認について説明するものである。 

 

2. 適用対象事象及び適用実績 

LS-DYNA は，水素爆発の発生を仮定する機器の気相部において水素爆発を想定した場合，

水素爆発を想定する機器への発生応力を評価するために使用する。 

 

2.1. 適用対象事象 

重大事故時に水素爆発の発生を仮定する機器は，水素爆発未然防止濃度である 8vol%を

超えないように設計しており，水素爆発が発生する可能性は極めて低いと考えられる。し

かし，水素爆発の発生を仮定する機器の気相部における水素濃度ドライ換算 12vol%で爆

燃が発生した場合による瞬間的に上昇する圧力の影響を考慮しても，機器及びセル導出

設備の放射性物質を放出経路内に閉じ込める機能を確保できることを確認することは，

放射性物質の環境への放出を可能な限り低くするために非常に重要である。 

水素爆発時の圧力時刻歴は，実機貯槽を模擬した水素爆発実証試験にて得られた圧力

波，公開文献より確認できる圧力波を参考として，これらの圧力波を包含可能な 0.5MPa

をピークとする三角波として設定する。本圧力波を入力条件として与え，水素爆発の発生

を仮定する機器への発生応力を評価する。 

 

2.2. 適用実績 

LS-DYNA の適用実績は，原子力発電所における格納容器破損モード「原子炉圧力容器外

の溶融燃料-冷却材相互作用」の解析結果をまとめた資料である「解析コード（LS-DYNA）

説明資料（参考資料）」1)に記さている。本節では，当該資料に記載される内容のうち，水

素爆発と現象が類似する事項について引用又は参考とし，記載する。 

LS-DYNA は，ローレンスリバモア国立研究所で開発された DYNA3D コードに基づき，リ

バモアソフトウェアテクノロジー社が開発した汎用有限要素解析コードである。 

LS-DYNA は，自動車製造分野への適用を主目的として開発されているが，時間とともに

接触条件や構造物形状が変化するような非線形解析が可能であり，衝撃や爆発的燃焼に

よる圧力伝播，構造物の塑性ひずみ，健全性の解析に対応している。このため，自動車産

業に限らず，航空宇宙，防衛，電気機器，建設・土木分野等にも応用されており，再処理

工場の放射性物質を内蔵する機器において水素爆発が発生した際の機器の構造材への荷

重応答評価にも適していると言える。 

原子力分野における水素爆発に伴う衝撃荷重の構造材応答評価に LS-DYNA を適用した

事例はとして，BWR 配管における混合ガス（水素・酸素）の燃焼による配管健全性評価が

挙げられる。 

本評価では，BWR 配管の主蒸気の放射線分解により生じる可燃性混合ガス（水素・酸素）
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の燃焼による配管内での爆轟を模擬した強度試験に対し，LS-DYNA コードにより試験模擬

解析を実施している。LS-DYNA による強度解析は，試験体の周方向ひずみを良好に再現す

ることが確認されている。 

 

3. 水素爆発試験を用いた検証 

再処理工場に設置される機器を実規模スケールで模擬した容器を用いて，水素爆発試

験を行っている。円筒貯槽を模擬した試験におけるひずみ量測定結果を用いて，LS-DYNA

の水素爆発への適用性を確認する。 

3.1. 試験内容 

3.1.1. 試験容器 

試験容器は，清澄・計量設備のリサイクル槽及び不溶解残渣回収槽を模擬している。全

体概要図を第 3.1.1-1 図に示す。水素の燃焼挙動は障害物によって大きく変化するため，

水素が蓄積する試験容器の空間部は，計装配管，サポート等の構造物を可能な限り忠実に

模擬し設置することで，現実的な水素の燃焼挙動となるように設計した。水素の着火は，

リサイクル槽側で行う。水素の着火には，放電型着火装置を用いた。ひずみの測定には、

周方向，鉛直方向及びその中間の 45°方向の３軸を測定できるひずみゲージを用いた。

圧力の測定には，汎用圧力変換器を壁面に設置し用いた。溶液の深さは１ｍとしている。

試験容器並びに着火装置，圧力変換器及びひずみゲージの仕様をそれぞれ第 3.1.1-1 表

及び第 3.1.1-2 表に示す。また、圧力変換器の位置を図２に，ひずみゲージの位置を第

3.1.1-2 図に示す。 

 
第 3.1.1-1 図 試験容器全体概要図  
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第 3.1.1-2 図 圧力変換器位置 
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第 3.1.1-3 図 ひずみゲージ位置 
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第 3.1.1-1 表 試験装置の仕様 

模擬対象機器 リサイクル槽 B 不溶解残渣回収槽 B 

容積 

全容量 

有効容量（水相部） 

気相部体積 

質量 
空質量 

運転質量 

材質 

 

第 3.1.1-2 表 着火装置及びひずみゲージの外観および仕様 

外観 仕様 

着火装置 

放電ユニット及び着火エネルギー測定器 

 

 

・電圧 6～15kV 

・静電容量 100pF／300pF／1000pF／ 

2500pF／5000pF 

・着火エネルギー 0.3～1900mJ 

【参考】本試験の設定値は 100mJ または

500mJ 

圧力計 

 

・最大測定圧力：3.45MPa 

・分解能：0.014kPa 

・立ち上がり時間：1.0µs 未満 

・サンプリング間隔：10µs 

ひずみゲージ 

 

最大測定ひずみ 3％（30000µstrain） 

【参考】SUS304 の弾性ひずみ限界

2000µstrain 

 

サンプリング間隔 10µs 

 

 

  

348



 

6 

3.1.2. 試験条件 

火炎は２つの貯槽をつなぐ塔槽類廃ガス処理設備を模擬した配管を介して不溶解残渣

回収槽へ伝播すると考えられるが，ここでは着火側のリサイクル槽に着目する。 

試験は，容器内の水素濃度を約 12vol%均一とし，リサイクル槽に設置した着火装置に

より着火エネルギー100mJ で水素に着火することで行う。試験条件を第 3.1.2-1 表に示

す。試験は４回行い，それぞれ n1～n4 と称する。試験 n3 の着火エネルギーは，着火エネ

ルギーがひずみ量に与える影響を確認するために，500mJ としている。 

 

第 3.1.2-1 表 試験条件 

試験項目 n1 n2 n3 n4 

水素濃度 

設定値 12vol%（空気 88vol%） 

実測値 

(給気側) 
12.4vol% 12.6vol% 12.2vol% 12.5vol% 

着火 

エネルギー 
 100mJ 100mJ 500mJ 100mJ 

水温 25℃ 22℃ 20℃ 20℃ 

気温 24.1℃ 17.4℃ 21.9℃ 19.5℃ 

 

3.2. 試験結果 

3.2.1. 圧力 

水素爆発時のリサイクル槽内の圧力を測定した。最大圧力を第 3.2.1-1 図に，圧力時刻

歴を第 3.2.1-2 図及び第 3.2.1-3 図に示す。 

最大圧力は 0.3MPa 程度であった。圧力のピークは観測されず，穏やかな山なりの時刻

歴であった。 

 

第 3.2.1-1 図 最大圧力 
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第 3.2.1-2 図 鏡板の圧力時刻歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.2.1-3 図 円筒胴側面の圧力時刻歴 
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3.2.2. ひずみ 

水素爆発時の各ひずみゲージのひずみ量を測定した。ひずみ量は前述のとおり，周方向，

鉛直方向及びその中間の 45°方向について測定した。結果をそれぞれ第 3.2.2-1 図～第

3.2.2-3 図に示す。 

最大ひずみは，100μstrain 程度であった。また，全センサーにおいて弾性範囲内であ

り，変形がないことを確認した。 

 

第 3.2.2-1 図 周方向のひずみ量 

 

 

第 3.2.2-2 図 鉛直方向のひずみ量 

 

第 3.2.2-3 図 45°方向のひずみ量 

 

4. LS-DYNA を用いた解析 

LS-DYNA で圧力時刻歴を考慮した弾塑性解析を行うためには，すべてのメッシュに圧力波

を入力する必要がある。測定点が限られる試験結果だけでは，入力情報が不足する。このた

め，燃焼解析により試験と類似の圧力時刻歴を得て，すべてのメッシュに対する圧力時刻歴

を整備する。 

試験装置と同様の三次元モデルを作成し，燃焼解析を行った。燃焼解析から得られる圧力
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時刻歴が，試験結果と同等か上回ることを確認した上で，これを LS-DYNA のインプットとし

て弾塑性解析を行う。 

 

4.1. 燃焼解析 

4.1.1. 解析モデル 

解析モデルは，内部構造物含めて実規模試験と同様の形状とした。容器内の水もモデ

ル化し，流動性及び圧縮性を考慮する。圧力計の位置は，実規模試験の位置と同様にな

るように設定した。解析モデルを第 4.1.1-1 図に示す。 

 

 

第 4.1.1-1 図 解析モデル全体（上図）と圧力計位置（下図） 
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4.1.2. 解析条件 

機器内の水素濃度は 12vol%均一とした。機器及び配管の壁面は断熱として扱い，解

析対象は密封系とした。解析に用いた物性値を第 4.1.2-1 表，第 4.1.2-2 表及び第

4.1.2-3 表に示す。 

 

第 4.1.2-1 表 固体の物性値 

 

 

第 4.1.2-2 表 気体の物性値 

 

 

第 4.1.2-3 表 液体の物性値 
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4.1.3. 結果 

燃焼解析によるリサイクル槽の圧力時刻歴を第 4.1.3-1 図の右側に示す。第 4.1.3-

1 図の左側は試験結果である。試験では，容器内の反射に由来すると考えられる複数の

圧力ピークを観測している。解析では，複数のピークは観測されなかったものの，それ

ぞれの測定点での最大圧力は，試験結果と比較して 1.1 倍から２倍であることを確認

した（詳細は第 4.1.3-1 表に示す）。 

従って，解析から得られた圧力波を LS-DYNA の入力条件とすることで，試験結果より

も大きめの応力が計算できると考えられる。 

 

 

第 4.1.3-1 図 リサイクル槽における圧力波の比較（左図：試験，右図：解析） 
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第 4.1.3-1 表 試験と解析の圧力計位置における圧力比較 

圧力計番号 ①試験(MPa) ②解析(MPa) ②÷① 

p1 0.26 0.33 1.27 

p2 0.23 0.33 1.43 

p3 0.31 0.34 1.10 

p4 0.22 0.33 1.50 

p5 0.27 0.33 1.22 

p6 0.21 0.33 1.57 

p7 0.17 0.33 1.94 

p8 0.22 0.33 1.50 

 

4.2. 弾塑性解析 

4.2.1. 解析モデル及び解析条件 

解析モデルは，燃焼解析と同様の形状とした。容器はシェル要素としてモデル化した。

モデル化部位の材質は，SUS304 であり，材料物性は 40℃における値として第 4.2.1-1

表に示す。 

圧力条件として，燃焼解析から得られた各要素の圧力時刻歴を作用させる。 

なお，本圧力時刻歴は第 4.1.3-1 図の右側に示すとおり、約 0.35MPa を最大値とす

る幅の広いピークである。本ピークは，0.5 秒程度で収束することから，水素爆発の

発生を仮定する機器の弾塑性解析の入力条件とする 0.5MPa をピークとする三角波（２

秒で収束）は，さらに大きな応力を発生させる条件である。 

 

第 4.2.1-1 表 材料物性値 

材質 縦弾性係数 

E (MPa) 

設計降伏点 

Sy (MPa) 

設計引張強さ 

Su (MPa) 

SUS304 193000 205 520 

 

4.2.2. 結果 

リサイクル槽で発生する最大応力は，第 4.2.2-1 表に示すとおりマンホール付け根

において 120MPa（図から読みとりのため要確認）であった。実規模試験においてひず

みゲージを設置している貯槽本体の最大応力は，50MPa（図から読みとりのため要確認）

であった。いずれも設計降伏点を下回ることから弾性範囲内であった。 

 

第 4.2.2-1 表 応力評価結果 

部位 応力値(MPa) 設計降伏点(MPa) 

マンホール付け根 120 205 

貯槽本体 50 205 
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5. 試験と解析の比較 

試験において計測されたひずみは，100μstrain であった。縦弾性係数は 193000MPa で

あることから，応力は 193000×1×10-4=19.3MPa となる。試験と解析の比である 1.1～2を

乗じると，21.2MPa から 38.6MPa となる。 

一方，第 4.2.2-1 表に示すように，貯槽本体と円筒部分において得られた相当応力は

50MPa である。 

入力条件とした解析の圧力は，理想的な完全燃焼を前提とした圧力であり，放熱も考慮

していない。このため，試験において観測される燃焼現象と比較すると温度及び圧力が大

きくなる傾向があり，LS-DYNA より得られた相当応力は試験結果より高い傾向となる。 

しかし，算出応力のオーダーは一致しており、大きな差は発生していないと判断できる。 

 

6. 結論 

以上に示す適用対象事象及び適用実績及び水素爆発試験との比較により，LS-DYNA を水

素爆発事象に適用することは妥当と判断する。 

 

7. 参考文献 

１）解析コード（LS-DYNA）説明資料（参考資料），平成 28 年 10 月，東北電力株式会社，東

京電力ホールディングス株式会社，中部電力株式会社，中国電力株式会社，日本原子力

発電株式会社 
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令和４年 11 月１日 Ｒ０ 

参考５ 

管の耐圧強度計算書作成の 

基本方針 

（技術規準の際限に施設した安全機能を有する施設の容器等の設計） 

平成５年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534 号にて認可を受けた設工認申請書の

「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」における「Ⅴ－

１－２ 管の耐圧強度計算書作成の基本方針」 
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項

1

第１章　共通項目
9.　設備に対する要求
9.3　材料及び構造
9.3.1　材料及び構造
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における材料及び構造にあっては，安全機能を有する施
設又は重大事故等対処設備に属するもののうち以下のいずれかに該当するものを再処理施設の安全性を
確保する上で重要なもの（以下，安全機能を有する施設にあっては「安全機能を有する施設の容器
等」，重大事故等対処設備にあっては「重大事故等対処設備の容器等」という。）として材料及び構造
の対象とする。
a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部エネルギーの解放による災害を及ぼすおそれ
がある機器区分（再処理第１種機器から再処理第５種機器）に属する容器及び管
b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び放射線障害を防止する機能を有する
安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する容器及び管
c. 上記a又はbに接続するポンプ及び弁（安全上重要な施設又は重大事故等対処設備を防護するために必
要な緊急遮断弁を含む。）
d. 上記a，b又はcに直接溶接される支持構造物であり，その破損により当該機器の損壊を生じさせるお
それのあるもの
e. 安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の材料及び構造（主要な溶接部を含
む。）は，施設時において，以下の通りとし，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格　設計・
建設規格」等に準拠し設計する。

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
1.概要
2.材料及び構造設計の
基本方針

【1.概要】
技術基準規則第十七条及び第三十七条に対する適合性説明であることを説明する。
安全機能を有する施設のうち要求事項に変更がなく，改造を実施しない機器については，今回の申請
において変更は行わないことを説明する。
【2.材料及び構造設計の基本方針】
材料及び構造の対象範囲について説明する。

＜材料及び構造の対象範囲＞
⇒安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における「再処理施設
の安全性を確保する上で重要なもの」の対象範囲について補足説明す
る。
・[補足材構01]材料及び構造の対象範囲について

2

9.3.1.1　材料
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等のうち常設のもの（以下「常設重大事
故等対処設備の容器等」という。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2
重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重，腐食環境その他の使用
条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。
重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備の容器等」とい
う。）は，第１章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧
力，温度，荷重その他の使用条件に対して，日本産業規格等に適合した適切な機械的強度及び化学的成
分を有する材料を使用する設計とする。

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計
とすることを説明する。
【2.1(1)材料選定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等は，取り扱う放射性物質の濃度，腐
食環境等の条件を考慮して定めた「材料選定フロー」による指定材料等を使用する設計とすることを
説明する。
「材料選定フロー」によらない場合として個別機器に係る材料選定理由等を説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管に使用する材料の板厚
は，腐食環境を考慮して腐食代を設定することを説明する。
また，腐食代設定方針によらない場合として個別機器に係る腐食代の設定の考え方を説明する。
なお，重大事故等対処設備の容器等の容器及び管であって，常時腐食性流体に接液しないものに使用
する材料の板厚は，重大事故等時における腐食環境を考慮してもその影響は十分小さいため腐食代は
設定しないことを説明する。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確認とし
て，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項並びに再処理
施設における経年劣化事象及び発電炉における高経年技術対策上着目す
べき劣化事象を確認し，再処理施設における材料及び構造に係る設計上
の考慮事項に抜けがないか補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補足説明
する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて

＜材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性＞
⇒材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性について
補足説明する。
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同
等性について

＜常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性＞
⇒常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性の考慮として，常設重
大事故等対処設備の容器等における腐食代の設定について補足説明す
る。
・[補足材構06]常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性の考慮に
ついて

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）
は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項
を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設
計条件」という ）において 全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする

4

ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理による
臨界防止が必要な容器は除く。)は，「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計過渡条件
として定めた水素爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態において，経路の破断や開口に至る塑性変形
が生じない設計とする。

5

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管であって形状管理による
臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件において，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じた
としても臨界が発生しない設計とする。

6

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のダクトは，設計条件において，
延性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。

7

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が
繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。

基本設計方針 添付書類

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有す
る施設の容器等及び常
設重大事故等対処設備
の容器等
(1)容器及び管
a.技術基準規則第三十
七条第１項第１号及び
第２号の要求事項
b.技術基準規則第三十
七条と高圧ガス保安法
の規定の比較

【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
容器及び管の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明する。
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあっ
ては，JSME設計・建設規格のクラス３機器の規定等を基本とした公式による評価によることを説明す
る。
また，常設重大事故等対処設備の容器等のうち緊急時対策建屋加圧ユニットは，設計時に準拠した高
圧ガス保安法の規定が技術基準規則第三十七条に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的
根拠があることを説明する。
公式による評価によらない場合にあっては，解析による評価によることを説明する。

a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２号の要求事項
技術基準規則第三十七条の要求事項として，材料及び構造，主要な溶接部について説明する。
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定の比較
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の材料及び構造の規定の水準は同等であることから，緊急
時対策建屋加圧ユニットは高圧ガス保安法に適合したものを使用する設計とすることを説明する。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確認とし
て，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項並びに再処理
施設における経年劣化事象及び発電炉における高経年技術対策上着目す
べき劣化事象を確認し，再処理施設における材料及び構造に係る設計上
の考慮事項に抜けがないか補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補足説明
する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて

＜材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性＞
⇒材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性について
補足説明する。
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同
等性について

＜高圧ガス保安法を適用した評価＞
⇒技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定比較について補足説
明する。
・[補足材構07]技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定の比較
について
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

8

(2)　ポンプ及び弁並びに内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁並びに内燃機関
は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
2.2.1安全機能を有す
る施設の容器等及び常
設重大事故等対処設備
の容器等
(2)ポンプ及び弁並び
に内燃機関

【2.2.1(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関】
ポンプ及び弁並びに内燃機関の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準につい
て説明する。
また，既認可構造等に関する設計方針及び構造等に関する設計方針に掲げるものの他，以下のとおり
説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁の構造は，日
本産業規格，メーカ規格等の適切な規格に基づき設計・製作・検査が行われ，耐圧試験等により十分
な強度を有することを確認したものを使用する設計とすることを説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の内燃機関（燃料系を含
む。）の構造は，発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を満足するものを使用する設
計とすることを説明する。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確認とし
て，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項並びに再処理
施設における経年劣化事象及び発電炉における高経年技術対策上着目す
べき劣化事象を確認し，再処理施設における材料及び構造に係る設計上
の考慮事項に抜けがないか補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補足説明
する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて

＜材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性＞
⇒材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性について
補足説明する。
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同
等性について

9

(3)　支持構造物
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の支持構造物は，設計条件におい
て，延性破断及び座屈が生じない設計とする。

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
2.2.1安全機能を有す
る施設の容器等及び常
設重大事故等対処設備
の容器等
(3)支持構造物

【2.2.1(3)支持構造物】
支持構造物の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故対処設備の容器等の支持構造物は，計算方法
が耐震評価と同じであり，地震荷重が支配的であることから「Ⅳ 耐震性に関する説明書」によること
を説明する。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確認とし
て，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項並びに再処理
施設における経年劣化事象及び発電炉における高経年技術対策上着目す
べき劣化事象を確認し，再処理施設における材料及び構造に係る設計上
の考慮事項に抜けがないか補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補足説明
する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて

＜材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性＞
⇒材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性について
補足説明する。
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同
等性について

10

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域
に抑える設計とする。

11

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規
格及び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保でき
る設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格
及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計
とする。

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
2.2.2可搬型重大事故
等対処設備の容器等

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等】
可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準
について説明する。
完成品を除く可搬型重大事故等対処設備の容器等にあっては，JSME設計・建設規格のクラス３機器の
規定を基本とした公式による評価によることを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，一般産業用工業品の規格及び基準への適合性を確認
することを説明する。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確認とし
て，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項並びに再処理
施設における経年劣化事象及び発電炉における高経年技術対策上着目す
べき劣化事象を確認し，再処理施設における材料及び構造に係る設計上
の考慮事項に抜けがないか補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補足説明
する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて

＜材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性＞
⇒材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性について
補足説明する。
・[補足材構05]材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同
等性について
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

12

9.3.1.3　主要な溶接部
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び
熱影響部をいう。）は，次のとおりとする。
・不連続で特異な形状でない設計とする。
・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥
がないことを非破壊試験により確認する。
・適切な強度を有する設計とする。
・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることを機械試験その他の評価
方法によりあらかじめ確認する。
なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の
「再処理施設の溶接の方法等について（別記）」に適合していることを確認する。

13

常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の耐圧試験は，母材と同等の方法及び同じ試験圧力に
て実施する。

14

9.3.2　耐圧試験等
(1)　安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，施設
時において，次に定めるところによる圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えい
がないことを確認する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部のうち再処
理第１種容器及びライニング型貯槽の溶接部は，漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試験を行った
とき，著しい漏えいがないことを確認する。
なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の「再処理施設の
溶接の方法等について（別記）」等に準拠し実施する。
a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高使用圧力を超え，かつ，機器に生ずる全体的
な変形が弾性域の範囲内となる圧力とする。
b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と
内圧との最大の差を上回る圧力とする。この場合において，耐圧試験の圧力は機器の内面から加えるこ
とができる。
ただし，気圧により耐圧試験を行う場合（最高使用圧力が98kPa未満の場合を除く。）であって，当該圧
力に耐えることが確認された場合は，当該圧力を最高使用圧力までに減じて著しい漏えいがないことを
確認する。
最高使用圧力が98kPa未満の場合であって，気圧により耐圧試験を行う場合の試験圧力は，水圧による耐
圧試験の場合と同じ圧力とする。
重大事故等対処設備の容器等であって，規定の圧力で耐圧試験又は漏えい試験を行うことが困難な場合
は，試運転による機能及び性能試験（以下「運転性能試験」という。）結果を用いた評価等により確認
する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試験，目視等による有害な欠
陥がないことの確認とすることもできるものとする。

15

(2)　安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，維持
段階において，通常運転時における圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認す
る。
なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」等に準拠し実施する。
ただし，重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，使用時における圧力で漏えい試験を
行うことが困難な場合は，運転性能試験結果を用いた評価等により確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試験，目視等による有害な欠
陥がないことの確認とすることもできるものとする。

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
2.3主要な溶接部の設
計

【2.3主要な溶接部の設計】
主要な溶接部の設計方針について説明するとともに，使用前事業者検査により技術基準へ適合してい
ることを確認することを説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，工事の方法に従って実施することを説明する。

補足すべき事項の対象なし

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
3.耐圧試験等に係る設
計の基本方針

【3.耐圧試験等に係る設計の基本方針】
耐圧試験等に係る設計方針について説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，工事の方法に従って実施することを説明する。

補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）
は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項
を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設
計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

4

ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理による
臨界防止が必要な容器は除く。)は，「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計過渡条件
として定めた水素爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態において，経路の破断や開口に至る塑性変形
が生じない設計とする。

5

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管であって形状管理による
臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件において，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じた
としても臨界が発生しない設計とする。

7

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が
繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。

10

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域
に抑える設計とする。

11

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規
格及び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保でき
る設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格
及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計
とする。

可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価＞
⇒可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価における耐圧試験を用
いた裕度の考え方について補足説明する。
・[補足材構10]可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価における
耐圧試験を用いた裕度の考え方について

Ⅴ－１－２ 強度評価
方針
1.概要
2.強度評価方針
2.1　強度評価手法の
選定
(公式による評価)
(解析による評価)
(完成品に対する評価)

【1.概要】
「Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方針」に基づく評価方針であることを説明する。
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあって
は，公式による評価を適用し，準拠規格に基づき，設計条件に対して許容引張応力S値を基準とした厚
さ計算等による評価を実施すること説明する。
また，設計過渡条件に対して設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を基準とした厚さ計算等による評価
を実施することを説明する。
公式による評価の実施にあっては，条件変更の有無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度評価
を実施することを説明する。
弱圧の容器に関する取扱いについて説明する。（個別機器に係る方針）
また，ジルコニウム／ステンレス鋼の接続にあっては，異材継手を使用する設計とすることを説明す
る。（個別機器に係る方針）

(解析による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあっ
て，公式による評価によらない場合は解析による評価を適用し，ASMEに基づき，設計条件に対して許
容引張応力S値を基準とした応力評価を実施することを説明する。
また，設計過渡条件に対して設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を基準とした応力評価を実施するこ
とを説明する。
解析による評価の実施にあっては，条件変更の有無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度評価
を実施することを説明する。

(完成品に対する評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管のうち完成品の構造は，完成品に対する評価を適用し，完
成品として一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認することを説明する。

＜常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧の塔槽類等の
耐圧強度上の取り扱い＞
⇒常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧の塔槽類等の
耐圧強度上の取り扱いについて補足説明する。
・[補足材構09]常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧
の塔槽類等の耐圧強度上の取り扱いについて

＜水素爆発等における強度評価内容について＞
⇒水素爆発等における強度評価内容について示す。
・[補足材構09]水素爆発等における強度評価内容について
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）
は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項
を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設
計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

4

ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理による
臨界防止が必要な容器は除く。)は，「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計過渡条件
として定めた水素爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態において，経路の破断や開口に至る塑性変形
が生じない設計とする。

5

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管であって形状管理による
臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件において，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じた
としても臨界が発生しない設計とする。

7

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が
繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。

10

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域
に抑える設計とする。

11

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規
格及び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保でき
る設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格
及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計
とする。

Ⅴ－１－２ 強度評価
方針
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価
(3)完成品に対する評
価

【2.2強度評価フロー】
【2.2(1)公式による評価】
公式による評価は，評価式を選定した上で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，それら
を用いて算出された必要厚さに対して最小厚さが上回っていることを確認する評価方針であることを
説明する。
【2.2(2)解析による評価】
解析による評価は，解析モデルを設定した上で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，応
力を算出し，算出された応力力が設定した許容限界以下であることを確認する評価方針であることを
説明する。
【2.2(3)完成品に対する評価】
完成品に対する評価は，使用目的／使用環境，機器の使用材料，機器の使用条件，法令又は公的な規
格で定める試験結果等を整理したうえで，重大事故等時の使用目的／使用環境，使用条件等が一般産
業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認する評価方針であることを説明する。

補足すべき事項の対象なし

411



補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）
は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項
を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設
計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

4

ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理による
臨界防止が必要な容器は除く。)は，「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計過渡条件
として定めた水素爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態において，経路の破断や開口に至る塑性変形
が生じない設計とする。

5

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管であって形状管理による
臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件において，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じた
としても臨界が発生しない設計とする。

7

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が
繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。

＜伸縮継手の強度評価＞
⇒常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手の全伸縮量算出について
補足説明する。
・[補足材構11]常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手の全伸縮量
算出について

10

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域
に抑える設計とする。

補足すべき事項の対象なし

11

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規
格及び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保でき
る設計とする。

補足すべき事項の対象なし

Ⅴ－１－３ 強度評価
書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価
条件整理表及び評価項
目整理表作成の基本方
針
1.概要
2.強度評価書作成の基
本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－２　公式
による強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1一般事項
2.2容器に関する規格
計算式等
2.3管に関する規格計
算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価
書のフォーマット
Ⅴ－１－３－２　別紙
１　TBP等の錯体の急
激な分解反応発生時の
圧力について

Ⅴ－１－３－２　別紙
２　水素爆発の圧力波
による機器の応答につ
いて

Ⅴ－１－３－３　解析
による強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.解析モデルの選定
(1)解析方法の選定
(2)解析モデルの作成
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.応力強さの計算
(1)応力の分類
(2)応力分類
(3)応力強さの計算
6.解析による強度評価
書フォーマット
Ⅴ－１－３－３　別紙
水素爆発時の圧力波の
設定について

Ⅴ－１－３－４　完成
品に対する強度評価書
作成の基本方針
1.概要
2.完成品の強度評価
2.1法令又は公的な規
格への適合性確認
2.2メーカ規格及び基
準への適合性確認
3.完成品に対する強度
評価書のフォーマット

【Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整理し，強度評価書の作成区分について整理する。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説明する。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説明する。
【Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式による強度評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.評価式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の計算式等について説明する。
【2.1一般事項】
構造等に関する設計方針との関係，計算精度と数値のまるめ方等の一般事項について説明する。
【2.2容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説明する。
【2.3管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備としての圧力による荷重として，
仕様表における最高使用圧力を考慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対して
は設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を許容限界として設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示す。
【Ⅴ－１－３－２　別紙１　TBP等の錯体の急激な分解反応発生時の圧力について】
TBP等の錯体の急激な分解反応発生時の圧力の設定について説明する。
【Ⅴ－１－３－２　別紙２　水素爆発の圧力波による機器の応答について】
水素爆発の爆発圧力に機器が応答するか否かを確認し，応答したとしても0.5MPaを下回ることを説明
する。
【Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく解析による強度評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.解析方法の選定及び解析モデルの作成】
【2.(1)解析方法の選定】
解析による強度に当たっては，応力評価にて考慮する負荷荷重の状態に応じて適切な解析方法を選定
することとし，設計条件における評価にあっては有限要素法による静的弾性解析，設計過渡条件によ
る評価にあっては有限要素法による動的弾性解析を選定することを説明する。
【2.(2)解析モデルの作成】
解析モデルの作成として，以下のとおり説明する。
・解析モデルにあっては，解析るう構造物の形状，構造，支持状態を考慮し，評価部位の発生応力が
適切に表現できるよう適切にモデル化
・解析モデルの設定条件：形状及び寸法(仕様表，構造図等)等
・使用する解析プログラムの設定
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備としての圧力による荷重として，
仕様表における最高使用圧力を考慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対して
は設計降伏点Sy又は設計引張強さSu値を許容限界として設定することを説明する。
【5.応力強さの計算】
機器に発生する応力はその応力の発生の原因及び場所により，一次応力，二次応力等
に分類し，各々に対して許容限界と比較評価を実施することを説明する.
【5.(1)応力の分類】
容器に発生する応力の分類について説明する。
【5.(2)応力分類】
解析により算定された応力の分類について説明する。
【5.(3)応力強さの計算】
解析により算定された応力の取扱いについて説明する。
【6.解析による強度評価書フォーマット】
解析による強度評価書のフォーマットを示す。
【Ⅴ－１－３－３　別紙　水素爆発時の圧力波の設定について】
水素爆発発生時の圧力波の設定について説明する。
【Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく完成品に対する強度評価書作成の基本方針であることを説明
する。
【2.完成品の強度評価】
【2.1法令又は公的な規格への適合性確認】
法令又は公的な規格への適合性確認として，以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と法令又は公的な規格の使用目的，想定している使用環境を
比較し，準拠する規格及び基準が妥当であること
(b)法令又は公的な規格に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する設計であること
【4.2メーカ規格及び基準への適合性確認】
メーカ規格及び基準への適合性確認として，以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境とメーカ規格及び基準の使用目的，想定している使用環境を
比較し，準拠する規格及び基準が妥当であること
(b)メーカ規格及び基準に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する設計であること
【3.完成品に対する強度評価書のフォーマット】
完成品に対する強度評価書のフォーマットを示す。

補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）
は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項
を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設
計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

4

ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理による
臨界防止が必要な容器は除く。)は，「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計過渡条件
として定めた水素爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態において，経路の破断や開口に至る塑性変形
が生じない設計とする。

5

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管であって形状管理による
臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件において，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じた
としても臨界が発生しない設計とする。

7

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が
繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。

10

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域
に抑える設計とする。

11

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規
格及び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保でき
る設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格
及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計
とする。

Ⅴ－２－１　評価条件
整理表及び評価項目整
理表
1.概要
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式によ
る強度評価書
Ⅴ－２－２－１ 容器
の公式による強度評価
書
Ⅴ－２－２－２ 管の
公式による強度評価書

Ⅴ－２－３　解析によ
る強度評価書
Ⅴ－２－３－１ 容器
の解析による強度評価
書

Ⅴ－２－４　完成品に
対する強度評価書
Ⅴ－２－４－１ 容器
の完成品に対する強度
評価書
Ⅴ－２－４－２ 管の
完成品に対する強度評
価書

【Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表】
【1.概要】
「Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基本方針」に基づく評価条件整理表及び強度評価整理表を示すこと
を説明する。
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理結果について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結果について説明する。

【Ⅴ－２－２　　公式による強度評価書】
【Ⅴ－２－２－１ 容器の公式による強度評価書】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した
容器の公式による強度評価結果を示す。
【Ⅴ－２－２－２ 管の公式による強度評価書】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した
管の公式による強度評価結果を示す。

【Ⅴ－２－３　解析による強度評価書】
【Ⅴ－２－３－１ 容器の解析による強度評価書】
解析による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した
容器の解析による強度評価結果を示す。

【Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書】
【Ⅴ－２－４－１ 容器の完成品に対する強度評価書】
完成品に対する強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認
した容器の完成品に対する強度評価結果を示す。
【Ⅴ－２－４－２ 管の完成品に対する強度評価書】
完成品に対する強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認
した管の完成品に対する強度評価結果を示す。

補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）
は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項
を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設
計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

4

ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管(形状管理による
臨界防止が必要な容器は除く。)は，「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計過渡条件
として定めた水素爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態において，経路の破断や開口に至る塑性変形
が生じない設計とする。

5

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管であって形状管理による
臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件において，全体的な塑性変形が生じない又は塑性変形が生じた
としても臨界が発生しない設計とする。

Ⅴ－３　計算機プログ
ラム(解析コード)の概
要

Ⅴ－３　別紙　水素爆
発時の機器の経路維持
機能を確認する弾塑性
解析へのLS-DYNAの適
用性について

【Ⅴ－３　計算機プログラム(解析コード)の概要】
強度評価で用いる計算機プログラム(解析コード)の概要について記載。

【Ⅴ－３　別紙　水素爆発時の機器の経路維持機能を確認する弾塑性解析へのLS-DYNAの適用性につい
て】
水素爆発の発生を仮定する機器の気相部における水素爆発時の動的弾塑性解析に用いるLS-DYNA につ
いて，適用対象事象及び適用実績並びに水素爆発試験との比較による適用性の確認について説明す
る。

＜計算機プログラム（解析コード）の概要＞
⇒計算機プログラム（解析コード）の概要について補足説明する。
・[補足材構12]計算機プログラム（解析コード）の概要について
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５②

展開要否 理由

補足-420-4
【強度評価対象弁の選定
について】

1. 概要 －

改造弁が多いことに伴う強度評価対
象弁の選定に対する補足説明であ
り，東海第二特有の考慮事項である

再処理施設における材料及び構造の
対象については，補足材構01にて整
理する

1. PVB規定準用の妥当性について －

重大事故等クラス2ポンプにJSME設
計・建設規格 クラス1容器の規定を
適用した評価に対する補足説明であ
り，再処理施設に同様の対象となる
設備がない

再処理施設におけるポンプの取扱い
については，補足材構01にて整理す
ることとしている

2. 許容値に許容引張応力Ｓを用いる妥当性について － 同上

1. はじめに －

重大事故等クラス2管の疲労評価省略
に対する補足説明資料であり，再処
理施設はクラス３機器の公式による
設計を適用した設計上の配慮を実施
している

再処理施設における設計上の考慮事
項については，補足材構02にて整理
することとしている

2. 重大事故等クラス２管の疲労評価について － 同上

1. 強度計算の基本方針に基づく評価区分の整理フロー ○

2. 強度計算の基本方針に基づく適用規格の選定フロー ○

3. 強度説明書における適用規格の整理一覧 ○

1. 概要 －

東海第二の建設工認にて適用した昭
和45年告示に規定がない機器の許容
値に対する補足説明であり，再処理
施設の既設工認では昭和55年告示を
適用していることから同様の対象と
なる設備はない

再処理施設における既設工認の評価
内容については，補足材構04にて整
理する

2. 評価式の比較 － 同上
3. 検討結果 － 同上

別紙1 昭和45年告示の許容値をJSME式に適用させた場合のポンプケーシング材料の比較 － 同上

別紙2 (表1) 主な鉄鋼材用の各温度における許容引張応力 － 同上
別紙2 (表2) ＪＩＳの改正に伴う許容値の変化 － 同上

1. 概要 －

東海第二の建設工認にて適用した昭
和45年告示では応力評価が規定され
ていないことから準用したASMEと
JSME設計・建設規格との比較であ
り，再処理施設の既設工認では昭和
55年告示を適用していることから同
様の対象となる設備はない

再処理施設における既設工認の評価
内容については，補足材構04にて整
理する

2. ＡＳＭＥと設計・建設規格の比較 － 同上
3. B1係数の違いに関する影響調査 － 同上
4. 参考文献 － 同上

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性
に関する設計の基本方針

【2.材料及び構造設計の基本
方針】

＜材料及び構造の対象範囲＞ [補足材構
01]

材料及び構造の対象範囲について

補足-420-13
【重大事故等クラス２ポ
ンプにクラス１容器の応
力評価の規定を用いる妥
当性について】

【2.1材料設計】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施
設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並び
に内燃機関】
【2.2.1(3)支持構造物】
【2.2.2可搬型重大事故等対
処設備の容器等】

＜材料及び構造に係る設計上の考
慮事項＞

[補足材構
02]

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について

補足-420-9
【重大事故等クラス２管
の疲労評価について】

【2.1材料設計】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施
設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並び
に内燃機関】
【2.2.1(3)支持構造物】
【2.2.2可搬型重大事故等対
処設備の容器等】

＜材料及び構造に係る類型化の分
類＞

[補足材構
03]

材料及び構造に係る類型化の分類について

補足-420-1
【強度に関する説明書に
おける適用規格の整理】

【2.1材料設計】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施
設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並び
に内燃機関】
【2.2.1(3)支持構造物】
【2.2.2可搬型重大事故等対
処設備の容器等】

＜材料及び構造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確認＞

[補足材構
04]

材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について

補足-420-2
【告示に規定がない機器
の許容値の考え方につい
て】

補足-420-5
【クラス1管の応力評価に
おける建設時工認（ＡＳ
ＭＥ／告示）と設計・建
設規格の比較】
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５②

【2.1材料設計】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施
設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並び
に内燃機関】
【2.2.1(3)支持構造物】
【2.2.2可搬型重大事故等対
処設備の容器等】

＜材料及び構造に係る基本方針の
既設工認申請書からの同等性＞

[補足材構
05]

材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同等性につい
て

【2.1材料設計】
【2.1(2)腐食代の設定】

＜耐食性の考慮＞ [補足材構
06]

常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性の考慮について

補足-420-6
【技術基準規則第17 条と
高圧ガス保安法及び消防
法の規定の比較】

－ －

補足-420-6-1
【技術基準規則第17条と
高圧ガス保安法の規定比
較】

技術基準規則第17条と高圧ガス保安法の規定の比較 ○

技術基準規則第17条と消防法の規定の比較 －

消防法の規定を適用した評価に対す
る補足説明であり，再処理施設に同
様の対象となる設備がない

再処理施設では高圧ガス保安法を適
用する対象設備があることから，補
足材構06にて整理する

別紙　消火器に係る技術基準規則第17条の構造強度に関する規定と消防法の構造強度に関する規
定の同等性について

－ 同上

1. はじめに －

JIS B 8501「鋼製石油貯槽の構造」
の規定を適用した評価に対する補足
説明であり，再処理施設に同様の対
象となる設備がない

再処理施設では高圧ガス保安法を適
用する対象設備があることから，補
足材構06にて整理する

2. 技術基準規則クラス３容器への適合性 － 同上
 (1)塑性崩壊の防止 － 同上
 (2)延性破壊の防止 － 同上
 (3)脆性破壊の防止 － 同上
 (4)進行性変形の防止 － 同上
 (5)疲労による破壊の防止 － 同上
 (6)座屈の防止 － 同上

【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)

＜弱圧の塔槽類等の耐圧強度上の
取り扱い＞

[補足材構
08]

常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧の塔槽類等
の耐圧強度上の取り扱いについて 補足-420-15

【重大事故等クラス３機
器の強度評価における耐
圧試験を用いた裕度の考
え方について】

1. 概要 ○

1. はじめに ○

重大事故等クラス2であってクラス1
機器の事故時の評価に対する補足説
明であり再処理施設に同様の対象と
なる設備がない

再処理施設における重大事故等時(水
素爆発等)の強度評価内容について
は，補足材構08にて整理する

2. 施設時の要求と既工認の強度評価状況 － 同上
3. 重大事故等クラス２機器でクラス１機器の強度評価方針 － 同上
4. 原子炉圧力容器の評価方法 － 同上
 4.1 重大事故等時と建設時の強度評価の整理 － 同上
  4.1.1 重大事故等時の原子炉圧力容器の評価 (PVB-3111 準用) － 同上
   (1) 評価応力 － 同上
   (2) 評価する荷重 － 同上
   (3) 応力算出方法 － 同上
  4.1.2 建設時の原子炉圧力容器の評価 (昭和45年告示) － 同上
   (1) 評価応力（昭和45年告示） － 同上
   (2) 評価する荷重 － 同上
   (3) 応力算出方法 － 同上
 4.2 施設時の許容値と設計・建設規格許容値との比較 － 同上
 4.3 重大事故等時の条件が設計条件（原子炉圧力容器）へ包絡性されていることの確認 － 同上
 4.4 重大事故等時の事故シーケンス毎の応力関係 － 同上
5. 管の応力評価方法 － 同上
 5.1 重大事故等時の管の応力評価（PPB-3560準用） － 同上
   (1) 評価応力 － 同上
   (2) 評価する荷重 － 同上
   (3) 応力算出方法 － 同上
 5.2 重大事故等時の強度評価条件 － 同上
 5.3 重大事故等時の事故シーケンス毎の応力関係 － 同上
別紙1 重大事故等クラス２機器であってクラス１機器（原子炉圧力容器及びクラス１管）の強度
評価において考慮する事故シーケンスの考え方

－ 同上

別紙2 重大事故時の強度評価におけるジェット荷重について － 同上
【2.強度評価方針】
(完成品に対する評価)

＜耐圧試験を用いた裕度の考え方
＞

[補足材構
10]

可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価における耐圧試験を
用いた裕度の考え方について 補足-420-15

【重大事故等クラス３機
器の強度評価における耐
圧試験を用いた裕度の考
え方について】

2. 内容 ○

Ⅴ－３
計算機プログラム(解析コー
ド)の概要

－ ＜計算機プログラム（解析コー
ド）の概要＞

[補足材構
12]

計算機プログラム（解析コード）の概要について

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性
に関する設計の基本方針

【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施
設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】

＜高圧ガス保安法を適用した評価
＞

[補足材構
07]

技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定比較について

補足-420-6-2
【技術基準規則第17 条と
消防法の規定比較】

補足-420-7
【火災防護設備用水源タ
ンクのクラス３容器への
適合性について】

Ⅴ－１－２
強度評価方針

【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
(解析による評価)

＜水素爆発等における強度評価内
容について＞

[補足材構
09]

水素爆発等における強度評価内容について

補足-420-8
【重大事故等クラス２機
器に用いられるクラス１
機器の事故時の強度評価
について】
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1. 概要 ○

2. 全伸縮量の算出方法 ○

（1） 算出条件 ○

（2） 機器ノズル方向（軸方向）の伸縮量算出 ○

1. 概要 －
改造に至った経緯に対する補足説明
であり東海第二特有の考慮事項であ
るため

2. 改造対象弁 － 同上
（1） 適合性確認対象設備 － 同上
（2） 適合性確認対象外設備 － 同上
3. 補足 － 同上
（1） 工事計画認可申請対象外の弁（ＳＡの流路を構成する弁を含む）について － 同上
（2） 許認可手続きについて（新規制基準（今回）） － 同上

1. クラス２機器の規定によらない場合の評価対象機器 －

設計・建設規格におけるクラス2機器
の規定によらない場合の評価に対す
る補足説明であり再処理施設はクラ
ス３機器，クラス４管の規定を適用
しており同様の対象となる設備がな
い

2. クラス２機器の規定によらない場合の評価 － 同上
 (1) 長方形の大たわみ式を用いた矩形ダクトの評価 － 同上
 (2) 立形ポンプの評価 － 同上
 (3) ねじ山のせん断破壊式を用いたねじ込み継手の評価 － 同上
 (4) クラス１容器の規定を準用又は参考とした評価 － 同上

1. 概要 －

重大事故等クラス2機器におけるJIS
G 3106（SM材）の使用に対する補足
説明であり再処理施設に同様の対象
となる設備がない

2. 東海第二発電所におけるSM材の使用範囲について － 同上
3. SM材の使用制限の経緯及び調査結果 － 同上
 (1) ＪＩＳ Ｂ ８２４３「圧力容器の構造」 － 同上
 (2) ＪＩＳ 圧力容器（改訂版）－ 解説と計算例－（日本規格協会発行） － 同上
4. SM材の使用制限の経緯を踏まえた検討結果 － 同上
 (1) SM材が圧力容器用の材料でないことについての考察 － 同上
 (2) 試験片の採取要領について － 同上
 (3) 先行ＰＷＲの同様の事例調査 － 同上
 (4) 他電力（ＢＷＲ） における同様の事例調査 － 同上
 (5) 検討結果 － 同上
5. 代替材で評価することの妥当性について － 同上
 (1) 代替材との比較 － 同上

1. 概要 －

JIS B 8201 陸用鋼製ボイラー構造の
規定を適用した評価に対する補足説
明であり再処理施設に同様の対象と
なる設備がない

2. 昭和55年告示第501号質疑応答集におけるだ円マンホールの板厚計算の扱いについて － 同上
3. 告示第501号及び設計・建設規格における容器の平板の厚さの算出式の比較 － 同上
4. マンホールの構造による適用性 － 同上
5. まとめ － 同上

補足-420-12
【重大事故等クラス２容
器のうち，だ円形マン
ホールの厚さ計算に適用
する評価手法の妥当性に
ついて】

補足-420-14
【重大事故等クラス２管
のうち，伸縮継手の全伸
縮量算出について】

補足-420-3
【既設設備の改造対象弁
について】

補足-420-10
【重大事故等クラス２機
器におけるクラス２機器
の規定によらない場合の
評価】

補足-420-11
【ＪＩＳ Ｇ ３１０６
（SM材）の使用につい
て】

「重⼤事故等クラス2管のうち，伸縮継⼿の全伸縮量算出について」に係る補⾜説明資料について
⇒発電炉では，伸縮継⼿の強度評価に⽤いる全伸縮量の設定根拠について説明している。再処理施設においても同様の設備
があることから，発電炉同様に補⾜説明資料を作成する。

「重⼤事故等クラス2管のうち，伸縮継⼿の全伸縮量算出について」に係る補⾜説明資料について
⇒発電炉では，伸縮継⼿の強度評価に⽤いる全伸縮量の設定根拠について説明している。再処理施設においても同様の設備
があることから，発電炉同様に補⾜説明資料を作成する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

1. 補足説明資料と添付書類の関連 1. 補足説明資料と添付書類の関連

2. 補足説明資料 2. 補足説明資料

2.1 全般に関する補足説明資料 2.1 全般に関する補足説明資料

技術規則第十七条及び第三十七条（材料及び構造）にお
ける「再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの」
の対象範囲について示す。

[補足材構01]
[材構01]材料及び構
造の対象範囲につい

て
材料及び構造の対象範囲について示す。 △ 第１回で全て説明されるため追加事項無し

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について示
す。

[補足材構02]

[材構02]材料及び構
造に係る設計上の考
慮事項の抽出につい

て

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について示
す。

△ 第１回で全て説明されるため追加事項無し

材料及び構造に係る類型化の分類について示す。 [補足材構03]
[材構03]材料及び構
造に係る類型化の分

類について
材料及び構造に係る類型化の分類について示す。 〇 材料及び構造に係る類型化の分類について示す。

材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて示す。

[補足材構04]

[材構04]材料及び構
造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確

認について

材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて示す。

〇
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて示す。

材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同
等性について示す。

[補足材構05] ― 対象設備となる設備なし 〇
材料及び構造に係る基本方針の既設工認申請書からの同
等性について示す。

計算機プログラム（解析コード）の概要について示す。 [補足材構12] ― 対象設備となる設備なし 〇
強度評価で用いる計算機プログラム(解析コード)の概要
について示す。

常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性の考慮に
ついて示す。

[補足材構06] ― 対象設備となる設備なし 〇
常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性の考慮に
ついて示す。

技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定比較に
ついて示す。

[補足材構07] ― 対象設備となる設備なし 〇
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定比較に
ついて示す。

常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧
の塔槽類等の耐圧強度上の取り扱いについて示す。

[補足材構08] ― 対象設備となる設備なし 〇
常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧
の塔槽類等の耐圧強度上の取り扱いについて示す。

水素爆発等における強度評価内容について示す。 [補足材構09] ― 対象設備となる設備なし 〇
水素爆発等における強度評価内容強度評価内容について
示す。

伸縮継手の全伸縮量の算出について示す。 [補足材構11] ― 対象設備となる設備なし 〇 伸縮継手の全伸縮量の算出について示す。

可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価における
耐圧試験を用いた裕度の考え方について示す。

[補足材構10] ― 対象設備となる設備なし 〇
可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価における
耐圧試験を用いた裕度の考え方について示す。

記載概要 補足説明すべき事項
申請回次

2.2.3 常設重大事故等対処設備の容器等
のうち弱負圧・弱正圧の塔槽類等の耐圧
強度上の取り扱いについて

2.2.4 常設重大事故等対処設備の容器等
のうち水素爆発等の影響を受ける容器及
び管の強度評価内容について

東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料

2.1.6 計算機プログラム（解析コード）
の概要について

2.4 重大事故等クラス2機器に関する補足
説明資料

2.2 常設重大事故等対処設備の容器等に関
する補足説明資料

2.2.1 常設重大事故等対処設備の容器等
に係る耐食性の考慮について

2.2.2 技術基準規則第三十七条と高圧ガ
ス保安法の規定比較について

2.1.1 材料及び構造の対象範囲について

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

2.5 重大事故等クラス3機器に関する補足
説明資料

2.3 可搬型重大事故等対処設備の容器等に
関する補足説明資料

補足-420-15 重大事故等クラス3機器の
強度評価における耐圧試験を用いた裕度
の考え方について

2.3.1 可搬型重大事故等対処設備の容器
等の強度評価における耐圧試験を用いた
裕度の考え方について

凡例

・「申請回次」について

補足-420-14 重大事故等クラス2管のう
ち，伸縮継手の全伸縮量算出について

2.2.5 常設重大事故等対処設備の容器等
の伸縮継手の全伸縮量算出について

2.1.2 材料及び構造に係る設計上の考慮
事項の抽出について

2.1.3 材料及び構造に係る類型化の分類
について

2.1.4 材料及び構造に係る既設工認申請
書引用の妥当性確認について

2.1.5 材料及び構造に係る基本方針の既
設工認申請書からの同等性について
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別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

1. 変 更 前 変 更 後 

第１章 共通項目 

9. 設備に対する要求 

9.3 材料及び構造 

9.3.1 材料及び構造 

安全機能を有する施設における材料及び構造にあっては，安全機能を有する施設に属するものの

うち以下のいずれかに該当するものを再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの(以下，安全

機能を有する施設にあっては「安全機能を有する施設の容器等」という。)として材料及び構造の対

象とする。 

 

a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部エネルギーの解放による災害を及

ぼすおそれがある機器区分(再処理第１種機器から再処理第５種機器)に属する容器及び管 

b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び放射線障害を防止する機

能を有する安全上重要な施設に属する容器及び管 

c. 上記 a又は bに接続するポンプ及び弁(安全上重要な施設を防護するために必要な緊急遮断

弁を含む。) 

d. 上記 a，b又は cに直接溶接される支持構造物であり，その破損により当該機器の損壊を生

じさせるおそれのあるもの 

e. 安全上重要な施設に属する内燃機関 

 

安全機能を有する施設の容器等の材料及び構造(主要な溶接部を含む。)は，施設時において，以

下の通りとし，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」等に準拠し設計

する。 

 

9.3.1.1 材料 

安全機能を有する施設の容器等は，第１章 共通項目の「9.1 安全機能を有する施設」の要

求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重，腐食環境その他の使用条件に対して，適切

な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等 

第１章 共通項目 

9. 設備に対する要求 

9.3 材料及び構造 

9.3.1 材料及び構造 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における材料及び構造にあっては，安全機能を有

する施設又は重大事故等対処設備に属するもののうち以下のいずれかに該当するものを再処理施

設の安全性を確保する上で重要なもの(以下，安全機能を有する施設にあっては「安全機能を有す

る施設の容器等」，重大事故等対処設備にあっては「重大事故等対処設備の容器等」という。)とし

て材料及び構造の対象とする。 

a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部エネルギーの解放による災害を及

ぼすおそれがある機器区分(再処理第１種機器から再処理第５種機器)に属する容器及び管 

b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び放射線障害を防止する機

能を有する安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する容器及び管 

c. 上記 a又は bに接続するポンプ及び弁(安全上重要な施設又は重大事故等対処設備を防護す

るために必要な緊急遮断弁を含む。) 

d. 上記 a，b又は cに直接溶接される支持構造物であり，その破損により当該機器の損壊を生

じさせるおそれのあるもの 

e. 安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する内燃機関 

 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の材料及び構造(主要な溶接部

を含む。)は，施設時において，以下の通りとし，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格」等に準拠し設計する。 

 

9.3.1.1 材料 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等のうち常設のもの(以下「常

設重大事故等対処設備の容器等」という。)は，第１章 共通項目の「9.1 安全機能を有する施

設」及び「9.2 重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重，

腐食環境その他の使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用す

る設計とする。 

重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの(以下「可搬型重大事故等対処設備の容器

等」という。)は，第１章 共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その

使用される圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して，日本産業規格等に適合した適切な機械

的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。 

 

9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等 

【凡例】 

第 1回申請箇所を下線で示す。 

420



別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

1. 変 更 前 変 更 後 

(1) 容器及び管 

安全機能を有する施設の容器等の容器及び管(ダクトは除く。)は，第１章 共通項目の

「9.1 安全機能を有する施設」の要求事項を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使

用温度及び機械的荷重が負荷されている状態(以下「設計条件」という。)において，全体的

な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設の容器等のダクトは，設計条件において，延性破断に至る塑性変形

を生じない設計とする。 

安全機能を有する施設の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合に

おいて，疲労破壊が生じない設計とする。 

 

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関 

安全機能を有する施設の容器等のポンプ及び弁並びに内燃機関は，設計条件において，全

体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。 

 

 

(3) 支持構造物 

安全機能を有する施設の容器等の支持構造物は，設計条件において，延性破断及び座屈が

生じない設計とする。 

 

9.3.1.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 容器及び管 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管(ダ

クトは除く。)は，第１章 共通項目の「9.1 安全機能を有する施設」及び「9.2 重大事

故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的

荷重が負荷されている状態(以下「設計条件」という。)において，全体的な変形を弾性域に

抑える及び座屈が生じない設計とする。 

ただし，常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管

(形状管理による臨界防止が必要な容器は除く。)は，「9.2 重大事故等対処設備」の要求

事項を踏まえ，設計上定めた水素爆発等の瞬間的な荷重が負荷される状態(以下「設計過渡

条件」という。)において，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。 

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発等の影響を受ける容器及び管であって

形状管理による臨界防止が必要な容器は，設計過渡条件において，全体的な塑性変形が生じ

ない又は塑性変形が生じたとしても臨界が発生しない設計とする。 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のダクトは，設計

条件において，延性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設

計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。 

 

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁並

びに内燃機関は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設

計とする。 

 

(3) 支持構造物 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の支持構造物は，

設計条件において，延性破断及び座屈が生じない設計とする。 

 

9.3.1.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な

変形を弾性域に抑える設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産

業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，

要求される強度を確保できる設計とする。 

ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用

工業品の規格及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態において，要求され

る強度を確保できる設計とする。 
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別紙６
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請）

1. 変 更 前 変 更 後 

9.3.1.3 主要な溶接部 

安全機能を有する施設の容器等の主要な溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)は，次の

とおりとする。 

・不連続で特異な形状でない設計とする。

・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その

他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。 

・適切な強度を有する設計とする。

・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることを機械試験そ

の他の評価方法によりあらかじめ確認する。 

なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により再処理施設の技術基準に関する規則の

解釈の「再処理施設の溶接の方法等について(別記)」に適合していることを確認する。 

9.3.2 耐圧試験等 

(1) 安全機能を有する施設の容器等(支持構造物は除く。)は，施設時において，次に定めるところ

による圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがないことを確認する。 

また，安全機能を有する施設の容器等の主要な溶接部のうち再処理第１種容器及びライニング型

貯槽の溶接部は，漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがない

ことを確認する。 

なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の「再処理

施設の溶接の方法等について(別記)」等に準拠し実施する。 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高使用圧力を超え，かつ，機器に生ず

る全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧力とする。 

b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，

大気圧と内圧との最大の差を上回る圧力とする。この場合において，耐圧試験の圧力は機器

の内面から加えることができる。 

ただし，気圧により耐圧試験を行う場合(最高使用圧力が 98kPa 未満の場合を除く。)であって，

当該圧力に耐えることが確認された場合は，当該圧力を最高使用圧力までに減じて著しい漏えいが

ないことを確認する。 

最高使用圧力が 98kPa 未満の場合であって，気圧により耐圧試験を行う場合の試験圧力は，水圧

による耐圧試験の場合と同じ圧力とする。 

9.3.1.3 主要な溶接部 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部(溶接

金属部及び熱影響部をいう。)は，次のとおりとする。 

・不連続で特異な形状でない設計とする。

・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その

他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。 

・適切な強度を有する設計とする。

・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることを機械試験そ

の他の評価方法によりあらかじめ確認する。

なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により再処理施設の技術基準に関する規則の

解釈の「再処理施設の溶接の方法等について(別記)」に適合していることを確認する。 

常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の耐圧試験は，母材と同等の方法及び同じ

試験圧力にて実施する。 

9.3.2 耐圧試験等 

(1) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等(支持構造物は除く。)は，施

設時において，次に定めるところによる圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著し

い漏えいがないことを確認する。 

また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部のう

ち再処理第１種容器及びライニング型貯槽の溶接部は，漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試

験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。 

なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の「再処理

施設の溶接の方法等について(別記)」等に準拠し実施する。 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高使用圧力を超え，かつ，機器に生ず

る全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧力とする。

b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，

大気圧と内圧との最大の差を上回る圧力とする。この場合において，耐圧試験の圧力は機器

の内面から加えることができる。

ただし，気圧により耐圧試験を行う場合(最高使用圧力が 98kPa 未満の場合を除く。)であって，

当該圧力に耐えることが確認された場合は，当該圧力を最高使用圧力までに減じて著しい漏えいが

ないことを確認する。 

最高使用圧力が 98kPa 未満の場合であって，気圧により耐圧試験を行う場合の試験圧力は，水圧

による耐圧試験の場合と同じ圧力とする。 

重大事故等対処設備の容器等であって，規定の圧力で耐圧試験又は漏えい試験を行うことが困難

な場合は，試運転による機能及び性能試験(以下「運転性能試験」という。)結果を用いた評価等に
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1. 変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

(2) 安全機能を有する施設の容器等(支持構造物は除く。)は，維持段階において，通常運転時にお

ける圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。 

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」等に準拠し実施する。 

 

より確認する。 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試験，目視等による有

害な欠陥がないことの確認とすることもできるものとする。 

 

(2) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等(支持構造物は除く。)は，維

持段階において，通常運転時における圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないこと

を確認する。 

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」等に準拠し実施する。 

ただし，重大事故等対処設備の容器等(支持構造物は除く。)は，使用時における圧力で漏えい試

験を行うことが困難な場合は，運転性能試験結果を用いた評価等により確認する。 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試験，目視等による有

害な欠陥がないことの確認とすることもできるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423




